
決 算 特 別 委 員 会 等 記 録

 平成25年度一般会計・特別会計決算及び企業会計決算

　 自　平成26年10月２日

　 至　平成26年10月23日

　沖  縄  県  議  会





決 算 特 別 委 員 会 等 記 録

平成25年度一般会計・特別会計決算及び企業会計決算

自 平 成 26年 10月 ２ 日

至 平 成 26年 10月 23日

沖 縄 県 議 会





目 次

平成26年第５回沖縄県議会(定例会)

第１号（10月２日） …………………………… １

１ 委員長の互選 …………………………… ３

２ 副委員長の互選 ………………………… ３

３ 乙第26号議案及び乙第27号議案、認

定第１号から認定第23号まで（一般

会計・特別会計決算及び企業会計決

算）について …………………………… ３

４ 決算特別委員会運営要領について …… ３

６ 理事の選任について …………………… ３

平成26年第５回沖縄県議会(定例会)閉会中継続審査

第１号（10月14日） …………………………… 15

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 …………………… 16

２ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算審査の概要説明 ……………… 17

３ 平成25年度沖縄県病院事業会計決算

の概要説明 ……………………………… 19

４ 平成25年度沖縄県病院事業会計決算

審査の概要説明 ………………………… 21

５ 平成25年度沖縄県公営企業会計決算

の概要説明、平成25年度沖縄県水道

事業会計及び工業用水道事業会計未

処分利益剰余金についての概要説明 …22

７ 平成25年度沖縄県公営企業会計決算

審査の概要説明 ………………………… 25

８ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算に対する質疑 ………………… 26

又 吉 清 義君 …………………… 26

新 垣 良 俊君 …………………… 29

浦 崎 唯 昭君 …………………… 30

狩 俣 信 子さん…………………… 31

仲 村 未 央さん…………………… 34

瑞慶覧 功君 …………………… 37

奥 平 一 夫君 …………………… 39

田 勝 廣君 …………………… 43

前 島 明 男君 …………………… 47

西 銘 純 恵さん…………………… 48

嘉 陽 宗 儀君 …………………… 51

儀 間 光 秀君 …………………… 55

比 嘉 京 子さん…………………… 55

新 垣 安 弘君 …………………… 58

総務企画委員会第１号（10月15日） ………… 63

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 …………………… 63

知事公室 ……………………………… 63

総務部 ………………………………… 64

公安委員会 …………………………… 66

２ 平成25年度決算に対する質疑 ………… 67

翁 長 政 俊君 …………………… 68

照 屋 大 河君 …………………… 72

髙 嶺 善 伸君 …………………… 76

玉 城 義 和君 …………………… 79

田 勝 廣君 …………………… 84

前 島 明 男君 …………………… 90

経済労働委員会第１号（10月15日） ………… 94

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 …………………… 94

農林水産部 …………………………… 94

労働委員会事務局 …………………… 96

２ 平成25年度決算に対する質疑 ………… 96

砂 川 利 勝君 …………………… 97

座喜味 一 幸君 …………………… 99

崎 山 嗣 幸君 ……………………102

仲 村 未 央さん …………………105

瑞慶覧 功君 ……………………109

玉 城 満君 ……………………112

玉 城 ノブ子さん …………………114

儀 間 光 秀君 ……………………117

文教厚生委員会第１号（10月15日） …………122

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 ……………………122

子ども生活福祉部………………………122

教育委員会 ……………………………124

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………125

又 吉 清 義君 ……………………125

狩 俣 信 子さん …………………128

新 田 宜 明君 ……………………132

赤 嶺 昇君 ……………………134

糸 洲 朝 則君 ……………………138



西 銘 純 恵さん …………………141

呉 屋 宏君 ……………………146

比 嘉 京 子さん …………………148

嶺 井 光君 ……………………151

土木環境委員会第１号（10月15日） …………156

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 ……………………156

土木建築部 ……………………………156

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………158

中 川 京 貴君 ……………………159

新 里 米 吉君 ……………………161

仲宗根 悟君 ……………………165

奥 平 一 夫君 ……………………168

新 垣 清 涼君 ……………………172

金 城 勉君 ……………………175

嘉 陽 宗 儀君 ……………………178

新 垣 安 弘君 ……………………182

総務企画委員会第２号（10月16日） …………188

１ 平成25年度沖縄県一般会計決算の概

要説明 ……………………………………188

企画部 …………………………………188

出納事務局 ……………………………190

監査委員事務局 ………………………190

人事委員会事務局 ……………………190

議会事務局 ……………………………191

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………191

照 屋 大 河君 ……………………191

髙 嶺 善 伸君 ……………………195

玉 城 義 和君 ……………………199

田 勝 廣君 ……………………205

當 間 盛 夫君 ……………………209

大 城 一 馬君 ……………………213

経済労働委員会第２号（10月16日） …………218

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び特別

会計決算の概要説明 ……………………218

商工労働部 ……………………………218

文化観光スポーツ部 …………………220

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………221

崎 山 嗣 幸君 ……………………221

仲 村 未 央さん …………………224

瑞慶覧 功君 ……………………229

玉 城 満君 ……………………232

玉 城 ノブ子さん …………………235

儀 間 光 秀君 ……………………238

座喜味 一 幸君 ……………………242

新 垣 哲 司君 ……………………247

文教厚生委員会第２号（10月16日） …………252

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び企業

会計決算の概要説明 ……………………252

保健医療部 ……………………………252

病院事業局 ……………………………253

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………255

狩 俣 信 子さん …………………255

新 田 宜 明君 ……………………260

赤 嶺 昇君 ……………………264

糸 洲 朝 則君 ……………………268

西 銘 純 恵さん …………………272

呉 屋 宏君 ……………………276

比 嘉 京 子さん …………………279

又 吉 清 義君 ……………………282

土木環境委員会第２号（10月16日） …………287

１ 平成25年度沖縄県一般会計及び企業

会計決算の概要説明、平成25年度沖

縄県水道事業会計及び工業用水道事

業会計未処分利益剰余金についての

概要説明 …………………………………287

環境部 …………………………………287

企業局 …………………………………288

２ 平成25年度決算に対する質疑 …………291

仲宗根 悟君 ……………………291

新 里 米 吉君 ……………………295

新 垣 清 涼君 ……………………298

金 城 勉君 ……………………301

嘉 陽 宗 儀君 ……………………305

新 垣 安 弘君 ……………………308

具志堅 透君 ……………………311

中 川 京 貴君 ……………………314

第２号（10月22日） ……………………………319

１ 常任委員長に対する質疑 ………………319

狩 俣 信 子さん …………………319

西 銘 純 恵さん …………………320

比 嘉 京 子さん …………………320

２ 「要調査事項」及び「特記事項」の

取り扱い等について ……………………321

３ 知事の委員会出席を求める動議 ………321

４ 知事の委員会出席を求める動議に対



する意見、討論 …………………………321

砂 川 利 勝君 ……………………321

４ 動議の採決 ………………………………322

第３号（10月23日） ……………………………324

１ 平成25年度決算に対する総括質疑 ……325

委員長による代表質疑 ………………325

又 吉 清 義君 ……………………326

仲 村 未 央さん …………………327

狩 俣 信 子さん …………………329

玉 城 満君 ……………………331

瑞慶覧 功君 ……………………333

奥 平 一 夫君 ……………………335

西 銘 純 恵さん …………………338

嘉 陽 宗 儀君 ……………………340

２ 平成26年第５回議会乙第26号議案及

び同乙第27号議案の採決 ………………342

３ 平成26年第５回議会認定第１号の採

決 …………………………………………343

４ 平成26年第５回議会認定第12号の採

決 …………………………………………343

５ 平成26年第５回議会認定第16号の採

決 …………………………………………343

６ 平成26年第５回議会認定第19号の採

決 …………………………………………343

７ 平成26年第５回議会認定第２号から

同認定第11号まで、同認定第13号か

ら同認定第15号まで、同認定第17号、

同認定第18号及び同認定第20号から

同認定第23号までの採決 ………………343

８ 要調査事項一覧 …………………………345

９ 決算特別委員会議案処理一覧表 ………346

10 決算特別委員会決算処理一覧表 ………347

巻末資料（各常任委員長からの決算調査報

査報告書） ……………………………350





平 成 2 6 年 1 0 月 ２ 日

平 成 2 6 年 第 ５ 回

決算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 １ 号 ）





－1－

平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成26年10月２日 (木曜日)

午後７時38分開会

第７委員会室

委員の選任

平成26年10月２日、本委員会は議長の指名で次の

とおり選任された。

委 員 砂 川 利 勝君 具志堅 透君

委 員 又 吉 清 義君 新 垣 良 俊君

委 員 浦 崎 唯 昭君 仲 村 未 央さん

委 員 崎 山 嗣 幸君 狩 俣 信 子さん

委 員 玉 城 満君 瑞慶覧 功君

委 員 奥 平 一 夫君 田 勝 廣君

委 員 前 島 明 男君 西 銘 純 恵さん

委 員 嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君

委 員 比 嘉 京 子さん 新 垣 安 弘君

委員長、副委員長の互選

平成26年10月２日、指名推選により崎山嗣幸君が

委員長に、儀間光秀君が副委員長に選任された。

理事の選任

平成26年10月２日、理事に具志堅透君、奥平一夫

君及び西銘純恵さんが選任された。

出席委員

委員長 崎 山 嗣 幸君

副委員長 儀 間 光 秀君 中 川 京 貴君

委 員 砂 川 利 勝君 具志堅 透君

委 員 又 吉 清 義君 新 垣 良 俊君

委 員 仲 村 未 央さん 玉 城 満君

委 員 瑞慶覧 功君 奥 平 一 夫君

委 員 田 勝 廣君 前 島 明 男君

委 員 西 銘 純 恵さん 嘉 陽 宗 儀君

委 員 比 嘉 京 子さん 新 垣 安 弘君

欠席委員

委 員 浦 崎 唯 昭君

委 員 狩 俣 信 子さん

本委員会に付託された事件

（10月２日付託）

１ 乙第26号議案 平成25年度沖縄県水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について

２ 乙第27号議案 平成25年度沖縄県工業用水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について

３ 認定第１号 平成25年度沖縄県一般会計決算の

認定について

４ 認定第２号 平成25年度沖縄県農業改良資金特

別会計決算の認定について

５ 認定第３号 平成25年度沖縄県小規模企業者等

設備導入資金特別会計決算の認定について

６ 認定第４号 平成25年度沖縄県中小企業振興資

金特別会計決算の認定について

７ 認定第５号 平成25年度沖縄県下地島空港特別

会計決算の認定について

８ 認定第６号 平成25年度沖縄県母子寡婦福祉資

金特別会計決算の認定について

９ 認定第７号 平成25年度沖縄県下水道事業特別

会計決算の認定について

10 認定第８号 平成25年度沖縄県所有者不明土地

管理特別会計決算の認定について

11 認定第９号 平成25年度沖縄県沿岸漁業改善資

金特別会計決算の認定について

12 認定第10号 平成25年度沖縄県中央卸売市場事

業特別会計決算の認定について

13 認定第11号 平成25年度沖縄県林業改善資金特

別会計決算の認定について

14 認定第12号 平成25年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

15 認定第13号 平成25年度沖縄県宜野湾港整備事

業特別会計決算の認定について

16 認定第14号 平成25年度沖縄県国際物流拠点産

業集積地域那覇地区特別会計決算の認定につい

て

17 認定第15号 平成25年度沖縄県産業振興基金特

別会計決算の認定について

18 認定第16号 平成25年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 整備事業特別会計決算の認定について

19 認定第17号 平成25年度沖縄県中城湾港マリン

・タウン特別会計決算の認定について

決算特別委員会記録（第１号）
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20 認定第18号 平成25年度沖縄県駐車場事業特別

会計決算の認定について

21 認定第19号 平成25年度沖縄県中城湾港 (泡瀬

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

22 認定第20号 平成25年度沖縄県公債管理特別会

計決算の認定について

23 認定第21号 平成25年度沖縄県病院事業会計決

算の認定について

24 認定第22号 平成25年度沖縄県水道事業会計決

算の認定について

25 認定第23号 平成25年度沖縄県工業用水道事業

会計決算の認定について

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 乙第26号議案 平成25年度沖縄県水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について

４ 乙第27号議案 平成25年度沖縄県工業用水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について

５ 認定第１号 平成25年度沖縄県一般会計決算の

認定について

６ 認定第２号 平成25年度沖縄県農業改良資金特

別会計決算の認定について

７ 認定第３号 平成25年度沖縄県小規模企業者等

設備導入資金特別会計決算の認定について

８ 認定第４号 平成25年度沖縄県中小企業振興資

金特別会計決算の認定について

９ 認定第５号 平成25年度沖縄県下地島空港特別

会計決算の認定について

10 認定第６号 平成25年度沖縄県母子寡婦福祉資

金特別会計決算の認定について

11 認定第７号 平成25年度沖縄県下水道事業特別

会計決算の認定について

12 認定第８号 平成25年度沖縄県所有者不明土地

管理特別会計決算の認定について

13 認定第９号 平成25年度沖縄県沿岸漁業改善資

金特別会計決算の認定について

14 認定第10号 平成25年度沖縄県中央卸売市場事

業特別会計決算の認定について

15 認定第11号 平成25年度沖縄県林業改善資金特

別会計決算の認定について

16 認定第12号 平成25年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

17 認定第13号 平成25年度沖縄県宜野湾港整備事

業特別会計決算の認定について

18 認定第14号 平成25年度沖縄県国際物流拠点産

業集積地域那覇地区特別会計決算の認定につい

て

19 認定第15号 平成25年度沖縄県産業振興基金特

別会計決算の認定について

20 認定第16号 平成25年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 整備事業特別会計決算の認定について

21 認定第17号 平成25年度沖縄県中城湾港マリン

・タウン特別会計決算の認定について

22 認定第18号 平成25年度沖縄県駐車場事業特別

会計決算の認定について

23 認定第19号 平成25年度沖縄県中城湾港 (泡瀬

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

24 認定第20号 平成25年度沖縄県公債管理特別会

計決算の認定について

25 認定第21号 平成25年度沖縄県病院事業会計決

算の認定について

26 認定第22号 平成25年度沖縄県水道事業会計決

算の認定について

27 認定第23号 平成25年度沖縄県工業用水道事業

会計決算の認定について

28 閉会中継続審査について

29 決算特別委員会運営要領について

30 理事の選任について

3ii4

○宮城優議会事務局政務調査課主幹 決算特別委員

会設置後、初めての委員会でありますので、委員長

及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長が互選されるまでの間、沖縄県議会委員会

条例第７条第２項の規定により、年長の委員が委員

長の互選に関する職務を行うことになっておりま

す。

出席委員中、前島明男委員が年長者でございます

ので、この際、沖縄県議会委員会条例第７条第２項

の規定により、前島明男委員に委員長の互選に関す

る職務をお願いいたします。

前島明男委員、委員長席に御着席をお願いいたし

ます。

（前島明男委員、委員長席に着席）

○前島明男年長委員 ただいまから決算特別委員会

を開会いたします。

沖縄県議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、年長の私が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。
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これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか、お諮

りいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、委員長の互選方法について協議）

○前島明男年長委員 再開いたします。

委員長の互選については、指名推選の方法による

との御意見がありますので、指名推選の方法による

こととし、私から指名いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○前島明男年長委員 御異議なしと認めます。

よって、崎山嗣幸委員を委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○前島明男年長委員 御異議なしと認めます。

よって、崎山嗣幸委員が委員長に互選されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

皆さんの御推薦で委員長に就任することになりま

した。議論をまた活発にして、私も皆さんの御協力

を得て頑張りたいと思いますので、御協力をお願い

したいと思います。

3ii4

○崎山嗣幸委員長 これより副委員長の互選を行い

ます。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか、お

諮りいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、副委員長の互選方法について協

議）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、指名推選の方法によ

るとの御意見がありますので、指名推選の方法によ

ることとし、私から指名いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、儀間光秀委員を副委員長に指名いたしま

す。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、儀間光秀委員が副委員長に互選されまし

た。

ただいま副委員長に選任されました儀間光秀委員

の就任の御挨拶を自席にてお願いいたします。

○儀間光秀副委員長 ただいま御指名いただきまし

た儀間光秀です。一生懸命委員長をサポートしてま

いりますので、御協力をよろしくお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 以上で、委員長及び副委員長の

互選は終わりました。

3ii4

○崎山嗣幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、議題の取り扱いについて協議）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

乙第26号議案及び乙第27号議案の議決議案２件、

認定第１号から同認定第23号までの決算23件を一括

して議題といたします。

ただいま議題となりました議決議案２件及び決算

23件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して閉会中継続審査の申し出をしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○崎山嗣幸委員長 次に、決算特別委員会運営要領

について、御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、運営要領の取り扱いについて協

議）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○崎山嗣幸委員長 次に、ただいま決定されました

決算特別委員会運営要領に基づき、委員長及び副委

員長のほかに理事３人の選任が必要でありますの

で、理事３人の選任について御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）
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○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

これより理事３人の選任についてお諮りいたしま

す。

理事に、具志堅透委員、奥平一夫委員、西銘純恵

委員の３人を指名したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願いいたします。

次に、お諮りいたします。

ただいま決定されました決算特別委員会運営要領

に基づく各常任委員長への調査依頼書等の作成等に

つきましては、委員長に御一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

次回は、10月14日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後７時55分散会
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決算特別委員会運営要領

１ 委員会室
第７委員会室を使用する。

２ 委員席の配置
別紙第１のとおりとする。

３ 審査日程等
(1) 審査日程は別紙第２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要がある
ときは、委員会に諮り変更することができる。

(2) 室部局に係る事項については、所管の常任委員会に調査を依頼して行う
ものとする。（別紙様式１）

(3) 常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に定
める所管事務に係る決算事項とする。

(4) 常任委員長は、調査終了後に調査報告書を提出するものとする。（別紙
様式２）

４ 質疑の要領
(1) 質疑の時間は、審査日委員１人10分とする。
(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの
とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日・時間
及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員
は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報
知する。

(5) 質疑は一問一答方式で、起立の上自席から行うものとする。
(6) 質疑の順序は多数会派順とする。

５ 説明員
決算の概要説明は、会計管理者、病院事業局長及び企業局長とし、審査意見の概

要説明は代表監査委員とする。

６ 常任委員長等に対する質疑
(1) 常任委員長から提出された調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑
の通告がなされた場合、当該常任委員長等を委員外議員として出席を求め
るものとする。（別紙様式３）

(2) 決算委員は、常任委員長の報告に対して質疑を行う場合には、常任委員
長への質疑を行う日の前日（県の休日を除く。）の午後３時までに政務調
査課に通告するものとする。（別紙様式４）

(3) 常任委員長等への質疑は、２回を超えないものとする。

７ 要調査事項に対する質疑
(1) 常任委員長から提出された調査報告書の「要調査事項」に関し、知事等の出席
答弁が審査上必要であると認める場合には、委員会の決定に基づき、委員会の最
終日に知事等の出席を求めることができるものとする。
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(2) 知事等に対する総括質疑は、上記(1)において決定した要調査事項につ
いて、まず委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員から質疑を
行うものとする。

８ 理事会
(1) 委員会の円滑な運営を図るため、理事会を置く。
(2) 理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。
(3) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(4) 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

９ その他
決算議案の審査等については、本要領及び「決算議案の審査等に関する基

本的事項(常任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９月22日議会
運営委員会決定）に基づいて行うものとする。

雑 則
以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮っ
て定める。
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（別紙第１）

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局 残 時 間
説 明 員

モニター

崎 山 嗣 幸

委 員 長

具志堅透委員 砂川利勝委員 狩俣信子委員 仲村未央委員

浦崎唯昭委員 新垣良俊委員 又吉清義委員 奥平一夫委員 瑞慶覧功委員 玉城満委員

新垣安弘委員 前島明男委員 田勝廣委員 儀間光秀委員 嘉陽宗議委員 西銘純恵委員

比嘉京子委員
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（別紙第２）

決算特別委員会審査日程 ５階 第７委員会室

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

本 会 議
○委員長及び副委員長の互選

平 成 2 6年 及 び 各
○閉会中継続審査の件

1 0月 ２ 日
木

委 員 会
○委員会運営要領の件

終 了 後
○理事の選任
○各常任委員会に対する調査依頼の件

○平成25年度一般会計及び特別会計決算の 会 計 管 理 者
の概要説明 病 院 事 業 局 長

10月 1 4日 火 10 時 ○平成25年度企業会計決算の概要説明 企 業 局 長
○決算審査意見概要説明 代 表 監 査 委 員
○会計管理者及び代表監査委員に対する質疑

1 0月 1 5日 水 10 時
各常任員会

関 係 室 部 局○所管事務に係る決算事項調査

各常任員会
1 0月 1 6日 木 10 時 ○所管事務に係る決算事項調査 関 係 室 部 局

○決算調査報告書記載内容等についての協議

1 0月 1 7日 金 ○決算調査報告書整理日

10月 1 8日 土

1 0月 1 9日 日

1 0月 2 0日 月 ○決算調査報告書整理日

○決算特別委員への決算調査報告書の配付

10月 2 1日 火
（正午）

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り
（午後３時）

○常任委員長に対する質疑

10月 2 2日 水 10 時
○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱
い等についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

○平成25年度沖縄県水道事業会計未処分利
益剰余金の処分について

○平成25年度沖縄県工業用水道事業会計未
10月 2 3日 木 10 時 処分利益剰余金の処分について

○平成25年度一般会計及び特別会計決算
○平成25年度企業会計決算
○総括質疑及び採決
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（平成26年９月22日議会運営委員会決定）

決算議案の審査等に関する基本的事項
（常任委員会に対する調査依頼について）

常任委員会に対する決算議案の調査依頼は、特別委員会での審査に加
え、各常任委員会において専門的な立場から所管事務に係る決算事項を
調査することにより、効率的で充実した審査に資することを目的とし、
決算議案の審査等に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、
決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 委員会室について
決算特別委員会は第７委員会室で行うものとする。

２ 審査日程について
決算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な決

算特別委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。

３ 調査依頼事項について
（１）常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２

条に定める所管事務に係る決算事項とする。
（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 常任委員会における調査について
（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。
（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができ

るものとする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡
する日・時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。
また、譲渡する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなけ
ればならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それ

ぞれ電子音等で報知する。
（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多

数会派から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。
（６）監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
（７）常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 決算調査報告書の作成及び配付について
（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、常任委員会

での協議に基づき常任委員長が作成するものとする。この場合、常
任委員会での協議を省略して調査報告書の作成を常任委員長に一任
することができるものとする。
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（２）調査報告書に記載する事項は、常任委員会における質疑・答弁の
主な内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項
（以下「要調査事項」という。）及び特記事項とする。

（３）調査報告書は、決算特別委員会において調査報告書を審査する日
の前日（県の休日を除く。）の正午までに決算特別委員に配付する
ものとする。

（４）調査報告書の様式は別に定めるものとする。

６ 調査報告書に対する質疑について
（１）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、決算特別委員会にお

いて調査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く。）の午後３
時とする。

（２）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場
合には、当該常任委員長を委員外議員として出席を求めるものとす
る。

７ 要調査事項に対する質疑について
（１）決算特別委員会は、知事等の出席答弁が審査上必要であると認め

る要調査事項について、同委員会の決定を経て知事等の出席を求め、
総括質疑を行うことができるものとする。

（２）知事等への要調査事項に対する総括質疑は、同委員会の最終日に
決算特別委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員からの
質疑を行うものとする。

８ その他
（１）上記６及び７に係る質疑の時間及び方法その他必要な事項は決算

特別委員会において決定するものとする。
（２）決算特別委員会の円滑な運営に資するため同委員会に理事会を置

くものとする。
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（別紙１）
決算議案の審査日程

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等

９月定例会

会期中

(１日目)

決算特別

委員会

本会議及

び各委員

会終了後

○委員長及び副委員長の互選

○閉会中継続審査の件

○委員会運営要領の件

○理事の選任

○各常任委員会に対する調査依頼の件

以降

閉会中

(２日目)

決算特別

委員会
10時

○平成○年度一般会計及び特別会計決算

　の概要説明

○平成○年度企業会計決算の概要説明

○決算審査意見概要説明

○会計管理者及び代表監査委員に対する

　質疑

会 計 管 理 者

病 院 事 業 局 長

企 業 局 長

代 表 監 査 委 員

(３日目)
各常任

委員会
10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

(４日目)
各常任

委員会
10時

○所管事務に係る決算事項の調査

○決算調査報告書記載内容等についての

　協議

関 係 室 部 局

(５日目) ○決算調査報告書整理日

(６日目) ○決算調査報告書整理日

(７日目)
○決算特別委員への決算調査報告書の配付

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

報告書配付

時刻:正午

質疑通告締め切

り時刻:午後3時

(８日目)
決算特別

委員会
10時

○常任委員長に対する質疑

○「要調査事項」及び「特記事項」の

　取り扱い等についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(９日目)
決算特別

委員会
10時

○総括質疑

○裁決
関 係 室 部 局 等
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 前 島 明 男

委 員 長 崎 山 嗣 幸



平 成 2 6 年 1 0 月 1 4 日

平 成 2 6 年 第 ５ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 １ 号 ）
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月14日 (火曜日)

午前10時１分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 崎 山 嗣 幸君

副委員長 儀 間 光 秀君 中 川 京 貴君

委 員 砂 川 利 勝君 具志堅 透君

委 員 又 吉 清 義君 新 垣 良 俊君

委 員 浦 崎 唯 昭君 仲 村 未 央さん

委 員 狩 俣 信 子さん 玉 城 満君

委 員 瑞慶覧 功君 奥 平 一 夫君

委 員 田 勝 廣君 前 島 明 男君

委 員 西 銘 純 恵さん 嘉 陽 宗 儀君

比 嘉 京 子さん 新 垣 安 弘君

説明のため出席した者の職、氏名

会 計 管 理 者 島 田 勉君

出納事務局物品管理課長 大 城 光 男君

病 院 事 業 局 長 伊 江 朝 次君

企 業 局 長 平 良 敏 昭君

代 表 監 査 委 員 知 念 建 次君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄水道事業会計

第５回議会 未処分利益剰余金の処分につ

乙第26号議案 いて

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道

第５回議会 事業会計未処分利益剰余金の

乙第27号議案 処分について

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について

認定第１号

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県農業改良資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県小規模企業者

第５回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

６ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中小企業振興

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

７ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下地島空港特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

８ 平成 26 年 平成25年度沖縄県母子寡婦福祉

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

９ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下水道事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

10 平成 26 年 平成25年度沖縄県所有者不明土

第５回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

11 平成 26 年 平成25年度沖縄県沿岸漁業改善

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

12 平成 26 年 平成25年度沖縄県中央卸売市場

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

13 平成 26 年 平成25年度沖縄県林業改善資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

14 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

15 平成 26 年 平成25年度沖縄県宜野湾港整備

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

16 平成 26 年 平成25年度沖縄県国際物流拠点

第５回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

17 平成 26 年 平成25年度沖縄県産業振興基金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

18 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

19 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港マリ

第５回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

決算特別委員会記録（第１号）
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20 平成 26 年 平成25年度沖縄県駐車場事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

21 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（泡

第５回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

22 平成 26 年 平成25年度沖縄県公債管理特別

第５回議会 会計決算の認定について

認定第20号

23 平成 26 年 平成25年度沖縄県病院事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第21号

24 平成 26 年 平成25年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第22号

25 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3ii4

○崎山嗣幸委員長 ただいまから決算特別委員会を

開会いたします。

平成26年第５回議会乙第26号議案及び同乙第27号

議案の議決議案２件、平成26年第５回議会認定第１

号から同認定第23号までの決算23件を一括して議題

といたします。

本日の説明員として、会計管理者、企業局長、病

院事業局長及び代表監査委員の出席を求めておりま

す。

それでは、審査日程に従い、会計管理者、病院事

業局長及び企業局長から決算概要の説明並びに代表

監査委員から決算審査意見の概要説明を聴取した

後、会計管理者及び代表監査委員に対する質疑を行

います。

なお、病院事業局長及び企業局長に対する質疑は、

明日及び明後日に調査を依頼しております常任委員

会において行われます。

まず初めに、会計管理者から平成26年第５回議会

認定第１号から同認定第20号までの決算20件につい

て概要説明を求めます。

島田勉会計管理者。

○島田勉会計管理者 ただいま議案となっておりま

す認定第１号から第20号までの平成25年度沖縄県一

般会計決算及び特別会計決算について、その概要を

御説明いたします。

平成25年度沖縄県歳入歳出決算書につきまして

は、ページ数が多いこともございますので、お手元

に説明資料として決算書を抜粋した平成25年度一般

会計・特別会計歳入歳出決算書（抜粋）と、参考資

料として平成25年度歳入歳出決算の概要という冊子

の２つをお配りしてございます。

説明資料（決算書の抜粋版）に沿って御説明した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

なお、概要の冊子につきましては、後ほど御確認

いただければと思います。

それではまず、説明資料の１ページ、２ページを

お開きください。

資料のページは両端に付してございまして、中央

の数字は決算書のページをあらわしております。

一般会計の歳入歳出決算事項別明細書、歳入の総

括表となっております。

表は、１款の県税から16款の市町村たばこ税県交

付金までの款別、左から右に、予算現額、調定額、

収入済額、不納欠損額、収入未済額となっておりま

す。

それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明申し

上げます。

予算現額の計は、8242億6978万9399円となってお

ります。

収入済額は7190億3884万9629円となっておりま

す。

お手元の表に記載はございませんが、予算現額に

対する収入済額の割合、いわゆる収入率は87.2％で、

前年度を0.3ポイント上回っております。

不納欠損額は５億9877万3548円となっておりま

す。

不納欠損額の主なものは、款別で申し上げますと、

１款の県税３億2554万9059円、14款の諸収入２億

6679万4818円となっております。

収入未済額は、合計で41億8631万8268円となって

おります。

収入未済額の主なものは、１款の県税24億8856万

8214円、８款の使用料及び手数料７億8472万1490円、

14款の諸収入７億7310万2017円となっております。

３ページと４ページをお開きください。

歳入歳出決算事項別明細書、歳出の総括表でござ

います。

表は、１款議会費から14款予備費の款別、左から

右に、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額

となっております。

それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明申し

上げます。

予算現額は8242億6978万9399円に対し、支出済額
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は7049億2590万271円となっております。

表に記載はございませんが、予算現額に対する支

出済額の割合、いわゆる執行率は85.5％で、前年度

を0.5ポイント上回っております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が924億9844万4724

円、事故繰越が29億121万460円、合計で953億9965

万5184円となっております。

不用額は239億4423万3944円となっております。

不用額の主なものは、２款総務費53億6198万3652

円、６款農林水産業費33億4155万7878円となってお

ります。

次に、実質収支について御説明いたします。

５ページをお開きください。

一般会計の実質収支に関する調書で、単位は1000

円単位で表示しておりますのでよろしくお願いいた

します。

歳入総額は7190億3884万9000円、歳出総額は7049

億2590万円となっております。

歳入歳出差引額、いわゆる形式収支額は141億1294

万9000円となります。

歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源

107億5381万4000円を差し引いた、いわゆる実質収

支額は33億5913万5000円となります。

次に、農業改良資金特別会計などの19の特別会計

について御説明申し上げます。

７ページ、８ページをお開きください。

19の特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳入の総

括表となっております。表は、１の農業改良資金特

別会計から19の公債管理特別会計までの会計別と

なっております。

一番下の行の歳入合計欄で御説明申し上げます。

予算現額の計は、1084億4733万564円、収入済額

は1077億101万6467円となっております。

表に記載はございませんが、収入率は99.3％で、

前年度を0.2ポイント上回っております。

不納欠損額は４億7873万7882円となっておりま

す。

収入未済額は81億7559万2098円となっておりま

す。

収入未済額の主なものは、２の小規模企業者等設

備導入資金特別会計の71億9954万5493円となってお

ります。

９ページ、10ページをお開きください。

特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳出の総括表

でございます。

一番下の行の歳出合計欄で御説明申し上げます。

予算現額は1084億4733万564円に対し、支出済額

は1033億3993万142円となっております。

表に記載はございませんが、執行率は95.3％で、

前年度を0.8ポイント上回っております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が39億7770万2438円

となっております。

繰越額の主なものは、６の下水道事業特別会計の

33億5088万164円、16の中城湾港マリン・タウン特

別会計の６億564万8000円となっております。

不用額は11億2969万7984円となっております。

不用額の主なものは、６の下水道事業特別会計の

２億8801万1625円、16の中城湾港マリン・タウン特

別会計の２億54万527円となっております。

特別会計ごとの実質収支に関する調書は、決算書

の349ページから367ページに記載がございますの

で、後ほど御確認いただければと思います。

以上で、平成25年第５回沖縄県議会認定第１号か

ら第20号、平成25年度沖縄県一般会計決算及び特別

会計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○崎山嗣幸委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

○知念建次代表監査委員 平成25年度沖縄県歳入歳

出決算の審査結果につきまして、お配りしてありま

す平成25年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書という

白い冊子で御説明させていただきます。

まず、意見書の１ページをお開きください。

審査の概要でありますが、地方自治法第233条第

２項の規定により、平成26年７月30日付で、平成25

年度沖縄県歳入歳出決算書等が知事から審査に付さ

れましたので、慎重に審査を行い、審査意見書を取

りまとめ、９月９日に知事に提出いたしました。

審査に当たりましては、決算の計数は正確である

か、決算の様式は所定の様式に従って調製されてい

るか、予算執行は法令に適合して行われているか、

財政運営は合理的かつ健全に行われているか、財産

の取得、管理及び処分は適正に行われているか等の

諸点に主眼を置き、決算書と関係諸帳簿及び証拠書

類等との照合を行うなどして審査を実施いたしまし

た。

２ぺ－ジをお願いいたします。

審査の結果及び意見について御説明いたします。

まず、１の審査結果でありますが、平成25年度一



－18－

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出

決算事項別明細書等の計数は、それぞれ関係諸帳簿

及び証拠書類と照合した結果、いずれも正確である

と認められました。

また、予算の執行や財務に関する事務については、

関係法令等に照らし、おおむね適正に処理されてい

ると認められました。

次に、２の審査意見でありますが、歳入歳出決算

の状況につきましては、先ほど所管である会計管理

者から説明がありましたので、私からの説明は省略

させていただきます。

３ページの８行目をお願いいたします。

平成25年度の一般会計及び特別会計予算に計上さ

れた各般の事務事業は、総じて順調な成果をおさめ

ているものと認められますが、次の５点に留意し、

適切な措置を講ずるよう要望しております。

１点目、行財政運営についてであります。

県の財政構造を示す指標を見ますと、経常収支比

率は94.8％と前年度に比べ若干改善しているもの

の、実質公債費比率は12.2％と悪化しています。

高率補助制度により、実質公債費比率が全国より

低い状況にあり、一定程度の基金残高は確保されて

いるものの、財政力指数は九州平均や全国平均を下

回り、依然として脆弱な財政構造となっています。

そのため、さまざまな手段を講じ、自主財源の充

実確保に向けた取り組みや将来の税収増につながる

環境整備を強力に推進する必要があります。

また、県債残高は6720億4400万円と前年度に比べ

109億5000万円減少しておりますが、引き続き県債

発行の抑制に努める必要があります。

県では、第７次沖縄県行財政改革プランを策定し

ており、今後は同プランを着実に実行し、持続力あ

る財政基盤の確立に努めるとともに、ＰＤＣＡサイ

クルによる事業評価を通して、健全で創意工夫を凝

らした行財政運営に取り組まれるよう要望しており

ます。

２点目、収入未済額の縮減についてであります。

収入未済額は、一般会計と特別会計を合わせて123

億6191万366円となっています。

４ページをお開きください。

その主なものは、一般会計で県税が24億8856万

8214円、使用料及び手数料が７億8472万1490円、特

別会計で小規模企業者等設備導入資金が71億9954万

5493円、農業改良資金が５億4987万9698円となって

います。

収入未済額の縮減は、財源の確保と住民負担の公

平性の観点から、極めて重要な課題であります。

各部においては、債務者の実態把握に努め、債権

の法的措置を検討するなど適切な債権管理を行うと

ともに、福祉制度の活用や効率的な徴収対策を講ず

ることにより、収入未済額の縮減と新たな発生防止

に努めるよう要望しております。

３点目、不納欠損処理についてであります。

不納欠損額は、一般会計と特別会計の合計で10億

7751万1430円となっています。

債権の管理については、個々の債務者の実態把握

に努めるとともに、関係法令に基づく措置を的確に

講ずるなど適切に対処すること、また、不納欠損処

理として整理できるものは事務手続を進めるよう要

望しております。

４点目、事業執行についてであります。

一般会計の予算の執行率は85.5％で、前年度に比

べ0.5ポイント上回り、特別会計の予算の執行率は

95.3％で、前年度に比べ0.8ポイント上回っていま

す。

翌年度繰越額は、一般会計が953億9965万5184円、

特別会計が39億7770万2438円で、前年度に比べ42億

7816万7341円減少しています。

また、不用額は、一般会計が239億4423万3944円、

特別会計が11億2969万7984円で、前年度に比べ52億

8355万3471円増加しています。

事業の執行に当たっては、事業効果が早期に発揮

されるよう執行管理を徹底し、計画的かつ効率的に

実施するとともに、随時、事業の進捗状況を的確に

把握しながら適切な対応を図り、補正等を行うなど

効率的な予算執行に努めるよう要望しております。

５点目、会計処理等についてであります。

財務会計事務については、契約事務が不適切で

あったものや職員手当等が過不足払いとなっていた

ものなどが繰り返し発生しています。

日常的なチェック業務を徹底するとともに、研修

の強化や全庁一斉点検等、内部統制機能の強化に一

層取り組む必要があります。

また、県有財産については、適正な管理に努める

とともに、平成26年度から取り組みが実施されてい

るファシリティマネジメント導入基本方針に基づ

き、有効な財産管理システムの構築に努めるよう要

望しております。

以上が審査意見であります。

なお、６ページ以降に、会計管理者において調製

された平成25年度沖縄県歳入歳出決算書等に基づい

た決算の概要を記述してありますので、後ほど御参
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照ください。

以上で、決算審査意見書の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、病院事業局長から平成26年第５回議会認定

第21号の決算について概要説明を求めます。

伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、平成26年第５

回議会認定第21号平成25年度沖縄県病院事業会計決

算について、その概要を御説明申し上げます。

お手元にお配りしてあります平成25年度沖縄県病

院事業会計決算書に沿って御説明いたします。

初めに、県立病院の事業概要について御説明申し

上げます。

決算書の11ページ、沖縄県病院事業報告書をお開

きください。

１、概況の総括事項でありますが、沖縄県病院事

業は、６つの県立病院と16カ所の附属診療所を運営

しております。医師や看護師等の医療スタッフの確

保を図るとともに、医療機器の整備充実を図るなど、

適切な医療提供と医療水準の向上に努めてまいりま

した。

エ、業務状況につきましては、入院患者延数が67

万4465人、外来患者延べ数が77万6667人で、総利用

患者延べ数は145万1132人となっており、前年度と

比べますと6091人の減少となっております。

それでは、病院事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

まず、沖縄県病院事業決算報告書の収益的収入及

び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款病院事業収益は、当初予算に補正予

算を加えた予算額の合計513億8381万8000円に対し、

決算額は486億6121万8095円となり、27億2259万9905

円の減収となっております。

これは、第１項の医業収益において26億1696万

8064円、第２項の医業外収益において１億8261万

3752円の減収となったことが主な要因であります。

一方、支出の第１款病院事業費用は、当初予算に

補正予算を加えた予算額の合計513億527万5000円に

対し、決算額は484億5730万3968円で、地方公営企

業法第26条第２項の規定による繰り越しが１億1609

万7000円となり、不用額は27億3187万4032円となっ

ております。

この不用額は、第１項の医業費用において26億

7286万516円、第２項の医業外費用において2821万

4780円の不用が生じたことなどによるものでありま

す。

次に、２ページの資本的収入及び支出について御

説明申し上げます。

収入の第１款資本的収入は、当初予算に補正予算

を加えた予算額の合計37億1974万3000円に対し、決

算額は31億975万1145円となり、６億999万1855円の

減収となっております。

これは、第１項企業債において５億2050万円の借

り入れの減があったこと、第２項他会計負担金にお

いて8303万8520円の減があったこと等によるもので

あります。

第２項他会計負担金の決算額20億5438万6480円に

つきましては、その主なものが各県立病院の資産購

入費及び企業債償還金に対する一般会計からの負担

金となっております。

第３項国庫補助金の決算額237万6665円につきま

しては、各病院の医療機器購入に充当した補助金で

あります。

第４項寄附金の決算額1548万8000円につきまして

は、中部病院に対する寄附金となっております。

一方、支出の第１款資本的支出は、当初予算に補

正予算を加えた予算額の合計55億3666万9000円に対

し、決算額は49億1038万6927円で、地方公営企業法

第26条の規定による繰り越しは５億4775万円となっ

ております。

不用額は7853万2073円となっており、主に施設整

備費及び資産購入費の執行減などによるものであり

ます。

次に、３ページの損益計算書に基づき、経営状況

について御説明申し上げます。

医業収益は、入院収益、外来収益、診療所収益及

びその他医業収益で合計434億431万9499円となって

おります。

一方、医業費用は、給与費、材料費、経費などの

合計で459億7528万9747円となっており、差し引き25

億7097万248円の医業損失が生じております。

医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助金、

国庫補助金などで合計50億6161万7053円となってお

ります。

次に、４ページをお開きください。

医業外費用は、支払利息、繰延勘定償却、雑損失

で合計16億853万3282円となり、差し引き34億5308

万3771円の医業外利益が生じております。

この医業外利益と先ほどの医業損失とを合わせた
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結果、経常利益は８億8211万3523円となっておりま

す。

さらに、特別利益が１億2259万3894円であるのに

対し、特別損失が12億5563万3800円となっており、

11億3303万9906円の損失が生じております。

この主な要因は、旧宮古病院の固定資産除却に伴

う臨時損失10億5777万4027円によるものでありま

す。この損失を経常利益と合わせますと、当年度純

損失は２億5092万6383円となり、前年度繰越欠損金

167億6823万1184円を加えますと、当年度未処理欠

損金は170億1915万7567円となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計である資

本合計は、前年度末残高635億3151万3498円となり、

前年度処分額がゼロ円であるため、処分後残高は同

額となっております。

当年度変動額は、マイナス15億9918万3257円とな

ります。

その主な内訳は、固定資産除却に伴う除却損への

補塡がマイナス３億5l18万3797円、企業債の発行が

10億3750万円、企業債の償還がマイナス20億4492万

3746円、負担金の受入が20億5438万6480円、補助金

の受入が237万6665円、当年度純損失が２億5092万

6383円となり、その結果、資本の当年度末残高は619

億3233万241円となっております。

次に、欠損金処理計算書について御説明申し上げ

ます。

当年度未処理欠損金は、先ほど御説明申し上げま

したように、170億1915万7567円となっております。

これにつきましては、地方公営企業法第32条の２の

規定に基づき、全額を翌年度に繰り越すこととして

おります。

次に、６ページの貸借対照表について御説明申し

上げます。これは、平成26年３月31日現在における

病院事業の財政状況をあらわしております。

まず、資産の部における固定資産について申し上

げますと、土地が45億8844万2289円、建物が346億

9495万5780円、構築物が９億8516万223円、器械備

品が92億6392万5003円、車両が2140万234円、建設

仮勘定が４億1262万2687円、その他有形固定資産が

210万円で、有形固定資産合計が499億6860万6216円

となり、無形固定資産1260万3544円と合わせた固定

資産合計は499億8120万9760円となっております。

次に、７ページの流動資産について御説明申し上

げます。

現金預金が87億3211万4492円、未収金が112億7457

万3771円、貯蔵品が５億8592万8566円などとなって

おり、流動資産合計では206億7734円となっており

ます。

なお、未収金112億7457万3771円のうち、18億9194

万9029円が個人負担分の未収金となっており、残り

の大半は平成26年２月及び３月請求分の診療報酬な

どとなっております。

次に、繰延勘定について御説明申し上げます。

繰延勘定は８億4466万4467円となっております

が、これは固定資産の購入等に係る控除対象外消費

税であります。

ただいま御説明いたしました固定資産、流動資産、

繰延勘定を合わせました資産合計は714億2588万

1961円となっております。

次に、８ページの負債の部における固定負債につ

いて御説明申し上げます。

公立病院特例債に係る企業債が11億9305万9580

円、他会計借入金が36億円、引当金が218万5729円

で、固定負債合計は47億9524万5309円となっており

ます。

なお、他会計借入金36億円の内訳は、沖縄県産業

振興基金16億円、一般会計20億円となっております。

次に、流動負債について御説明申し上げます。

未払金が45億41万3164円などで、流動負債合計は

46億9830万6411円となっております。

固定負債と流動負債を合わせた負債合計は94億

9355万1720円となっております。

次に、資本の部について御説明申し上げます。

資本金は、自己資本金18億7858万4732円、借入資

本金となる企業債314億6747万4093円、合計で333億

4605万8825円となっております。

次に、９ページの剰余金について御説明申し上げ

ます。

資本剰余金は、他会計負担金及び国庫補助金など

で、合計456億542万8983円となっております。利益

剰余金は、当年度未処理欠損金が170億1915万7567

円となったため、剰余金合計は285億8627万1416円

となっております。

この剰余金と資本金を合わせた資本合計は619億

3233万241円となり、さらにこれに負債合計を加え

た負債資本合計は714億2588万1961円となっており

ます。

11ページ以降は、決算関連の附属資料を付してお

りますので、御参照ください。

以上が、決算概要の説明でございます。
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どうぞよろしくお願いします。

○崎山嗣幸委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

○知念建次代表監査委員 平成25年度沖縄県病院事

業会計決算の審査結果につきまして、お配りしてあ

ります、白い冊子の平成25年度沖縄県病院事業会計

決算審査意見書により御説明いたします。

まず、意見書の１ページをお開きください。

第１、審査の概要、１、審査の対象でありますが、

地方公営企業法第30条第２項の規定により、平成26

年７月30日付で知事から審査に付されましたので、

慎重に審査を行い、審査意見書を取りまとめ、９月

９日に知事に提出しました。

２の審査の手続でありますが、審査に当たりまし

ては、事業運営が常に経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように

運営されているかどうかについて、特に意を用い審

査を実施しました。

２ページをお開きください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

１の審査結果でありますが、審査に付された決算

諸表は、地方公営企業法等の関係法規に準拠して作

成され、その計数は正確であり、平成25年度の経営

成績及び平成26年３月31日現在の財政状態を適正に

表示しているものと認められました。

経営成績及び財政状態につきましては、先ほど所

管である病院事業局長から説明がありましたので、

私からの説明は省略させていただきます。

４ページをお開きください。

２の審査意見でありますが、県立病院は、救命救

急医療、周産期医療、高度・特殊医療、離島・僻地

医療など、県民の生命及び健康を守り、生活の安心

を支える重要な役割を担っております。

平成25年度決算は、医業費用の増や旧宮古病院建

物等の除却に伴う特別損失の増により、２億5092万

6383円の当年度純損失を計上し、その結果、当年度

末の累積欠損金は170億1915万7567円となり、前年

度に比較して1.5％増加しております。

経常収支については引き続き黒字を維持している

ものの、医業損失は前年度より38.5％増加しており、

これまでの経営改善の取り組みの成果に足踏みの状

況が見られます。

また、各県立病院においては、県民に対する質の

高い医療の提供及び医業収益の確保を図るため、医

師、看護師等を増員してきており、増員に伴う給与

費の増加が見込まれる一方、患者数は減少傾向にあ

り、今後さらに経営環境が厳しくなることも予想さ

れます。

新たな公営企業会計制度への移行など、経営環境

の変化に適切に対応し、県立病院が今後とも公的医

療機関としての役割を果たすためには、当面の課題

である公立病院特例債等の長期債務約48億円の解消

に努めるとともに、公営企業として経営体質の改善

を図り、健全経営を確保することが求められており

ます。

病院事業局は、これまでの経営改善の成果を踏ま

えてさらなる経営安定化に取り組んでいるものの、

まだ多くの課題を抱えていることから、今後の病院

運営に当たっては次の４点に留意し、適切な措置を

講ずるよう要望しております。

１点目、経営安定化に向けた取り組みについてで

あります。

県立病院が今後も地域において必要な医療を適切

かつ安定的に提供していくためには、自律的な経営

のもとで県立病院経営安定化計画に掲げた目標に向

けて着実に取り組み、持続的な経営の健全化を達成

する必要があります。

２点目、経営改善の取り組みについてであります。

県立病院が本県の基幹病院、また、地域の中核病

院として今後も必要な医療を提供していくために

は、自律的な経営のもと、健全経営を確保する必要

があります。

そのためには、医業収支の改善、未収金対策の強

化など、実効性のある対策を講ずる必要があります。

医業収支の改善については、引き続き収益の確保

に努めるとともに、さらなる経費節減に取り組む必

要があります。

未収金対策については、個人負担分医業未収金の

縮減に向けて、クレジット支払いの導入、窓口にお

けるチェックの強化、事前の支払い相談等による未

収金発生の防止、情報の共有化による各部門の連携

強化などの取り組みを行っております。

平成25年度末における残高は18億9194万9029円と

なっており、前年度に比較して2713万7075円減少し

ているものの、依然として多額となっております。

今後とも、窓口チェックの強化や福祉部門との連

携等により未収金の発生防止に努めるとともに、債

務者個々の実態を把握し、それに応じた適切な債権
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管理を行うなど、未収金の解消に向けた組織的な取

り組みを強化する必要があります。

６ページをお開きください。

３点目、医師等医療スタッフの確保についてであ

ります。

県民の医療ニーズに対応し、良質で安定した医療

サービスを提供するためには、医師、看護師等を安

定的に確保する必要があります。

県立病院の一部では、医師や看護師の欠員等によ

り診療制限や休床も生じており、良質な医療の提供

や医業収益の確保を図るために、引き続き医師、看

護師等の安定的な確保に向けた諸方策を講ずる必要

があります。

４点目、是正・改善を要する事項であります。

定期監査を実施した結果、不適切な事務処理が多

く確認されております。これまでも病院事業に対す

る指摘件数は多い状況が続いていることから、改善

が必要であります。

このため、研修の実施や事務指導の強化等により

適切な事務処理に努めるとともに、チェック体制等

が十分であるかについて検討する必要があります。

以上が審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である病院事業局

長において調製された平成25年度沖縄県病院事業会

計決算書等に基づいた決算の概要を記述してありま

すので、後ほど御参照ください。

以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見書の説

明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、企業局長から平成26年第５回議会乙第26号

議案及び同乙第27号議案の議決議案２件、平成26年

第５回議会認定第22号及び同認定第23号の決算２件

について概要説明を求めます。

平良敏昭企業局長。

○平良敏昭企業局長 平成25年度の水道事業会計及

び工業用水道事業会計の決算並びに両会計決算の結

果生じました未処分利益剰余金の処分について、そ

の概要を御説明申し上げます。

初めに、平成25年度沖縄県水道事業会計決算につ

いて、お手元にお配りしております決算書に沿って

御説明申し上げます。Ａ４横の決算書でございます。

まず、水道事業の概況について、お手元の決算書

の11ページをお開きください。

（１）の総括事項についてでありますが、平成25

年度の水道事業では、那覇市ほか20市町村及び１企

業団、これは南風原町と八重瀬町で構成しておりま

す企業団ですが、20市町村及び１企業団に水道用水

を供給しております。

アの営業収支等とイの建設工事等については記載

のとおりでございますので、後ほど御確認いただけ

ればと思います。

それでは、水道事業の決算状況について御説明申

し上げます。

恐縮ですが１ページにお戻りください。

平成25年度沖縄県水道事業決算報告書の(１)、収

益的収入及び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計162億

6370万7000円に対しまして、決算額は165億3645万

1557円で、予算額に比べて２億7274万4557円の増収

となっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

169億3309万455円に対しまして、決算額は159億182

万6864円で、翌年度繰越額が１億8021万3410円、不

用額が８億5105万181円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し、不測の日数を要したことによるものであり

ます。

また、不用額の主な内容は、第１項の営業費用に

おける動力費や負担金等の減少によるものでありま

す。

２ページをお願いいたします。

(２)、資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず、収入の第１款資本的収入は、予算額合計153

億1966万9000円に対しまして、決算額は126億3867

万597円で、予算額に比べて26億8099万8403円の減

収となっております。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い、

第１項の補助金における国庫補助金が減少したこと

などによるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計196

億4134万4640円に対しまして、決算額は160億4101

万6542円で、翌年度への繰越額が33億2342万6134円、

不用額が２億7690万1964円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し不測の日数を要したことによるものでありま

す。

また、不用額の主な内容は、第１項の建設改良費
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における執行残等によるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計154

億3883万363円に対しまして、２の営業費用合計は

131億5772万4993円で、差し引き営業利益が22億8110

万5370円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計２億3530万4565円に対しまして、４ページの

４の営業外費用合計は17億5391万3226円で、右にな

りますが、差し引き15億1860万8661円の営業外損失

となっております。

この営業外損失と先ほどの営業利益とを合わせた

経常利益は、７億6249万6709円となっております。

さらに、５の特別利益合計9007万3350円に対しま

して、６の特別損失合計は３億5519万6322円で、差

し引き２億6512万2972円の損失となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は４億9737万3737円となっております。

この当年度純利益が当年度未処分利益剰余金と

なっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高6528億5529万4227円に対し、当年度変

動額が65億6859万2083円増加したことにより、資本

合計の当年度末残高は6594億2388万6310円となって

おります。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金は、当年度末残

高４億9737万3737円の全額を今後の企業債償還に充

てるため、議会の議決を経て減債積立金に積み立て

ることにしております。

このことから、認定議案とは別に、平成26年第５

回議会乙第26号議案平成25年度沖縄県水道事業会計

未処分利益剰余金の処分についてを提案していると

ころでございます。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は合計で、次の８ページの上でございますが、

6489億5893万8275円となっております。

これに、２の流動資産合計の225億3976万7058円

を合わせますと、資産合計は6714億9870万5333円と

なっております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は合計で41億4694万894円となって

おり、これに４の流動負債合計の79億2787万8129円

を合わせますと、負債合計は120億7481万9023円と

なっております。

９ページをお願いいたします。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は合計で905億3461万2047円と

なっており、これに６の剰余金合計、右端の下から

３行目でございますが、5688億8927万4263円を合わ

せますと、資本合計は下から２行目になりますが、

6594億2388万6310円となっております。

なお、11ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど目を通し

ていただければと思っております。

これで、平成25年度沖縄県水道事業会計決算の概

要説明を終わります。

続きまして、平成25年度沖縄県工業用水道事業会

計決算について御説明申し上げます。

53ペ－ジをお願いいたします。

工業用水道事業の概況について御説明いたしま

す。

(１)、総括事項についてでありますが、平成25年

度の工業用水道事業では、沖縄電力株式会社石川火

力発電所ほか93事業所に対して工業用水を供給いた

しております。

アの営業収支等としましては、後ほど目を通して

いただきたいと思います。

それでは、工業用水道事業の決算状況について御

説明申し上げます。

恐縮ですが43ページにお戻りください。

平成25年度沖縄県工業用水道事業決算報告書の

(１)、収益的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

３億3094万1000円に対しまして、決算額は３億5816

万3933円で、予算額に比べて2722万2933円の増収と

なっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計３億5688万8000円に対しまして、決算額は３

億2209万485円で、翌年度への繰越額が1025万8550

円、不用額が2453万8965円となっております。

繰り越しが生じた要因は、工事計画の変更等に際
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し、不測の日数を要したことによるものであります。

44ページをお願いいたします。

(２)、資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず、収入の第１款資本的収入は、予算額合計7995

万7000円に対しまして、決算額は8035万9428円で、

予算額に比べ40万2428円の増収となっております。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１

億9549万円に対しまして、決算額は１億8643万8507

円になっております。

翌年度への繰越額は741万2400円、不用額は163万

9093円であります。

繰り越しが生じた要因は、工事発注に際し、不測

の日数を要したことによるものであります。

次に、45ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計２億

7357万1690円に対しまして、２の営業費用合計は２

億8335万9542円で、差し引き営業損失が978万7852

円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計6084万9311円に対して、46ページになります

が４の営業外費用合計が1976万9940円で、右端上に

なりますが、差し引き4107万9371円の営業外利益と

なっております。

この営業外利益と前ページの営業損失とを合わせ

た経常利益は、3129万1519円となっております。

さらに、５の特別利益合計1006万6646円に対し、

６の特別損失合計は496万9874円で、差し引き509万

6772円の利益となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は3638万8291円となっております。

この当年度純利益が当年度未処分利益剰余金と

なっております。

次に、47ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高175億4138万1326円に対し、当年度変

動額が511万5169円減少したことにより、資本合計

の当年度末残高は175億3626万6157円となっており

ます。

次に48ページをお開きください。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にありますが、未処分利益剰余金につきまし

ては、当年度末残高3638万8291円の全額を今後の企

業債償還に充てるため、議会の議決を経て減債積立

金に積み立てることにしております。

このことから、水道事業と同様に、平成26年第５

回議会乙第27号議案平成25年度沖縄県工業用水道事

業会計未処分利益剰余金の処分についてを提案して

いるところであります。

次に、49ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は合計で、50ページの右端の上でございます

が、169億7473万9964円となっております。

これに２の流動資産合計７億3456万9169円を合わ

せますと、資産合計は177億930万9133円となってお

ります。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は、合計で１億5725万2881円となっ

ており、これに４の流動負債合計の1579万95円を合

わせますと、負債合計は１億7304万2976円となって

おります。

51ペ－ジをお願いいたします。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は合計で８億8354万1196円と

なっており、これに６の剰余金合計、右端下から３

行目でございますが、166億5272万4961円を合わせ

ますと、資本合計は175億3626万6157円となってお

ります。

なお、53ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただければと思います。

これで、平成25年度沖縄県工業用水道事業会計決

算の概要説明を終わります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

別冊の平成26年第５回沖縄県議会（定例会）議案

（その２）の81ページをお開きください。

平成26年第５回議会乙第26号議案平成25年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うために、地方公営企業法第32条第２項の規定

により議会の議決を必要とすることから、議案を提

出しております。

内容につきましては、平成25年度水道事業会計の

未処分利益剰余金４億9737万3737円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積
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立金に積み立てるものであります。

これで、平成25年度沖縄県水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についての概要説明を終わります。

続きまして、平成26年第５回議会乙第27号議案平

成25年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について御説明いたします。

82ページをお開きください。

本議案は、平成25年度決算における未処分利益剰

余金の処分を行うために、水道事業会計と同様に議

会の議決を必要とすることから、議案を提出してい

るところであります。

内容につきましては、平成25年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金3638万8291円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積

立金に積み立てるものであります。

これで、平成25年度沖縄県工業用水道事業会計未

処分利益剰余金の処分についての概要説明を終わり

ます。

以上で、決算及び関連する議決議案の概要につい

て御説明申し上げました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 企業局長の説明は終わりまし

た。

次に、代表監査委員から平成26年第５回議会認定

第22号及び同認定第23号の両決算に対する審査の概

要説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

○知念建次代表監査委員 平成25年度沖縄県水道事

業会計及び沖縄県工業用水道事業会計の決算審査の

結果につきまして、お配りしてあります平成25年度

沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び沖縄県工業

用水道事業会計決算審査意見書により御説明いたし

ます。

意見書１ページの第１、審査の概要につきまして

は、沖縄県病院事業会計と同様でありますので、説

明は省略させていただきます。

２ページをお願いいたします。

第２、審査の結果及び意見、１の審査結果であり

ますが、審査に付された決算諸表は、地方公営企業

法等の関係法規に準拠して作成され、その計数は正

確であり、平成25年度の経営成績及び平成26年３月

31日現在の財政状態を適正に表示しているものと認

められました。

水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また、４ページから記述してあります工業用水道事

業会計の経営成績及び財政状態につきましては、所

管である企業局長から説明がありましたので、私か

らの説明は省略させていただきます。

次に、６ページをお願いいたします。

２の審査意見でありますが、平成25年度は第８次

沖縄県企業局経営計画の最終年度に当たり、企業局

においては計画の基本方針を踏まえ、諸施策を展開

しております。

同計画に基づき、人件費や支払い利息の縮減に努

めたことなどにより、平成25年度決算では水道事業

会計で４億9737万3737円、工業用水道事業会計で

3638万8291円の純利益を計上し、計画目標を上回っ

ております。

企業局においては、平成26年度から平成29年度ま

でを実施期間とする第９次沖縄県企業局経営計画を

平成26年３月に策定しており、今後は同計画に基づ

く各種施策を積極的に推進し、目標の達成に向けて

全力で取り組み、経営基盤の強化に一層努められる

よう要望しております。

水道事業会計について、平成25年度は４億9737万

3737円の純利益となっており、前年度に比較して２

億7567万7365円減少しております。

純利益が減少したのは、給水収益の増などにより

収益は増加したものの、大保ダムに係る納付金の発

生による営業費用の増により、費用が収益を上回っ

て増加したためであります。

今後も、石川浄水場高度処理施設等の施設整備に

伴う減価償却費、老朽化施設の修繕、企業債償還金

など資金需要が増加する一方で、給水収益の伸びは

鈍化傾向にあり、厳しい経営状況が予想されており

ます。

引き続き、新たな経営環境に適切に対応しながら、

第９次沖縄県企業局経営計画に掲げる各種施策を着

実に推進し、経営基盤の一層の強化を図る必要があ

ります。

工業用水道事業会計について、平成25年度は3638

万8291円の純利益となっており、前年度に比較して

734万4999円増加しております。

純利益が増加したのは、営業費用などの増があっ

たものの、給水収益の増による営業収益の増などに

より、収益が費用を上回って増加したためでありま

す。

しかしながら、施設利用率は57.02％で施設規模

に比較して需要が低迷しており、また、供給単価は

給水原価を4.73円下回り、営業損失も978万7852円

と依然として厳しい経営環境であります。

今後も、水道用水供給事業と連動して経営の効率
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化に努めるとともに、関係部局と連携を図りながら、

工業用水道の布設沿線地域に立地する企業の需要開

拓を図り、経営の健全化を推進する必要があります。

以上が審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である企業局長に

おいて調製された平成25年度沖縄県水道事業会計及

び沖縄県工業用水道事業会計決算書等に基づいた決

算の概要を記述してありますので、後ほど御参照く

ださい。

以上で、水道事業会計及び工業用水道事業会計の

決算審査意見書の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

以上で、平成26年第５回議会乙第26号議案及び同

乙第27号議案、平成26年第５回議会認定第１号から

同認定第23号までの決算概要の説明及び同審査意見

の概要説明は終わりました。

平良企業局長及び伊江病院事業局長、どうも御苦

労さまでした。御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、企業局長及び病院事業局長退室）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますの

で、あらかじめ御了承願います。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 御説明大変ありがとうございま

す。たくさん説明をいただいたのですが、欲張って

全部はいたしませんので、また、具志堅透委員から

御配慮いただき、10分間時間をいただいて20分です

が、20分間目いっぱいは使いませんのでどうぞ御安

心してください。

きょうやりたいところは、一般会計の90ページの

財産売払収入について主に取り上げていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

では、質疑に入る前に確認を一つ一つさせていた

だきたいと思います。

まず１点目に、今回の平成25年度の決算について

ですが、先ほども説明がありましたように、実質公

債費比率は対前年度比で1.2％伸びております。し

かし、全庁体制の中、職員の皆さんは不納欠損額を

対前年度より実績をかなり少なくする、そしてまた

収入未済額も対前年度よりかなり改善しておりま

す。そして県税も伸びている分野が結構見受けられ

るものですから、県全体で取り組むというこの姿勢

は本当に高く評価するものであります。

ですから、県全体でこのようにぜひ今後も取り組

んでいただきたいことと、そしてもう一つは、その

あかしとして今後の財政収支の見通しというものが

―去年、皆さんが平成25年６月に全議員に配られた

かと思うのですが、その中で、皆さんのこのように

全庁体制で取り組む姿勢は、平成26年度、平成27年

度、平成28年度、平成29年度と財政収支の見通しで

かなり赤字が出るということで、収支不足が出ると

いうことで、そのように危機感を持った取り組みの

中で大幅に改善されたかと思うのですが、まず１点

目、今後の財政収支不足について、全庁体制として

これに対応するために大幅に改善する中で、このよ

うな不納欠損額のかなりの減、収入未済額の減、ま

た県税等の大きな取り組みの実績が出たかと思うの

ですが、それ以外にも何かあるのかどうかを確認い

たします。

○知念建次代表監査委員 今御指摘の財政収支の見

通しは、平成25年６月に総務部から出ている今後の

財政収支の見通しだと思うのですが、財政見通しに

つきましては、ある一定の仮定をしてそれに基づい

て試算しているものですから、ある意味では県財政

がこういう傾向でありますということを県民に周知

させるためのもので、どちらかというと少し厳し目

の見通しになっているかと思います。確かに平成25

年度決算については県税収入も伸びておりますし、

ある面、行財政改革の効果等もあらわれた結果とし

て、平成25年度決算については良好な状態だという

評価はしております。

○又吉清義委員 ぜひ全庁体制で職員一人一人が危

機意識を持って取り組むことによって、今後迎える

財政収支不足で、私たち県民は皆様方に対してはい

ろいろなニーズ、また市町村もまずは補助制度を要
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望することが当然かと思います。しかし、そういっ

た要望、ニーズを求める中で、財源がなければほと

んど実現されることは厳しいといった中で、どこま

で県民にも求めるべきであるのか。今後迎えるであ

ろう財政収支不足と県民のニーズに応えるために

も、そして福祉サービスの向上のためにも、ぜひこ

れを県民の皆様にも知らせるべきではないのかと。

私は議会人として、それを意識してどこまで皆様

方に求めるのか、また、改善できる点はどこがある

のかということを今後大いに取り組んでいかないと

大変な時期が来るなと。今後もとにかく県民のニー

ズ、そして補助制度のニーズはふえるばかりで減る

ことはありませんので、その辺は全庁体制プラス県

民一丸となって取り組む姿勢を―皆様方は姿勢を示

しておりますので、大いにＰＲして、そういったも

のをやるべきだろうと思います。また、平成25年度

の実績が出ておりますので、平成26年度の決算でも

そういうものをぜひ引き続き実績を出していただき

たいと思います。

そこで本題に入りたいと思います。まず90ページ

にある一般会計の財産売払収入についてですが、な

ぜあえて財産売払収入を取り上げるかといいます

と、これから県民ニーズに応えるために簡素化する

べきところは簡素化をする、できるところは抑える。

しかし、ニーズに応えるべきところは応えていかな

いとどうしようもございません。そのためには、私

は収入をふやさないといけないかと思います。県と

しても不納欠損、収入未済額を限りなくゼロに近い

状態に持っていく中でも、入るべき収入をいかにし

て税金以外でも県の事業で収入をふやすか。私は非

常に大事な点かと思います。

ですから、そういった意味で、いかに県がこのよ

うな収入をふやすことによって、県民のニーズに応

える予算をうまく配分できるのかという意味で財産

売払収入についてお尋ねいたしますけれども、そこ

で気になるのですが、財産売払収入、家畜売払代が

本来でしたら収入未済額に入るのはいかがなものか

と思いますが、まず１点目は家畜売払代で141万2000

円が未収金となっております。

次に、生産物売払収入の中で非常に感心するのは、

各高等学校等で産業まつりを行う中で、いろいろな

いいアイデアがあり、そして多くの市民、県民に生

徒たちがつくった生産物、畜産物を販売、そして生

産も行っております。その中で、私はぜひそこをも

う少しレベルアップしていただきたいと思うことが

―今、沖縄県全体、日本全体の農家で何が起きてい

るかということです。何が起きているかというと、

沖縄県北部農林高等学校でもそれが起きておりまし

た。皆さんで調べてみたらわかるかと思いますが、

立派なマンゴーハウスがございます。多分収穫は年

々減っているかと思います。これは今、日本全国の

農地のあちらこちらで収穫量が減り始めておりま

す。大きな原因があります。その原因もやっとわか

りました。ですから、農家の悩み、農家の現状を関

係機関に委託業務をするとかなり経費がかかりま

す。しかし、こういった専門の学校で長いスパンで

実験をする、データを集めることは、生徒を使う、

先生を使うことによって長いスパンで引き続きでき

る。そして人件費が出ない。私は、コスト低減で、

品種改良で今農家が持っている悩みを大いに実験材

料として、実習材料として使うことができるかと思

います。そういったものも勘案していただきたいの

ですが、学校の実績として生産物売払収入の中には

そういったものもないのかということと、もう一点

は、生産物売払収入の集金は一旦県で全部引き取り

ます。そして、これはまた学校側にどのように還元

するかということで、その３点から御答弁をお願い

したいと思います。

○島田勉会計管理者 生産物売払収入の件で農業高

等学校等のお話が出ました。農業高等学校等では生

産物、畜産物等ということで、実習の中で出てきた

収益等については収入源とされているということ

で、これがどのようにまた学校等へ返っていくかに

ついては管轄外で承知しておりませんが、一般的に

特定財源として還元されていることも考えられると

思います。

もう一つは、家畜の未収金の決算として141万2000

円が未収金になっておりますが、これは農林水産部

の所管でございますが、内容は、県有家畜を一定期

間貸し付けした後に当該農家に払い下げ、譲渡する

わけでございますけれども、その農家の経営不振に

より代金の支払いが困難となって収入未済となって

いると伺っております。

○又吉清義委員 あと少しだけ生産物売払収入の考

え方だけをぜひ教えていただきたいと思います。例

えば、海洋深層水利用生産物売払収入というものが

あります。今後、沖縄21世紀ビジョンの中で各部署

の考え方として、このような売り払い収入の中身が

どのようなものであるかということがわからないの

で御説明いただきたいということです。そしてこの

考え方です。

○島田勉会計管理者 海洋深層水利用生産物売払収
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入は、沖縄県海洋深層水研究所において海洋深層水

及び表層水を販売した代金ということで、決算額が

1414万7000円ということでございます。当然多額の

資金を投入して立派な施設をつくって、海洋深層水

をつくっているわけですから、海洋深層水の効果も

いろいろと高い効果もあることは知られております

ので、県においてはその辺は十分に承知した上で利

用していくと考えております。

○又吉清義委員 今説明がありましたのは、考え方

ということでお尋ねしているわけでございますが、

海洋深層水を売った利潤と解釈していいかと思うの

ですが、海洋深層水の使い方は、主に農林水産部が

収入源となっております。その分を農林水産部だけ

ではなくて、もう少し全庁的にいろいろな分野で生

かしていただいたらどうかということをあえて申し

上げたいから取り上げている次第でございます。

なぜかといいますと、海洋深層水の魅力です。今

私たちが取り扱っている海洋深層水は、１トン当た

り100円で売る、200円で売る、そしてこれをろ過し

て飲み水で売る、この２通りかと思います。しかし、

先ほど申し上げました沖縄県の農家で全体的に、日

本全国的に生産が減り始めております。その原因が

何かということです。そういった意味で、海洋深層

水も生かして県全体で取り組むことによって、県全

体の例えば農家の所得が上がると。

そればかりではございません。もう一つは、医療

費が限りなく伸びております。まず高血圧は非常に

多いです。その原因は何かといいますと、よく言わ

れることが塩分であり、また栄養のとり過ぎです。

この海洋深層水で何が可能かといいますと、塩では

あるけれども、大幅にNaClを除いた塩をつくってし

まえばいいわけです。技術を一歩前に進める。皆さ

んがやっている海洋深層水の考え方は原液そのもの

を売る、これをろ過した飲み水としてミネラルを売

る、この２通りです。これをもっと事業展開しても

らう。事業を展開して県全体で取り組むことによっ

て、私はかなり波及効果があちらこちらに出てくる

かと思うのですが、そういった考え方も可能である

かどうかですが、いかがでしょうか。

○島田勉会計管理者 委員からの御質疑で会計管理

者として少しお答えしにくいのですが、当然海洋深

層水の効果として、例えば今、久米島等でクルマエ

ビの養殖に大分効果があるということと、別の水産

物の養殖にもかなり効果があることは前々から知ら

れております。当然また農業にも生かせるというこ

ともあります。事業の仕組みについては、多分もう

やられているところはあるかもしれませんが、企画

部がある面、事業仕込みの所管部局になりますので、

そこでまずは仕込むか、そしてその後、関係部局、

それぞれの部局へおろして詳細な事業化をしてい

く。そういう考えは従来からあると思いますので、

それは十分可能だと思います。

○崎山嗣幸委員長 事業を広げて、売り上げ収入を

ふやしたらどうかという指摘だと思いますが。

知念建次代表監査委員。

○知念建次代表監査委員 少し違う角度かもしれま

せんが、今、県の予算、決算であらわれている海洋

深層水の部分は久米島の海洋深層水の部分で、確か

に今おっしゃっている利用ということは地理的な条

件もあるものですから、少し不利的な要素が見受け

られることは御指摘のとおりだと思います。海洋深

層水そのものの利用は、おっしゃるように工業面で

あり、今利用しているものは久米島で飲料水であり、

養殖のためのものであり、あるいは農業用水にも利

用されているということは、我々が監査に行ったと

きにいろいろ事情は聞いております。ただ、それを

入れる工業的な要素、あるいは今、商工労働部で電

力関係の実証のための事業に入っていることも少し

聞いているのですが、詳しいことは部局に改めてお

尋ね願いたいのですが、水そのものについては多角

的な利用が十分考えられると思います。今、久米島

の中で地理的な不利性をどう克服するかもあわせ

て、確かに今後の検討課題としてはあるかと思いま

す。

○又吉清義委員 ぜひ検討課題としていただきたい

と思うのです。沖縄21世紀ビジョン実施計画の５

ページにあるのですが、海洋資源調査・開発の支援

拠点形成を行うということで、しっかり計画を立て

ているわけです。ですから、この中で県全体として

お願いしたいことが、海洋資源というものをしっか

り活用することによって、県としても今後収入をふ

やす、財源を潤すことができる。決算ですから適当

かどうかはわからないのですが、決算をしてみて、

これから需要供給に対する収入をふやすことも一つ

の考え方として必要ではないかということであえて

聞いているわけです。

ことしから平成29年度まで収支不足に向かうので

あれば、とるべきところはとる、そして節約すると

ころは節約をする。なおかつ足りなければ、収入を

ふやすという一つの考え方も大事ではないのかとい

うことであえて聞いている次第ですが、その中で今、

収入をふやすことができるという考え方を、例えば
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企画部であり、これから県全体で開発云々もいろい

ろな分野からぜひやっていただきたいことをあえて

申し上げたいのです。

なぜ農産物が収穫できなくなっているかという

と、１点目は、畑でミネラルが不足していることが

日本全国で言われております。ですから、畑に必要

なミネラルは海洋深層水にいっぱいありますよとい

うことです。ですから、水を丸ごと１トン売った場

合は、農家としては非常に不自由さがあります。し

かし、１トンの水をわずか10リットルに濃縮してし

まえば、持ち運びに便利ですよということです。そ

ういった技術開発をすることによって、今後離島の

農家の支援ができる、そしてそれをまた県内の農家

にもできる。今のは濃縮しただけです。濃縮するだ

けではなくて、海洋深層水に入っているミネラルを

人間がじかにとるためにも、塩分だけを取り除くこ

とによって減塩の食べ物ができる。ぜひそういった

開発も今後進めていくことによって収入がふえてい

きませんかと。今後、県が進めている海洋深層水を

活用した収入源―日本全国、世界に売り出すものに

生まれ変わりませんかと。県が投資をして、費用対

効果の中でそういったものをもう一歩進めることに

よって、県民の皆様方に還元ができる。そういった

考え方のもとにそのような努力もぜひしていただき

たいということを、今回の決算を見て、少し細か過

ぎるぐらいですが、あえて皆さんに述べている次第

です。決算で数字だけを動かすのではなくて、足り

ない分はどのように収入をふやすか。最後に、こう

いった考えもぜひ持っていただきたいということで

す。いかがでしょうか。

○島田勉会計管理者 委員の御指摘はごもっともだ

と思いますので、全体的な財政運営、それから財源

の確保等については総務部で所管しておりますの

で、そのお話についてはぜひ総務部にお伝えしたい

と思います。

○又吉清義委員 数字を見るだけではなくて、県み

ずからも費用対効果で、投資したものからいかに還

元できるかも大事なポイントかと思います。余り細

か過ぎて大変でしたけれども、あえてそういったこ

とを申し述べて終わりたいと思います。大変ありが

とうございました。

○崎山嗣幸委員長 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 まず、決算の質疑に入る前に、10

月２日の新聞紙上に県税徴収率が最高を記録したと

いうことがあったのですが、2013年度の県税徴収率

が前年比の0.5ポイント増の97.3％になり、過去最

高だった復帰時の1972年度の97.0％を更新したこと

が新聞紙上にありました。またその中で、2012年度

に続いて２年連続で全国平均を上回り、都道府県別

の順位で20位になったことについて、これは県総務

部税務課の御努力に対して敬意を表したいと思いま

す。毎年、決算については収入未済額、それから不

納欠損額、いろいろな質疑が出ますが、この努力に

対して敬意を表したいと思います。これは佐次田税

務課長、また税務課皆さんの努力でぜひ頑張ってほ

しいと思います。

その中で税務課長の談話があるのですが、個人県

民税の滞納整理で市町村との連携が大きな成果を上

げており、さらに強化して取り組みたいということ

でありますが、今後も徴収率の向上に頑張ってほし

いと思います。97.3％で徴収率のアップが図られて

いるのですが、90％にもいかない市町村もあると思

います。そういうことで、市町村と連携を組みなが

ら、ぜひとも徴収率のアップに頑張ってほしいと思

います。

徴収率の件はよく問題になるのですが、その中で

一点だけ質疑をしたいと思います。まず、沖縄県歳

入歳出決算審査意見書の９ページ、平成25年度の不

納欠損額は約10億7751万円となっているのですが、

前年度より３億9145万円増加しています。不納欠損

の内容と手続について説明をお願いします。

○島田勉会計管理者 平成25年度の不納欠損額の状

況等について御説明申し上げます。平成25年度決算

における不納欠損額は、一般会計と特別会計を合わ

せて10億7751万2000円となっております。まず一般

会計でございますが、平成25年度が５億9877万4000

円。これは対前年度3633万2000円の減となっており

ます。不納欠損の主な内容でございますが、大きな

ものが県税で３億2554万9000円、それから諸収入―

談合違約金に係るものでございますが、１億5848万

円となっております。

次に、特別会計の不納欠損額ですが４億7873万

8000円。これは対前年度４億2778万2000円の増と

なっております。主なものは、小規模企業者等設備

導入資金特別会計の貸付金でございまして、額が４

億7422万円となっております。

○新垣良俊委員 それから、沖縄県歳入歳出決算審

査意見書の４ページですが、不納欠損処理について

ということであるのですが、その中ほどに「債権の

管理については、債権を放置したまま時効を迎える

ことのないよう、個々の債務者の実態把握に努める

とともに、督促、差押え、債務の承認等関係法令に
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基づく措置を的確に講ずる」とあるのですが、それ

については講ずるということが記載されているので

すが、これはどういうことか、代表監査委員に説明

をお願いします。

○知念建次代表監査委員 まず、不納欠損が生じる

前に未収金として残っているわけです。不納欠損と

いうか、未収金については基本的には督促等をして、

要するに収納できる状況に置くことが原則だと理解

しております。未収金につきましても、督促しても

なお納入されない場合には、それぞれ税法であり、

地方自治法で滞納処分というか強制執行等の手続が

あります。その手続にはそれぞれ執行猶予等の手続

もありまして、それらの手続に入る前に大事なこと

として、できましたら滞納者に個別に接触し、滞納

者の生活あるいは財産状態を把握した上で、法に

のっとった手続を行ってくださいという意味での審

査意見でございます。

○新垣良俊委員 今回の決算については、一般会計、

それから特別会計に計上された各般の事務事業は総

じて順調な成果をおさめているものと認められる

が、行財政運営についてとか、収入未済額の縮減に

ついて、３番目に不納欠損処理について、４番目が

事業執行について、５番目が会計処理等についてと

いうことでありますが、県民のニーズが今後高まる

と思いますので、自主財源の問題もそうですし、今

は３割自治とかとよく言われるのですが、九州の平

均よりもずっと下なのです。こういうことで自主財

源、それから今の５点を代表監査委員、会計管理者

を中心に、自主財源は執行部のいろいろな考えもあ

ると思いますが、ぜひとも頑張って予算に対して満

額になるような決算にしてほしいと思います。

以上で質疑を終わります。

○崎山嗣幸委員長 では、次に浦崎唯昭委員。

○浦崎唯昭委員 角度が違って、代表監査委員にお

聞きしてまいります。

まず、監査委員に県議会議員が２人入っておりま

すけれども、県議会議員が入っていることについて

いい面というか、だから監査がスムーズに進むとい

うことがあれば教えていただきたいと思います。

○知念建次代表監査委員 今、監査委員は私を含め

て４名の委員で構成されております。私が常勤の代

表監査委員として務めさせていただいていますが、

ほかに今、非常勤の監査委員として税を専門として

おられる監査委員がお一人おりまして、そのほか２

人は議選という形で、それぞれ与野党から議員お一

人ずつ参加していただいています。

監査委員は、御存じだと思いますが、委員の決定

は合議によって決定されるものですから、それぞれ

委員は独任性ということで、それぞれの意見が尊重

されるということが法的にうたわれておりますの

で、委員協議会というものを月１回、それぞれ議題

あるいは日程等の調整等でやっております。そのと

きには結構自由闊達な御意見をそれぞれの委員から

出していただいております。今度の審査意見書もそ

うですが、基本的に案を事務方でつくりまして、そ

れを委員協議会に上げるわけですが、その中でいろ

いろ活発な意見が取り入れられまして、最終的に今

の沖縄県歳入歳出決算審査意見書になっております

ので、その面では、今の委員の皆さんは結構自由に

御意見を出していただいて、まとまっているものだ

という理解をしております。

○浦崎唯昭委員 ものだと理解しておりますという

ことで、明確な答えがないような感じがするのです

が、なぜこれを質疑するかといいますと、議会運営

委員長も委員長として座っていらっしゃるのです

が、監査委員に就任すると、その議員は常任委員会

における調査に加わることができなかったが、今回

から議長については調査に加わることができること

とした。監査委員である議員は、昨年同様調査に加

わることができないということが、議会運営委員長

を中心にまとめた10月１日の我々議員各位宛ての通

達なのです。

私の立場で言いますと、議員は県民から選ばれて

くる中で、調査の権能に対してこれをしてはいけな

い、これはやれませんよというあり方はよくないの

ではないかという感じを個人的に前々から思ってお

りますし、監査委員の選任議案のときに総務部長に

もよく質疑をさせていただきました。予算特別委員

会でも質疑をさせていただきました。しかし、代表

監査委員がおっしゃるような部分もあるかもしれま

せんが、議員として役割が制限されていることがさ

きの議会運営委員会での決定事項なのです。あなた

が監査委員になるのでしたら、決算審査には加われ

ませんよということがある中で、私はいささかそこ

に問題があるのではないかということで過去のいろ

いろな議論を調べたら、代表監査委員がおっしゃる

ようにこれは法律なのです。法律に基づいて議会の

代表を出しなさいということになっているようで、

各市町村の自治体もそういう方向で出しているよう

です。

ただ、こういう形で、監査委員になるとみずから

の権能に少しかかわってくるのであれば、今、地方
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制度調査会で議論しているのですが、地方制度調査

会の委員に沖縄県から西銘恒三郎代議士が入ってい

るのです。自分で沖縄県議会でも経験しているで

しょうと。地方制度調査会における議論を真剣に

やってもらいたいというようなお話をしているので

すが、監査委員の立場から、そういうことが制限さ

れていることに対してお考えがあればお聞かせいた

だきたいと思います。

○知念建次代表監査委員 議選の選任事項について

は、先ほどお答えさせていただきましたように法に

のっとって選任されておりますし、議会の同意も得

て選任されておられます。今委員がおっしゃった委

員会での立場は、議会の内部のことに私の立場で言

及するのは御勘弁を願いたいと思います。

○浦崎唯昭委員 まさにそういう意味での議論が

あったということで、改革していくことができれば

―私は自民党を代表して質疑をしているわけではな

いですから、私個人の意見ですが、そういう立場か

ら議選は長年、戦前から続いていることだと思いま

すけれども、改革の一つのあり方として議論を議会

ではやっております。議会ではそういう立場でやる

べきではないかというお話はしておりますけれど

も、代表監査委員としてそういう議論があったとい

うことをしかるべき場所でお話しする機会があるの

であれば、お話ししていただければありがたいと思

うのですが。少なくとも県民代表として来た議員が、

監査委員になるとこれができませんよ、決算審査に

は加われませんと言われるのは、議員としては少し

いろいろと抵抗感を持つのです。そういう意味で、

そういう議論があることをもししかるべき場所で話

す機会があれば、お話し願いたいと思うのですがい

かがでしょうか。

○知念建次代表監査委員 私の立場で意見交換がで

きる場としては、先ほどお答えしたように委員協議

会という４人の委員が意見交換をする場はございま

す。そこで今委員がおっしゃったお話ができるかど

うかについては、また改めて各委員の御意見等も拝

聴しながら意見交換ができれば……。そういう場は

ありますということで御勘弁を願いたいと思いま

す。

○浦崎唯昭委員 何も議員が監査委員としてふさわ

しくないと言っているのではないです。議員本来の

職務の権能にまでさわってくることになりますと、

みんなで議論していいのではないかと思っているも

のですから、そういう質疑をしたわけでございます

けれども、私の意のあるところを含んでいただきま

して、御理解賜れればと思っております。

○崎山嗣幸委員長 休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時22分再開

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 では、お尋ねいたします。

まず、沖縄県歳入歳出決算審査意見書からいきま

すが、この５ページで、事業執行について監査委員

の皆さんからも御意見が出ているようですが、まず

１点目、その事業執行について、年度繰越額が一般

会計でも953億円余りということで結構高いですし、

それから特別会計は39億幾らとなっていますが、そ

の中で主な原因は、国の補正予算に対応した経済対

策事業の執行期間の不足、それから用地買収の難航、

計画変更と出ているのですが、これを計画的かつ効

率的に実施していただきたいということがあるので

すが、ここらあたりについてどのようになっている

のか、お聞かせください。

○知念建次代表監査委員 繰越額の状況ですが、一

般会計の状況としては、減になっている部分は沖縄

振興一括交付金―たしか平成24年度が初年度だった

ので、交付決定が何回かに分けてやられている部分

が改善されて、減になっている部分がございます。

沖縄振興一括交付金が増になった分、従来の経済対

策の関連予算が減少していますので、それによって

繰越額が減少している状況はございます。ただ、繰

り越しの要因として、やはり経済対策関連は国の補

正予算等に関連して予算計上がなされるものですか

ら、執行期間が十分確保されないで繰り越しされる

状況はまだ経済対策関連等では見受けられます。

あと、我々が各部から繰り越しの要因別状況を入

手したところ、従来から言われている設計調整のお

くれ、用地取得の難航、計画変更等がやはり多いも

のですから、審査意見にはそのように記述してござ

います。

○狩俣信子委員 そういうことはもちろんあるので

すが、執行率85.5％ですか。やはり執行率をしっか

りと高めるためにも、この改善は各課とも徹底して

いくべきだと思っております。

次へ行きます。不用額についてですが、不用額に

ついては、精度の高い所要経費の見積もりに加え、

随時事業の進捗状況を的確に把握しながら適切な対

応を図るとともに、補正等を行うなど効率的な予算

執行に努めていただきたいということがあるのです
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が、不用額も結構たくさんあるものですから、不用

額をなぜこんなにたくさん出すのだろうという思い

があって、これは少し質疑させてください。

○島田勉会計管理者 不用額は、一般会計において

前年度に比べて54億140万7000円増でございます。

主な要因ですが、沖縄振興特別推進交付金、ソフト

交付金―これは市町村事業の入札残や事業計画の変

更等による不用が36億6002万7000円ございます。

それから子ども生活福祉部の安心こども基金事業

において、市町村からの申請が見込みより少なかっ

たということで不用にしているものが８億2478万

4000円ございます。

それから商工関係ですが、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業において、県事業及び市町村補助金で

実績減ということで不用になったものが５億9097万

1000円ございます。

○狩俣信子委員 安心こども基金も８億円余りです

か。待機児童もたくさんいる中で、やはりこういう

ものはしっかりと活用していただかなければいけな

いと思っているのです。各市町村に対しては、そこ

らあたりの連携はどうなっているのですか。

○島田勉会計管理者 具体的な市町村との事業のや

りとりについては子ども生活福祉部のほうで承知し

ていますので、申しわけございませんが、よろしく

お願いいたします。

○狩俣信子委員 わかりました。私は未収金につい

てもちょっとお尋ねしたいのですが、この包括外部

監査の結果報告書の５ページを見ると、監査の趣旨

というものがいろいろあって、未収金管理の状況で

４点ぐらい―未収金の回収実績が不良である、それ

から不納欠損処理が進んでいない、未収金の発生を

未然に防ぐ対策が不十分である、その他、未収金の

管理に不備が存すると書かれていて、その次に、未

収金の発生に対する責任主体が不明であるとあるも

のですから、なぜこういうことが起こるのかと思っ

ているのですが、そこらあたりはなぜですか、お願

いします。

○知念建次代表監査委員 未収金の大きな要素とし

て、一般会計で収入未済が一番大きいものは県税で

ございます。その次に使用料及び手数料で、県税の

中でなお大きいものは個人県民税という状況になっ

ています。使用料及び手数料の中では県営住宅使用

料です。包括外部監査では多分そういうものも全部

ひっくるめて、あるいは少し個別に債権管理すべき

部分を含めて包括外部監査が入ったかと思います。

包括外部監査というものは、外部監査人がその監査

人の責任で監査の対象等についても全部おやりにな

るものですから、報告はトータルの結果で受けてい

るのですが、どういう方法でとか、そういう詳細に

ついては十分把握しておりません。先ほども答弁し

ましたが、我々が未収金について一番気をつけてほ

しいことは、それぞれの債務者、滞納者の―県税に

しても住宅入居使用料についても同様なことが言え

るかと思うのですが、それぞれの実態がどうである

かを各部においてきちんと把握して、それぞれの状

況に応じた対応が可能であれば、未収金はかなり減

額される部分が出てくるのではないかと。それはあ

る面、毎年同じことを言い続けているのですが、毎

年同じ注意をして、徐々によくなっていくという方

策を含めて、我々の審査意見書においては、各部に

おいてそういう対策をしっかりとっていただきたい

という趣旨で記載していますが、やはり一般会計で

は県税と住宅使用料等が一番大きい状況にございま

す。

○狩俣信子委員 未収金について、ちょっとびっく

りしたのですが、この８ページに、例えば昭和50年

代に発生した債権について明らかに回収不能であり

ながら、現在もなお未収金として計上されている債

権もあると書かれているものですから、昭和50年と

言ったら大分古いではないですか。そういう処理も

やらないで、そのまま未収金という形にしておくの

かと。そこらあたりのお考えを少しお聞かせくださ

い。

○知念建次代表監査委員 具体的に、この包括外部

監査で指摘した件名がどうかということは今資料を

持ち合わせていないのですが、ただ、特別会計等も

含めて、それぞれの会計ごとに全部が全部100％掌

握している状態とは必ずしも言いがたい部分が確か

にあります。ですから、その辺は不納欠損処理すべ

きものが債権でそのまま残っていましたら、県の財

政、予算の構造―実際消したほうがわかりやすいも

のがまだ残っているということは、ある面でその全

体を見るためにも、いろいろ見方の問題が出てきま

すので、いわゆる債権の管理、これはもう時効に到

達しているのか、援用されてよいものなのかも含め

て、各部局においてしっかり管理してほしいという

ことがまず一義的に言えることだと思います。

○狩俣信子委員 外部監査人の皆さんがしっかり見

て、せっかくこういうことを出してきているわけで

すから、やはり県としては、この昭和50年代という

大変古い債権について本当にそのまま残してよいも

のか、もう回収不能であれば処理をしていくのか、
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そこらあたりはしっかりやっていただきたいと思っ

ております。

それから、予算執行率について平成25年度は85.5

％、その前年度は81.0％と出ていますが、この５年

ぐらいの執行率からすると、ほぼ同じような形で推

移しているのでしょうか。

○島田勉会計管理者 平成25年度が85.5％、昨年度

が85.0％、その前年の平成23年度が90.2％、少しさ

かのぼっていきますが平成22年度が89.6％、平成21

年度が89.0％、平成20年度が91.1％という状況でご

ざいます。

○狩俣信子委員 大体90％台もあって、89％とか高

い執行率になっていくわけです。だから、85.5％で

このぐらいで普通なのかと思ったのですが、やはり

執行率というものは90％もあるわけですから、そこ

らあたりをもう少し頑張っていただきたいと思うの

です。それはいかがですか。

○島田勉会計管理者 平成24年度、平成25年度の執

行率がそれ以前と比べて大分落ちたのは、沖縄振興

一括交付金と、そのうち市町村分についても県に計

上してやるということで、その分もかなり大きかっ

た要因があるのですが、執行率を全国平均、九州平

均並みに上げていくことは当然のことでございまし

て、その予算の執行率を上げるために、特に公共事

業等は額が大きいので、部局のほうでは知事を本部

長に、各部局長で公共事業等施行推進本部というも

のを構成して、従来から各年度の事業執行を上げて

いこうということでやっております。そういうこと

で総務部を中心にやっておりますので、当然これか

らもそういうものを中心に執行率を上げる努力は必

要だと思います。

○狩俣信子委員 それはまた御努力をお願いしたい

と思います。

次に、監査委員事務局の皆さんについてですが、

去年でしたか、16名でやっていらっしゃると聞きま

した。去年、スタッフの皆さんは大変厳しい状況だ

という話を少しなさっていたものですから、現在は

何名で、状況はどうですか。

○知念建次代表監査委員 現在の事務局体制も、去

年と同じく16名でございます。その状況でいかがか

というと、例えば住民監査請求、あるいは随時監査

等が同時並行的に起こってきたら、かなり厳しい体

制であるという認識をしております。

○狩俣信子委員 大変お疲れさまですね。増員の要

求はできるのですか。

○知念建次代表監査委員 要求はできるのですが、

トータルの中でいろいろな判断が出てくるかと思い

ます。

○狩俣信子委員 そういうもろもろの事情がおあり

なのですね。厳しい中ですが、頑張ってください。

では、次に行きます。本庁と出先機関の関係につ

いてお尋ねしますが、出先機関の執行状況のチェッ

クは、本庁との間でうまくいっているのでしょうか。

○島田勉会計管理者 先ほどお答えした中で、県に

おいて公共事業等施行推進本部を設けているという

お話をいたしました。これは本庁のほうで設置して

いるのですが、当然執行部の中で上半期、下半期の

公共事業等の施行計画というものを設定いたしま

す。その中で、関係部局においては管下の―本庁の

課長、それから出先機関の所属長等で、その本部の

もとで執行管理を行うという状況でございます。

○狩俣信子委員 あと１点、重点監査項目というの

ですか、外部の専門家に委託をして監査しているも

のがあるのですね。例えば工事の設計積算、施工管

理、そして工事に関する技術面の調査とか、そこら

あたりについて少しお聞かせいただけますか。

○知念建次代表監査委員 工事監査についてはかな

り技術的な部分があります。先ほどお話しした事務

局体制の16名は全て事務の職員です。工事について

は専門の技術士の資格を持った団体がありまして、

一昨年、いろいろ情報収集をして、九州各県等では

そこに外部委託をして、工事については委託をする

ことによって工事の監査、現場、設計等については

見られるような仕組みがあることがわかったもので

すから、去年からその手法を入れようということで、

工事監査ということで技術士の資格を持った団体に

その工事の技術的な部分をお願いしてございます。

工事監査については事務局職員も一緒に同行し

て、手続的なものについては事務局の職員が見て、

工事の現場等については同行して、その技術士の意

見等を参考にしながら一緒に見ていただくというよ

うな形で今やってございます。これはことしもその

まま工事監査は実施してございます。

○狩俣信子委員 ３ページの中で、行財政運営に当

たっては、行財政改革プランを着実に実行しという

ところがあるのですね。その中で、ＰＤＣＡサイク

ルによる事業評価を通して経済性、有効性、効率性

に十分留意しとあって、健全で創意工夫を凝らした

行財政運営に取り組んでいただきたいとあるのです

が、大筋でＰＤＣＡサイクルの事業評価というもの

はどうなっているのでしょうか。良ですか、優です

か、可ですか。
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○知念建次代表監査委員 御存じだと思いますが、

ＰＤＣＡサイクルは、企画部でそれぞれ各部の事業

所管課の施策、取り組みを取り上げて、プラン、ド

ゥー、チェック、アクションのサイクルで推進状況

とか成果指標、達成状況を毎年毎年検証していくと

いうシステムで、我々のところに平成25年度の実績

があるのですが、例えば平成25年度実績でいくと、

施策数246で、その主な取り組みとして1683のＰＤ

ＣＡサイクルの検証実績が上がっています。例えば

観光ですと、その施策として誘客活動の展開があっ

て、取り組みとして、それに向けて誘致対策事業は

どうなっているなどがＰＤＣＡサイクルの検証結果

の成果報告として上がってきます。これは企画部の

取りまとめの状況だと思うのですが、先ほどの対象

取り組み数1683のうち、順調が1377、ややおくれが

193、大幅おくれが85、未着手が28という実績の状

況になってございます。

○狩俣信子委員 大筋オーケーというものがあるわ

けですが、どういうものが未着手ですか。28事業と

言うものですから、やはり一つ一つとても大切だろ

う、どういうものが計画されて、何に手がつけられ

なかったのかを知っておきたいと思ってお聞きしま

した。

○知念建次代表監査委員 詳細資料を持ち合わせて

いなくて、申しわけございません。

○狩俣信子委員 あと１つ、私もとてもうれしいの

は、先ほど県税について大分改善が見られたという

話がありました。コンビニエンスストア―コンビニ

で納付できるということが入っていて、これが功を

奏したのかと思うのですが、コンビニで納税してい

るものは何％ぐらいですか。

○島田勉会計管理者 総務部からの資料ですが、平

成25年度の納付機関別納付状況というものがござい

ます。コンビニ利用は自動車税で利用しているもの

ですが、通常は金融機関に納付書で納めるわけです

けれども、金融機関利用が53％、コンビニが38.5％、

そのほか郵便局で納めることもできますが、これが

4.3％、それから平成25年度よりクレジットカード

利用もできますので、これが4.1％となっています。

ちなみにコンビニ収納ですが、前年の平成24年度が

37.1％ですので、平成25年度は1.4ポイント、コン

ビニ収納の割合がふえています。

○狩俣信子委員 三十七、八％がコンビニというこ

とになると、やはり私たちの生活の身近にあって納

めやすいのですね。そういう方法を考え出したこと

が大変すばらしいと思います。そのほかの部分でも

こういうものが利用できれば改善できるかと思って

おります。私の質疑は以上で終わります。ありがと

うございました。

○崎山嗣幸委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 まず、執行率からお尋ねをしたい

のですが、85.5％と全体的に低い傾向は昨年に続い

ているかと見ております。この理由をどのように見

ているのかです。それから、その推進体制自体が財

政規模にかみ合っていないことはないか。いわゆる

人員削減等も含めて、体制がその事業執行に追いつ

かないことが起きていないかどうか。そこら辺はど

のように見ていらっしゃいますか。

○知念建次代表監査委員 確かにおっしゃるように

85.5％と昨年よりは改善されていますが、なお懸念

される部分があると思います。一番大きい原因は沖

縄振興一括交付金の国庫が増額したことによるもの

だと思っています。この１年、まだそれに執行が追

いついていない状況が続いていると認識しておりま

す。

我々のほうから執行体制云々について評価するこ

とを念頭に置いての監査自体はしてございません。

ただ、監査をしながら、いわゆる技術の職員等が不

足がちというか、そういう話は現場に行きながらも

往々にして耳にしている部分はありますので、そう

いう面では、今後検討する余地はひょっとしてあろ

うかということは言えると思います。

○仲村未央委員 これは昨年度来、非常に気になる

点で、沖縄振興一括交付金の導入に伴って執行率が

落ちていることに対して、どこに起因するものか―

恐らくその規模でその体制が追いつかないというこ

とは、この計数的にも見てとれるだろうと。今、監

査の御指摘のとおりだと思うのですね。

先ほど狩俣委員の質疑の中にもあった未着手の28

事業です。個別の事業はどの事業かわからないとい

うことでしたが、なぜ着手ができなかったのかとい

う理由はお手元にあるわけですか。

○知念建次代表監査委員 沖縄県ＰＤＣＡ実施結

果、対象年度平成25年度という資料からですが、未

着手の主な理由として、先行・関連事業との区分整

理や事業熟度の向上に不測の時間を要した、それと

市町村や関係団体等との調整未了が大きく２つ載っ

ています。

○仲村未央委員 今の簡単な御説明ではここですぐ

即断はできませんが、実際には、その事業の詰めが

未熟な中でも予算を立てていかなければいけないと

いう中で、結局は着手に至らないと。これも含めて、
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やはり体制が追いつかないということが出ているの

ではないかと見えるのです。

ここら辺は、監査の指摘の中で事業側、執行側に

言える範囲というか、その指摘ができる範囲はどの

あたりまでなのか。そこを酌んで、それこそ予算の

スムーズな執行を促していくというときに、どうい

う仕組みで―今の決算から見えることとして、それ

が監査の指摘として上がり、事業執行側にその改善

を促すという流れにつながるのか。そこら辺はぜひ

見解を述べていただきたいと思います。

○知念建次代表監査委員 例えば個々の事務所を監

査する上で、なかなかその個々の事務所、それも個

々の事業だけでその体制―我々が監査しているもの

は基本的に財務事務で、書面等でやっているもので

すから、なかなかそこまで、特に事務監査で議論を

すること自体が非常に難しい状況にございます。

ただ、本庁監査は委員４名で本庁の部単位でして

いるのですが、その中でいろいろ各委員と意見交換

等をしている中では、さっき言ったことも少し見受

けられる部分があるということで、さきほどの答弁

をさせていただきました。確かに沖縄振興一括交付

金がこれだけ増額している。今まで公共事業はどち

らかというと減少ぎみだったものが、ここに来て増

傾向にある。それはある意味で予算的には非常によ

いことだと思いますし、景気対策というか、経済効

果等についても非常によい効果が生まれると思いま

す。多分に金額の増に見合う、執行が万全にいくよ

うな体制を今後構築する必要は当然あろうかとは思

います。

○仲村未央委員 それでは次の質疑ですが、監査の

基本的な視点の中では、予算執行が法令に適合して

行われているかという、当然の法令遵守が大きな視

点の一つになっているかと思っています。

その中で、これを監査が指摘した非常に大きなこ

とはおととしですか、識名トンネルに係る違法の公

金支出への指摘が監査結果―住民監査請求に基づく

ものでしたが、監査委員の見解が示されたわけです

ね。その中で、予算の執行そのものが適切であるか

という前提として、予算執行伺いが適切でなかった

ということがこの問題の前段に大きな問題としてあ

るわけですね。予算執行伺い自体が、実際には終わっ

た事業を抜き出して、今からやるごとくに見立てを

したと。その手続書類が綿々整っていれば、これは

なかなか監査の立場からどこまでそれを見抜けるの

かという、この仕組み上の問題ですね。技術的にど

うだろうということが、結局は非常に大きな課題と

して浮かんだと思うのです。

だから、財務規則では確かに予算執行伺いはもち

ろんこれからやる前提で、こうしましょう、ああし

ましょうということで整っていくはずですが、今回

の支出に至る予算執行の段階で、終わったものを抜

き出していた。その書類が全部整っていたというこ

とになると、監査はこれを見抜くことができるのか。

まずそこの視点まで含めて、監査が押さえるべきと

ころなのか。そこら辺をまずお尋ねしたいと思いま

す。

○知念建次代表監査委員 原理原則論では押さえな

いといけないとは思います。ただ、押さえ切れるか

ということに関しては、かなり難しいものがあると

思います。先ほどもお話しましたが、我々はまず書

面で監査をします。その書類上、日時、相手方等が

整っていれば、それから先のことを見抜くことは現

実的には非常に難しいものがあります。

そして、なぜ見抜けなかったかと言われると、も

う申しわけないとしか言いようがないのですが、繰

り返しですが、一件一件の書類は、やはり執行伺い

から支出に至るまでの一連の書類が手続的にきれい

に整っていれば、それから先を見抜くことはかなり

難しいものがあると思います。

○仲村未央委員 先ほど工事監査のことにも少し触

れていましたが、その現場の実際の確認―今の体制

の中でそこを見抜くとなると、やはり実際に現場へ

行って、どこまでどのように進捗がされているのか

というところまで見ないことには、恐らくその見抜

くという作業には入らないと思うのです。書面だけ

では余りに全て整った中での出来事なわけですよ

ね。ですから、逆に見抜けなかったことになったと

思いますが、その識名トンネル問題の前と後で、監

査体制のあり方として何か改善点があったのか、そ

の強化された部分があったのか。そこら辺はいかが

でしょうか。

○知念建次代表監査委員 委託であれ、工事監査を

導入したことは、まさしく識名トンネルの件もあっ

て、まず工事の部分について監査委員事務局サイド

からどれだけ入れるかと。例えば土木、農林のいわ

ゆる監査の対象として、工事の部分は設計、積算、

それから施工管理等がございます。これはもう極め

て技術的な部分で、土木の部分でも道路があり、橋

梁があり、港湾があり、海岸がありということになっ

てくると、かなり専門的な知識を要するものですか

ら、そこまで事務的に対応することはなかなか難し

いものがあって、工事監査ということで、それぞれ
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去年土木と農林について監査を入れてもらったわけ

です。今２年目ですが、それに我々が同行すること

によって、あるいは設計変更のタイミングであると

か、事務的な部分まで研修というか、学べる部分が

ないかも含めてやっているところで、この工事監査

については引き続きやっていきたいと思っていま

す。

○仲村未央委員 起こらないことが前提であるから

こそ、本来は監査というものが生きてくるのだと思

います。どこまでそこを疑って―そもそも執行伺い

までうそではないかという視点ではなかなか見ない

前提がある以上、やはり皆さんの中の体制の限界、

そして仕組み上の技術的な限界をおのずと伴うと思

うのです。

ただ、あれほどの大きな違法行為があったことを

受けて、一応行政も行政考査の中では、本体工事に

関連した工事の変更の際には、当然にこれに請負比

率を掛けていくとか、こういった見直しは改善点と

して挙がってはいるわけです。それをちゃんと確約

しておくとか、そういう変更であれば当然にこれは

議会に上げていくということが、もう手続の当たり

前のことを当たり前にやっているという中での信頼

関係でしょうけれども、やはりそこら辺は、前と後

でその監査上の、今御指摘のような幾らかの改善点

もあったということなので、あとはやはり執行部に

対して引き続き緊張を促していくことが求められる

と思いますが、その点についていかがでしょうか。

○知念建次代表監査委員 先ほど会計管理者からも

ありましたが、県全体としては公共事業等施行推進

本部で公共事業の進捗状況を総体的に管理している

部分があります。たしか土木建築部の中でも、土木

事務所長会議あるいは室長会議等で進捗状況をチ

ェックしていると聞いていますし、農林サイドにお

いても、そういう進捗のチェックをしているそれぞ

れの機関があると聞いていますので、我々サイドと

してはそういうものを最大限に生かせるよう、側面

から叱咤激励と言っては失礼かもしれませんが、応

援、支援していきたいと思っています。

○仲村未央委員 あと、不納欠損処理については、

特段包括外部監査の指摘もあるものですから、少し

皆さんの指摘との事実関係はどうなのだろうという

ところも含めてお尋ねしたいのですが、監査意見書

の４ページには「債権の管理については、債権を放

置したまま時効を迎えることのないよう、個々の債

務者の実態把握に努めるとともに、催促、差押え、

債務の承認等関係法令に基づく措置を的確に」して

くださいということが基本ですよね。

ところが、この外部監査からは、時効の援用につ

いて特段の指摘が出ているのですが、時効の援用を

必要としない場合において、それ以上の処理は本来

はないのだけれども、その時効完成以外の要件がな

いにもかかわらず、未収金回収の努力をしたかと。

それを条件に付して、その上でなければ不納欠損処

理しないという扱いが出ている。この取り扱いはい

わゆる財務規則に違反するものであると。時効完成

以外の要件はないのに、督促したか、適切にその把

握をしたか、その証明がない限りは不納欠損にしな

いということになると、これ自体が財務規則違反で

はないかという指摘です。こういったことに対して、

皆さんの監査の中でもそういうものが散見されるの

か。その辺を先ほどの指摘との関連でお尋ねをいた

します。

○知念建次代表監査委員 たしか消滅時効の件だと

思います。援用をしなくても消滅時効が完成したと。

○仲村未央委員 そう、満たしている場合です。

○知念建次代表監査委員 我々も意識しています。

具体的に今お示しする材料は持っていないのです

が、きちんと債権管理されているという状況であれ

ば、我々としてもその消滅時効が完成しているもの

について、きちんと不納欠損を、財務規則にのっとっ

た手続をとりなさいという意見は出さないことが前

提です。具体的にどこどこかということは今資料的

に表示できないのですが、100％債権管理がきちん

となされているという状態とは少し言いがたい部分

があります。

○仲村未央委員 そうでしょうね。だから、時効が

完成したと言えるかどうかというときに、時効を中

断したということを証明せよと、余りにもその所管

課、事業課にこれを求め過ぎるとなると、その中断

の証明が立証できないというか、記録や余りにも時

間がたち過ぎていて、これを証明できないがために

要件を満たしていないと判断してしまう。これは所

管課が個々ばらばらに扱っているのではないか。本

当は統一した規則に従えば、財務規則上は当然にも

う時効が完成して、それは不納欠損に回しなさいよ、

むしろ議会に積極的に上げなさいと。ところが、議

会に上げるとまた議会が何か言うのではないかと

か、いろいろな作用の中で、本来は不納欠損に行く

べき処理が滞っているのではないかということです

よね。これについて、これはあくまで包括外部監査

の指摘からのものですが、監査委員は同じような認

識を持っているのか。そこら辺はもう少し統一した
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対応を促す必要があるのではないかと見えますが、

いかがですか。

○知念建次代表監査委員 基本的に認識は一緒だと

思っています。４ページの不納欠損処理についての

監査委員の意見として、債権の管理については、債

権を放置したまま時効を迎えることのないよう、基

本的に徴収が原則です。ただ、その債権の管理はき

ちんとやってくださいということは言っているつも

りだし、それに債権というものは結構細かくという

か、個々になる部分もその会計によってあるもので

すから、そういう実態把握はきちんとしてください

と。その上で、その不納欠損処理として整理できる

ものについては整理してくださいと言っていますの

で、認識的には同じ認識に立っていると思います。

○仲村未央委員 ただ、実際には所管課によっては

事業の延長線上に不納欠損が発生したり、未収が発

生したりする場合に、その担当としては、なかなか

どこまでその経済的困窮者に向かい合って債権を処

理すればよいかわからない。そのままずっと置いて

いるようなことがどうも見えるようですし、そうで

あれば、やはりそこは議会もあるわけですから、情

報公開をして不納欠損として確定していくところに

もう少し行かないと、費用対効果の面からもありま

すので、そこはやはりまだ改善の余地が大いにある

のかなと思います。いかがでしょうか。

○知念建次代表監査委員 御指摘のとおりだと思い

ます。ただ、やはり基金であれ会計であれ、それぞ

れそういう不納欠損、収入未済の部分についてはい

ろいろな仕組みがあると思いますので、それぞれの

仕組みの中で、やはり担当部局がその中身をきちん

と把握することがまず一番先、前提だと思います。

その上で、今委員がおっしゃったように、生活困窮

者に対する対策、あるいは滞納対策等について、そ

れぞれに応じた対策をとる必要は当然あろうかと思

います。

○崎山嗣幸委員長 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 監査委員の審査意見書から。審査

結果のほうですが、「予算の執行や財務に関する事

務については、関係法令等に照らしおおむね適正に

処理されていると認められた」としていますが、こ

のおおむねという表現の意図するものは何でしょう

か。

○知念建次代表監査委員 審査結果として書類、帳

票等については適正に処理されています。ただ、後

ろのほうに行財政運営、収入未済、先ほどありまし

た不納欠損処理等についての意見も抽出しています

とおり、我々は決算審査と同時に定期監査もやって

います。その中で、例えば事務的な手続ミス等につ

いてはまだ往々にして見られますので、それも含め

ておおむね適正に処理されているという表現を用い

てございます。

○瑞慶覧功委員 おおむねというのは大体とかおお

よそ、方言で言えばテーゲーのようで、何かもっと

よい表現があればと、監査にしてはちょっと歯切れ

が悪いと感じました。

次に、３ページの自主財源についてですが、沖縄

県は全国的に見て自主財源の割合が低いと。全国平

均との差は大体どれぐらいあるのですか。

○島田勉会計管理者 平成25年度決算で申し上げま

す。これは普通会計ベースでお答えさせていただき

ますが、本県の自主財源比率が平成25年度は25.2％。

これはまだ正式には公表されておりませんで、聞き

取りでの数値ということで御理解いただきたいと思

いますが、全国平均は43.3％となっております。

○瑞慶覧功委員 大分低いですね。

次に、５ページの復帰後からの自主財源の推移と、

いろいろな要因があると思いますが、お願いします。

○島田勉会計管理者 復帰後ということでございま

したが、復帰後からの数字は探せなかったので、大

変申しわけございませんが平成10年度から前年度ま

で５カ年単位で区切って、その平均の数値というこ

とでお答えしたいと思います。まず平成10年度から

平成14年度の５カ年間が平均で24.2％、平成15年度

から平成19年度までが27.8％、平成20年度から平成

24年度までが27.5％、そして平成25年度は25.2％と

いう推移になっております。

○瑞慶覧功委員 途中、平成15年度から平成20年度

前後ですか、伸びていますよね。その要因というも

のはどういったものですか。

○島田勉会計管理者 過去の伸びた理由は、今手元

にございませんが、ただ、平成25年度が過去５カ年

間の平均に比べて２ポイント余り下がっているの

は、諸収入とか県税とかは大幅にアップはしている

のですが、それ以上に今回、国庫支出金等が沖縄振

興一括交付金関連で伸びて、相対的に自主財源比率

が下がってしまったということだろうと思います。

○瑞慶覧功委員 わかりました。いずれにせよ沖縄

は低いわけですね。新たな自主財源というものはど

ういったものが考えられるでしょうか。

○島田勉会計管理者 まず、自主財源の確保という

観点から言えば、当然県税については先ほどのよう

にいろいろな対策をとって収納率をアップしていま
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すので、それは必要だろうし、それから滞納に当たっ

ては、適切な滞納処理をすることがもう一つ必要。

あと、総体的には今の沖縄21世紀ビジョンを推進す

る、達成するために沖縄振興関連の事業を進めて、

県全体の経済状況を上げて財源の涵養を図ることが

考えられるだろうと思います。

ただ、今委員の御質疑で新たな自主財源というこ

とですので、考えられるものが、これは総務部の所

管になるかと思うのですが、例えば新しい税を創設

することも考えられるだろうと思います。

ちなみに現在、都道府県では法定外普通税や法定

外目的税を創設される県もございます。本県でも石

油価格調整税、産業廃棄物税という法定外の税も創

設してございますので、各県、いろいろなそういう

税も創設していますので、そういうことも考えるの

だろうと思います。ただ、これを創設するかどうか

は私のほうではお答えできませんので、もしよけれ

ばまた総務部あたりにお聞きいただければと思いま

す。

○瑞慶覧功委員 一時期のレンタカー税とかいった

話もいつの間にか聞こえなくなったのですが、選挙

の絡みですかね。あと観光入域税とか、やはりそう

いうものは大きいと思うのです。もっとそういうと

ころに視点を当てていくべきではないかと思うので

す。

続いて４ページの収入未済額についてですが、一

般会計のほうで県営住宅使用料、およそ７億100万

円の内訳ですか、県営住宅は全体で何戸あって、こ

れに対して何％になりますか。

○島田勉会計管理者 県営住宅使用料の収入未済額

についてですが、平成25年度は７億107万6000円が

収入未済となっております。その調定額に対する割

合ですが、12.5％でございます。これは土木建築部

に確認したところ、平成26年３月末においてですが、

入居戸数が１万6793戸ございます。そのうち滞納に

なっているものが2183戸、率にして13％ということ

のようでございます。

○瑞慶覧功委員 わかりました。

次に談合違約金ですが、談合問題が平成17年でし

たか、その背景を少し教えていただけますか。

○島田勉会計管理者 談合違約金は、県発注工事に

関して平成17年度に公正取引委員会が談合の疑いで

立入検査を行い、談合を認めた対象建設業者に対し

て課徴金納付命令等が行われました。そのことを受

けて、県においても対象企業に対し、工事請負契約

に基づき平成20年２月に違約金の請求を決定したと

いう案件でございます。

○瑞慶覧功委員 この83ページ、和解による不納欠

損額とあるのですが、この不納欠損額はどのように

決定して、それをどう処理されているのか。

○島田勉会計管理者 談合違約金に関する和解によ

る処理状況は、県はその対象建設業に対して、工事

請負契約に基づき平成21年３月に契約金額の10％の

違約金を請求いたしましたが、裁判所の調停を受け

て、平成22年６月議会でその違約金10％中、半分の

５％を債権放棄するという内容を含む調停案の議決

をいただいております。それを経て平成22年８月10

日には、その違約金を５％とするなどの調停合意が

成立したものでございます。

その調停合意の内容ですが、今申し上げた違約金

債権の２分の１相当を放棄、それから残りの２分の

１相当分については履行延期等支払計画書をおつけ

いただきまして、一括納付あるいは５年間の分割納

付というように進めております。

ということで、先ほど申し上げましたとおり、平

成22年度に調定成立により請求を放棄した５％につ

いては不納欠損にしてございます。ちなみに、平成

22年度で不納欠損した額が一般会計、特別会計合計

で39億1402万円という状況でございます。

○瑞慶覧功委員 この不納欠損額ですが、倒産した

企業もあろうかと思うのですが、何社ぐらいになっ

ていますか。

○島田勉会計管理者 平成25年度決算で申し上げた

いと思いますが、平成25年度決算における談合違約

金に係る不納欠損額は１億5848万4000円ですが、そ

のうち破産等によるものが５社で、金額にしますと

１億4659万8000円でございます。残り1188万6000円

は、新たに調定合意が成立した１社に係る債権放棄

ということでの不納欠損額でございます。

○瑞慶覧功委員 次に、特別会計で小規模企業者等

設備導入資金、約71億9900万円の内訳を教えてくだ

さい。

○島田勉会計管理者 小規模企業者等設備導入資金

特別会計は、中小企業の設備近代化及び構造の高度

化を図るために企業の共同化、協業化を図る場合に

資金の貸し付けを行うもので、当会計の収入未済額

ですが、高度化資金と設備近代化資金に分けてお答

えします。高度化資金では元利収入分が70億8714万

1000円、その違約金及び延滞利息が4794万6000円で

ございます。設備近代化資金については、元利収入

に係る未済額が6168万9000円、違約金及び延滞利息

が276万9000円、合計で71億9954万5000円となって
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おります。

○瑞慶覧功委員 これもさっきの不納欠損という

か、そういうものにつながっていく要素というか、

そこら辺の流れはどうでしょうか。

○島田勉会計管理者 この会計は商工労働部の所管

ですので、詳しいことは後ほど商工労働部でお尋ね

いただきたいのですが、必ずしもこれが全て不納欠

損されるというわけではございませんので、当然債

権管理については、商工労働部のほうでも債権管理

マニュアルもございますので、それに沿って一応回

収の努力はするだろうと思います。ただ、やはりど

うしても取れない場合もございますので、これは先

ほどの財務規則等にのっとって、どうしようもない

ものについては不納欠損になることも十分考えられ

ます。

○瑞慶覧功委員 次に、消費税が増税されましたが、

増による県財政への影響、経過を教えてください。

○島田勉会計管理者 県財政の運営等については所

管は総務部ですので、こちらのほうでは把握しかね

ます。申しわけございません。

○瑞慶覧功委員 最後ですが、工業用水道事業です。

工業用水と一般水道の区別はどういう形で分けてい

るのか。

○知念建次代表監査委員 企業局が管理するもの

で、水道事業会計は我々が飲料水として使用してい

る、いわゆる上水道で、工業用水道は企業に直接、

いわゆる工業用水を供給するもので、区別して会計

を設けているということです。

○瑞慶覧功委員 これは純然たる工業用ですか。い

ろいろな商業等ありますが、あれは入っていないわ

けですね。工場へ行くことになりますか。

○知念建次代表監査委員 いわゆる製造業などの工

業用水で、商業というと例えば商店などの飲料水等

については上水道の区別ですので、そういう意味で

いくと製造業というのですか、工場等に使う工業用

水で、原水の処理の仕方が上水はろ過処理、浄水処

理までするのですが、工水は浄水処理までしないで、

飲料水として利用できない状況のものでございま

す。

○瑞慶覧功委員 単価的にはどうなっていますか。

○知念建次代表監査委員 企業局の資料ですが、工

業用水道の供給単価が43.82円、上水道が102.24円

で、給水原価が工業用水道は48.55円、上水道が98.76

円。浄水処理等をする分、やはり上水道のほうが単

価的に高くなっております。

○瑞慶覧功委員 施設利用率が57.02％とあるので

すが、やはりこの需要を上げるための開拓というの

ですか、そういう方策はどうなっているのでしょう

か。

○知念建次代表監査委員 やはり工業用水道を使用

する分については工場等、工業企業等ですので、１

つには企業立地等が増大していくと需要も伸びてい

くわけですから、そういう意味では、まだ五十何％

という施設利用率ですので、企業立地等を推進する

等関係部局との連携も含めて、総合的な施策でこの

利用率は伸ばしていく必要があろうかと思います。

○崎山嗣幸委員長 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 それでは代表監査委員と、それか

ら会計管理者にも交互に聞きながら質疑をしていき

たいと思います。

まず、実質公債費比率が悪化したと記されており

ますが、これはどういう理由で悪化しているという

考え方を示されたのでしょうか。

○知念建次代表監査委員 実質公債費比率の計算は

３カ年平均でやります。今年度高くなっているのは、

平成25年度単年度の比率が高くなっていて、その分

３年平均も前年より高くなっていて、公債費比率が

高いということは、結局財政構造としてはよい状況

ではないものですから、こういう表現の仕方をして

います。

○奥平一夫委員 いや、悪化しつつあるという表現

であればわかるのですが、悪化しているという表現

をしたものですから、そういう聞き方をしているの

です。ちなみに、５年前からの実質公債費比率はど

れぐらいあるのでしょうか。もし平成26年度の見込

みがわかれば、それも教えてください。

○島田勉会計管理者 平成21年度が11.4％、平成22

年度が11.2％、平成23年度が11.0％、平成24年度が

11.0％、そして平成25年度が12.2％でございます。

○奥平一夫委員 これは沖縄振興一括交付金等、あ

るいは国庫支出金がふえていることなどが原因とい

いますが、一括交付金制度が影響しているという見

方をしてもよろしいでしょうか。

○島田勉会計管理者 私なりの感覚ですが、確かに

平成24年度より悪化ということでは数字は悪くなっ

ております。ただ、実質公債費比率を全国の数字と

比べますと、例えば全国平均が14.6％で、本県は12.2

％で2.4ポイント下回っているという結果ですので、

確かに借入金が将来財政を圧迫する可能性はあるの

ですが、少なくとも他県に比べれば低いということ

で、そういう意味では、臨時財政対策債はどうしよ

うもなかったのですが、通常債を抑えるとか、国庫
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等の補助率も結構高いので、そういう意味では他県

よりはよいという感触ですが……。

○知念建次代表監査委員 多分に県債残高との絡み

が出てくるかと思います。おっしゃるように公共事

業が増になりますと、その裏として起債を活用する

わけですから、そういう面では沖縄振興一括交付金、

あるいは今後予定される那覇空港等の事業によって

県債もそれ相応に増大することは想定されます。

例えば臨時財政対策債は御存じだと思いますが、

交付税措置ができる起債もございます。そういうも

のも含めて、やはり県債の発行抑制、将来の財源の

見通し等を立てて、そういう公債費比率が悪化しな

いような対策はとるべき必要が今後ますます重要に

なるとは思っています。

○奥平一夫委員 私は何も公債費比率が12.2％で悪

化したと思っていないものですから、これはいろい

ろな財政投資をしながら景気を上げていく、税収を

ふやしていくという意味で、よいのではないかと私

は思って質疑をしているのですが、どうもそれには

公債費比率が悪化したと書いてあるものですから。

いや、ちょっとそれを言ったらまずいかなという空

気で、会計管理者は随分言葉を選んでおられました

が、これは沖縄振興一括交付金で国庫からかなり

入ってくるわけですから、その対応費が必要になっ

てくるわけで、これは当然少々悪くなっていくこと

はわかります。ですから、来年度の見込みはどうで

すかと言ったことも、私は多分上がっていくだろう

という見込みを持っているものですから、それを聞

いたのですが、どうでしょうか。

○知念建次代表監査委員 おっしゃるように、沖縄

振興一括交付金事業も増大傾向にあると理解してい

ますし、今後いろいろな、先ほどの那覇空港第２滑

走路の整備等の計画もあるようですし、確かに今後

のハード事業の増大に伴って県債も必要とされる、

その分公債費にもはね返りますし、それは比率にも

はね返ってきます。やはり公債費はある程度義務的

なものですから、財政構造上は悪化しているという

表現をせざるを得ないところでありまして、確かに

今後伸びてくることは想定されます。

○奥平一夫委員 一括交付金制度を悪者にしようと

いう意味では全然ありませんので、御理解ください。

次に、収入未済額についてお伺いしたい。代表監

査委員、それから会計管理者にその認識についてお

伺いしたいと思います。

○知念建次代表監査委員 収入未済については先ほ

ども答弁したかと思いますが、大きなものが県税で

ございます。その次に県営住宅入居使用料で、県税

の収入率はここ最近非常に改善の余地が見られま

す。そういう面では評価したいと思います。ただ、

まだ県税の中でも個人県民税が収入未済に占める率

が高いものですから、今後は個人県民税の対策を重

点としていく必要があろうかと思います。ただ、個

人県民税は御存じのように市町村と連携してやらな

いといけないものですから、それについてはいろい

ろな対策が今後必要になってくるかと思っていま

す。

○島田勉会計管理者 当然、調定した収入はできる

限り100％収納率を上げるのが当たり前ですが、そ

ういうことで前年度に比べて未済額は一応減ってご

ざいます。そういう意味では、私も各部局その未済

額を減らすために努力したということだろうと評価

できるものと思います。特に県税が大きいというこ

とは代表監査委員からもございましたので、県税の

収納率アップやその確保のためのいろいろな努力は

評価できるものと思います。今後も各部局で未済額

を減らすための努力をしていただけるものと信じて

おります。

○奥平一夫委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。その収入未済額については不納欠損へという

流れになっていく可能性もたくさんありますので、

この辺は非常に警戒しなければならないと思うので

すが、簡単でいいです、お二人ともその不納欠損に

ついての認識を聞かせてください。

○知念建次代表監査委員 不納欠損処理について

は、まさしく審査意見書に書いてあるとおりでして、

まず基本的に債権の管理をきちんとすること。そし

て、いわゆる消滅時効等、要するに不納欠損処理を

しないといけない状況については、規則にのっとっ

てきちんとやってくださいということです。まず一

番大事なことは、それぞれの債権管理をきちんと掌

握することと思っています。

○島田勉会計管理者 私も代表監査委員と同様の認

識でございます。

○奥平一夫委員 それでは、先ほど瑞慶覧委員から

もありましたが、談合違約金に係る不納欠損で、２

点ぐらい少し聞きたい。答弁の中で支払計画書をつ

くったというお話がありますが、会計管理者、これ

は何年間の計画書が出ているのでしょうか。

○島田勉会計管理者 ５カ年間の計画でございま

す。

○奥平一夫委員 さっきの答弁ではトータルで39億

1000万円近くあると覚えているのですが、それでよ
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ろしいですか。

○島田勉会計管理者 当初、損害賠償として請求し

た金額の合計が一般会計、特別会計合計で75億4962

万9308円で、39億円は平成22年度に不納欠損した額

ということです。

○奥平一夫委員 この違約金の残額は、現在のとこ

ろどれぐらい残っているのでしょうか。

○島田勉会計管理者 平成25年度末現在で２億9227

万6035円で、それと履行期限が未到来の債権額が―

履行延期などをしていますので、それが平成25年度

末現在高として残っているものが14億7921万5071円

でございます。

○奥平一夫委員 それでは、これは違約金の話では

なくトータルで、その不納欠損に至るまでの話で強

制執行というのですか、例えば平成25年度にはござ

いましたか。もしわかれば５年間の記録も教えてく

ださい―もし資料をお持ちでなかったら、別に後日。

それでは次に、自主財源について少しお伺いした

いと思うのですが、沖縄県は自主財源が非常に低く

て大変でもあるのですが、今、審査意見の中には、

この自主財源の充実確保への取り組み、将来の税収

増につながる環境整備をすることと記してあるので

すが、代表監査委員、これはどういうことを意図し

てそういう意見になっているのでしょうか。

○知念建次代表監査委員 自主財源の要素で一番大

きいものはやはり県税でございます。その県税収入

を上げるためにいろいろな方策をとってくださいと

いうことで、１つには今、いわゆるソフト交付金等

を活用して、いろいろ産業振興に寄与する部分もか

なりあろうかと思いますので、そういう産業振興が

起きることによって担税能力が高くなるわけですか

ら、それによって自主財源が高くなることを期待し

て、こういう環境整備もいろいろ視野に入れて、長

期計画等も視野に入れてやってくださいというよう

な意味でございます。

○奥平一夫委員 これは少しお聞きしたいと思って

いるのです。納税者をふやすことが一番大事です。

納税者の要件を満たしていても納税できない人たち

がたくさんいるわけです。そういう意味で、どう言

えばよいのかわかりませんが、納税者比率というの

ですか、つまり現在、平成25年度に例えば個人県民

税でもいいですよ、税金を払った人数と払わなけれ

ばならない県民の割合はどれぐらいですか。

○島田勉会計管理者 納税者数は決算にあらわれま

せんので、それは総務部にお聞きになるしかないと

思うのですが、決算では額でやりますので、調定額

が払うべき額、収入済み決算額が払われた額という

ことでございます。

○奥平一夫委員 これは県政のあり方にも非常に深

くかかわってくる問題だと思うのです。今、納税資

格がありながら、事情があって納税できない人がた

くさんいる。これは例えば無業者であったり、生活

保護受給者であったりという方々、あるいは失業中

で払えない人がいたりというところを底上げしなが

ら、納税者になってもらうと。納税したいという思

いはみんなあると思うのですが、その辺を県の行政

がどう仕掛けていくかが非常に大事だと思うので

す。税の公平負担の中から、確かに取れないものを

一生懸命取ることも大事だと思いますが、こういう

ところに視点を置いて、納税者をどうふやしていく

か。これは県行政の全体的な、子ども生活福祉部も

商工労働部も非常にかかわる重要なことです。です

から、そういう視点を持ちながら、ぜひ納税者をふ

やしていく。あるいは企業についても、今皆さん一

生懸命企業支援をしています。これは何かというと、

別に企業がよくなれと―手段としてはよくなるので

すが、彼らがもうかって税金を納めていくことを一

応目指していると思うのです。

ですから、県がどういう形でその納税者をふやし、

あるいは納税できる企業をふやしていくかが非常に

重要かと思うのですが、代表監査委員、会計管理者、

どうでしょうか。

○知念建次代表監査委員 確かに御指摘のとおりだ

と思います。要するに納税者そのものがふえるとい

うことと、あるいは、ある面企業もよい企業という

か、納税能力、担税能力がある企業が育成されると

いうことも含めて、確かに納税者がふえるというこ

とは県財政にとっても非常によい状況になろうかと

思います。その環境をつくるということは、やはり

先ほど言った企業立地であり、おっしゃるいろいろ

な福祉制度等いろいろな要素があって、いろいろな

政策を生かす必要はあろうかと思います。ただ、我

々監査の立場でそれを個々にどうかということまで

は掌握していませんので、申しわけございません。

○島田勉会計管理者 いろいろな県の施策等を推進

して、産業を活性化して税源の涵養を図る。そうす

れば当然、企業等からの税収もふえますし、そこか

らの給与等で労働者としての県民の所得もふえる

と。そういう意味では全体的に納税率も上がるし、

納付額もふえるということで、それが進む道だと思

います。

○奥平一夫委員 特に若者の無業者、あるいは閉じ
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こもりしている若い青年たちを外へ出して、本当に

働いてもらうというきっかけをつくっていくこと

は、県の政策としては非常に重要なことなので、あ

れだけの若者を働かさないでそのまま終わらせては

もったいなくて、ぜひ県民のために、あるいは社会

のためにということで、本当にそういう政策で彼ら

に一生懸命働いてもらう、汗を流してもらうことが

できれば非常によいのかなと思っております。

次に、県債について少しお伺いします。もうじき

7000億円という県債の累積額になりつつある。今回

は大分下がってはおりますが、監査委員あるいは会

計管理者、いろいろ予算規模にもよりますが、今の

県の予算規模で、県債のある程度の目安はどれぐら

いだと思いますか。

○知念建次代表監査委員 総務部の資料で見通しが

あるものですから、それで答えたいと思うのですが、

県債残高及び公債費の推移と見通しということで、

「今後の財政収支の見通し」の平成25年６月公表版

でそれを示していますが、県債残高は、平成13年度

以降交付税の振りかえである臨時財政対策債を発行

したことにより年々増加しており、今後も増加する

見込みであると。そして、平成12年度以降、通常の

県債残高は、公共事業の縮減や現行の新沖縄行財政

改革プラン等に基づく大型箱物整備の抑制に伴い減

少してきたが、沖縄振興一括交付金事業の実施、那

覇空港第２滑走路の整備等に伴う県債の発行によ

り、今後は一定規模の残高で推移する見込みという

ことがあります。

そして公債費は、平成26年度の652億円から平成35

年度には790億円に増加する見込みとあります。県

債残高は既に歳入予算額と同規模であり、今後も増

加傾向にあることから、平成35年度には8000億円台

に達する見込みという収支見通しが総務部から出て

ございます。かなり厳しい見通しだと思います。

○奥平一夫委員 ですから、いろいろな景気浮揚策

であったり、あるいは沖縄県独自の一括交付金制度

が導入されて、本当に各市町村でもいろいろな公共

事業がどんどん展開されているわけです。そこで、

本当は市町村財政も非常に心配しているのですが、

非常に使い勝手はよいので、あるから使わなければ

ならないとどんどん使いますが、代表監査委員が書

いてありますように、県債発行の抑制に努める必要

がありますと。この辺はきちんとお互いに見ながら、

本当に抑制していくことをしないと、すぐ公債費比

率だってはね上がりますし、公債費も8000億円の累

積になるというお話ですよね。そうなりますと、本

当に財政は大丈夫かなと非常に気になりますよ。そ

ういう意味では、本当に県債―臨時財政対策債だっ

て結局は借金ですから、それをどんどん使いなさい

と、これまでみんな使ったではないですか。これが

積み上がってくるし、あるいはこの一括交付金でま

た積み上がっていくしということで、この県債残高

あるいは公債費がかなりふえていくということで、

ちょっと厳しいなと見ていますが、会計管理者、代

表監査委員も、その辺はいかがでしょうか。

○知念建次代表監査委員 平成25年６月公表の財政

収支の見通しに立ってというか、県債発行について

も、それを抑制する一つの手段としていわゆる行財

政改革プラン等があると思います。それが将来の財

政負担の軽減を図るため、県債発行の抑制と金利負

担の軽減を推進項目として挙げていることもござい

ますので、そういう収支見通しの上に立って、行財

政改革プラン等で堅実な財政運営をしていくという

方策を県全体としてとる必要があろうかということ

が、今、財政収支の見通しと行財政改革プランと相

まって県が推進している状況だと思います。

○島田勉会計管理者 県債については、当然それは

県債を発行する理由もありますので、それはそれで

必要だろうと思いますが、やはりこれまでの経過、

それから財政課のほうで見込んだ今後の財政収支見

通しでも、県債残高や公債費がアップすることは県

財政への圧迫にもつながりかねませんので、当然行

財政改革プランに沿った秩序ある発行が必要だろう

と思います。

○奥平一夫委員 行財政改革プランも、本当に成果

が相当上がっていると皆さんはおっしゃっています

が、あれを見ると、もうほとんど何か随分人減らし

をしているのではないかと思うぐらいに、非常に気

になって仕方がないです。そういう形で、とにかく

県債も抑制していくというきちんとした考え方を

持って、ぜひ財政運営をしていただきたいと思って

います。

次に、会計処理についてお伺いしたいのですが、

この会計処理は非常に大事だと思うのです。代表監

査委員の報告にも有効な財政管理システムの構築に

努めるとありますが、そういう報告に対して、会計

管理者はいかがでしょうか。

○島田勉会計管理者 確かに審査意見書の中で、会

計事務の不適切な処理等が前年度に引き続きあった

ということは私もすごく残念に思います。出納事務

局におきましては、その会計事務の適正な執行を図

るために、ああいう財務規則の中で、例えば支出負



－43－

担行為等の事前審査とか、支出命令が執行側から

あったときの支出負担行為の確認や書類の審査等を

行って、チェックを行ってございます。

大方は出先機関での指摘事項が多かったのだろう

と思います。出先かいについては、うちのほうでも

かいの指導という部門を設けてございますので、今

３名体制でやっておりますが、年間60件程度をかい

指導で回るほか、そのかいの出納員やかいの会計事

務職員を対象とした研修会等にも取り組んでおりま

す。

ただ、正直なところ、我々だけでのチェックがど

うしてもできない部分もございますので、当然その

執行は執行側で、これは内部でチェックしていただ

く体制も必要だろうと思います。そういう指摘がま

た審査意見書での指摘だろうと思いますので、それ

については執行部側と連携をとりながら、適正な会

計事務を執行できるようにチェック体制の強化、内

部牽制の体制を構築できるよう連携してやっていき

たいと思います。

○奥平一夫委員 最後になりますが、県有施設の集

約化あるいは長寿命化に取り組んでいるというお

話、この意見書の中で出されていますが、会計管理

者、それにどのようにして取り組んでいるのかを少

し聞かせていただけませんか。

○島田勉会計管理者 これは総務部管財課で取り組

んでございまして、内容についてはこちらで承知し

ておりませんので、申しわけございません。

○崎山嗣幸委員長 田勝廣委員。

○ 田勝廣委員 まず１ページの審査に当たっては

というところで第３、予算執行は法令に適合して行

われているかというところ、法令は何かということ

を少し説明してくれませんか。基本的なことを少し

聞きたい。

○知念建次代表監査委員 県の法令―財務規則等と

手続関係の法令がございますので、それに則して執

行されているかを監査で見たということです。

○ 田勝廣委員 これは各部、各会計が財務規則に

のっとってしているかということですか。

○知念建次代表監査委員 基本的に財務規則にのっ

とってやることが原則ですので、それに適合して行

われているかを監査の上で見ているということで

す。

○ 田勝廣委員 そうすると、例えば会計監査の役

割は、その財務規則にのっとって会計監査をする。

この会計監査の権力の範囲というか、皆さんの力の

範囲というか―指導していくとか、あるいはここは

間違っているから、ここは訂正すべきであるとか、

そういう事例はたくさんあるのですか。

○知念建次代表監査委員 １つには会計処理の問題

だと思いますが、財務会計事務は、いわゆる予算執

行伺いから支出負担行為、支出までの一連の流れで

行われていくものですから、その過程においては、

例えば支出負担行為の手続がおくれていたりという

ことは、出先機関、本庁とも指摘事項として挙げら

れています。

○ 田勝廣委員 例えば百条委員会で少し気がつい

たことですが、５億円をいろいろ執行しますと。そ

のときに、この５億円を執行するためには期間が３

カ月間しかなかったと。こういうところは、例えば

出納事務局はそれに判こを押してお金を支出しま

す。そういうチェック機能は、その財務規則、ある

いは３カ月間でその工事はできないということは頭

の中で大体わかるはずだけれども、しかし、それを

出納事務局がお金を支出しているわけです。そうい

うときには、この財務規則はどういう力を持つのか

なと思ってね。例えば、さっき代表監査委員が言わ

れたように、支出行為から予算の組み立て、そして

支出、そして会計管理者が出す、それをまた監査す

る。そういう手続の中で、例えばその５億円の執行

が３カ月でしかできないと言うならば、普通はこれ

はどこかでおかしいということに気がつく。けれど

も、それを支出するということになってくると、こ

れはどういうことかとあのときに思ったのです。こ

ういうときはどうなるのですか。そこまでは皆さん

の力は及ばない、範疇ではないのですか。

○島田勉会計管理者 これは例の識名トンネル関連

の話ですか―過去のことについて、私は詳しくは承

知しておりませんが、少なくとも部局から会計課に

支出命令が来る場合は、当然予算の範囲内であるか、

予算は確保されているか、支出負担行為はされてい

るか等書面審査をして、適合していれば当然支出す

るということですので、恐らくそのときには全てそ

ろっていたのだろうと思います。

○ 田勝廣委員 そういう工事が３カ月でできるか

ということは、誰だって普通は感ずるわけですよ。

それを支出したというところに対して、やはり問題

があったのではないかと思ったものですから、財務

規則とか、その各規則に基づいて支出行為をするわ

けだから、その辺に問題があるのではないか。これ

はもう過去のことだけれども、しかし、そういうと

ころにはまた注意して見る必要があるのではないか

と思っています。
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次に、10ページで事故繰越が今回29億円ぐらいあ

るので、その事故繰越の説明を少しお願いします。

○島田勉会計管理者 事故繰越は平成25年度、一般

会計で29億121万円ございました。そのうちの大き

なものは、予算の（目）レベルで言いますと、農林

水産部の所管ですが特産振興費でございます。事業

名が製糖施設近代化緊急整備対策事業ということ

で、中身は伊是名の製糖工場の整備等ですが、ここ

で20億9793万7000円の事故繰越となっております。

この伊是名製糖工場整備において、製造機械設備と

工場建屋の実施設計の調整に時間を要したことから

建屋工事の着工がおくれ、年度内完了が困難になっ

たと聞いております。

○ 田勝廣委員 事故繰越は、あと１年すると補助

金の返還になりますよね。だから、その補助金の返

還になる可能性はありますか。執行しなければ補助

金返還になるでしょう。

○島田勉会計管理者 その辺の状況はまだ農林水産

部から聞いておりませんので、申しわけございませ

ん。

○ 田勝廣委員 しかし、そこをぴしゃっとしない

と会計監査は役に立たないのではないのですか。

もう一つ、７ページの事故繰越額として、これは

少し額は少ないけれども、約4000万円単位で事故繰

越があるわけです。その理由を説明してくれないで

すか。事故繰越が繰り越しできるのかできないのか、

そこを少し説明してくれますか。

○知念建次代表監査委員 ７ページの一般会計実質

収支の状況で、翌年度へ繰り越すべき財源として事

故繰越財源がありますので、先ほどの事故繰越の農

林の製糖工場ですか、それに要する繰越財源だと思

います。さっきの伊是名村の製糖工場が事故繰越に

なりましたよね。それに伴って財源も国庫の分を繰

り越さないといけないわけです。それがここで言う

事故繰越の財源として三千幾らかが載っているとい

うことだと、これは翌年度へ繰り越すべき財源とし

てここに実質収支の分で表示しています。

○ 田勝廣委員 わかりました。

では、もう一つ、県からの補助団体がありますね。

この補助団体を会計監査する場合は、大体どういう

リストをつくってやるのですか。全てやるのかやら

ないのか。５年に１度とか10年に１度とか。

○知念建次代表監査委員 いわゆる県が監査してい

る部分としては、財政的援助団体ということで監査

対象にしていることはもう御承知かと思います。出

資の割合が25％以上超えている。その中で補助金を

出している団体についても、1000万円以上の団体を

選定して監査を実施してございます。

○ 田勝廣委員 これは毎年やっているのですか。

○知念建次代表監査委員 補助金団体のその年の全

てをということではありませんが、補助金団体を抽

出して、２年ないしは３年に一遍のローテーション

で監査をしている状態です。

○ 田勝廣委員 その監査内容について少し説明し

てくれませんか。

○知念建次代表監査委員 補助金等の支出団体です

から、その補助金等に係る出納その他の事務という

ことです。

○ 田勝廣委員 その場合に、例えば私は医療法人

ほくと会でいろいろな調査をしたけれども、県の補

助金が支給されている団体で、会計監査がなくて、

それが会計監査報告として提出されたときは、どの

ような罰則というか、沖縄における会計監査報告の

法令というか、その辺の罰則規定はあるのですか。

○知念建次代表監査委員 補助金団体に対しての我

々の監査の範囲は、先ほどお答えした出納事務その

他の事務の執行で、当該財政的援助に係るもの、い

わゆる補助金の範囲に係るものを監査することがで

きるわけです。ですから、その財政的援助に係らな

い団体の定款の内容とか経営方針とか、人事等につ

いては及ばないということです。当然監査の範囲内

で違反なり違法行為なりがあれば、その旨指摘し、

状況によっては返還もあり得ると思います。

○ 田勝廣委員 皆さんの監査の中での罰則規定と

いうのは、例えば補助金の返還命令だけではなくて、

やはりそれなりの罰則規定―例えば20万円以下の罰

金であるとか、別に刑法で処するとかいうものはな

いのですか。あるはずですよ。

○知念建次代表監査委員 今委員がおっしゃってい

る意味での罰則規定はないです。

○ 田勝廣委員 補助金の返還だけですか。

○知念建次代表監査委員 はい。

○ 田勝廣委員 次に、先ほど税収をふやすために

どうあるべきかという話が議論されましたが、例え

ば今まで税収が1000億円を超えた、950億円を超え

た年代があります。例えば平成19年度、平成20年度、

平成21年度には税収が1000億円を超えた。今は下

がっていますね。私が調べた範囲では、予算は上がっ

たけれども税収は下がっているという関係が出てく

ると思うのです。

そうすると、この税収が伸びるということは、予

算と税収が伸びる関係を会計責任者はどう考えてい
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ますか。総務部関係も考えると思うけれども、会計

課はどのように考えていますか。

○島田勉会計管理者 簡単なようでなかなか難しい

御質疑で、予算編成なので総務部の所管ですが、基

本的に予算をつくっていく場合には、入るをはかり

て出るを制すということで、当然収入を見込んでそ

の範囲内で支出をしていくわけなので、要求がたく

さんあってもその範囲で振っていきます。県税の税

収見込みも、そのときの経済状況や昨年度の決算状

況等を見ながら見込んでいきますし、国庫支出金に

ついても国の動向を見ながら、各省庁と調整しなが

ら国庫の見込みもつくっていきますし、あと交付税

も国の地方財政計画を見ながら交付税の見込みを算

定していきます。総体的に税収等がふえれば、予算

が大きくなることも十分考えられますし、当然投資

的事業がふえるということは、沖縄県であれば国庫

支出金に依存していますのでその部分で恐らく膨ら

んでおりますので、当然その分の税収は高率補助で

入ってきます。そうすると、その事業を執行するこ

とによって、県内の法人、企業等の経済が活性化し

て税収がふえることは多分あるだろうと、そういう

循環をしているだろうということは思います。済み

ません、少し答えになっていないかもしれません。

○ 田勝廣委員 一般的には皆そうでしょう。でも、

県税を調べたら平成18年度が973億円、平成19年度

が1062億円、平成20年度が1067億円、平成21年度が

953億円です。そして現在は950億円です。そうする

と、何か国庫支出金はふえました、あるいは投資的

経費がふえました。しかし、税収は少し下がってい

ます。この関係はどうですか。

○島田勉会計管理者 今、委員がおっしゃった県税

の税収1000億円台は普通会計ベースで決算統計の中

で出てくる数字でして、当然一般会計で言う県税に

ついては950億円で、多分、現在が過去最高だった

と思いますので、1000億円を超えたことはないです。

なぜ1000億円を超えているかと申しますと、この普

通会計で言う決算統計については、多分、県税に地

方消費税清算金の県に入ってくる分、出していく分、

この部分の差額を加えて1000億円を超えているのだ

ろうと思います。これからすると、平成25年度決算

においても1000億円は超えております。

○ 田勝廣委員 いや、私はこの県税のしおりを読

んでやっているわけですから、もしそういうことで

あれば、ここにそういう説明をしてもらいたいわけ

です。そうすれば私がそういう質疑をしなくてよい

から、読めばわかることだから。ただ、それは後で

やりましょう。

ではもう一つ。そうすると、今度法人事業税があ

ります。法人事業税を納めている業種別を少し説明

してくれますか。

○島田勉会計管理者 これも総務部からの聞き取り

ということで御理解いただきたいと思いますが、ち

なみに平成25年度の法人事業税決算額が156億1589

万円ということで、前年度に比べて20億4007万8000

円、率にして15％ふえてございます。平成25年度決

算で申し上げますが、調定額に占める割合が一番大

きなものが卸売小売業で、割合として17.5％ござい

ます。その次がサービス業で16.8％ございます。そ

の次が金融保険業で14％、これが大きな業種でござ

います。その次に大きなものが電気ガス供給業で8.7

％、その次が製造業7.7％、次が建設業6.2％、その

他ということで恐らくいろいろな業種が一緒になっ

て23.9％ございます。

○ 田勝廣委員 もう少し細かく、サービス業、卸

売小売業とは大体どういう事業ですか。

○島田勉会計管理者 済みません、今言った業種の

中にどんなものが入っているかは責任を持ってお答

えできませんので、総務部にお聞き願いたいと思い

ます。

○ 田勝廣委員 まあ、よいでしょう。賃金と税収

との関係とか、予算と税収との関係とか、こういう

ことは非常に大事だと思いますので、そこをどうい

う形で税収に結びつくような投資計画を出すか。予

算を編成するときには、それをどういう形で組み立

てていくかは非常に大事だと思っています。それか

らまた、もちろん将来の企業というか、将来の人材

育成とかも含めて非常に大事だと思うから、少し細

かく聞いたわけです。

次に、沖縄の財政力指数は常に低いわけですね。

これは国庫支出金が絶対大きいから。それで、この

皆さんの15ページにも、平成21年度より今回の平成

25年度は財政力指数が落ちているわけですね。この

仕組みを少し教えてくれますか。

○知念建次代表監査委員 御存じだと思いますが、

財政力指数は基準財政収入額と基準財政需要額の割

合で指数を示しますので、財政力指数が改善してい

る……。

○ 田勝廣委員 いや、いや、悪くなっています。

○知念建次代表監査委員 平成24年度から平成25年

度については改善されているのです。

○ 田勝廣委員 いや、平成21年度からです。

○知念建次代表監査委員 申しわけありません、平
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成24年度から平成25年度の改善の理由は掌握してい

るのですが、例えば平成24年度から改善している部

分は、基準財政収入額が高くなって需要額が低く

なった、その割合でよくなっている。その要因は、

収入額がよくなったのは県税収入が多くなってきて

いる。そして需要額はというと、人件費が平成25年

度まで減少傾向にあるということと、那覇市が中核

市に移行して県の行政が移行した部分があるので、

その分で需要が落ちている分で改善はされていま

す。

平成21年度からとなると、多分財政収入額と需要

額との兼ね合いですので、その時々の収入額が多い

か需要額が多いかということだと思うのです。計算

式はそうですが、その年度年度で、では、平成21年

度から平成22年度には県税がふえたか、何かが減っ

たかということは、今、掌握していません。

○ 田勝廣委員 よく財政力指数で各都道府県を分

析したり、各市町村を分析して、類似団体と比べて、

そのときの人口とか面積をいろいろ勘案して比べて

いるものがあるではないですか。そういうことから

すると、平成21年度から平成25年度にかけても財政

力指数が落ちていると。平成21年度は0.29755です。

今は0.28855であるわけです。これは落ちている。

落ちているからどうのうこうのとは余り言いたくは

ないけれども、問題は、例えば依存財源が大きくな

る。依存財源が大きくなるということは、地方交付

税がどうなるかということがありますね。地方交付

税も伸びて、国庫支出金も伸びる。では両方伸びて

いくかという相関関係になってくると、依存財源が

伸びてくると地方交付税は若干少なくなってくるの

ではないかと。この相関関係ですね。これは今から

財政をやるときには、この辺の財政需要額、基準財

政収入額とかいろいろなデータの分析もするけれど

も、ぜひそういうことも考えたほうがよいというこ

とが１つ。なぜそう言うかというと、依存財源とい

うのは、また普通の高率補助金の場合、例えば10分

の８であるとか、あと20％はいわゆる地方交付税で

またいろいろやろうということであるでしょう。よ

そ様はそうです。当県の場合は10分の９だから、そ

の10分の１にいわゆる地方交付税をかけるものだか

ら、そうすると現実的に言って下がるわけです。だ

から、そういうことをぜひ今度、会計監査の中でも

ひとつ我々にも勉強させていただきたいと思いま

す。どうですか。

○知念建次代表監査委員 財政構造、財政分析とい

う話だと思うのですが、監査の段階でなかなかそこ

まで力が及ばないところがあることは現実でありま

す。いわゆる交付税でも、御存じだと思いますが、

算入の根拠、算定根拠、基礎の数値等がいろいろご

ざいます。おっしゃるように高率補助と交付税の関

連も単純な計算式ではなくて、いろいろな計算方法

がありますし、そのことを含めると交付税の算定は

かなり複雑な要素でされていると思います。

それを今解明、分析しているところは総務部で、

財政課が中心になって行っていると思いますので、

我々はその資料をもとにして、いろいろなデータを

参考に監査に生かしている状況はございますが、そ

れを我々自身が分析するということまでは、正直

言ってまだ至れない状況でございます。

○ 田勝廣委員 わかりました。

では、県債が約6000億円から7000億円になったと。

そうすると、今度は基金制度―減債基金から財政調

整基金があるでしょう。これら全ての基金を一緒に

にすると大体幾らぐらいですか。1500億円ぐらいあ

りますか。

○知念建次代表監査委員 基金の状況を平成26年５

月末時点で申し上げます。主要４基金ということで、

合計で767億1347万7000円です。財政調整基金、減

債基金、県有施設、退職手当の各基金を主要４基金

ということで総務部で管理していますが、その合計

額767億1347万7000円が平成26年５月末時点の数字

です。

○ 田勝廣委員 いや、それにプラス全ての基金で

す。例えば安心こども基金とか、いろいろな基金が

いっぱいあります。

○知念建次代表監査委員 審査意見書64ページの前

年度末現在高で、物品調達基金から農業構造改革支

援基金までの合計額で1395億1709万円です。

○ 田勝廣委員 それで、私は全国の全基金と県債

を割って、その比率を出してもらいたい。そうする

と県債の、今自分がどういう借金をしているかがイ

メージ的に大体わかるのです。ぜひ資料を提出願え

ますか。

○崎山嗣幸委員長 では、後ほど資料提供をお願い

したいと思います。

20分間休憩いたします。

午後３時43分休憩

午後４時６分再開

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

まず、島田勉会計管理者から、先ほどの答弁の訂

正がありますので、発言を許したいと思います。



－47－

島田勉会計管理者。

○島田勉会計管理者 先ほど 田委員への答弁で、

私の認識違いがございましたので、おわび申し上げ

訂正いたします。

先ほど 田委員の質疑の中で、県税の収入額が過

去1000億円を超えた時代があるのではないかという

ことで、私はないと申し上げましたが、確認いたし

ましたところ、ございました。平成19年度に1062億

3613万円、平成20年度に1066億7381万1000円と、1000

億円を超えた年度がございました。訂正しておわび

申し上げます。

○崎山嗣幸委員長 前島明男委員。

○前島明男委員 ここまで来ますとほとんど質疑も

し尽くされておりまして、何を聞こうかなと思って

いるのですが、ダブるかもしれませんけれども、一、

二点お尋ねしたいと思います。

実質公債費比率は、九州平均あるいは全国平均に

比べて非常にいい状況にありますけれども、自主財

源という面では九州、全国よりもかなり低いという

状況にあります。自主財源を高める特効薬になるも

のはないのでしょうけれども、地道にいろいろな方

策を構築していくしかないと思うのですが、せめて

九州平均ぐらいには持っていくべきではないかなと

思うのです。九州とは大体七、八ポイントの差があ

るようですが、それに近づける方策は企業誘致とか

いろいろあると思うのですが、特に力を入れるべき

点はどういう点なのか。この辺をお尋ねしたいと思

います。

○島田勉会計管理者 自主財源の確保を図る取り組

みでございますが、いろいろあろうかと思いますが、

当然徴収対策の強化もきちんとやるということ。そ

れと、使用料手数料については見直しをしていくと

いうこと。それと、県有財産の有効活用を図ってい

くと。現在もやっておりますが、そういった取り組

みを地道にやるということが１つだと思います。

それから、先ほども答弁いたしましたが、法定外

普通税、法定外目的税の導入も考える。今導入して

いますが、そういうことも今、課税自主権の行使と

いう観点からやっておりますので、それもやるとい

うこと。それからもう一つ、法人県民税では現在超

過課税も実施しておりますので、これで平成25年度

でも４億5484万円余りの自主財源を確保してござい

ますので、こういった課税自主権の行使もやるとい

うことが考えられます。

それと、先ほど徴収対策の強化と申し上げました

が、特に自動車税においてはコンビニ収納とかも始

めてかなりの効果を得ているということで、そうい

うことも続けていくことがあろうかと思います。そ

れと県民税。これが県税でも一番大きな比重を占め

るものでございますが、市町村との連携強化でその

実績も上がってきていますので、それも地道にやる

ことが必要だろうと思います。これが一応短期的に

は地道にやっていく手だてだと思います。

それから、中長期的には、先ほどから申し上げて

おりますが、経済の活性化に結びつくような産業振

興施策を進めて、税源の涵養を図っていくことが必

要だろうと思います。

○前島明男委員 次に、質疑を変えます。

不納欠損処理についてですが、一般会計と特別会

計を合わせて10億円余ですが、自主財源が少ない中

で、不納欠損額がこれだけ出ているというのは大変

大きい課題ではないかと思います。これは法か何か

で定められているかとは思うのですが、この不納欠

損処理に至るまでの期間はたしか５年ぐらいかなと

思っているのですが、何年ですか。

○島田勉会計管理者 一般的に申し上げますと、公

法上の債権は５年、私法上の債権は10年です。ただ

し、私法上の債権は消滅時効にかかったとしても、

時効の援用が必要という制約はございます。

○前島明男委員 この期間をもう少し、１年か２年

ぐらい延ばすとその欠損額も減るのではないかと思

うのですが、その方法はとれないですか。

○島田勉会計管理者 今の消滅時効の期間は法定で

すので、これをどうこうするということはできませ

んが、ただ、のうのうとしてそれを待つというわけ

ではなくて、当然時効中断の措置を県としてはとり

ますので、そういう意味では実質的に延びることは

あります。そういった債権管理をきちんとやってい

く必要があるということだと思います。

○前島明男委員 処理に至るまでの間で、いわゆる

分割納付の方法があると思うのですが、分割納付は

何回まで、何年ぐらいまで適用されるのですか。期

間と回数ですね。

○島田勉会計管理者 済みません、調べてみないと

わからないのですが、それぞれの債権でそれぞれの

事情に合わせて、債務者の状況に合わせて納付回数

を決めているのではないかと思うのですが、確認さ

せてください。

○前島明男委員 最後に、会計処理について伺いま

す。５ページですが、支出負担行為の手続がおくれ

ていたものや、支払い遅延により不経済な支出に

なっているもの、あるいは予定価格調書が作成され
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ていなかったもの等、あるいは職員の手当等が過不

足払いとなっていたものなどが繰り返し発生してい

ると。繰り返しですよ。そこが問題です。どうして

皆さん方の指摘、指導に従わないでこういうことが

繰り返し行われているのか理解に苦しむところです

が、このことに関して皆さん方のお考えを伺いたい

と思います。

○知念建次代表監査委員 指摘事項が多いのは、ど

ちらかというと本庁より出先のほうが多い傾向にご

ざいます。その要因としては、いわゆる職員の異動

で事務のふなれがあったり、あるいは規定等がまだ

きちんと熟知されていなかったり、あるいは内部の

チェック体制が十分機能していれば、その大半は防

止できたのではないかということが考えられます。

そういう意味では、通常の日常的なチェック業務、

業務の進捗管理を徹底していただきたいということ

で、この会計処理についての意見を審査意見として

出しています。

○前島明男委員 これは防げるやつですよね。今、

県の出先機関は本庁以外に何カ所ありますか。土木、

農林、その他いろいろあると思うのですが。

○島田勉会計管理者 財務会計上かいと言っており

ますけれども、出納員を置いている出先機関でござ

いますが、170カ所ございます。

○前島明男委員 年度初めに人事異動があって、最

初の１週間から２週間の間に、担当者を全部集めて

徹底指導を行うという方法はとれませんか。

○島田勉会計管理者 現在でもそのかいの出納員を

対象に研修を実施しております。新任の出納員研修

を、今年度実績で言いますと７月に実施しておりま

すし、継続して出納員をやっている方への研修を10

月に実施しました。それ以外にも、会計事務に携わ

る職員を対象に、総務部の自治研修所と共催で実施

しております。また、自治研修所が主催しておりま

す新採用職員を対象とした研修があるのですが、そ

こにもうちから職員を派遣して、財務会計にかかわ

る研修を実施しております。

○前島明男委員 これは各出先機関に任せるのでは

なくして、皆さん方のほうで徹底してそういう指導

研修を行えば、ここに書いてあるようなことは起こ

らないと思いますし、また、起こってはいけないと

思います。その辺を徹底してもらいたいということ

を要望して、私の質疑を終わります。

○崎山嗣幸委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に、病院事業会計からお願い

いたします。

病院事業は、公共の福祉を増進するように運営さ

れているかどうかについて、特に意を用いと、その

病院事業の本来の目的というものに、そういうこと

を最初に審査の手続のほうで述べております。県立

病院の役割についてお尋ねいたします。監査意見に

あるのですよ。

○知念建次代表監査委員 読ませてもらってよろし

いでしょうか。「県立病院は、救命救急医療、周産

期医療、高度・特殊医療、離島・へき地医療など、

県民の生命及び健康を守り、生活の安心を支える重

要な役割を担っている」ということでございます。

○西銘純恵委員 そういう県立病院の経営状況や財

政状態について、どのように考えていらっしゃいま

すか。結果としてどうでしたでしょうか。

○知念建次代表監査委員 病院事業の平成25年度決

算を見てみますと、純損失で２億5000万円計上され

ています。この要因は旧宮古病院の処分によるもの

で、経常収支としては県立病院経営再建計画で５年

間黒字を維持しています。ただ、動向を見てみます

と、今後出てくる医業収支の状況として前年より損

失が増加している状況がございます。それと、患者

の状況が横ばいから減少傾向にある状況が見られま

す。そういう意味でいいますと、経営環境的には厳

しいことが予想されるということを想定してござい

ます。

○西銘純恵委員 経営安定化に向けた取り組みにつ

いて、結果報告をお願いします。

○知念建次代表監査委員 県立病院経営安定化計画

がございます。３つの目標を示してございます。経

常収支の黒字維持、手元流動性の確保、70億円の長

期債務の縮減、これについてはおおむね順調に達成

している状況であろうかと思います。

○西銘純恵委員 今、患者が減っているということ

を、医業収益が減る傾向にあるのではないかとおっ

しゃったのですが、現在、病院定数に対する現員は

何名になっているのでしょうか。そして、６ページ

の医師等医療スタッフの確保についてのところに病

床の一部を休床とあるのですが、休床というのはど

ういう理由でしょうか。

○知念建次代表監査委員 病院の職員数ですが、沖

縄県病院事業会計決算審査意見書の12ページに記載

してございます。平成25年度、医師が現員として332

人、看護部門職員が1757人、医療技術員が330人、

事務職員及びその他職員で192人、合計で2611人、

条例定数が2654人で現員が2611人という状況でござ

います。
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それから休床の状況ですけれども、平成26年３月

31日時点で沖縄県立中部病院が休床31の状況でござ

います。

○西銘純恵委員 定数は、多分昨年度途中から定数

増をしたと思うのですが、その影響で増員が定数ど

おりにできなかったというのも要因ではないかと思

うのですが、わかりますでしょうか。

それと、沖縄県立中部病院は３月31日ということ

ですが、その後、この31床の休床によって、患者の

入院数の減少、診療に関する減少でどのような影響

があったか聞いていませんでしょうか。

○知念建次代表監査委員 現員数が定員数を下回っ

ている理由等については、条例定数の改正後に職員

の募集を行い、その後に試験等を経て採用に至るま

で時間がかかるため、すぐには定員が埋まらない事

情があると病院事業局から聞いてございます。

それから、沖縄県立中部病院の状況ですが、今年

の４月には再開されていると聞いております。その

間の影響については、その部分だけのデータは今持

ち合わせていません。

○西銘純恵委員 患者が減ったという問題が、これ

が１年間もし休床していたら相当な影響が出るだろ

うというのもありますので、そこもきちんとまた監

査でもやっていただきたいと思います。

未収金についてお尋ねします。未収金は総額幾ら

で、その未収金の内容についてどうでしょうか。

○知念建次代表監査委員 沖縄県病院事業会計決算

審査意見書の26ページ、貸借対照表からで、総額112

億7457万4000円が未収金全体です。そのうち、個人

負担分の未収金が18億9194万9000円でございます。

○西銘純恵委員 病院の医療費ですから払いたいと

県民は思っていると思うのですが、払えていないの

ではないかと私は推測しています。１つは、窓口チ

ェックの強化というのは福祉につなげる窓口の部門

だと思うのですが、「福祉部門との連携による医療

扶助等各種福祉制度の紹介・相談等による未収金の

発生防止に努める」ということで意見を述べてい

らっしゃいますが、実績としてどうあったのかとい

うこともつかんでいらっしゃいますか。

○知念建次代表監査委員 今回の病院事業局の監査

におきまして、各病院もそれぞれ監査させていただ

きましたが、窓口チェックの強化というのは、実際

の病院の窓口、医療事務を扱うところの窓口は委託

をしている部門なのです。医療事務を扱う部門も委

託しているものですから、その部分について病院事

業局、各病院職員が―沖縄県立中部病院ですが、連

携して強化したということで約5000万円余り、その

部分で当年度分、発生防止につながったというのが

あるものですから、窓口チェックの強化というより

効果的な方法を、ほかの病院にも発信したほうがい

いのではないかということもありまして、この窓口

チェックの強化というのは審査意見書の中に入れて

ございます。

従来から福祉部門との連携―クレジット支払いの

ほうですが、福祉部門との連携というのは生活保護

等、いわゆる福祉部門とその病院の診療部門との連

携によって、いろいろ福祉の制度の活用も図られま

すので、そこの連携も引き続き視野に入れて未収金

対策をやってくださいという意味でございます。

○西銘純恵委員 入院したその日に生活保護につな

げたときには、医療費全て未収金にはならないわけ

ですよね。ですから、その連携というのはとても重

要だと思うのですが、実際、県民の患者の状況を調

べて未収金も回収に回るということも、対策をとる

という回収業務のことをおっしゃってはいますけれ

ども、その前に発生することを抑えるというのは、

沖縄県民の状況は福祉部門に今、一番近いのではな

いかと思いますので、そこの実績がどうかというの

は聞いていませんか。そして、それをどうつなげて

いくかという体制をとるのが第１ではないかと思う

のですが。

○知念建次代表監査委員 福祉部門との連携の必要

性というのは、病院事業局とも意見交換してござい

ます。ただ、その福祉部門との連携によって、幾ら、

どれぐらいの効果があったという分析までは至って

ございません。申しわけございません。

○西銘純恵委員 もう一つお尋ねします。

経営ということは、県立病院ですから、やはり一

般会計からの繰り入れがどうなっているかというの

も大事だと思うのですが、全国と比べて１床当たり

の繰入額は幾らでしょうか。

○知念建次代表監査委員 収益的収入に係る１床当

たり繰入額が220万5000円で、全国平均の372万3000

円と比較しますと151万8000円少ない状況でござい

ます。また、資本的収入に係る１床当たり繰入額が

93万9000円で、全国平均の115万8000円と比較しま

すと21万9000円少ない状況でございます。収益的収

入及び資本的収入合計額に対する１床当たり繰入額

が314万4000円で、全国平均488万1000円に比較して

173万7000円少ないという状況です。

○西銘純恵委員 県民の医療を守るという立場で、

やっぱり全国と比べても一般会計からの繰り入れは



－50－

まだ相当少ない状況にあるということで、その繰り

入れについても病院事業局のほうにはふやしていく

ことも求めていきたいと思います。

次は、歳入歳出一般会計と特別会計を合わせてお

尋ねします。収入未済額の県税の内訳、どれだけの

県税項目があるのでしょうか。

○島田勉会計管理者 県税でございますが、個人県

民税が18億9642万6122円、法人県民税が4310万6495

円、個人事業税が2244万5199円、法人事業税が6454

万8744円、不動産取得税が１億4953万1254円、自動

車取得税が３万7300円、軽油引取税が1313万5950円、

自動車税が２億9729万5049円、鉱区税が114万7100

円、それから旧法による税で89万5001円、合計24億

8856万8215円となっております。

○西銘純恵委員 収入未済の徴収に関して、県税に

ついてはコンビニ収納をやったので収納機会が拡大

されたということですが、先ほどから県税全てにそ

れがなされているのかというのが見えなかったので

すが、いかがですか。

○島田勉会計管理者 コンビニ収納は自動車税だけ

でございます。

○西銘純恵委員 自動車税で、ほかの税も同じよう

にすれば３割近い収納率、自主納付がふえるのかな

ということがあるのですが、コンビニ支払いという

ことは全ての税でもできるのでしょうか。

○島田勉会計管理者 申しわけございません、ほか

の税もコンビニ収納で対応できるかどうか、私のほ

うでは把握しかねますので、総務部のほうで御確認

をお願いしたいと思います。

○西銘純恵委員 個人県民税については市町村との

連携ということですが、市町村に全て―県民税は一

緒に委託というのか、そういう徴収はもう数年間、

何十年間とやられているのではないかと思うのです

が、違いますか。

○島田勉会計管理者 住民税、県民税、市町村民税

ございますが、そのうちの県民税は、市町村が市町

村民税とあわせて県民税も徴収することは法律で決

まっております。ということで、今まで市町村が徴

収して、それを県民税として県に納付するという体

制だったのです。

○西銘純恵委員 住民税を徴収するのに強制徴収を

やっている市町村は、41市町村のうちどれだけあり

ますか。差し押さえです。

○島田勉会計管理者 申しわけございません、こち

らでは把握しておりません。

○西銘純恵委員 県税以外の未収金についてはサー

ビサー、民間回収会社の活用とか裁判ということが

あるのですが、今、歳入をどう確保するかというこ

とは大事な問題だと思うのですが、先ほどから議論

されているように、県民が税金を払えないぐらいの

低所得、もう暮らしていけないぐらいに収入が落ち

ているという状況を把握したら、強制徴収という立

場ではなくて、福祉につなげるとか、減額するとか

免除するとか、そういう考え方をどう制度として

持っていくかというのも大事だと思うのですが、そ

の辺についての考え方はどうでしょうか。

○島田勉会計管理者 福祉につなげるということに

ついても、私どもではお答えしかねます。一般的な

税の徴収ということでお答えさせていただきます

が、県税事務所としては当然法にのっとって、悪質

な滞納者についてはそういった滞納処分をやってい

くということをやっているかと思います。その過程

の中で、当然納税者の所得の状況とか生活状況とか

を見れば、徴収停止をかけるとか、さらにひどいと

きには即時消滅するとか、そういうこともやってお

りますので、それ以外に福祉につなげるかどうかに

ついては、私のほうで把握してございません。

○西銘純恵委員 個々の債務者の実態を調査してと

いうことを監査意見で出していますけれども、徴収

猶予とか、とれる法的な制度はあるわけですよね。

それともう一つは、消滅時効の援用をするかどうか

ということではなくて、具体的に訪問活動とかそう

いうことをしたら、もうこの人は取れないと―例え

ば破産状態にあるとか、そういうことを把握された

ら、消滅時効の援用制度がありますよということを

きちんと周知していくというのですか、逆にそうい

うのを知らせて、収入未済から落としていくことも

あると思うのですが、考え方はいかがでしょうか。

○島田勉会計管理者 まず、整理させていただきま

すが、県税につきましては公法ですので、全体的に

消滅しますので援用の必要はございませんが、私的

債権については援用が必要でございます。それぞれ

のものについては各部局で債権管理しておりますの

で、その辺、時効の援用制度を話したかどうかは私

どもで把握しておりません。

○西銘純恵委員 78ページの使用料及び手数料の中

で、身体障害者福祉施設使用料、平成24年度と平成

25年度の収入未済が同額ですね。そして、その下の

知的障害者援護施設使用料も同じように同額が収入

未済になっていますが、これはどういう理由か聞い

ていますでしょうか。

○島田勉会計管理者 申しわけございません、ただ
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いまの件については把握してございません。

○西銘純恵委員 これは30万円余りと134万円余り

ということですが、こういう連続してということは、

私は不納欠損もしくは生活保護とかの手だてがきち

んととられていないのではないかと思うのですよ。

額の問題ではなくて、そここそ皆さんがきちんと指

摘をするところではないかと思うのですが、いかが

ですか。

○知念建次代表監査委員 少し監査の視点になるか

と思うのですが、いわゆる不納欠損の処理に至るま

でに徴収の努力あるいは債権の保全策、先ほど来申

したように、それぞれの債権管理をきちんとやるこ

とがまず肝要だと思います。まず債権管理をした上

で、確かに消滅時効、あるいは時効の援用に結びつ

くものについては周知する必要もあるでしょうし、

それぞれの状況でそれぞれの対応があるかと思いま

す。ただ、県としては、歳入を確保する分において

は、基本的には最善の保全策を行うことが基本だと

思います。その上で、それぞれの状況に応じた対応

策、それはおっしゃるように福祉との関連で猶予と

かそういう措置をとる必要がある部分は、その個々

の部分の状況についてはそれぞれ各部の中で掌握し

ていただいて、その対策をとっていただきたいとい

うことでございます。

○西銘純恵委員 同額２年間連続、もしかしたら数

年間の可能性があるのではないかと。こういうとこ

ろは着眼できると思いますので、今後の監査のやり

方にも関連すると思います。

次は45ページの特別会計、母子寡婦福祉資金貸付

制度ですが、貸し付け状況と貸付残高についてお尋

ねします。

○知念建次代表監査委員 45ページに母子寡婦福祉

資金の状況がございます。貸付状況及び年度末貸付

残高という表ですが、前年度末貸付残高が件数で

2723件、金額で11億9774万8000円、本年度貸付額が

件数で253件、金額で１億3097万9000円、本年度償

還額が9353件、金額で１億3465万7000円、不納欠損

額がゼロで、本年度末貸付残高として2836件で、11

億9407万円でございます。

○西銘純恵委員 この貸付制度は、単年度で見たら

償還額が貸付額より大きくなっているのですよね。

だから、貸し付けそのものも縮小されているのでは

ないかと思うのですが、今年度、父子世帯も貸し付

け対象に変わっていくのですが、やはり貸し付けを

ふやしていくのが本来の趣旨だと思います。この制

度は収入未済も２億703万円になっています。実際

は貸し付けの条件が保証人をとったり、なかなか借

り入れができないという厳しいものになっていると

いうことですが、ちなみに、延滞利率というのを御

存じでしょうか。

○島田勉会計管理者 申しわけございません。承知

しておりません。

○西銘純恵委員 今、母子の生活福祉資金で10％を

超える延滞利率を取っているのですが、延滞利率が

高過ぎるとは思うのですよね。本当に福祉制度とし

て機能しているかという部分をもっと―常任委員会

でやりますけれども、そこもごらんになって、収入

未済も大きいなということをとっていただけたらと

思います。特別会計はほかにもいろいろそういうも

のがあると思うのですが、やっぱり収入をいかにふ

やすかという観点だけではなくて、収入を得るとい

うことではなくて、なぜ払えないのかという部分に

目を当てた監査の方法や、そういうことが大事では

ないかということを指摘して終わります。

○崎山嗣幸委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私は、予算の執行率に関すること

を中心にして聞きたいと思います。

まず初めに、九州各県で一番執行率の高い県はど

こで、執行率は幾らですか。

○島田勉会計管理者 平成25年度決算で申し上げま

す。九州各県で一番執行率が高いのが福岡県で、94.5

％となっております。

○嘉陽宗儀委員 沖縄県と比べると約10％の違いが

ありますけれども、福岡県がどうして94％と高い状

況になっているか調べていますか。

○島田勉会計管理者 いえ、調べてございません。

○嘉陽宗儀委員 では、それに比べて沖縄県の執行

率についてはどう考えますか。

○島田勉会計管理者 平成24年度、平成25年度と執

行率が90％を割っているということは、先ほどの沖

縄振興一括交付金等の影響もあるであろうというこ

とは承知しておりますが、それであっても他県とも

90％を超えていますので、そういう意味では沖縄県

の執行率を上げることは必要だと認識しておりま

す。

○嘉陽宗儀委員 執行率が94.5％という他県の話が

ある中で、沖縄県は約10％落ちているということは、

予算額としても相当の金が執行されていないという

ことになりますよね。県の事業執行がね。これにつ

いてはどう責任を感じますか。

○島田勉会計管理者 会計管理者として執行率を上

げるか、どうかかわるかということにもなるので、
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そういう意味では、私の権限としては執行率を高め

ることへの権限は地方自治法上定められていないと

思うのですが、ただ、県の一職員としては、やはり

せっかくの公金、県民から集めた税金でございます

ので、これを効率よく執行するのは必要だろうと認

識しております。

○嘉陽宗儀委員 今の答弁では、どうも監査委員の

ほうが執行率を上げる責任があるみたいに聞こえま

したけれども、どうですか。

○知念建次代表監査委員 確かに県全体として執行

率を上げる方策というのは、監査委員は監査委員の

立場で、それぞれ監査の場で執行管理の徹底あるい

は計画的な執行の促進等について、各部に意見、具

申をする必要はあろうかと思います。基本的には、

各部でそれぞれの事業効果が早期に発揮されるよう

に、執行管理を徹底していただきたいということで

ございます。

○嘉陽宗儀委員 会計管理者に聞きますけれども、

前は出納制度でしたよね。出納長で、県三役が絶対

的な権限を持っていた。今は制度が変わって、皆さ

ん方の権限がなくなったのですか。

○島田勉会計管理者 出納長のころの会計事務にか

かわる権限と、それから一般職の会計管理者の会計

事務権限は、何ら変更はございません。

○嘉陽宗儀委員 出納長から今の制度に変わるとき

に、議会で大分私は聞きましたけれども、名前が変

わるだけで、出納責任はやはり県の予算執行全体に

責任を持つから、権限もあってしっかりやっていき

たいという答弁が当時の出納長からありましたが、

今の答弁ではそういうのはなくなったのですか。

○島田勉会計管理者 私が申し上げたのは、会計管

理者の権限につきましては、地方自治法第170条に

規定されております。委員もよく御存じと思います。

その中で執行率を高めるとか、確保するとか、そう

いうものがございます。そういう意味での話であり

まして、当然執行率を高めるというのは、執行部が

高めていく努力をするという認識でございます。

地方自治法第170条の規定を読み上げますが、「現

金の出納及び保管を行うこと、小切手を振り出すこ

と、有価証券の出納及び保管を行うこと、物品の出

納及び保管を行うこと、現金及び財産の記録管理を

行うこと、支出負担行為に関する確認を行うこと、

決算を調製し、普通公共団体の長に提出すること」

等が職務権限として規定されております。執行率を

高めるということは執行の問題でございますので、

執行部側で努力すべきだと思います。そういう意味

では、会計管理者の権限外ではないかと認識してお

りますが、ただ、私どもとしては、その会計事務の

指導ということは担っておりますので、そういうこ

とを通して予算の円滑な執行にかかわって、執行率

を高める、そのように寄与できるものだと思います。

○嘉陽宗儀委員 結局、執行率がずっと低いのは、

出納事務局そのものが県の予算執行について緊張感

を持ってきちんとやっているかどうか、これにか

かっていると思うのですよ。改めてこの84％台とい

う事態については、県の予算全体を考えてみて深刻

な問題だと思うのですよ。今後改善する気はありま

すか。

○島田勉会計管理者 会計管理者としては、どうこ

うして上げるということは多分できないのだろうと

思います。

○嘉陽宗儀委員 これは後で。ほかの議論をします。

では、監査委員は執行率を上げるためにどういう

努力をしていますか。

○知念建次代表監査委員 執行率を上げるための具

体的な方策を監査委員として行っている事項はござ

いません。ただ、監査の際に執行状況等もチェック

させていただいていますので、その執行状況を上げ

るよう指摘し、意見交換―どのようにすれば上げら

れるか、きちんと連携しているか等の意見交換は監

査の場でやっているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも、お目付役として各部

局の予算執行状況についてきちんと掌握して、執行

率を上げるための努力をしないといけないと思うの

です。基本的なことは後で聞きますけれども、代表

監査委員として県の執行率を具体的にどう上げるか

という案は何かありますか。

○知念建次代表監査委員 基本的なことになろうか

と思うのですが、執行管理を徹底すること、それか

ら予算補正等も含めて計画的な予算の実施を各部で

意識して行うことだと思います。

○嘉陽宗儀委員 意識して行うということですが、

意識は自然に湧きませんね。その意識して行うため

にどういう手だてをとっていますか。

○知念建次代表監査委員 先ほど申し上げました各

部の監査の場で執行状況のチェックはしてございま

す。各部が執行管理に対してどういう方策をとって

いるかの聞き取りもしてございます。それをなお促

進するようにとか、そういう意味での意見交換とい

うか、注意喚起等は監査の場でやっているというこ

とでございます。

○嘉陽宗儀委員 後でこの議論は続けますけれど
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も、少なくとも最低限執行率を上げるために、僕が

監査委員をしているときには、ずっと内部チェック

体制がどうなっているか、各部局の監査のときでも

それは必ず聞きましたよね。今、全部局で内部チェッ

ク体制は確立されていますか。

○知念建次代表監査委員 大きいところで土木建築

部、農林水産部等について、監査の場でヒアリング

というか意見交換をして聞いている状況では、土木

建築部ではいわゆる各土木事務所の所長会議を月１

回やって執行推進を図っている。各課長を定期的に

集めて執行促進を図っているというような状況の聞

き取りをやってございます。

○嘉陽宗儀委員 非常に不思議ですが、お互い全庁

的に議会で決めた予算については、100％執行する

ために最大の努力をするということが皆さんの機関

でしょう、出納事務局にしたって。どうもこの辺の

責任分担もはっきりしないものだから、委員から質

疑されたら誰が答えるかお互い見合わせています

ね。なぜですか。責任分担が明確ではないでしょう。

そういうことだから執行率が上がらないのだよ。

ちゃんとしてよ。

○知念建次代表監査委員 特に責任を回避するため

に見合わせているわけではありませんので御理解願

いたいと思うのですが、会計管理者は会計管理者と

しての業務の範囲がありますし、監査委員は監査委

員としての業務の範囲があるとは思います。ただ、

執行に関してはおっしゃるようにそれぞれの立場

で、先ほど申したように事業執行は各部できちんと

執行管理をすることが一番肝心なことですし、それ

に向けて監査委員としてどうするか、あるいは会計

管理者としてどうするかということだと思いますの

で、それぞれの立場で、我々は監査委員の立場でで

きる努力はこれからもしていきたいと思っていま

す。

○嘉陽宗儀委員 なぜそのことをうるさく聞いてい

るかというと、本来ならばこういう監査というのは、

例えば国の会計検査院であれば独立機関ですよ、プ

ロフェッショナル。税務署でもＧメン。一般行政事

務とは分離して、独立して、専門機関として養成し

て、自然発生的に意識が芽生えるのではないと僕は

言いましたけれども、徹底した訓練をする。簿記会

計についても、一目見てこれはどこに問題がある、

領収書がどう、貸し方、借り方のどこに問題がある、

これを見分けるような能力をきちんとしないと、い

つまでたっても同じような、今の答弁では解決の見

通しが全くお先真っ暗だと思う。改めて、今まで自

分たちがやってきたことについて、皆さん方自身が

内部チェックをして、自己分析をして、どこに問題

があるかというのをきちんと明らかにすべきではな

いですか、代表監査委員。

○知念建次代表監査委員 おっしゃる趣旨はよく理

解しているつもりですが、監査委員事務局の職員も

できる範囲の努力は一生懸命やっているかと思いま

す。会計検査院と比較されるとかなり厳しい面があ

ろうかと思うのですが、この陣容で、我々は我々で

できる範囲でと言ったらまた怒られるかもしれませ

んが、できる範囲で最大限の努力は今後ともやって

いきたいとは思っています。

○嘉陽宗儀委員 僕が監査委員をしているとき、か

いの監査をしに行くと、おお、何々君と、監査委員

事務局の皆さん方と県の職員が非常に仲がいいです

ね。あれでは、例えば不正があった場合にでもきち

んと指摘できるかということが少し気になったので

すよ。それで僕は監査委員事務局については独自に

―人事は今はシステムでそうなってしようがないか

もしれないけれども、やっぱり一般行政職だった人

が監査委員事務局へ行って、自分がやってきた業務

を監査して、これが問題ですとはなかなか言えない。

執行率についても同じですよ。県庁職員と一般人事

異動でどうしてもそういう問題があるのではないか

と僕は思っているものだから指摘するのですが、今

後、少なくとも監査委員事務局に配置された以上は

プロフェッショナル、Ｇメンになって、県庁内部の

一般職員から恐れられるぐらい、今度はどうも悪い

のが見つかりそうだというぐらい緊張感があればま

だよくなると思うのですよ。そうすれば執行率の問

題についてもやっぱり上がる。どう思いますか。

○知念建次代表監査委員 おっしゃるように、プロ

パーというか専門職員の確立ということは非常に大

きな課題だと思います。今の県全体の仕組みの中で

は結構厳しいものがあることもまた片面で承知して

いかなければいけない状況だと思います。その中で、

監査委員事務局の職員もある一定期間というか、定

期的に研修等も内部等でやっている状況もございま

すし、先ほどと同じようにできる範囲で最大限の努

力はやっているつもりですし、今後もやっていきた

いと思います。

○嘉陽宗儀委員 だから、やっているつもりですと

いうだけを議会で答弁してもらったのでは、次にど

ういうぐあいで改善されるのかよく見えない。私は、

監査委員事務局の皆さん方は非常に一生懸命で、熱

心だと思いますよ。夜遅くまでやったりね。それが



－54－

問題だというのではなくて、組織的に訓練して、即

座にこの会計事務はどこに問題があるかと見抜く力

をきちんと養成しないと。例えば、僕が監査委員を

したときに、全国の監査委員会議で、どこに問題が

あるかという問題点を一目瞭然でわかるように監査

委員も訓練している。職員についてはこれで十分と

いうわけにはいかないだろうけれども、例えば識名

トンネルの問題もありましたが、国の会計検査院が

指摘しないと、本来ならばあれは県の監査委員がき

ちんと指摘して、明らかにすべきだったと思うので

すができなかった。このような案件もありますよね。

本来ならば県が自分で監査をして指摘して、国にま

で厄介にならなくてもよかったものが結構あると思

うのですよ。そういうものはありますか。

○知念建次代表監査委員 確かにおっしゃるよう

に、識名トンネルについても会計検査院の指摘の後

に我々の監査が入った状況であることは否めない事

実であります。その前にそういうことがなかったか

というと、具体的に事例を出すわけにはいきません

が、ただなかったと言える状況にはないと思います。

先ほども午前中に申し上げましたように、我々の

監査は書面で監査している状況でございますので、

なかなか工事とかそういう内容にまで入っていくの

は今のところ厳しい状況でございます。それで工事

監査と委託等の手法ですが、それも導入してやれる

状況をいろいろな角度から模索して、監査の資質向

上につなげていきたいと思っています。

○嘉陽宗儀委員 一生懸命頑張っている代表監査委

員を問い詰めて少しかわいそうではあるけれども、

こと県民の税金をどう使うかという問題にかかわっ

ていますから、これは皆さん方にかかっているので

すよ。そういう意味では、いろいろな意見を聞いて、

改革できるところはきちんと改革する努力をしてほ

しいと思うのですが、どうですか。

○知念建次代表監査委員 ありがとうございます。

委員も監査委員の御経験者でありますし、我々もこ

れで十分だということに甘んじることなく、研修等

機会があれば職員の研修機会もふやし、あるいは内

部でいろいろ意見、討論等する機会があればそれも

できるだけ機会をつくって、システム向上に努めて

いきたいと思っています。

○嘉陽宗儀委員 ぜひやる気のある職員ですから、

しっかり研修をして監査委員事務局の見る目をしっ

かり高めるというか、力のある職員をつくり出して、

監査委員事務局が来たぞと一般職員が恐れるぐらい

の権威を打ち立ててくださいよ。ニタカマンターで

はだめですからね。ぜひそういうことで頑張ってく

ださい。

最後に１つ聞いておきましょうか。入札参加資格

のチェックについてはどこがやっているのですか。

業者の資格。

○島田勉会計管理者 出納事務関連でお答えいたし

ますが、物品調達に関する入札参加資格の審査は出

納事務局の物品管理課で行っております。

○嘉陽宗儀委員 この入札参加業者資格の点検項目

について、要約で説明してもらえませんか。

○大城光男物品管理課長 入札に際しての物品関係

の資格登録要件に係るものかと思います。県の規定

等で規定していまして、要件としましては５項目、

登録の不適格事項がございます。５つを申し上げま

すと、まず、一般競争に係る契約を締結する能力を

有しない者、これは地方自治法施行令の中で規定し

ております。あと、申請書類に虚偽の事項を記載し

た者、営業上の許認可を得ていない者、原則で同一

業種の営業を引き継いで１年以上営んでいない者、

契約履行の困難者、これはいわゆる不適格事項でご

ざいます。これらのいずれも該当しない者について、

申請書類、別途納税証明とかそういったものもござ

いますが、そういった申請書類の書類審査等を行っ

た上で、資格登録者について３年の有効期間で登録

事務を行っております。

○嘉陽宗儀委員 その中で、財務についてはどうい

う調査をしていますか。

○大城光男物品管理課長 先ほど規定の中で申請書

類を出していただくということを申し上げました。

申請書類が11項目ほどございます。その中で、特に

財務関係というわけではなくて、会社の安定的な運

営、それから先ほど申し上げました納税をしている

事業者等を書類でチェックしていきますが、その中

で、いわゆる貸借対照表とか損益計算書、さっき申

し上げました営業上の許認可の証明書等、法人の場

合ですと登記事項の証明書等ございます。財務とい

うことで言えばそういった内容になろうかと思いま

すが、そういったものを含めて書類の審査を行って

いるということです。

○嘉陽宗儀委員 金が幾らあるかというのは、いつ

の時点の調査になっていますか。

○大城光男物品管理課長 これは毎年―３年の有効

期間の名簿と申し上げました。７月１日から向こう

１カ月間にいわゆる定期登録ということで申請を受

け付けております。財務関係といいますと、通常証

明、いわゆる登記証明事項とかそういったものもご
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ざいます。通常の証明ですと登記所等で３カ月以内

の証明書ということで発行されますが、ただ、それ

以外に事業税、それから消費税の納税証明がござい

ます。これは直近３年ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 最後に、なぜそういうことを聞い

たかというと、今、公共工事を請け負って、下請、

孫請に回して、下請や孫請に工事代金が入ってこな

いという例がたくさんあるのです。追及した結果、

ちゃんと県の入札資格に合致していてそれで落札し

た。しかし、実際上その会社は破産状況だった。工

事をやって工事代金は入ったけれども、元請がその

金をとって、実際工事をやったところに払わないと

いう深刻な事態があるのです。なぜかというと、やっ

ぱり１年前の預金残高でやれば、この間いろいろな

経済変動が激しいでしょう。この財務の押さえ方に

ついては、今のようなことにつながらないように、

もっと現実的に県民に迷惑がかからないような方法

を少し検討してください。どうですか。

○大城光男物品管理課長 委員おっしゃる質疑につ

いては、公共工事関係の孫請、下請の状況を想定し

ているのかなと思うのですが、実は私どもがやって

います物品の一括調達は、そもそも各部局で使う物

品、内部職員が使うものがございます。それから、

各事業で使う小さな物品、小さいものになるとボー

ルペンとか、事務関係になります。それを一括で効

率的に調達することが大きな仕事です。今おっしゃ

るように、登録業者は小さな業者が主です。そういっ

た事例はほとんどないかと思います。また、そういっ

たことを身近で聞こえる場面は少ない。私の記憶の

中ではそう考えています。

○崎山嗣幸委員長 儀間光秀委員。

○儀間光秀委員 もうほとんどほかの委員が質疑し

ていて、予定していたものはもうほぼ答弁もお聞き

しました。

１点だけお聞きしたいのですが、先ほど来、監査

委員事務局の体制についていろいろお話、質疑が

あったのですが、沖縄振興一括交付金の監査で市町

村も含めて、全国が注目している沖縄振興一括交付

金ですので、国も会計検査を強化してくると思うの

です。それに対応できるよう県の監査も強化してい

く必要があると思うのですが、見解をお聞かせくだ

さい。

○知念建次代表監査委員 まずお断りしておきたい

のですが、市町村についての監査は、市町村にも監

査委員が設置されていますので、県では行っていま

せん。沖縄振興一括交付金については、平成25年度、

平成26年度の定期監査をやっています。その中で沖

縄振興一括交付金は重点事項として位置づけて、今

所管課あるいは委託先等の調査を実施しているとこ

ろでございます。

○儀間光秀委員 先ほども嘉陽委員から話があった

のですが、識名トンネルという事例がありまして、

そういうことがもう二度と起こらないように、ぜひ

監査強化、チェックしていただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 たまたま今、沖縄振興一括交付金

のお話がありましたのでそこから聞きますが、沖縄

振興一括交付金の昨年度の県の執行率、それから市

町村の執行率について伺います。

○島田勉会計管理者 平成25年度の沖縄振興一括交

付金の執行率につきまして、国費ベースでお答えさ

せていただきますが、県と市町村の合計が交付決定

額は803億4000万円、執行額が547億900万円という

ことで、執行率が68.1％。参考までに、前年度の平

成24年度が62.9％でございました。その内訳でござ

いますが、県分は交付決定額が485億7000万円、執

行額が332億800万円、執行率が68.4％でございます。

市町村分は交付決定額が317億7000万円、執行額が

215億100万円、執行率が67.7％となっております。

○比嘉京子委員 ただいまの数字に対しての代表監

査委員の御意見を伺います。

○知念建次代表監査委員 沖縄振興一括交付金の状

況ですが、ソフト交付金とハード交付金を分けて分

析させていただいていますが、先ほど答弁した平成

24年度は交付決定等がずれて、かなり繰り越しが多

い状況でございました。そういう面でいくと、ソフ

ト交付金については、平成25年度は平成24年度に比

べて執行はよくなっている状況であると思います。

ただ、先ほど来いろいろ議論しています85.5％とい

うトータルの数字の中でのものですので、執行率を

上げる努力はなお重ねる必要があろうかと思いま

す。

一方、沖縄振興公共投資交付金、ハード事業の交

付金については、実は繰り越しが前年よりふえてご

ざいます。これは、平成25年度に国会で予算成立が

おくれたことと、部局からの聞き取りですが、入札

不調もかなり要因として大きくなっている部分があ

るという話は聞いております。

○比嘉京子委員 今のお話も決して無関係ではない

と思うのですが、私は朝からの質疑の中で、例えば

28の未着手事業のお話。それから今の執行率が85.5

％のお話。もう一点ですが、不用額が250億円強に
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なってございますよね。それに対して、これは監査

委員から出された決算特別委員会説明資料が４枚か

５枚ぐらいあるのですが、この４ページを読みます

と、不用額は239億4000万円余りと。それから11億

円を足すと、大体250億円余りかなと思うのです。

不用額というのは、これまでそんなにみんなが議論

をしなかったのは、例えば、計画したけれども経費

的に予算より少なく済んだので支出しなかったよと

いうようなお金ですよね。そういうお金だから余り

みんな議論しなかったかもしれないと思うのです

が、これが前年に比べて52億円ふえているというお

話がありますが、例えば３年前、４年前からすると

どうですか。不用額は去年の分までは出ているので

すが、３年前、４年前はどれぐらいございますか。

○島田勉会計管理者 推移は今持ち合わせがないの

ですが、５年前、10年前との比較では……。

○比嘉京子委員 確かに、計画した金額より経費が

少なくて済んだから余りましたというのはわからな

いわけではないのですよ。それで皆さん、浮いたお

金というような捉え方もあろうかと思うのですが、

今の事業が未着手、執行率が85％、不用額が250億

円余りというのを並べてみて何が見えてくるかとい

うと、本当にこれだけの予算をこなせるだけの人材

といいますか、職員数といいますか、能力といいま

すか、それが果たして見合っているのだろうかと思

うわけです、朝からずっと質疑を聞いていてですね。

それに対してどうですか。

○知念建次代表監査委員 午前中にもお答えしまし

たが、組織体制等について、監査の立場ではなかな

か入り切れない部分があるのですが、ただ、おっしゃ

るようにこの事業の執行状況というか、去年からの

比較を見てみますと、沖縄振興一括交付金という国

庫支出金が増加している状況で、それはソフト、ハー

ドとも増加している状況の中で、やはり十分な執行

体制を確立する必要はあろうかと思います。ただ、

具体的にどの分野でどうこうという条件まで我々で

掌握している状況ではございませんので、御理解願

いたいと思います。

○比嘉京子委員 沖縄振興一括交付金が先ほど60％

台の話になっていたわけですが、例えば沖縄県は欲

しい、欲しいと言うけれども、お金を上げたって執

行率が悪いではないかと、使えないでしょうという

ことさえも起こってくる可能性があるのではないか

と私は思うのですよ。欲しい欲しいと言うけれども

使い切れないではないかと。そういうことも含める

と、私はこれをどなたに聞いたらいいのでしょうか。

例えば県全体の部署部署に決算が分けられて、我々

は審査をするときにトータルの数字を見るわけです

よ。今、代表監査委員も会計管理者も答えられない

と思うのですが、これをまとめて執行率を上げるた

めに力をというか、言える人というのはどなたです

か。先ほど知事だというお話があったのですが、そ

れでいいですか。

○知念建次代表監査委員 どこにというか、不用額

の主なものとして我々が掌握しているものが、沖縄

振興一括交付金の中の市町村事業が一番多くて、37

億5000万円余りの不用額が生じています。これは多

分企画部で総括している状況だと思います。

それからもう一つ、財政調整基金の積立金、これ

は収支の状況の不要ですので、ある面財政が好転し

た分、財政調整基金を積み立てなくてよくて不要に

なった分ですから、いい材料というか資料だと思い

ます。もう一つ、先ほど午前中に会計管理者からも

ありましたが、安心こども基金事業の事業量減等に

よる不要が13億5000万円あります。これは福祉部門

で所管しているかと思います。４つ目には鉱工業振

興費で、賃貸工場の関係の入札残あるいは事業量減

等ということで９億円余りの不要が生じてございま

す。これは商工サイドです。詳細についてはそこで

いろいろと資料等は持っているかと思います。

○比嘉京子委員 いえ、他の委員からもありました

ように、例えば十分な精査をした計画案なのか、そ

れから予算の出し方がなされないままに事業計画を

出すようなことになっていないだろうかという意見

もありましたよね。そのことを考えますと、私はこ

れは最終的な責任者は知事であるということで、午

前中にあったと思うのですよね。これは総括質疑に

でもお聞きしたいなと思いますので、提案しておき

ます。

それで、どなたに聞いてもこれは多分各部署の問

題になっているのですよ。でも、トータルしたとき

に、予算は組みました、これだけ使えませんでした

と。これはある意味で県民サービスを十分に行き渡

らせるだけの仕事をしていないとなるわけですよ

ね。そうすると、非常に欲しがっているところ、非

常にやってほしいことがありながら、それを使い切

れずにサービスを受けられないということが今後続

いてはいけないと思います。そのために、多分にた

らい回しになっているような気がします。

この話はこれでおしまいにしますけれども、まず、

よく言われるのが、全国的に見て沖縄県は国依存の

財源で成り立っているのではないかという意見があ
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ります。これに対して、きょうの決算特別委員会に

おいて、そうなのかそうでないのかというお話を聞

きたいと思うのですが、いわゆる国依存の財源とい

うのはどういう財源のことを言うのでしょうか。

○島田勉会計管理者 依存財源というのは地方交付

税、国庫支出金等が大きなものでございます。

○比嘉京子委員 その地方交付税と国庫支出金はな

らすために出てくるわけですから、例えば県民１人

当たりにすると、全国的に見てどれぐらいの位置に

沖縄県は依存している地位といいますか、場所はあ

るのでしょうか。

○島田勉会計管理者 手前どもで計算したものを御

披露したいのですが、平成25年度の普通交付税の決

算額は2011億9143万2000円でございます。これを仮

に、平成25年度末の住民基本台帳人口144万8358人

おりますが、それで割りますと１人当たり13万9000

円となります。ただ、他県の状況等については申し

わけございませんが、把握してございません。

全国での位置については、把握してございません。

○比嘉京子委員 私の資料では、2011年の資料があ

るのです。全国平均が20万8000円です。そうすると、

沖縄県は13万円といったら全国よりもかなり低く

て、国依存の財源としては沖縄県はかなり低いほう

になるように思うのです。それでいいかどうか。こ

れを2011年と比べてはいけないので、平成25年度と

比べないといけないわけですが、少なくともこれま

でに沖縄県が突出した依存財源になっているという

経験、全国１位の依存財源になったことはあります

か。

○島田勉会計管理者 平成25年度会計決算でも、こ

れはまだ全国で公表されておりませんので恐らく聞

き取りだと思いますが、本県は依存財源１位でござ

います。依存財源ということですので、地方交付税、

国庫支出金、ほかのものもございますが、トータル

して反対である自主財源比率が最下位、裏返しで依

存財源は１位ということでございます。その理由と

して、国庫支出金の割合が他県より13％も高いとい

うことが大きな背景にあろうかと思います。

○比嘉京子委員 わかりました。では、全国的に流

布されていることは事実であると理解させていただ

きますけれども、よろしいですよね。

○島田勉会計管理者 先ほどの答弁を訂正させてい

ただきたいと思います。先ほど全国１位と申し上げ

ましたが、実は、決算統計で財政力指数でグループ

分けをいたしますが、その財政力指数が0.3未満と

いうグループの中の順位でございますので、申しわ

けございません、訂正させていただきます。

○比嘉京子委員 先ほど財政力指数というのは、

言ってみれば地方自治体の財政力のことを言うわけ

で、その指数が0.3以下のところを私は類似県とお

呼びしようとしていたのですが、それは何県ありま

すか。

○島田勉会計管理者 平成25年度で申せば、沖縄県

を含めて10県だったかと思います。

○比嘉京子委員 10県の中でトップであると。

○島田勉会計管理者 そうでございます。

○比嘉京子委員 では、全国的には0.3以下という

のは一番財源力も体力も弱いところですから、その

最下位の10位のグループにおいて１位だということ

ですから、47都道府県でやるとどうだと―これを厳

密に求めているわけではないですが、沖縄の経済状

態を県民に知らせるときに、また、全国的に言われ

ていることが果たして正当な言われ方なのかどうか

を聞きたくて、そういう質疑をいたしました。

時間がないのですが、先ほど教育委員会の方々と

質問どりで会ったので、こういうことを最後に聞こ

うと思います。本人たちもわからないので。教員の

給与というのは、義務教育と県立で違うかもわかり

ませんが、どういう構成でなっているのですか。

○島田勉会計管理者 額については手元にありませ

ん。当然、今委員おっしゃったように義務教育につ

いては、義務教育国庫負担金で国が３分の１負担し

ておりますし、県立の教諭については全て県負担と

いうことでございます。それについては交付税で、

基準財政需要額のほうで見ているかと思います。詳

しいことは部局のほうでお聞きいただきたいと思い

ます。

○比嘉京子委員 交付税というのがとてもややこし

くて、今持っていなくても、例えば教員１人当たり

に対する交付税の算定基準があるはずですよね。ど

うですか。

○島田勉会計管理者 どのように需要に算入されて

いるか、今私どもで承知しておりませんので、総務

部か教育委員会のほうでお聞き願えればと思いま

す。

○比嘉京子委員 教育委員会に、教員の給与の構成

について先ほどお話を聞いたのですが、いわゆる教

員の給与は交付税の中に多分に算定基準があって、

単価があると思うのです。私は幼稚園教諭の単価に

ついては資料を見たことがあるのです。ですから、

多分教員についてもあるだろうということがあっ

て、これに義務教育の場合に県から持ち出しという
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ことはあり得ないですよね。教員１人に対して。

○知念建次代表監査委員 管轄外かもしれません

が、地方交付税の話ですので。地方交付税の算定の

基礎は、基準財政収入額、基準財政需要額がそれぞ

れあります。それぞれの事業項目について算定基礎

がおっしゃるようにございます。それについて、例

えば教員であり、あるいは病院の状況であるとか、

いろいろ地方交付税の算定基礎は多岐にわたってい

るものですから、例えば部局においてもなかなか掌

握することが難しい状況かと思います。それを算定

しているのは県分については総務部の財政課、市町

村分については多分市町村課で総括しているかと思

いますので、そこのほうがより詳しい算定基礎等の

資料については意見交換できるかと思います。

○崎山嗣幸委員長 比嘉京子委員から沖縄振興一括

交付金、不用額についての質疑の中で保留された事

項については、10月22日の委員会で協議したいと思

います。

新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 質疑通告した８件の中でダブって

いるところも結構ありますので、気になるところだ

け質疑をしたいと思います。

まず１つですが、知念代表監査委員は何年か監査

業務をしてこられたと思うのですが、事務局の皆さ

んと一緒にやられる中で、この監査の意見がどの程

度執行部、各部の運営に反映され、重く受けとめら

れているのか。そこら辺の感覚、感想と、もう一点

は、今まで監査されてこられた中で、このことにつ

いては監査意見がしっかり反映されていい結果が出

たと、監査委員冥利に尽きるということがあれば、

御紹介いただければと思います。

○知念建次代表監査委員 監査委員は４人の委員の

合議制で運営しています。実質的には、事務局職員

がそれぞれ出先機関等において事務監査をしている

状況でございます。監査は、事務局監査として１月

から各出先機関、警察署等も含めて出向いて、８月

の本庁監査で委員監査をして、その中に決算審査の

意見等も踏まえて審査している状況でございます。

その中でいきますと、例えば事務職員の監査のやり

とりの中で改善される部分もございますし、審査結

果に記載させてもらっていますように、ある程度繰

り返しミスが起こっている現状もありますので、そ

ういうことは審査結果もそうですし、１月に定期監

査の報告ができるかと思いますが、その中でも繰り

返し起こっていることは繰り返し指摘して、改善し

ていただくようにという視点で行っている部分もあ

りますし、確かにその場で直っている部分等もあり

ます。具体的にどうこうという事例を出すわけには

いきませんが、そういう例もあります。

また１つに、我々がよく言っている内部チェック

体制という部分につきましては、今度は１月から総

務部の中に総務事務センターということで、いろい

ろ手当関係を集中してやる組織が新たにできるよう

ですので、そこの成果も次年度以降期待していきた

いと考えております。

○新垣安弘委員 わかりました。

あと、沖縄振興一括交付金に関して何度もいろい

ろと出ましたので、それについて少し触れてみたい

と思うのですが、これはわずか３年数カ月の民主党

政権の大きな成果ではないかと思っているのです。

これのそもそもの出発は、いわゆる中央官僚主導の

政治を地方のことは地方に任せろと。権限も金もよ

こせと。そういう理念から出発して、沖縄でこれは

やることになったのですね。しかも、いわゆる沖縄

振興新法の中で10年間これをやることになっていま

す。他府県はありません。そういう意味で、沖縄で

これが成功するかどうかが、日本の政治が地方のこ

とは地方がやるとなるか、そういう鍵を握っている

と思うのですが、それでいろいろ問題が出ておりま

す。

そこで１つ、平成24年度、平成25年度は執行率が

落ちました。それはさまざまな交付要綱の決定のお

くれ、事業予算の許可のおくれ、そしてまた平成25

年度への繰り越しとかさまざまありました。そうい

うことで落ちたかもしれませんけれども、平成26年

度は大きく改善されると予想されますか。そこら辺

をひとつ。執行率ですね。

○知念建次代表監査委員 これは総務部の資料から

参考で答弁させていただきますが、平成26年９月末

時点における交付金事業の執行状況という資料がご

ざいます。それによりますと、平成26年の９月末時

点で63.7％、それが平成25年度の９月末時点と比較

しますと、平成25年度９月末時点で61.6％ですので、

2.1％、約29億円の改善措置が今の執行状況の中で

とられているという資料を受けてございます。

○新垣安弘委員 わかりました。

あと、会計管理者にお伺いします。この２年間、

沖縄振興一括交付金をやってきました。これは地方

の職員もそうだと思うのですが、今まで中央のメ

ニューを見て、それを探すのが地域の職員の仕事

だったみたいな部分もあるのですが、主体的に考え

て事業をやっていかないといけない。特にソフト事
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業などもそうだと思うのですが、そういう点、２年

間沖縄振興一括交付金という制度の中に職員がつ

かって、その職員の資質、あるいはその仕事のあり

方、そこら辺でどういう変化があったのかなかった

のか。その辺、感想をお願いします。

○島田勉会計管理者 ここ２年間の経過観察という

ことでございます。会計管理者の立場としてどうこ

うというのは少し答えにくいのですが、３月まで執

行部側にいた人間として、一職員として申しわけご

ざいませんが感想を述べさせていただきたいと思い

ます。

沖縄振興一括交付金の交付決定事業でございます

が、先ほども答弁いたしましたが、県分に限らせて

いただきますと、平成24年度は208事業、これが２

年目の平成25年度は231事業とふえてございます。

御参考までに、平成26年度ですともう既に260事業

とさらにふえてございます。当然、当初スタート時

の平成24年度は初めてということもあり、それから

交付決定もかなりおくれたこともございまして、事

業化に向けて各部局とも大分苦労したかと思いま

す。ただ、この平成25年度、平成26年度の実績を見

ますと、かなりその事業内容も多彩となっておりま

すし、従来の補助事業では対応できなかった離島振

興とか子育て・福祉分野とか、人材育成分野とか、

そういう分野でも事業がかなり出てきてございま

す。また、当然産業振興分野についても集中的、戦

略的に実施されてきているかと感じております。

事業の成果でございますが、県は沖縄振興特別推

進交付金の事後評価ということで、平成24年度、平

成25年度、それぞれ８月に公表しておりますけれど

も、この平成25年度分の事業評価を見ますと、評価

対象事業数241事業中、達成、おおむね達成が185事

業で達成率77％と、平成24年度より１％向上してお

ります。そういう意味では頑張りもあったのかなと。

まだまだ、これが十分というわけではないと思いま

すので、さらなる成果が期待されると思います。

事業化についてですが、私も３月まで執行部側、

教育委員会に２年ほどおりましたので、事業の必要

性はもちろんのこと、どう事業化するか、本来事業

化するべき主体とか予想される効果とか、当然既存

事業との整合性とか、かなり職員は苦労いたしまし

た。手前みそで大変申しわけないですが、教育委員

会の例で申し上げますと、昨年度は４月、５月の年

度当初から次年度の事業化に向けて、総務課を中心

にチームをつくりまして、全職員からアイデアを募

集しました。その中で総務課を中心に査定をいたし

まして、早目の次年度の事業へ反映できるような、

そういった取り組みもやりました。そういう中で、

かなりおもしろい事業等もいろいろ出てきておりま

す。そういう中で、各部局においても同じような努

力はされていると思いますので、それが今回の交付

決定事業の多さだと思います。そういう意味では、

せっかく目指した事業ですから、県としては今後必

要に応じて見直し、改善を図りながら、より効果的、

効率的に事業を実施して、沖縄振興の取り組みをさ

らに着実に推進していく必要があろうかと思いま

す。少し長いですが、私の感想でございます。

○新垣安弘委員 日本の政治が、地方のことは地方

が決めるというか、そういう方向に変えていく大き

な鍵だと思いますし、そしてまた職員の皆さんに

とっても、自分たちが考えて自分たちがやっていく

というか、権限も財源もあるというか、そういう形

になると思いますので、ぜひ沖縄で成功させてもら

いたいと思っております。

それでは、あとは県債の残高とか公債費について

いろいろ出たのですが、１つお伺いします。県債残

高ですが、これは前年度に比べて100億円減らして

いると思うのです。その減らすことができた要因、

先ほどいろいろなやりとりの中で実質公債費比率は

上がったということがあったのですが、全体の県債

残高からしたら平成25年度は100億円減少させてい

るのですが、そこら辺を説明してもらえますか。

○知念建次代表監査委員 御存じのように、県債残

高というのは新規発行額と元金償還額との相殺関係

でして、平成25年度は公共事業等の起債の新規発行

よりも、臨時財政対策債の元金償還のほうが109億

5000万円大きかったと。償還したことによって残高

が減ったという状況でございます。

○新垣安弘委員 県債残高がどんどん減っていけ

ば、恐らく自動的に―もちろん県債をどんどんまた

ふやしてしまっては別ですが、いい方向になってい

くとは思うのです。

１点またお伺いしますが、今、県債残高は沖縄県

はほぼ予算規模と同じぐらい、6000億円規模になっ

ていると思うのですね。片やこの県債残高を他の府

県と比べた場合に、九州とか全国のものが載ってい

るのですが、１兆4000億円とかそういう形になって

いるのですが、同規模のほかの県とかは県財政に比

べて県債残高は大体どれぐらいの割合なのかわかり

ますか。大体でいいのですが。沖縄県だと、今大体

県予算と同じぐらいにまで来ているという状況です

が、どこか１県でもいいですよ、もしわかれば。
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○知念建次代表監査委員 県民１人当たりの県債残

高をよく財政構造の分析で比較するのですが、平成

25年度末の沖縄県の県債残高6720億4410万円を１人

当たりにしますと、約48万3000円になっています。

これが九州平均だと約85万1000円、全国平均だと約

83万6000円、九州平均に比べると１人当たりの残高

としては本県は約36万8000円少ない。全国からしま

すと約35万3000円少ない状況でございます。これは

今まで補助率等の特例等で県負担分が小さく済んで

いること等が要因として挙げられると思います。

○新垣安弘委員 今、自主財源は他府県に比べたら

物すごく低い。でも、今までの高率補助のおかげで

県債残高は他府県に比べたらぐんと低くていいと。

そのために財政健全化の判断数値も別に問題ない

と。そういう我が県の状況ですが、こういう複雑な

状況を、いわゆる財政に対する危機感というか、あ

り方というか、そこら辺はこれからどう持つべきだ

と思いますか。自主財源は物すごく低い。しかし、

県債残高で見ると高率補助のおかげで半分ぐらいで

済んで、赤字の心配はないと。これからの沖縄を考

えたときに、財政の健全化という問題に関してどの

ような感覚、危機感とかを持つべきなのか、ほかの

県に比べてですね。そこら辺、率直なお考えを聞か

せていただければと思います。

○知念建次代表監査委員 いわゆる自主財源との絡

みですと、財政力指数との関連が出てくると思うの

ですが、その財政力指数が低いということは、ある

面、県の財政力は先ほど会計管理者からも答弁あり

ましたように、力的にはまだまだ不足。ただ、それ

を例えば沖縄振興一括交付金であり、国庫支出金で

ある依存財源ということですが、沖縄振興一括交付

金という仕組みをとるというのですか、要するに国

からそういうことをかち取るというか、そういうこ

とも含めてトータルの財政運営が必要かと思うので

す。

確かに自主財源だけで運営できる状況は他県でも

そう多くはない状況だと思いますので、ある面、自

主財源をふやす方策、県税収入、そのために例えば

国庫支出金、沖縄振興一括交付金等を使って産業政

策を図っていく。それによって県税収入がアップす

るという好循環を繰り返していければ財政力も上が

ると思いますし、そういう施策を積極的に進めてい

く必要はあろうかと思います。

○新垣安弘委員 そうですね。そういう政策ともう

一点は、これからは対政府の政治力も必要でしょう

ね。

あと２点ほどお伺いします。未収金の回収に関し

てですが、特別会計の中の小規模企業者等設備導入

資金の収入未済額が71億円ほどあると思うのです。

これは議論も出たかと思うのですが、商工労働部が

一応管轄だとは思うのですが、この収入未済額の解

消に関して各部署が責任を持つべきことは当然です

が、例えばこの問題に関して言うと、銀行が貸し出

しのときにかかわっていると思いますし、そういう

点で各部だけが責任を持つのではなくて、全庁的な

回収システムの仕組みをつくるとか、部をつくると

か、あるいは回収のプロである銀行マンのノウハウ

を使っていくとか、そういう全庁的な収入未済額回

収に対する仕組みづくり、そこら辺を今までこうし

てきたとか、これからこうすべきだというものが挙

がっているとか、あれば教えていただけますか。

○知念建次代表監査委員 おっしゃるように、未収

金の回収、解消についての全庁的な対策ということ

ですが、第７次沖縄県行政改革プランの実施項目と

しても未収金の解消という項目が挙げられてござい

ます。それを総務部が中心になりまして、各部所管

課の未収金担当者による担当者会議を開催する、あ

るいは成功事例等の情報の共有化を図っていく等の

プランを出して、より実効性の高い全庁体制化によ

る解消策を策定し、解消に向けてより一層取り組む

ということが沖縄県行政改革プランの中で挙げられ

てございます。現に財政課が中心になって未収金対

策会議というのを年に２回ほど開いている状況も認

識してございますので、それらの効果を期待してい

きたいと思っております。

○新垣安弘委員 今の件ですが、全庁を挙げてやろ

うとしている部分はあるのですが、そこに、例えば

先ほども言いました銀行であれば銀行もその回収は

もう必死でやっていると思うし、そういう外部の力

あるいはノウハウ、そこら辺をもっと入れるべきだ

という観点は、監査委員の皆さんからはないでしょ

うか。

○知念建次代表監査委員 県税等は、コンビニ収納

等の方策をとっている部分はあります。もう一つに、

例えば各特別会計あるいは県営住宅使用料等につい

ては、民間回収会社の活用を図って未収金の回収に

当たっている部分もあります。それが農業改良資金

であるとか、小規模企業者等設備導入資金とか県営

住宅使用料、あるいは沿岸漁業改善資金等について

は、民間回収会社の活用を図って未収金の回収に努

めている部分もあるように聞いています。

○新垣安弘委員 最後に、県議会でしたら、例えば
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県議会のさまざまな改革で他府県がどうやっている

かということで見に行って、三重県議会はよくやっ

ているなとかいろんなところがあって、そこを参考

にしたりするのですが、この監査業務において、あ

るいは県の行財政改革でもいいのですが、そこは皆

さんの権限との多少の違いはあるかもしれませんけ

れども、沖縄県が、例えば行財政改革あるいは監査

業務という点で、他府県のいわゆる先進地の参考に

すべきところがあるのか。あるいはそういうところ

をしっかり探して、そういうところにもアンテナを

張っているのか。そこは監査委員の皆さん、あるい

皆さんから見て行財政改革をやろうとしている県の

熱意はどうかとか、そこら辺を最後にお聞かせ願え

ますか。

○知念建次代表監査委員 少し一般論になろうかと

思うのですが、行財政改革は総務部、企画部を中心

にして、今第７次沖縄県行政改革プランを既に策定

して実行に移したところですが、その策定に当たっ

ては、当然各県、全国の状況等を見て策定している

と思われます。

我々の監査ですが、いわゆる監査の手法として基

本的なことは各県から学ぶ部分もありますし、それ

は全国の研修会等についても積極的に研修を受けさ

せる機会を設けていきたいと思っています。

もう一つ、先ほど言った工事監査という部分では、

九州は委託で専門的にやっているという事例を聞い

て、それをどうにかこちらでも取り入れられないか

という施策というか、監査の方向性をある面予算の

獲得に向けて総務部と調整して、平成24年度から工

事監査に入ることになりましたし、ある面では、監

査については基本的なことを十分研修で習得してい

きながら、沖縄振興一括交付金は本県独自の仕組み

ですので、それは監査する際にもほかの県とは違う

注意が必要かと思いますので、そういうのも含めて

いろいろ監査の技術等についてもいろいろ研修して

いきながら、向上できればいいという感じです。

○崎山嗣幸委員長 以上で、会計管理者及び代表監

査委員に対する質疑を終結とします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

執行部の皆さんは御退席をお願いします。

次回は、10月22日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

午後６時10分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 崎 山 嗣 幸
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月15日（水曜日）

午前10時５分開会

第４委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

委 員 翁 長 政 俊君 具 志 孝 助君

委 員 照 屋 大 河君 髙 嶺 善 伸君

委 員 玉 城 義 和君 田 勝 廣君

委 員 前 島 明 男君 當 間 盛 夫君

委 員 大 城 一 馬君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 又 吉 進君

広 報 交 流 課 長 金 城 敦君

基 地 対 策 課 長 運 天 修君

参事兼地域安全政策課長 池 田 克 紀君

防 災 危 機 管 理 課 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 小橋川 健 二君

財 政 課 長 渡嘉敷 道 夫君

税 務 課 長 佐次田 薫君

管 財 課 長 照 屋 敦君

警 察 本 部 長 加 藤 達 也君

警 務 部 長 幡 谷 賢 治君

生 活 安 全 部 長 親 川 啓 和君

刑 事 部 長 大 城 盛 重君

交 通 部 長 當 山 達 也君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（知事公室、総

認定第１号 務部、公安委員会所管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県所有者不明土

第５回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県公債管理特別

第５回議会 会計決算の認定について

認定第20号

3ii4

○山内末子委員長 ただいまから総務企画委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号、同認定第８号及び同認定第20

号の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係決算の

概要の説明を求めます。

又吉進知事公室長。

○又吉進知事公室長 平成25年度の知事公室所管の

決算の概要について、お手元に配付いたしました平

成25年度歳入歳出決算説明資料知事公室に基づきま

して御説明申し上げます。

１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について、御

説明申し上げます。

最上段の知事公室計の欄をごらんください。

知事公室所管の歳入決算総額―これは計（Ａ）で

ございます。予算現額が26億2487万2000円に対し、

調定額（Ｂ）21億6100万2273円、収入済額は21億6100

万2273円となっております。過誤納額、不納欠損額、

収入未済額はいずれもゼロ円となっております。

また、調定額に対する収入済額の割合であります

収入比率は100％となっております。

次に、歳入を（款）別に申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額8806万3000

円、調定額及び収入済額ともに4840円となっており

ます。なお、予算現額に対し調定額及び収入済額が

過少となっていることにお気づきだと思いますが、

この調定額及び収入済額につきましては、証紙収入

を所管する出納事務局において事務をとり行ってお

りますので、ここには出てまいりません。ちなみに、

証紙収入の収入済額は、出納事務局によりますと

7745万2550円で、予算現額に対する比率は87.9％と

いうことになっております。

（款）国庫支出金は、予算現額24億8058万5000円、

調定額及び収入済額ともに21億764万1931円となっ

ております。

（款）財産収入は、予算現額4540万7000円に対し、

総務企画委員会記録（第１号）
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調定額及び収入済額ともに4395万2997円となってお

ります。

（款）諸収入は、予算現額1081万7000円に対し、

調定額及び収入済額ともに940万2505円となってお

ります。

以上が一般会計歳入決算の概要でございます。

２ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算の概要について、御説

明いたします。これも（Ａ）の欄でございます。

最上段の知事公室計の欄をごらんください。

知事公室の歳出総額は、予算現額42億9008万5000

円に対し、支出済額37億7820万378円、翌年度繰越

額が7179万6000円、不用額が４億4008万8622円と

なっております。

予算現額に対する支出済額の割合であります執行

率は88.1％、予算現額に対する翌年度繰越額の割合

である繰越率は1.7％となっております。

翌年度への繰越額は、不発弾等処理事業費に係る

ものであります。

次に、不用額４億4008万8622円について、その主

なものを御説明申し上げます。右側の（Ａ－Ｂ－Ｃ）

の欄でございます。

（款）総務費（項）総務管理費（目）一般管理費

の不用額2034万3406円は、主に人件費及び物件費の

執行残等によるものであります。

（目）広報費の不用額465万902円は、主に物件費

の執行残等によるものであります。

（目）諸費の不用額6393万3681円は、主に地域安

全政策事業の委託料など物件費の執行残等によるも

のであります。

（款）総務費（項）防災費（目）防災総務費の不

用額３億4667万1241円は、主に不発弾等処理事業費

の委託料の入札残及び申請件数が見込みより少な

かったことによる補助金の執行残等によるものであ

ります。

（目）消防指導費の不用額448万9392円は、主に

物件費の執行残等によるものであります。

以上が、知事公室所管一般会計の平成25年度歳入

歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係決算の概要の説明

を求めます。

小橋川健二総務部長。

○小橋川健二総務部長 平成25年度の総務部所管の

一般会計と所有者不明土地管理特別会計及び公債管

理特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算につき

まして、お手元にお配りしております平成25年度歳

入歳出決算説明資料総務部に基づいて、御説明いた

します。

なお、説明の都合上、ページが前後することがご

ざいますが、あらかじめ御了承をお願いいたします。

まず、１ページをお願いいたします。

それでは、総務部所管の歳入総額について、御説

明申し上げます。

予算現額（Ａ）の欄5063億1517万9383円、調定額

（Ｂ）の欄5018億7921万6329円、収入済額（Ｃ）の

欄4990億5370万3304円、不納欠損額（Ｄ）の欄３億

4754万6325円、収入未済額（Ｅ）の欄26億3019万1515

円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率

は、99.4％となっております。

なお、説明資料の右端の欄に沖縄県歳入歳出決算

書のページを記載しておりますので御参照くださ

い。

続きまして、総務部所管の歳出総額について、御

説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。

予算現額（Ａ）の欄2214億392万5000円に対し、

支出済額（Ｂ）の欄2182億3845万6252円、翌年度繰

越額（Ｃ）の欄1170万円、不用額31億5376万8748円

となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率

は、98.6％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明申

し上げます。

３ページをお願いいたします。

まず、一般会計の歳入決算の概要について、御説

明申し上げます。

総務部所管として、予算現額（Ａ）の欄4240億3369

万6383円、調定額（Ｂ）の欄4197億175万329円、収

入済額（Ｃ）の欄4168億8854万2961円、うち過誤納

金１億5222万4815円、不納欠損額（Ｄ）の欄３億4754

万6325円、収入未済額（Ｅ）の欄26億1788万5858円、

収入比率は、99.3％となっております。

収入済額4168億8854万2961円の主なものは、２行

目にあります(款)県税949億5833万3886円、少し飛

んで恐縮ですが、５ページの下から４行目の(款)地

方交付税2085億7894万4000円であります。

恐縮ですが、また３ページにお戻りいただきまし

て、収入済額のうちの過誤納金１億5222万4815円の
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主なものは、２行目の(款)県税１億5219万3408円で

あります。

過誤納金の主な理由としては、県税に係る減額更

正等によるもので、出納整理期間中に還付処理がで

きない分であります。

なお、平成26年度で還付処理をしております。

同じく３ページ、不納欠損額３億4754万6325円の

主なものは、２行目の（款）県税３億2554万9059円

であります。

（款）県税の不納欠損額の主なものは、（項）県

民税、（項）自動車税、（項）事業税、（項）不動産

取得税などとなっております。

不納欠損の理由としては、滞納者の所在不明、滞

納処分ができる財産がないことなどにより、地方税

法に基づき不納欠損の処理をしたものであります。

次に、同じく３ページの収入未済額26億1788万

5858円について、御説明申し上げます。

２行目の最も大きな割合を占めます(款)県税の収

入未済額24億8856万8214円の主なものは、（項）県

民税、（項）自動車税、（項）不動産取得税、（項）

事業税などとなっております。その主な要因としま

しては、失業、病気等による経済的理由によるもの、

法人の経営不振による資金難、倒産による滞納など

によるものであります。

次に、飛んで恐縮ですが、６ページをお願いいた

します。

下から２行目の（款）財産収入の収入未済額7046

万1222円は、（項）財産運用収入の（目）財産貸付

収入で、その主な要因は、借地人の病気や経営不振、

生活苦等の経済的理由によるものなどであります。

次に、８ページをお願いいたします。

１行目の（款）諸収入の収入未済額5885万6422円

は、（項）延滞金、加算金及び過料の（目）加算金

及び（項）雑入の（目）違約金及び延滞利息に係る

もので、その主な要因は、経営不振による資金難、

倒産による滞納などによるものであります。

次に、一般会計の歳出決算の概要について、御説

明申し上げます。

10ページをお願いいたします。

予算現額（Ａ）の欄1391億1763万6000円に対し、

支出済額（Ｂ）の欄1362億1578万751円、翌年度繰

越額1170万円、不用額28億9015万5249円、執行率は

97.9％となっております。

不用額の主なものを御説明申し上げますと、２行

目の（款）総務費の不用額６億417万8765円は、主

に、勧奨退職者数の減による退職手当の執行残や個

人県民税徴収取扱費及び県税の還付金が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

下から１行目（款）公債費の不用額１億5429万6984

円は、主に、当初予定しておりました県債の繰り上

げ償還を行わなかったことや、借入利率が当初設定

した率を下回ったことによるものであります。

11ページをお願いいたします。

５行目（款）諸支出金の不用額21億1348万3500円

は、主に（項）財政調整基金積立金や（項）自動車

取得税交付金、（項）利子割交付金の不用でありま

す。

12ページをお願いいたします。

一番下の（款）予備費の不用額1819万6000円は、

年度内の緊急支出に充用したものの残額でございま

す。

以上が、平成25年度一般会計における総務部の決

算概要でございます。

次に、特別会計の決算概要について、御説明申し

上げます。

14ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計について御説明申し

上げます。

当会計は、所有者不明の土地を県が管理するため

の特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明いたします

と、予算現額(Ａ)の欄２億4191万3000円、調定額(Ｂ)

の欄２億5308万533円、収入済額(Ｃ)の欄２億4077

万4876円、収入未済額(Ｅ)の欄1230万5657円となっ

ております。

収入未済額1230万5657円は、主に、４行目の（目）

財産貸付収入956万7682円で、借地人等の経済的理

由などによる滞納額であります。

次に、歳出決算の概要について御説明を申し上げ

ます。

15ページをお願いいたします。

予算現額(Ａ)の欄２億4191万3000円に対し、支出

済額(Ｂ)の欄9829万34円、不用額１億4362万2966円

となっております。

不用額の主なものは、予備費であります。

次に、16ページをお願いいたします。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。

当会計は、公債費を一般会計と区別して管理する

ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について、御説明申し上げ

ますと、予算現額(Ａ)の欄820億3957万円、調定額

(Ｂ)の欄、収入済額（Ｃ）の欄とも同額で、819億2438
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万5467円となっております。

次に、歳出決算の概要について、御説明申し上げ

ます。

17ページをお願いいたします。

予算現額(Ａ)の欄820億3957万円に対し、支出済

額(Ｂ)の欄819億2438万5467円、不用額１億1518万

4533円となっております。

不用額の主なものは、当初予定しておりました県

債の繰り上げ償還を行わなかったことや、借入利率

が当初予定していた率を下回ったことによるもので

あります。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の平成

25年度歳入歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりまし

た。

次に、警察本部長から公安委員会関係決算の概要

の説明を求めます。

加藤達也警察本部長。

○加藤達也警察本部長 公安委員会所管の平成25年

度一般会計歳入歳出決算の概要について、お手元に

お配りしております平成25年度歳入歳出決算説明資

料公安委員会に基づき御説明をいたします。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

説明資料の１ページをお開きください。

公安委員会所管の歳入決算の総額は、予算現額12

億9415万4000円に対しまして、調定額は12億7092万

8045円、収入済額が12億2715万45円、不納欠損額は

1313万9000円、収入未済額は3063万9000円、調定額

に対する収入率は、96.6％となっております。

収入未済額、不納欠損額はともに（款）諸収入に

おける（目）過料であります。（目）過料は放置駐

車違反車両の使用者に対する放置違反金でありま

す。

不納欠損の理由といたしまして、滞納者の所在不

明、滞納処分できる財産がないためなどの理由によ

り、地方税法に基づき不納欠損の処理をしたもので

あります。

以下、主な（目）ごとに順次御説明いたします。

まず、（款）使用料及び手数料ですが、収入済額

は、2181万909円であります。

２行下に（目）警察使用料とありますが、これは、

警察本部庁舎等の行政財産の使用許可に伴う土地使

用料と建物使用料であります。

予算現額275万6000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに280万8709円となっております。

次に、２行下の（目）警察手数料でありますが、

これは、那覇市内と沖縄市内に設置しております

パーキングメーター及びパーキングチケット発給設

備の作動手数料であります。

予算現額2110万7000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに1900万2200円となっております。

続いて中ほどの行の（款）国庫支出金の収入済額

は、８億8691万4300円であります。

２行下の（目）警察費国庫補助金でありますが、

これは、警察活動及び警察施設、交通安全施設の整

備に対する国庫補助金並びに交付金であります。

予算現額９億1231万9000円に対しまして、調定額、

収入済額ともに８億8691万4300円となっておりま

す。

続いて、２行下の（款）財産収入の収入済額は、

5702万8518円であります。

２行下の（目）財産貸付収入は、警察官待機宿舎

貸付料及び自動販売機設置に伴う土地、建物貸付料

であります。

予算現額5850万8000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに5692万3405円となっております。

続きまして、（目）物品売払収入でありますが、

これは廃棄車両などの物品の不用決定に伴う売払収

入で、予算現額６万9000円に対しまして、調定額、

収入済額ともに10万5113円となっております。

説明資料の２ページをお開きください。

（款）諸収入でありますが、収入済額は２億6139

万6318円であります。

２行下の（目）延滞金でありますが、これは放置

違反金の滞納に対する延滞金でありまして、予算現

額33万8000円に対しまして、調定額、収入済額とも

に77万9964円となっております。

さらに１行下の（目）過料でありますが、これは、

さきに説明いたしました、放置駐車違反の車両使用

者が納付する放置違反金であります。

予算現額１億6406万3000円に対しまして、調定額

は１億6262万円、収入済額は１億1884万2000円、不

納欠損額は1313万9000円、収入未済額が3063万9000

円であります。

続いて、２行下になります（目）弁償金でありま

すが、これは留置人に要する経費で、法務省が負担

をする弁償金と、交通切符等の作成費用に関する協

定に基づく那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所及び那

覇地方検察庁の負担費用の弁償金であります。

予算現額4983万5000円に対し、調定額、収入済額

ともに5643万7966円となっております。
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その１行下の（目）違約金及び延納利息でありま

すが、これは、物品購入契約等について、契約の履

行遅滞に伴い、違約金を徴収したものであります。

調定額、収入済額ともに２万1768円となっており

ます。

続いて（目）雑入であります。これは遺失物売払

代、駐車違反車両移動費、警察施設の移転補償費等

であります。

予算現額8515万9000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに8531万4620円となっております。

以上が、平成25年度一般会計公安委員会所管の歳

入決算の状況であります。

次に、歳出決算について御説明いたします。

説明資料の３ページをお開きください。

（款）警察費の歳出決算は、予算現額309億4511

万9500円に対しまして、支出済額は305億3467万3303

円、翌年度繰越額は8691万8800円、不用額は３億2352

万7397円、執行率は98.7％となっております。

以下、各（項）ごとに説明いたします。

最初に（項）警察管理費ですが、予算現額が281

億6282万1500円、支出済額は278億8225万5488円、

翌年度繰越額が8691万8800円、不用額は１億9364万

7212円となっており、執行率は99％となっておりま

す。

（項）警察管理費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

中ほどの行の（目）警察施設費の翌年度繰越額8691

万8800円につきましては、交番等建設工事に係るも

ので、入札不調による発注計画の変更や工事計画調

整等に当初見込みより時間を要したことなどによ

り、翌年度に繰り越したものであります。

次に、（項）警察管理費における主な不用額につ

いて御説明いたします。

初めに、（目）警察本部費の不用額１億2781万6767

円は、主に（節）職員手当等でありまして、退職手

当等の実績が当初見込みを下回ったことによるもの

であります。

（目）装備費の不用額1186万3611円は、主に（節）

需用費でありまして、車両修繕等に要する経費が当

初見込みを下回ったことによるものであります。

（目）警察施設費の不用額3361万7835円は、主に

（節）委託料でありまして、警察施設維持管理委託

業務の入札残等によるものであります。

（目）運転免許費の不用額1985万9161円は、主に

（節）委託料でありまして、更新時講習等の委託料

が当初見込みを下回ったことによるものでありま

す。

続いて、（項）警察活動費について御説明いたし

ます。

予算現額が27億8229万8000円に対しまして、支出

済額は26億5241万7815円、不用額は１億2988万185

円となっており、執行率は95.3％であります。

次に、（項）警察活動費の主な不用額について御

説明いたします。

（目）一般警察活動費の不用額1089万3125円は、

主に（節）役務費でありまして、加入電話回線使用

料等が当初見込みを下回ったことによるものであり

ます。

続いて、（目）刑事警察費の不用額2525万5689円

は、主に（節）報償費でありまして、捜査活動協力

者に対する謝礼金の執行残等によるものでありま

す。

（目）交通指導取締費の不用額9373万1371円は、

主に（節）工事請負費でありまして、交通安全施設

整備工事の入札残等によるものであります。

以上が、平成25年度一般会計歳出決算状況であり

ます。なお、特別会計の歳入歳出については、ござ

いません。

以上で、公安委員会所管の平成25年度一般会計歳

入歳出決算の概要説明を終わります。

よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

○山内末子委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うことにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意をお願いい

たします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑
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に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

翁長政俊委員。

○翁長政俊委員 それでは、平成25年度一般会計決

算の歳入歳出認定について質疑させていただきま

す。

歳入における部分から質疑させていただきます

が、沖縄県の財政依存度が他府県に比べてかなり高

いことがわかりますが、まずはその主な要因を説明

いただけませんか。

○渡嘉敷道夫財政課長 沖縄県における依存財源が

高い理由といたしましては、高率の国庫補助により

まして、他県より国庫補助金が多いということ、そ

れから、近年におきましては、平成24年度に創設さ

れました沖縄振興一括交付金等が措置されたことな

どが主な要因と考えております。

○翁長政俊委員 国費の投入に占める構成比率の指

数は、全国、九州を含めて示すことができますか。

国庫支出金及び地方交付税のバランスが、類似県を

含めて沖縄県の場合は特に国庫支出金が突出してい

る。そこの部分の説明も含めて、指数を説明願いた

いのです。

○渡嘉敷道夫財政課長 沖縄県における国庫補助金

の構成比ですが、本県は33.9％、それから全国平均

が15.7％、類似県の平均が18.2％となっております。

これは平成25年度の数字でございます。

○翁長政俊委員 地方交付税も含めてわかります

か。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成25年度の普通会計決算

における地方交付税と国庫支出金を合わせた県民１

人当たりの金額ですが、沖縄県は32万3000円となっ

ております。これに対しまして、全国平均は19万2000

円、類似県の平均は29万2000円となっております。

○翁長政俊委員 沖縄振興特別措置法があって、今

こういう財政構造になっているのですが、いわゆる

法律の期限によって―切れることが想定されると私

は思っているのです。その段階で、財政の構造はど

のように変わっていくと予測されていますか。そう

いう中長期的な財政構造の判断みたいなものはされ

ておるのですか。これは総務部長ではないですか。

○小橋川健二総務部長 沖縄振興特別措置法が終了

するところまでの財政推計は実はまだできておりま

せんが、昨年度６月の４年間の中期財政の収支見通

しがございます。ただ、沖縄振興特別措置法がどう

なるかということは非常に想定がしづらいところで

あります。ただ、今の御質疑の中で国庫支出金の割

合が高いというお話ですが、結果として、自主財源

が低いという形になっております。

ちなみに申し上げますと、これは消費税の精算後

の数字ですが、例えば自主財源の一番大きな部分を

占めます地方税が沖縄県の場合は1045億円ございま

す。それが、例えば財政力指数が同じ0.3未満の長

崎県、人口でも140万人ございます。大体我が県と

人口規模は同じぐらい、そこが1115億円です。ほか

の県につきましても、人口もかなり少ないですが、

例えば秋田県が100万人、和歌山県も100万人、それ

ぞれの地方税が931億円とか892億円、絶対額で言う

と、沖縄県の税収はそんなに低いものではないと

思っています。国庫支出金が多いので、結果として

割合が低いということになります。

それで、今後の財政運営をどうしていくかという

ことだと思いますが、まず今あります国庫支出金、

中でも沖縄振興一括交付金がございます。それから、

地方交付税は最大限確保しないといけないと思って

います。こういう財源を使うことによって、産業振

興でありますとか、あるいは子育ての充実をする中

で働きやすい環境をつくるといったことで、経済の

パイを大きくしていって結果として税収をふやして

いく、それが自主財源の増加につながる。

今、私が思っていますのは、割合を上げることも

もちろんですが、やはり自主財源、特に県税の絶対

額をふやしていく営みが非常に重要ではないかと

思っています。そういう意味では、沖縄振興特別措

置法の期限が切れますあと７年をターゲットに、こ

ういった取り組みを加速させていこうという財政運

営を今やっておるつもりでございます。

○翁長政俊委員 今の説明を聞きますと、私の認識

では、九州、全国平均からしても、自主財源は極め

て低い、下回っているという認識を持っているので

すが、脆弱な財政構造は依然として続いている。し

かし、今の総務部長の説明では、低い県を事例とし

て出したのかどうかわかりませんが、実態、全国平

均からしてみても、いわゆる自主財源の脆弱さとい

うものは依然として続いているのではないですか。

○小橋川健二総務部長 それはそのとおりです。私

が申し上げましたのは、地方交付税の算定をする際
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に、いわゆる財政力で都道府県の団体をグループ分

けしておりますが、ＡからＥまであります。Ｅグルー

プは財政力指数が0.3未満の県で10県ほどございま

す。これが、私が先ほど申し上げました長崎県です

とか和歌山県でございます。ですから、全国の中で

は当然低い。それから、九州の中でもやはり低い。

ですが、こういうＥの中では、絶対額から言うとそ

れほどではない。ですから、まだまだ頑張る余地が

ありますという意味でございます。

○翁長政俊委員 当然のこととして、自主財源を確

保していくことは重要なことですし、その対策も随

時やっていかなくてはいけないと思っていますが、

将来の税収増につながるような環境整備をどう図っ

ていくかは、近々の大変重要な課題だと思っている

のです。これは具体的にどういうことをなさってお

られるのですか。

○小橋川健二総務部長 例えば、今、沖縄振興一括

交付金を活用して産業振興施策、中でもリーディン

グ産業である観光施策は、もちろん沖縄振興一括交

付金だけではなくて、着陸料ですとか航空機燃料税、

さまざまな制度がまた重層的に行われている結果で

もあると思いますが、過去最高を記録した。それか

ら、今クラウドデータセンターでありますとか航空

機整備場、ロジスティクスセンター、それから国際

物流についても、那覇空港は貨物の取り扱い量が日

本で３位になっております。そういう重層的な取り

組みの中で雇用をふやし、賃金をふやし、所得をふ

やし、経済を大きくしていく、これが最終的には県

財政の持続的な運営を可能にする、そういう取り組

みをしているつもりでございます。

○翁長政俊委員 当然、沖縄21世紀ビジョンを含め

て、いわゆる経済成長を創出していくことが自主財

源確保を図っていく上で大変重要なことだと思って

いますし、特に産業の創出、県民所得の向上といっ

た税収向上を図る対策は、沖縄21世紀ビジョン実施

計画の中でも年次目標を持ってやっていただいてい

るものと思っております。

もう一つ、税収機会の拡大というものがあります。

平成25年度は収納率がこれまでの最高を達成したの

ですか。

○佐次田薫税務課長 平成25年度の県税収納率は

97.3％で、復帰以後最高値を記録したということで

ございます。

○翁長政俊委員 今後、納税機会を上げていくこと

は重要なことで引き続き頑張っていただきたいと

思っていますし、さらにはワーキングチームをつ

くって新税の導入が検討されたと思っていますが、

その結果どう展開されているのですか。

○小橋川健二総務部長 新たな税の導入について

は、平成22年に沖縄県法定外目的税制度協議会を部

長クラスで組織しています。この協議会を設置し、

その下に幹事会、それからワーキンググループを置

きまして、ワーキンググループにおいて合計25回ほ

ど検討会議を持ちました。そこの結果を踏まえて、

租税法ですとか観光行政、それから環境行政にすぐ

れた識見を有する委員で構成いたします専門家委員

会をつくって、その中で施行する場合におけるいろ

いろな課題などについて議論をしていただきまし

た。あわせて、この専門家委員会が、ホテルであり

ますとか航空、それからレンタカーなど、関係事業

者の意見も聴取しております。その結果として、専

門家委員会から意見を出されまして、再度協議会を

開きまして、最終の報告として取りまとめておりま

す。

その内容として簡単に申し上げますと、まず３つ

の税が検討されました。まず入域税ですが、これは

既に県内で３村、伊江村、伊是名村とか伊平屋村な

どで実施をされていることから、二重課税に当たる

のではないかというような懸念が示されました。２

番目のレンタカー税でございますが、これは税収と

徴税経費の関係で、費用対効果の観点から問題があ

るのではないかということ。３つ目が宿泊税でござ

いますが、これは制度設計上の問題はない、税収の

使途などからも、税目として適当であるという専門

家の意見もございました。ただ、その際に付言とし

まして、導入に当たっては観光産業に与える影響な

どを十分に考慮して判断するのが適当であるといっ

たような意見がございました。

その結果、私どもが最終的に現時点で考えており

ますのは、この新たな税の導入につきましては、こ

れはヒアリングをした結果なども踏まえてのことで

すが、観光関連産業への影響、それから消費税が８

％に引き上げられたということもございます。それ

から、検討を始めた後に、例えば沖縄振興一括交付

金の導入があったり環境変化もございまして、現在、

直ちに導入することは非常に厳しいのではなかろう

かと思っております。ただ、先ほど来財源の話も議

論がございますように、多様化する行政需要に対応

するには、やはり新たな税財源が必要だと思ってお

ります。そういう意味でも、今は引き続き３税を含

めて新たな税の導入については、時期も含めて検討

していこうという状況でございます。
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○翁長政俊委員 確かに消費税の８％は、ことしさ

らに10％まで引き上げるかどうか安倍内閣で検討が

されているところですが、いずれにしろ、こういっ

た新税の導入については、先進県もあることですし、

いわゆる新税導入の環境整備という意味において

は、外的要素でチェックすれば、なかなか導入しに

くいという環境は、そんなに大きな変化があるとい

うことは期待できないだろうと思うのです。ある意

味、どこかで踏み切っていくことになるでしょうし、

法定外目的税制度協議会の最終報告で出されたもの

をどう活用し、生かしていくかは、執行機関の中で

判断する必要があると私は思っているのです。ひい

ては、いわゆる入域税を取るとするのであれば、そ

れが沖縄の新たな一つの観光資源を生み出すものに

活用ができる、こういったものに用途を限定してい

けば、私はもっといい形で新たな成果が生み出せる

のではないかという期待感を持っているのですが、

ここは、県の執行部の皆様方との話し合いは、どう

なっているのですか。

○小橋川健二総務部長 これについては、私と観光

担当の部長、それから環境担当の部長で議論をして、

先ほどのようなお答えをいたしましたが、もちろん

これは現時点で直ちに導入するのは厳しいのではな

いかということを申し上げているだけで、これまで

検討してきた結果は当然次への発射台だと思ってお

りますので、これは引き続き導入時期も含めて模索

をしていくという営みをこれからも続けていきたい

と思っています。

○翁長政俊委員 次に歳出についてですが、平成25

年度の決算で投資的経費の増額があったという決算

の報告がありますが、県経済にどのように生かされ

て、どういう成果が生まれたのかは検証されていま

すか。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成24年度から沖縄振興一

括交付金が創設されまして、その沖縄振興一括交付

金を活用した事業は積極的に展開しているところで

ございます。沖縄振興一括交付金を活用したことと、

そのほかに特区制度や企業への税制上の優遇措置な

ども含めまして、各施策を総合的に取り組んでいる

ところでございまして、沖縄振興一括交付金だけの

税収への影響額というものは算定することがなかな

か難しいのですが、総合的な取り組みにより各方面

で成果が上がっていると考えております。内閣府沖

縄総合事務局や日本銀行那覇支店などによります景

況判断におきましても、観光需要等を背景に個人消

費が堅調に推移しているほか、全体として拡大基調

にあるという結果が出されております。

また、平成26年３月に公表した県経済の見通しに

おきましても、県内総生産の増加を見込んでおりま

して、経済成長に伴い、県税収入も増加していくも

のと考えております。引き続き、安定的な自主財源

の涵養を図るために、産業振興施策等に沖縄振興一

括交付金等を活用しながら重点的に取り組むことと

したいと考えております。

○翁長政俊委員 これは限られた予算ですから、選

択と集中の中で、いわゆる投資的経費に増額してい

くという方向性がきちんと定まれば、その効果がど

うなのかはきちんと検証する必要があります。そう

でないと、費用対効果という意味で問題が出るので

す。そこは、もう少ししっかりと追跡調査ができる

ようにしていただきたいと思っています。

それと、同じく歳出なのですが、公債費の増額が

懸念されているのが１つと、県債残高もいわゆる財

政硬直化の一つにつながっていくと思っておりま

す。今後の財政運営の見通し、さらには財政負担を

抑制していく必要もあると思いますが、そこについ

て伺いたいと存じます。

○渡嘉敷道夫財政課長 まず、沖縄振興一括交付金

を活用しました事業につきましては、その裏負担の

２分の１につきましては普通交付税措置をされると

いうことで、その影響額は限定的であると考えてお

ります。

また、今後の財政運営につきましては、第７次沖

縄県行財政改革プランに基づく歳入歳出両面の見直

し、それから、新たに得られる財源や沖縄振興一括

交付金等を効果的に活用して、将来の税収につなが

る施策に重点的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、委員御指摘の今後の増加が見込まれます公

債費や県債残高に対応するため、国の経済対策や地

方財政対策等に係る県債を除くいわゆる通常債につ

きましては、発行を抑制していくということで考え

ております。それとともに、収支状況を踏まえた繰

り上げ償還等を機動的に行いまして、県債残高を減

らしていくことで将来の財政負担の軽減を図ってま

いりたいと考えております。

○翁長政俊委員 次に、知事公室、主要施策の成果

に関する報告書の３ページ、基地対策、さらに４ペー

ジの普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策事業

についてお聞きしたいのですが、知事が国に求めた

普天間飛行場の５年以内の運用停止、早期返還につ

いての進捗を教えてください。どういう状況になっ
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ていますか。

○又吉進知事公室長 経緯から申し上げますと、昨

年12月17日の沖縄政策協議会におきまして、知事は、

協議会の場で県が求める４項目、普天間飛行場の５

年以内の運用停止を含む４項目を要望したわけでご

ざいます。12月25日に、総理大臣から、できること

は全てやるという回答をいただきまして、改めて本

年２月10日に運用停止を要請し、さらにその後、普

天間飛行場危険性除去の推進会議―普天間飛行場負

担軽減推進会議というものが２月18日に設置されま

した。以降、推進会議は、官房長官が座長になりま

して各大臣が参加しておりますが、この推進会議が

２回、さらに官房副長官を座長といたしまして各省

の局長級が参加、あるいは県の副知事と宜野湾市の

副市長が参加する作業部会が５回という形で議論さ

れております。

現在の進捗状況ですが、具体的な取り組みについ

てこの推進会議並びに作業部会で議論されているわ

けでございますが、今まである程度議論の俎上に

上ったものといたしまして、まず外来ジェット機が

やはり大変負担であるという宜野湾市からの声を踏

まえまして、小野寺前防衛大臣から国防長官に申し

入れを行いまして、日米両政府で考えていくという

ことを表明していただいております。また、ＫＣ130

空中給油機の移駐につきましては、８月末までに完

了したということでございます。キャンプ・キン

ザーの７年以内の返還につきましては、防衛省の中

に牧港補給地区返還推進チームが設置されまして…

…。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、翁長委員から現状での普天間飛

行場の機能移転の状況について答弁するよ

う指摘がされた。）

○山内末子委員長 再開いたします。

又吉進知事公室長。

○又吉進知事公室長 現在しっかり見えていること

は、ＫＣ130空中給油機15機の山口県岩国市への移

転ということになります。

○翁長政俊委員 これから先、この推進会議の中で、

可能性があってこういった成果が見込めるというこ

とを報告できるものはないですか。

○又吉進知事公室長 確かに現在作業中で、政府と

県の要望を踏まえて処理していただきたいというこ

とを強く申し上げております。ただ、一つ一つが米

軍の運用に絡むということで簡単ではありません

が、例えば先ほどの外来機の問題、オスプレイの県

外移転、最終的にはオスプレイを県の外に出してい

ただくという問題、それから、宜野湾市から最も要

望のある夜間飛行訓練の件につきましては、強く申

し上げて一定の成果を求めている状況でございま

す。

○翁長政俊委員 次に、牧港補給地区はどうなって

いますか。

○又吉進知事公室長 キャンプ・キンザーの７年以

内の返還につきましては、防衛省に牧港補給地区返

還推進チームというものができております。この４

月に、陸軍倉庫の移設先であるトリイ通信施設のマ

スタープランが日米合同委員会で承認されておりま

す。防衛省において、海兵隊のマスタープラン作成

を日本側から支援する、移設先の施設配置検討業務

というものが締結されておりまして、現在検討中と

いうことでございます。また、移設先とされます読

谷村、あるいは沖縄市との調整も始まっていると聞

いております。

○翁長政俊委員 牧港補給地区の一部の倉庫群を嘉

手納弾薬庫知花地区に移すという計画が今進んでい

ますが、それはどこまで進捗していますか。

○又吉進知事公室長 このマスタープランに基づき

まして、今、防衛省から沖縄市長に対して説明が行

われていて、沖縄市の中で現在それを検討している

という段階であると聞いております。

○翁長政俊委員 いずれにしろ、目に見える形で嘉

手納飛行場以南の基地の返還を着実に実施していく

という意味においては、牧港補給地区の一部にしろ

沖縄県の道路事情の大動脈である国道58号沿いに

あって、非常に経済性の高い地域である。そこを勘

案すると、知花地区に移設できるものがあれば移設

していく、そのことによって今使われている基地が

返還されてくる。そういう意味では、整理縮小とい

う方向性で一つの解決策を見出していかないと、沖

縄県の基地の削減はなかなかうまくいかないだろう

と感じていますが、知事公室長はどう思われますか。

○又吉進知事公室長 全く委員の御指摘のとおりで

ございまして、沖縄県の基地の整理縮小といったも

のを求めておるわけですが、今米側から出されてお

りますマスタープランにおきましては、所用の施設

をキャンプ瑞慶覧、あるいは知花地区等に移設する。

ただ、県といたしましては、その際にもしっかりと

移設先となる市町村にも十分説明をして、くれぐれ

も基地負担の増という形にならないようにというこ

とを強く申し入れているわけでございます。

○翁長政俊委員 政治的立場から言うと、即時全面
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撤去というような言い方もありますが、行政側とし

ては、より現実的に今の負担の軽減を確実に実施し

ていく。そして、年次的にでもいい、確実に基地の

削減が、そういう方向で沖縄の基地負担が減ってい

くという手法も、行政側としては推進していく重要

な沖縄県の基地政策の大きな方向性だろうと私は

思っていますので、ぜひそこは、今、知事が求めて

いる４項目については、少なからず実施できていく

ような環境を整えていただいて頑張ってもらいたい

と思っております。

○山内末子委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 主要施策の成果に関する報告書の

うち、公安委員会の部分についてまず伺いたいと思

います。285ページ、少年非行防止対策の推進とい

う事業がありますが、事業の目的・内容の中に、本

県の刑法犯少年の検挙・補導人員は、平成17年を

ピークに減少傾向にあるものの、全国と比較すると、

再犯者率・共犯率が高い状況にあるということが今

示されています。そして、深夜徘回、飲酒、喫煙等

の不良行為で補導された少年も高い状況で推移して

いると示されていますが、沖縄県の子供たちを取り

巻く環境の実態をどのようにごらんになっているの

か、決算の中から伺いたいと思います。

○加藤達也警察本部長 本日は警察本部の各部長が

出席しておりますので、お許しをいただきまして、

御質疑につきましてはそれぞれ所管の部長から答弁

をさせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○親川啓和生活安全部長 平成25年中、県内におけ

る窃盗、傷害等の刑法犯で検挙、補導された少年は

1315名で、前年同期と比較しますと225名、20.6％

増加しております。飲酒や深夜徘回等の不良行為で

補導された少年は５万9695名で、前年同期と比較し

ますと１万8808名、46.0％増加しております。県警

察におきましては、少年の非行を防止するため街頭

補導活動を一層強化するとともに、関係機関、団体

や少年警察ボランティア等と連携した立ち直り支援

や居場所づくり等を行っているところであります。

県警察といたしましては、今後とも関係機関、団体

や少年警察ボランティア等との連携を強化し、より

効果的な少年の非行防止及び健全育成活動を推進し

ていく所存であります。

○照屋大河委員 前年と比較して、それぞれ増加し

ている。46％という数字は少し驚きました。そうい

う意味で、この事業の内容が示されていますが、大

学生少年サポーター、少年補導員の活用ということ

で、決算で謝金も出ています。この中身について伺

いたいと思います。

○親川啓和生活安全部長 大学生少年サポーターの

活動状況、事業内容についてお答えします。

県警察におきましては、平成15年から問題行動の

ある少年に対しての学習支援活動や居場所づくり活

動を行うことを目的とした大学生少年サポーター制

度を実施しております。平成25年度は、警察本部長

から県内各大学113名、平成26年度75名を大学生少

年サポーターとして委嘱し、各種支援活動を推進し

ております。大学生少年サポーターの活動としまし

ては、警察官や少年補導職員と連携した繁華街や公

園などのたまり場における街頭補導活動への参加、

非行防止教室や薬物乱用防止教室への参加、居場所

づくり、立ち直り支援活動への参加、学校へ出向い

ての学習支援活動などを行っております。平成25年

度の事業としては、大学生少年サポーターの活動に

ついては約27万円、１日の活動440円、１カ月10回

を上限とする報奨金を執行しております。県警察と

いたしましては、今後とも大学生少年サポーター制

度を積極的に活用し、より効果的な少年の非行防止

及び健全育成活動を推進する所存でございます。

○照屋大河委員 １日440円、当初の報告にもあり

ましたが、増加傾向にある中、大学生のサポーター

を活用していこうといった県警察の皆さんの目的が

ありますね。それに対して、このサポーターの活用

を強化していこうという答弁だったと思うのです

が、効果が発揮されていると実感されているのか。

それから、440円という日当、謝礼に対して、こと

しは募集人員が113名でした。そういう意味で、応

募が足りないのか、足りているのか、どのように皆

さんが考えられているのかについて伺いたいと思い

ます。

○親川啓和生活安全部長 大学生については、少年

と年齢が近いことから、問題を抱えている児童・生

徒にとって、周囲の大人や先生よりも親しみやすい、

相談しやすいという面があります。委嘱を受けてい

る大学生少年サポーターについては、少年の特性に

理解と熱意を持っており、クラブ活動等を通じて

培った趣味や特技を生かして、スポーツや伝統芸能

活動の支援や、授業についていけない生徒に対する

学習支援活動等を積極的に推進しているところであ

ります。ちなみに、平成25年度は高等学校進学を希

望する中学校生徒に対する学習支援を実施した結

果、80名の生徒が高等学校を受験し、52名が高等学

校に合格、合格率は65％とするなど、学校関係者か
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らも高い評価を得ております。日当については440

円ということでありますが、趣旨がボランティアと

いうこともありまして、現在440円で実施している

ところであります。

○照屋大河委員 今、答弁があったように、年齢が

近いという意味では、多感な子供たちに対して大き

な効果を与えると思いますので、さらなる事業の展

開をお願いしたいと思うのですが、例えば地域では、

ＰＴＡの人たちが街頭活動を一緒に協力したり、あ

るいは退職なさった教職員の皆さん、地域の先輩方

が学習支援を行ったりということであります。先ほ

どの大学生少年サポーター113人の応募に対して、

地域の割り振りは全県にわたって配置されているの

か。例えば、学習指導をやっている、街頭補導をやっ

ているという答弁があったのですが、こういう地域

の実情、子供を抱える親としては、最近のこの中学

校は非常に問題が多いぞとか、ことしの何々中学校

は、ことしの何々小学校はとか、毎年毎年状況も違っ

てくると思うのです。そういう地域との連携という

か実情把握は、どのような形で行われているのです

か。

○親川啓和生活安全部長 大学生少年サポーターに

ついては、地域の実情に応じてサポートをしていっ

ている状況でありますが、県警察におきましては、

少年警察ボランティアや関係機関と連携して、非行

少年等の問題を抱えている少年を健全な状態へ導く

立ち直り支援活動を行っております。これまで実施

した主な立ち直り支援活動といたしましては、農業

実習、社会奉仕活動、三線教室、ハーリーなどの体

験活動を通した支援活動、大学生少年サポーターに

よる学習支援活動、児童・生徒の規範意識の向上の

ための非行防止教室の拡充、保護者や少年に対する

継続的な指導、助言などを推進しており、非行少年

を生まない社会づくりの取り組みを強化していると

ころであります。

○照屋大河委員 子供たちについて、被害者にもさ

せない、加害者にもさせないという地域と連携した

取り組みを今後ともお願いしたいと思います。

次に、292ページ、暴力団対策についての成果の

資料から、現状について、取り締まりの状況がいろ

いろ数値で示されていますが、具体的に説明をいた

だきたいと思います。

○大城盛重刑事部長 県内暴力団の現状と取り締ま

り状況についてお答えいたします。

平成26年９月末現在、県内の暴力団は指定暴力団

旭琉會のみであり、その構成員は約470人でありま

す。平成４年の暴力団対策法施行時、県内には約1000

人の暴力団構成員がおりましたが、これまでの暴力

団の徹底した取り締まりと県民一体となった暴力団

排除活動の推進により、現在半減している現状にあ

ります。

平成25年の暴力団検挙人員については、159人を

検挙しております。罪種別の内訳としましては、凶

悪犯が３人、殺人未遂が１人、強盗致傷が２人、粗

暴犯が54人、内訳は傷害致死で４人、傷害が21人、

暴行が８人、恐喝等で21人、あと窃盗犯が13人、知

能犯が44人、その内訳は詐欺が39人、横領が２人、

偽造が３人、賭博の幇助ということで風俗犯が１人、

あとはその他の刑法犯で13人、覚せい剤取締法違反

が18人、その他の特別法犯が13人となっております。

暴力団は、組織の維持、拡大強化のため恐喝、覚

醒剤の密売等の伝統的な資金獲得犯罪のほか、民事

事案や企業活動への介入、風俗営業、飲食店等への

経営関与とあらゆる分野に触手を伸ばしており、そ

の手口を巧妙化させて資金源獲得活動を活発に行っ

ております。今後とも、暴力団組織の維持運営を支

える資金源犯罪の徹底した取り締まり、幹部及び組

員の大量かつ反復検挙による長期隔離、社会が一体

となった暴力団排除活動の推進等を重点に、暴力団

総合対策を推進してまいります。

○照屋大河委員 293ページの図に示されています

が、先ほどもあったように平成２年から比較すると

暴力団構成員の推移については半減だと、この５年

間についても微減していると見ます。

一方、過去５年間における検挙状況は、５年間余

り変わっていない。構成員が減っていけば検挙の数

もどんどん減っていくという感覚を持つのですが、

この点は取り締まりをさらに強化しているという結

果なのか、この数字から見るとそのように感じるの

ですが、その点についてはいかがですか。

○大城盛重刑事部長 構成員は減っている状況にあ

りますが、いろいろなあらゆる法令を駆使して、暴

力団の取り締まりを強化しているところでございま

す。その結果だと考えております。

○照屋大河委員 この中に中止命令発出状況という

ものがありますが、これについて説明をお願いしま

す。

○大城盛重刑事部長 中止命令発出状況について、

お答えいたします。

まず初めに、中止命令について御説明いたします。

中止命令とは、指定暴力団の構成員らが暴力団の威

力を示して金品や債務免除を要求したり、暴力団へ
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の加入を強要した場合などに、暴力団対策法に基づ

いて発出される行政命令でございます。中止命令を

発出することで、既に行われている暴力的要求行為

をやめさせる、または今後行われる同じ行為を未然

防止することができ、暴力団の資金源獲得活動を封

じ、かつ被害者がこれ以上被害に遭わないようにす

ることができます。

次に、中止命令の発出状況について御説明いたし

ます。県内の指定暴力団に対する中止命令の発出件

数は、暴力団対策法施行の平成４年から平成26年９

月末までの間に572件を発出しており、年平均では26

件の発出となっております。平成25年中は26件発出

しており、内訳といたしましては、用心棒料等を要

求する行為が14件、54％で最も多く、ほかにみかじ

め料要求行為２件、不当債務免除要求行為２件、不

当債権取り立て行為１件、不当贈与要求行為１件、

脱退妨害行為１件、加入勧誘行為１件、現場助勢行

為４件となっております。当県の中止命令の発出件

数は、九州において福岡県に次いで多い状況にあり

ます。その理由といたしましては、指定暴力団の構

成員が福岡県に次いで多いということでございま

す。あと、発出対象者が他県に比べて多いこと、ま

た、暴力団の資金源封圧に大きな効果がある中止命

令事案について、県警察が強力に取り組んできた結

果だと考えております。今後とも、暴力団対策法を

積極的に適用し、中止命令を発出するなど暴力団総

合対策に努めてまいります。

○照屋大河委員 この図で見ると、福岡県の人口と

比較して見てしまうので、今説明を聞いて、指定暴

力団が沖縄県にあるがゆえに、例えば大分県の１件

とか、鹿児島県の２件とか、佐賀県の３件と比較し

た場合に非常に多く感じたものですから、特別な事

情があるということで、今後、県警察としては市民

の安心した生活を守るために、こういう不当な行動

を許さないという決意、取り締まりが厳しくなると

同時に、手口もインターネットでやってみたりとさ

まざまに発展、高度化していると聞くのですが、そ

の辺の県警察の決意を最後に伺いたいと思います。

○加藤達也警察本部長 ただいま委員御指摘のとお

り、九州の中では福岡県に次いで沖縄県が暴力団の

構成員数が多い状況になっております。先ほど刑事

部長からも御説明申し上げましたように、ひところ

よりは半減してはいるのでありますが、まだまだ多

い数であります。平たい言葉で言いますと、基本的

にはこれだけの人数が暴力団として食っていけると

いうことでありまして、これは警察として徹底的に

検挙することはもちろんでありますが、あわせて社

会の中で彼らが資金を得る土壌というものを断って

いく努力も必要かと思っております。これにつきま

しては、関係する企業、あるいは自治体等とも連携

をいたしまして、暴力団排除活動を進め、暴力団を

少しでも沖縄県から減らしていきたいと考えており

ます。

○照屋大河委員 続いては、県政プラザが最近新聞

にも大きく取り上げられています。この県政プラザ

について伺いたいと思います。決算書の110ページ、

（款）総務費（項）総務管理費（目）広報費の支出

済額の中に含まれていると思うのですが、この費用

に関して、あるいは広報の目的等について説明をい

ただきたいと思います。

○金城敦広報交流課長 沖縄県では、前に県政プラ

ザをやっていたのですが、近年は予算の減少等がご

ざいまして、琉球新報社とタイアップして、このよ

うな県政特集というものを出しております。これで、

県政の計画や方針を具体的に解説した新聞紙面広報

を行っております。

○照屋大河委員 今、琉球新報社とタイアップして

ということだったのですが、予算はどうなっていま

すか。

○金城敦広報交流課長 おおよその額なのですが、

2012年までは100万円ぐらい県で負担しておりまし

た。2013年は、県が記事の内容を提供して、琉球新

報社に広告をとっていただいて、2013年―平成25年

度に限っては県の負担はゼロでございます。

○照屋大河委員 平成25年度は県負担ゼロ、これは

予算も計上されていなかった。あるいは平成24年度

は100万円程度だったのか、その点についてもう少

し詳しく。

○又吉進知事公室長 県政プラザは、10年以上前に

県の予算をもって県政の広報活動の一環としてやっ

ていた事業でございます。しかしながら、さまざま

な予算の制約等がございまして、これをむしろメデ

ィア、マスコミ側、広告会社が提案するという形で、

広告費で新聞に掲載する。その内容については、県

が説明するという形でこの数年来ております。した

がいまして、ことしは少し状況が変わったのですが、

平成25年度まではそのような形でやっておった。し

たがって、予算の負担は極めて少なかったというこ

とでございます。

○照屋大河委員 ことし、状況が変わった理由につ

いてはいかがですか。

○又吉進知事公室長 御承知のように、県政プラザ
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を平成26年度は３回掲載しております。広報の流れ

を御説明いたしますと、県の広報は年度末に次年度

の広報計画というものを立てます。広報広聴連絡会

議というもので各部局を集めまして、次年度のそれ

ぞれの事業について必要な広報の計画を立てるわけ

でございます。その場合に、広報交流課が持ってい

る広報予算の範囲内で、テレビ番組や県の広報紙と

いったものの計画を立てますが、さらにその場合、

各部局、とりわけ企画部でありますとか商工労働部

はそれぞれ広報の予算を持っておりまして、どうい

うところに重点を当てるかという議論をいたしま

す。その上で広報計画を立てていくわけなのですが、

本年度の場合は沖縄21世紀ビジョンの事業がある程

度進みまして、そのビジョンに基づく事業の進捗状

況でありますとか、今後の計画といったものをしっ

かりと広報する必要があろうというような議論にな

りました。

県の中で部門別の戦略会議というものができてお

りまして、企画部と知事公室は一つの企画部門とい

うような位置づけになりまして、企画部と知事公室

が十分調整をいたしまして、企画部が戦略、行政政

策立案の立場から進めている沖縄21世紀ビジョンを

しっかりと戦略的に広報していこうということが決

まったのが今年度初めでございます。それを踏まえ

まして、ならば県政プラザという名前を復活させた

上で３回にわたって広報をしていこうという方針が

決められたわけでございます。これが最終的に決

まったのは６月ですが、その前の４月、５月と既決

の企画部の予算も使いながら、実際に広報は知事公

室が担当するという体制でやってきたということで

ございます。

○照屋大河委員 いろいろ議論があった後、今年度

初めにやったということなのですが、選挙前にこう

いう形をやっているのではないかという話が県民か

らあるわけです。先ほどからあるような県政プラザ、

今回復活した新たな取り組みとなった県政プラザ、

沖縄振興は新たなステージへと示されているのです

が、これは仲井眞後援会事務所、沖縄21世紀ビジョ

ンを実現する県民の会の資料なのですが、沖縄振興

は新たなステージへという全く同じような見出しで

展開されているのです。

もう一度聞きますが、選挙前にこういう税金の使

われ方は県民は非常に納得いかないと思うのです

が、この件も踏まえて、改めて今回の取り組みにつ

いて伺いたいと思います。

○又吉進知事公室長 まず、結論から申し上げます

と、この県政プラザの内容も含めまして、その時期

は先ほど申し上げましたようにことし３回、しかも

沖縄21世紀ビジョンの進捗を踏まえてやっていく。

その時期については、これまで県が行っています広

報活動の一環であると考えております。また、委員

御指摘の内容の選挙との類似性につきましては、沖

縄県は沖縄県が推進する沖縄21世紀ビジョン、さら

にこれが新しい年度で、これから推進していくのだ

ということで新たなステージにという用語を使って

おります。それを県庁外の団体がお使いになるとい

うことに対しては、特に私どもは規制をかけており

ませんので、そういうこともあろうかと思いますが、

いろいろ御意見はいただいております。

先般、海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民

主化を求める協議会の方が広報交流課に見えまして、

いろいろそういう御意見も賜りました。また、御承

知のように、新聞の論談で非常に批判をされたとい

う情報も知っております。ただ、いずれにいたしま

しても、県といたしましては、これまで長年培われ

ていた広報活動の範囲を全く逸脱するものではない

と考えております。

○照屋大河委員 県庁外の団体に規制をかけていな

いということですが、この書かれ方は、先ほど私が

言った仲井眞知事の後援会の責任なのでしょう。後

援会の住所と番号が示されている資料です。県庁外

の人に規制はかけていないというのですが、これは

また仲井眞知事はそれぞれの顔を持つのか、その辺

についても県民にとっては疑問だと感じます。

それから、この中身ですが、そういう意味では県

政プラザを模倣した、利用された資料だと捉えるの

ですか。先ほどの新たなステージという文言も含め

てそれぞれのこまがあるのですが、そういう点も含

めてもう一度聞きますが、戦略会議なるものが県庁

内にあって、時期などを決定していった。これは誰

が責任を持つのですか。知事の指示とか、あるいは

戦略会議の長とか、そういう意味でこの時期にこの

プラザを各部から予算を集めながら新たな取り組み

としてやった責任を明確にしていただきたいと思い

ます。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から照屋委員に対し質疑

内容の確認があり、所管事務に関する決算

事項に留意するよう指示がされた。）

○山内末子委員長 再開いたします。

又吉進知事公室長。

○又吉進知事公室長 県広報といいますのは、県民
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の負託を受けた知事を中心とした政策を県民に知ら

しめる、わかっていただく、理解していただくとい

う大きな目的がございます。なお、知事は政治家と

しての顔を持っておりますが、私どもの広報におき

ましては、行政の広報であるという使命と自覚、さ

らに一定の抑制を持って常日ごろ行っているわけで

ございまして、御指摘のような事実が仮にあったと

いたしましても、県といたしましては、県民の利益

に資するような形での広報を心がけているというこ

とでございます。

○照屋大河委員 抑制があったかどうかということ

は、また県議会でさらに検証していかなければいけ

ないだろうし、県民の評価もあると思いますが、今

回の時期的な問題も含めて、県知事選挙前の突然な

取り組みも含めて、非常に疑問があるということだ

けは申し上げて終わりたいと思います。

○山内末子委員長 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 台風19号は全国を縦断して大きな

被害をもたらしたようであります。本県においても、

けさの沖縄タイムスの報道を見ると、農林水産被害

も含めて多額に上っているし、県民生活に与えた影

響は大きいのではないかと思っております。被災さ

れた皆さんには、心からお見舞いを申し上げます。

県民生活への影響という意味では、避難勧告は新

聞報道で21万人とありました。防災危機管理という

意味で、知事公室長、今回の台風19号が県民生活へ

与えた影響等々について、どのように把握しておら

れますか。

○池田竹州防災危機管理課長 まず、台風19号の被

害状況を御説明します。人的被害が26名、うち重症

者が３名になっております。また、住家被害は半壊

が１棟、一部損壊が４棟、そして床上浸水が１棟、

床下浸水が４棟になっております。非住家の被害と

しましては、全壊が１棟、そして一部損壊が２棟、

土砂崩れは全部で12件報告がございます。避難勧告

は、委員からありましたが、最大６市町村で９万世

帯余り、20万9814名に出されておりました。現在も、

那覇市において３世帯７名の非難勧告が継続と聞い

ております。

避難者数につきましては、最大33市町村で752名、

現在はゼロとなっております。台風は、暴風警報が

発令されたのが約44時間、そして、実際に暴風域に

入ったのが約35時間ということで、その間、停電等

も相当発生しておりますし、飛行機の停止などもご

ざいまして、非常に大きな影響を与えたものと考え

ております。

○髙嶺善伸委員 観光立県で台風常襲地帯でもあり

ますし、県経済に与える影響も大きいですので、検

証して災害に備えるように要望して、質疑に入りた

いと思います。

まず、知事公室ですが、与那国島への自衛隊配備

計画です。昨年の第７回県議会の代表質問において、

私は地元の理解が十分ではない、強行配備は地元を

混乱させているのではないかと質問いたしました。

答弁は、配備に当たっては政府において今後とも地

元の理解と協力を得るよう最大限の努力をすべきで

あると考えているという答弁でございました。今、

この配備計画の内容と進捗状況はどうなっています

か。

○又吉進知事公室長 県の把握しているところによ

りますと、昨年６月、与那国町議会において、町有

地の土地賃貸借契約が承認され、また、３月末まで

に、与那国町と沖縄防衛局との間で町有地に賃貸借

契約と損失補償契約が締結されております。４月19

日には、小野寺防衛大臣が来県されまして、この与

那国島の沿岸監視部隊配置に伴う造成工事の起工式

が行われております。

防衛省におきましては、平成27年度末の部隊の設

置等に向けて、沿岸監視装置の取得並びに駐屯地建

設に必要な各種施設の設計及び敷地維持の造成工事

等が実施されていると聞いております。与那国町長

とは、私も何度か断続的にお話をして、お考えを伺っ

ております。引き続き、県といたしましては町のお

考えも聞きながら、進捗については注視してまいり

たいと思っております。

○髙嶺善伸委員 地元の理解という場合の地元とは

何を指すかということもありますが、町長とはお話

しされているようです。住民はまだ根強く不安に

思っていて、理解と協力が得られているような状況

ではないと思っているのですが、県の認識はどうで

すか。

○又吉進知事公室長 町議会で、町道の廃止案であ

りますとか給水設備に係る補正予算案が否決されて

いることは報道等で承知しております。ただ、この

決定自体が地元にどのような影響を与えるのか情報

収集を行っておりまして、基本は今、委員がおっ

しゃったように地元に理解と協力を得るよう、最大

限の説明を政府がなすべきだと思っておりまして、

引き続き、町との連絡をとってまいりたいというこ

とでございます。

○髙嶺善伸委員 平成25年度にも町主催の説明会が

あったようですが、県もそのときは説明会に出てお
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られるのですか。

○又吉進知事公室長 県は参加しておりません。

○髙嶺善伸委員 それで、県がどうかかわり合うか

については非常に難しいところがある気はします

が、知事公室には、自衛隊基地関係の情報を収集し、

県民といろいろな協議をするための担当もちゃんと

置かれていますし、その辺からお聞きしておきたい

と思います。今、一番の不安は、反対の意向があっ

てもそのまま強行するのかということにあって、県

議会は、いや、ノーだと、まず先に理解と協力を求

めるべきだということで議決になったと思うので

す。そういう意味では、まだ十分地元との理解が得

られていないということになって、町道の廃止とか

給水施設の配備ができなくなれば計画自体前に進ま

ないわけです。そういうことで、県は、この件に対

してどのようにかかわり合うのですか。

○又吉進知事公室長 再三申し上げておりますが、

やはり町の意向といったもの、私も町長といろいろ

お話をしていますが、委員がおっしゃるように説明

が完全に尽くされているかということに関しまして

は、町長自身もまだまだ説明が必要だとおっしゃっ

ております。したがいまして、これは町の意向も受

けて、側面から住民の不安を取り除くような説明を

するように、これは県からも国に働きかけたいと

思っております。

○髙嶺善伸委員 先日、公共交通ネットワーク特別

委員会で与那国町に行ったときに、久部良の背後に

設置される予定のレーダーの予定地を見たのです

が、集落から180メートルと本当に近いところにあ

る。この前の県議会でも私は質問を申し上げました

が、総務省の電波法の第30条で安全は担保されてい

るというような答弁でしたが、与那国町の住民は、

公開質問状や説明会を開いてもらいたいという再三

の要望があるのですが、沖縄防衛局は、この前の10

月１日の記者との懇談会で、その予定はないと冷た

いのです。

そこで、やはり県民生活、県民を守るということ

では、こういう不安に思っている住民の皆さんに、

皆さんが担保できる安全性についてもきちんと説明

をし、補完して、同席しながら住民の悩みとか要望、

不安を聞くことも大事ではないかと思っているので

す。特に皆さんが言っていた電波法の第30条は、発

熱症状、急性症状の場合を想定した基準であって、

今、住民は慢性症状、発熱を伴わない電磁波の影響

について非常に懸念しているわけです。だから、説

明会は電波法第30条だけではなく、慢性症状に対す

る不安をどう払拭するかということが大事なので

す。その辺について、電波法第30条は私は限定的だ

と思うのだが、今、日本弁護士連合会なども予防原

則の適用であるとか世界的に慢性症状に対する新た

な基準を設けるべきだという動きになっているので

す。日本だけがこれをやっていない。その辺につい

て、県の認識はどうですか。

○又吉進知事公室長 今、委員が御指摘になった電

波法第30条に健康との関連がいろいろ記載されてお

ります。また、それはそれとして、有権解釈という

か、説明責任は政府にあると思いますが、いろいろ

な電波源、レーダーに限らず、携帯電話の基地局で

ありますとか、そういうものに対する健康への懸念

がいろいろなところで指摘されている。

いずれにしましても、政府は一つ一つの住民の不

安に対してきちんと納得がいくまで説明をする必要

がある。その努力が現時点で十分かというと、まだ

まだ努力をしていただく必要があるだろうというこ

とで、県といたしましては十分な説明をするように

今後求めてまいります。

○髙嶺善伸委員 昨年から予算が執行されて、この

前、現場も見たら、造成工事に入っているのです。

その配備計画地にある町道の廃止ができなくなった

らどうなるかとか、あるいはあそこへの簡易水道の

布設ができなくなったらどうなるかとか、いろいろ

な課題を町も抱え、また国も抱えていると思うので

す。一方では、こういうレーダーに対する不安をど

う払拭するかという理解を求めるための努力も必要

ですが、先ほど知事公室長がおっしゃっているよう

に、国にも働きかけてぜひ説明会を丁寧にやって、

議会も執行部も、地方自治体がこの問題にどう向き

合うかということをやっていくことが離島振興であ

るとか、あるいはまた県民生活を守るという意味で

大事ではないかと思っているのです。予算執行との

兼ね合いがありますので、ぜひ早いうちに町や国と

連携をとって説明会を開催できるように取り組んで

くれませんか。

○又吉進知事公室長 どういう形になるか、私ども

から形式まで求めることはありません。しかしなが

ら、早い時期に委員の御指摘のように政府から住民

に対して説明を行うということは県としても申し入

れてまいりたいと思っております。

○髙嶺善伸委員 日本の電磁波の健康に対する基準

値が世界的にいかに緩過ぎるかということをいろい

ろな文献を見ると感じました。それは1990年という

古い年代につくられた日本の基準値ですので、ぜひ
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最近の動向を見ながら県も対応していくべきだと思

うのだが、電波法による電磁波の健康障害、不安に

ついては、県はどこが担当部署になるのですか。

○又吉進知事公室長 直接それが健康被害等につな

がるということであれば、環境部で所管することに

なろうかと思います。ただ、電波源が産業部門なの

か、あるいは基地から発生しているのかといった形

で、その状況についてはいろいろ起こり得る事態に

応じて対応いたしますが、基本的に環境の問題にな

るのではないかと考えております。

○髙嶺善伸委員 それでは、公安委員会に質疑させ

ていただきます。

警察の管理活動費、いろいろと関連してくると思

うのですが、離島における運転免許更新の出張実施

については、以前は大変不便をかこっておりました

が、今は月２回ぐらいで臨機応変に回数をふやした

りして、かなり改善されているという報告を聞いて

大変心強く思っております。

ただ、免許更新の施設、安全運転学校、なぜ警察

署を改築するときにこれまでやらなかったかという

意見があるのです。宮古、八重山は安全運転学校が

取り残されております。先日、私も免許更新で行っ

たら、例えば八重山の安全運転学校は車もとめられ

ない、駐車場が狭いのです。講習を受ける２階はプ

レハブづくりで、バリアフリーも全く配慮されてい

ない。これでは警察行政としてどうかという気がし

ました。そこで、安全運転学校に関する老朽化とか

狭隘化に対する認識、バリアフリーを今後どうする

つもりなのか、その辺について協議をしていないの

か、お聞かせください。

○幡谷賢治警務部長 安全運転学校の八重山分校に

つきましては、昭和55年７月に建設されたものであ

りまして、築約34年が経過した施設であります。現

在、同校を含めまして県有の警察施設で築30年を経

過している施設が90施設ございます。警察施設の関

係ですが、建てかえにつきましては築30年以上の施

設で老朽化ですとか狭隘化、その他の諸事情を総合

的に勘案して建てかえの整備を行っているところで

あります。同校につきましても、老朽化ですとか狭

隘化、移転先など、その他の事情を総合的に勘案し

て検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。

○髙嶺善伸委員 ちなみに、国庫補助があるのであ

れば、それにあわせていろいろな対応もしないとい

けないですが、こういう施設の場合の財源はどうな

りますか。

○幡谷賢治警務部長 運転免許関係の施設ですが、

警察法第37条第３項、警察法施行令第３条による国

庫補助の対象施設には該当しないということで全額

県費の負担となるものであります。

○髙嶺善伸委員 そうすると、34年経過して老朽化

しているにもかかわらず、財源の手当てのめどがつ

かないので、なかなか建てかえの計画が進まないと

いうことなのですか。

○幡谷賢治警務部長 先ほど申し上げたとおり、30

年以上の施設が90ありますし、35年以上経過した施

設も21施設あるということで、それぞれの施設につ

きまして老朽化のぐあいですとか、狭隘化のぐあい

ですとか、いろいろな事情を勘案した上で検討して

まいるところでございます。

○髙嶺善伸委員 こちらには総務部長もいらっしゃ

るので、こういう財政需要もあります、離島の安全

運転学校も県民の安全を守るために必要な施設であ

りますので、財源となると財政側の顔を見ながらと

いうことになりますが、検討していったほうがいい

と思います。というのは、今、石垣空港ができたこ

とによって旧空港跡地利用が協議されていますの

で、そこは広々とした敷地の確保ができるのです。

そういうことで、警察本部長、これは最終的にお聞

きしておきましょう。空港跡地利用、そこに県民の

利便性を確保した安全運転学校をつくっていく、そ

して財政当局とも相談して財源を確保していくとい

う取り組みを始められたらどうですか。

○加藤達也警察本部長 八重山分校の建てかえの話

につきましては、今、警務部長からも御説明申し上

げましたとおりでありまして、老朽化した施設もほ

かにもたくさんございまして、その中でどう進めて

いくかということを総合的に検討していかなければ

ならないと思っております。この分校を建てかえる

際に、今御指摘のありました旧石垣空港跡地の利用

ということでありますが、移転建てかえの際には、

その案も含めて利用者の利便性も考慮しながら移転

先等を検討してまいりたいと考えております。

○髙嶺善伸委員 せっかくですので、小橋川総務部

長、今の質疑と答弁を聞いて一言お願いします。

○小橋川健二総務部長 90あるという話を私は今初

めてお聞きしましたが、限られた予算でございます

ので、当然優先順位をつけながら警察本部の中で検

討されていくものだと思います。私どもは、まとまっ

たお話があれば、当然安全安心、あるいは離島住民

の利便性の確保といった観点から適切に対応してい

きたいと思っております。
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○髙嶺善伸委員 よろしくお願いします。

次に海難防止ですが、観光立県で事件・事故に遭

うと嫌な思い出になる。ところが、マスコミ報道で

は、今、非常に事件・事故が多いようですが、マリ

ンスポーツやレジャー等の事故の状況、対策につい

てお聞かせください。

○親川啓和生活安全部長 平成26年９月末現在、水

難事故は51件発生、前年同期比プラス４件、25名、

前年同期比プラス３名の方が亡くなっております。

そのうち、観光客の事故につきましては23件発生、

前年同期比でプラス３件です。10名の方が亡くなっ

ております。これも前年同期比でプラス１名となっ

ております。観光客の事故につきましては、シュノー

ケリング中の事故が11件、これも前年同期比プラス

５件と最も多く、７名の方が亡くなっております。

これも死亡がプラス３名です。次に多いのが遊泳中

の事故で６件、前年同期比プラス２件発生し、３名

の方が亡くなっております。遊泳中の事故につきま

しては、前年と比較してプラス・マイナス・ゼロで

あります。事故原因につきましては、シュノーケリ

ング中の事故については機材のふなれが原因と思わ

れる事故、遊泳中の事故では流されたり深みには

まったりしたことが原因で溺れる事故などが挙げら

れます。

次に、マリンレジャー業者等に対する対応につき

ましては、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安

全の確保等に関する条例の規定に照らし、事業届け

出時や立ち入りの際にガイドダイバーや水難救助員

の配置、潜水具の点検などについて指導を実施して

おり、飲酒している客や体調不良の客についても潜

水や遊泳をさせないよう指導しております。また、

マリンレジャー業者等のうち、安全対策が公安委員

会規則で定められる基準に適合している業者等につ

きましては、公安委員会が１年を超えない範囲で期

間を定めて安全対策優良海域レジャー提供業者とし

て指定しております。指定状況につきましては、1787

業者中129業者が指定されており、内訳につきまし

ては海水浴場が63業者中７業者、プレジャーボート

提供業が787業者中48業者、潜水業が928業者中74業

者指定されております。観光客に対する事故防止対

策につきましては、水難事故防止ポスターや標語を

空港、ホテル、観光地等へ掲示しているほか、海上

保安庁等の関係機関と連携して、空港や離島桟橋等

におけるチラシの配布、海浜経路による海水浴場で

の呼びかけなどを行っております。

○髙嶺善伸委員 県内で海域レジャー業者が1787業

者もいて、その安全管理の指導の窓口になりますの

で、ただ、優良標示を受けたのは129業者しかない

というのは、わずか１割に満たないですね。これは

事故の再発防止をするためには、条例の趣旨を啓蒙

して対象となる交付件数をふやして連携していくこ

とが必要ではないですか、今後の取り組みをお聞か

せください。

○親川啓和生活安全部長 安全対策優良海域レ

ジャー提供業者につきましては、業者からの要請に

基づいて立ち入りをして確認して指定しておりま

す。委員おっしゃるように、今後、1787業者にも呼

びかけてしっかり対策をやった上で優良事業者とし

ての指定の要請を県警察に行うよう指導してまいり

たいと考えております。

○山内末子委員長 休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時32分再開

○山内末子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

玉城義和委員。

○玉城義和委員 まず、知事公室長、歳入歳出決算

説明資料の２ページ、広報費です。県の新聞を使っ

た広報は、どういう種類がありますか。

○金城敦広報交流課長 新聞紙面を使った広報につ

きましては、県政プラザと県民サロンがございます。

○玉城義和委員 ２種類の違いといいますか、何を

目的にしているかということです。

○金城敦広報交流課長 県政プラザは、県の主要施

策やプロジェクト等に関して、県の計画や方針等を

具体的に解説し、時には問題提起をして、県民の理

解と協力等を得るための広報となっております。ま

た、これに対して県民サロンは、県が実施する行事

や職員採用等の募集、俗に言う告知、お知らせが主

体となっている広報となっております。

○玉城義和委員 県政プラザについては、この５年

以内で言うと、どういうことが出ているのでしょう

か。どういう中身で広報していますか。

○金城敦広報交流課長 県政を特集する新聞広報

は、先ほど御説明申し上げた琉球新報社とタイアッ

プした県政特集というもので実施しておりまして、

県政プラザは実施しておりません。

○玉城義和委員 県政プラザについては、この５年

間で一遍も出していないということですか。

○金城敦広報交流課長 はい、そのとおりでござい

ます。

○玉城義和委員 先ほども照屋大河委員からありま
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したが、この数年間、５年間、６年間出していない

ということのようですが、今回、平成26年度は出て、

選挙前でもあって県民からは非常にいろいろな声が

上がっているわけです。これまで出さなかった、去

年も出していないということに鑑みて、特に今回出

した理由は何ですか。

○又吉進知事公室長 そもそもの話から少しさせて

いただきますと、県広報というのは年次計画をつく

りまして、各部局、そして広報交流課が主体となっ

て行うものでございます。県政プラザについては、

これまで新聞社の企画、県政特集ということで書い

ていたわけですが、平成26年度は年度当初に部門別

の戦略会議というのがございまして、企画部と知事

公室が主になりまして、沖縄21世紀ビジョンの３年

目であって、さまざまな沖縄振興一括交付金の事業

が開始されている。さらに、基地負担軽減につきま

しても、基地負担軽減の推進会議が開催されるなど

動きがあったという背景を踏まえまして、今年度は

戦略的な広報を推進していく必要があろうというこ

とで、年度当初から既決予算の範囲、部局が持って

いる広報の予算等も活用して、それを集約する形で

３回に分けて広報してまいろうという形で、今年度

しばらく中断していた県政プラザを復活させたとい

うことでございます。

○玉城義和委員 先ほどの答弁で決算特別委員会だ

からということもありましたので、これ以上深入り

はしませんが、先ほども我々は知事公室長に抗議を

してきたわけであります。いずれにしても、この時

局柄、県知事選挙を前にしているわけであって、仲

井眞さんのパンフレットを見ても同じ写真が使われ

ているし、要するに、沖縄振興予算のＶ字回復など

という同じグラフで同じ文字が使われているので、

私どもとしては極めて不適切、極めて政治的だと考

えますし、県民からもそういう指摘がたくさん相次

いでおります。公費を使ってこの時期に、まるで選

挙に資するようなことを県がなさるということにつ

いて、私は極めて不適切であり、慎むべきことであっ

たと考えております。そこだけを指摘しておきたい

と思います。中身に入ることは控えなさいというこ

とでもありますので、これ以上中身には入りません

が、極めて不適切で、選挙を目前にして、明らかに

特定候補の政策を並べたという感は拭えませんの

で、そこだけ指摘して次に移りたいと思います。

総務部ですが、歳入歳出決算説明資料の14ページ

です。所有者不明土地管理特別会計というものがご

ざいますが、それについて説明をしていただきたい

と思います。

○照屋敦管財課長 所有者不明土地の件ですが、所

有者不明土地とは、終戦後、米軍が沖縄戦によって

焼失した公図や公簿の再生を図るため、土地所有認

定作業を行いまして、その作業の中で何らかの事情

によって所有権申請のされなかった土地、土地証明

書が受領されなかった土地または所有者が判明しな

かった土地がありまして、それを県と市町村で管理

しております。市町村は墓地とか神社、霊地、聖地、

それ以外については県が管理しております。

○玉城義和委員 所有者不明土地の数は、わかるの

ですか。

○照屋敦管財課長 平成26年３月末現在の所有者不

明の土地は、県管理の土地が1459筆、約72万4000平

米、市町村管理の土地が1185筆、約８万1000平米、

合計で2644筆、約80万5000平米となっております。

○玉城義和委員 ヘクタールに直すと幾らになるの

ですか。

○照屋敦管財課長 80ヘクタールです。

○玉城義和委員 2644筆というのは、必ずしもその

まま人数にはならない、所有者にはならないわけで

すね。

○照屋敦管財課長 共有とかいろいろありますの

で、筆数で管理をしているところです。

○玉城義和委員 これまで所有者が判明したという

のは、どういうことになっていますか。

○照屋敦管財課長 これまで県では373筆、16万8000

平米ほど、市町村管理では388筆、面積で言います

と３万7000平米ほど、トータルしますと761筆、20

万600平米ほど返還してきております。

○玉城義和委員 所有者で言うと何人ですか。

○照屋敦管財課長 筆数で管理しておりまして、所

有者の人数は今把握しておりません。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から判明した所有者人

数を答弁するよう指摘がされた。）

○山内末子委員長 再開いたします。

照屋敦管財課長。

○照屋敦管財課長 返還の実績については、相続と

か裁判だとか、いろいろありまして、そういう人た

ちに今まで見つかって返還をしてきたということで

ございます。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から判明した地主の人

数を答弁するよう指摘がされた。）

○山内末子委員長 再開いたします。
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照屋敦管財課長。

○照屋敦管財課長 今現在、手元に資料がありませ

ん。集計などはまだしていないです。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から土地にまつわる地

主の数を答弁するよう指摘がされた。）

○山内末子委員長 再開いたします。

照屋敦管財課長。

○照屋敦管財課長 先ほどのように、死亡したとか

相続とか、もろもろありまして、相続の人数は把握

していませんが、土地の筆数でカウントしていまし

て、これが先ほど説明したように今まで累計で373

筆返還してきたということです。

○玉城義和委員 非常に複雑ですね。今の法律で言

えば、特別措置法だとか民法という話になるかもし

れませんが、既存の法律で対応できるのですか。

○照屋敦管財課長 県では、平成22年に有識者を集

めて沖縄県所有者不明土地検討委員会で問題点を議

論していただきました。その中で今、委員のおっ

しゃったように、幾つかの点で既存の民法の適用と

か沖縄の復帰に伴う復帰特別措置に関する法律の改

正などによって問題が解決できないかという検討を

してきましたが、結果的には今の制度では無理とか

極めて困難ということで、この委員会の中では新た

な法律をつくって解決するのが望ましいということ

で結論が出ております。

○玉城義和委員 予算も相当かかっているわけです

から、いつまでも同じことで引っ張っていくという

のも余り知恵のない話なので、特別立法というのは

可能性としてはあるのですか。

○小橋川健二総務部長 これは沖縄の復帰に伴う復

帰特別措置に関する法律も改正をさせて、わざわざ

附則で打ってもらったという経緯もございます。そ

れから、必要な措置をとるという文言についても、

国との間では特別立法を指すというような共通の理

解ができていると思います。

あとはスケジュール感ですが、国は測量等を入れ

て全筆調査して、なおかつ所有者の探索をする。こ

の後に特別立法の検討をするというような話でした

が、先ほど申しましたように、もう70年になんなん

とする、もうすぐ80年を迎えるかもしれません。そ

うしますと、ますます探索も困難になりますし、こ

れが無主物ということで国庫に帰属するという事態

にならないように、我々は調査を並行しながら、こ

ういう特別立法のあり方も検討すべしということ

で、この間申し入れをしてまいりました。ここは一

定程度理解が得られていると思っていますし、平成

26年度までは調査費が約１億円の計上でしたが、平

成27年度の概算要求ではほぼ２倍の２億円というこ

とで、調査を加速させていこうという共通認識に

立っております。そのほかに国、県、市町村でいろ

いろ課題を洗い出して共通認識を持とうというよう

な協議会も既にもう昨年から立ち上げて始まってお

りますので、これは認識としては特別立法は間違い

ないと思いますし、スケジュール管理を早目早目に

私たちもこれが進むように、ぜひ働きかけ、促しを

していきたいと思っています。

○玉城義和委員 私は素人でよくわからないのです

が、民法などで飛行機事故だとか海難事故で何年

たったら死亡が確定するとか、あるいは拾得物だと

か土地の放棄地というものの期限がありますね。何

十年たっても放置されてそのままあらわれてこない

というものは、そういうものでの適用は難しいので

すか。

○照屋敦管財課長 先ほど説明しました平成22年度

の所有者不明土地検討委員会の中で、今、委員のおっ

しゃったように、無主物の国庫帰属制度というのが

ございます。これは民法第239条ですが、これにつ

きましては今、所有者不明の土地というのは、所有

者は存在するが、その所有者が誰かわからない。そ

れをもって無主物として扱って国に帰属するのは、

有識者の中では、これは違うでしょうという結論が

出ています。

また、先ほどおっしゃいました不在者財産管理制

度の―相続人の不在者財産管理制度につきまして

も、対象者の氏名だとか誰かというのが既にわかっ

ているということが前提になった制度でありますの

で、これも適用ができないだろう。もう一つの失踪

宣告制度についても、どなたが死亡したかというの

も氏名とかそういうものが全部特定されている。今

回の所有者不明のものは、誰かわからないというこ

とですから、それは性格が違うということで既存の

民法とか、そういうものは対応できない。それで特

別立法の結論が出たということでございます。

○玉城義和委員 そうであれば、これは特別立法し

かないということになると、立法を急ぐしかないわ

けです。見通しはどうなのですか。

○小橋川健二総務部長 先ほども申し上げましたよ

うに、当初５年間で全部やるという話でありました

が、それでは遅いというので、加速してくれという

ことを常々申し上げてまいりました。結論として、

平成27年度の概算要求も２倍の要求をしていただい
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ているということからしますと、これは当初よりは

かなり加速をして進むのではないかと思っておりま

す。そのための働きかけも私たちはこれからやって

まいります。

○玉城義和委員 いつごろまでという大体のめどと

いうのはわかるのですか。

○小橋川健二総務部長 これは簡単にめどというと

ころまでは、まだ熟度は来ていないと思います。

○玉城義和委員 わかりました。なるべく早くひと

つやっていただきたい。

先ほども翁長委員のところで出ましたが、歳入歳

出決算説明資料10ページの公債費です。県債残高は

幾らなのですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成25年度末の県債残高は

6666億円でございます。

○玉城義和委員 これの利払いというか、年間にか

かっている費用は幾らですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成25年度の利子の支出済

額でございますが、85億7600万円でございます。

○玉城義和委員 １日割りにすると幾らぐらいにな

りますか。

○渡嘉敷道夫財政課長 １日当たり約2350万円でご

ざいます。

○玉城義和委員 １日当たり2350万円出ていく、日

にちで割っていくとわかるが、なかなか大変な金額

です。さっき残高が出ておりましたが、先ほども翁

長委員から出ていましたが、将来的にこういうもの

をずっとやっていくと、県財政というのはどういう

形になっていくのですか。

○小橋川健二総務部長 まず、県債をどうして発行

するかということですが、県債の役割は２つあると

思っております。１つは大量に資金を必要とする場

合、ですから、今、毎年700億円ぐらい発行してい

るという形になっています。その利払いが800億円

ぐらいは元利で返しているということです。もう一

つの機能は、世代間の公平を図る。要するに、公共

施設は30年、あるいは50年と耐用がありますので、

30年後、50年後の県民が利用するということですの

で、これを繰り延べることによって30年、50年後の

県民が税金という形で負担するというような効用も

あります。ですから、一概に起債が多いからだめだ

とはならないだろうと思います。

ただ、あとは財政の中で県債残高、あるいは公債

費がどのぐらい占めているかというバロメーターが

非常に大事だと思っていまして、例えば公債費比率

で言いますと、実質公債費比率が今12％ほどですが、

全国平均よりもかなり低い。多分全国でも一番下で

す。それから、健全化比率という指標もございます

が、これも25％超が健全化計画をつくるべしという

ことですが、我々はそこまでまだ行っておりません。

それから、残高については、ほぼ予算額と同じぐら

いの残額になりますが、実はこれの半分は臨時財政

対策債という後年度交付税で措置される、言うなれ

ばこれは交付税の振りかえ分ですので、実質で言い

ますと3300億円ぐらい、これが多分普通の―臨時財

政対策債を除いた県債だと思っています。ですから、

先ほど１日当たり2350万円の利払いということがご

ざいましたが、実質交付税の補塡分がございますの

で、これの半分ぐらい、約1200万円程度が正味のと

ころだろうと思っています。

○玉城義和委員 次に、知事公室長、先ほども出ま

したが、普天間飛行場の５年以内の閉鎖問題につい

て、本会議で私も申し上げましたが、やはり沖縄の

現地の四軍調整官とか、太平洋軍司令官とか、要す

るにアメリカの実務をやっている現場の人たちから

すれば、ほとんど否定的な意見ですね。そういう意

味では、日本政府が約束したという話ですが、これ

は政府として正式に決定をしてアメリカと交渉する

という考え方でいいのでしょうか。

○又吉進知事公室長 決定のプロセスということは

あろうかと思います。ただ、基地負担の軽減、全て

の基地の整理縮小といったものは、日米間では２プ

ラス２でありますとか日米合同委員会といったもの

が前提になろうかと思います。現状は２プラス２に

関して、あるいは日米合同委員会合意がそこまで

行っていない。ただ、先ほど答弁いたしましたよう

に、日本側から外来機の部分については提起されて

おりますし、また日米首脳会談において仲井眞知事

が要望する沖縄の基地負担軽減について、安倍総理

からオバマ大統領に配慮を要請したということでご

ざいますので、その方向で進んでいくものと考えて

おります。

○玉城義和委員 私が聞こうとしたことを先回りし

て言ったわけですが、私は５年以内の閉鎖ができれ

ば、みんなが望んでいることだし、大変結構なこと

だと思うのです。そのためには、正式機関である２

プラス２とか、あるいは日米合同委員会にのったと

いうことであれば、私はそれで一つの方向が見えて

きたと思うのです。だから、かつて仲井眞知事が３

年以内の閉鎖、開店休業だというような言い方もし

ていますが、それもだめになったし、稲嶺前知事の

ときの15年問題も、沖縄のあれに応える云々で政府
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はかなりいい答弁をしたのです。これも結局空手形

だったのです。そういう意味で、米国が協議会に入っ

ていない話は、県民はみんな経験でわかっているの

で、それは恐らく無理だろうとみんな思っているわ

けです。だから、そういう意味で担保というのは米

国なのです。米国が２プラス２か、あるいは日米合

同委員会で議題に上がるということがない限り、私

どもは、これはとても実際問題として前に進むとは

考えていないのです。その辺は沖縄県としてはどう

なのですか。

○又吉進知事公室長 今の委員の御指摘は、沖縄の

基地問題の本質を言いあらわしていると思います。

我々沖縄県が基地問題に対応するに当たって、実際

にその基地を整理縮小する方向性、あるいは権限と

いったものを取り決めていくのは日米両政府、政府

間の交渉であるわけでございまして、そこに地方自

治体が参加する形には制度的にはなっておりませ

ん。委員も、そのあたりを御指摘だと思うのです。

しかしながら、これまで営々とした沖縄の基地負

担軽減の歴史の中で、その都度その都度沖縄県は段

階的、あるいは現実的な対応を政府に求め、それを

実現させてきた部分もございます。今、普天間飛行

場という大変大きな問題につきましては、相当高度

な政治判断が必要であるというのは当然でございま

して、これに向けて総理大臣はやれることは全てや

るというようなお話も引き出したところでございま

すので、近々また負担軽減の推進会議が開催される

見通しでございますが、その場でもしっかり申し上

げていきたいと思っております。

○玉城義和委員 やれることは全てやるというの

は、やれないことはやらないということと同じこと

で、那覇軍港の返還だって、1974年に決定してそれ

こそ何十年もたっているわけです。だから、県内移

設というのはそれほど難しいということなので、特

にこの５年問題はもう４年しか残っていないわけで

す。その間で本当に普天間飛行場が閉鎖、撤去でき

るかということについては、恐らく県民はみんな強

い疑問を持っているわけで、アメリカがそれについ

て何らの意思表示をしていない。特に現場が逆に非

常に厳しい意思表示をしている。そういうところに

おいて、それができるということは私は非常に難し

いと感じますし、何となく政局絡みの政治絡みのと

ころがあって言っているという感じを拭えないわけ

です。

私はいつも同じことを言っているわけですが、５

年以内にできれば、本当に辺野古埋め立ては必要な

いということになるわけです。５年やって、５年間

の空白で沖縄の海兵隊が済むのであれば、それはも

う辺野古埋め立ては必要ないし、そういう意味で言

えば、知事の５年以内の撤去というロジックと辺野

古埋め立てを認めたというロジックは基本的に相矛

盾する事柄なのです。そこはどう考えますか。

○又吉進知事公室長 これまで何度も答弁をさせて

いただきましたが、まず、埋立承認の問題につきま

しては、法にのっとって審査をした上で環境への配

慮も含め、行政機関として承認をしたということで

ございます。その一方で、これを承認した上で、か

つ普天間飛行場の危険性を放置できないという行政

需要につきましては、政府に対して５年以内の運用

停止という形を求めて進めていく、今そういう形に

なっているわけでございます。

○玉城義和委員 一方では辺野古埋め立てを進め

て、一方では５年以内に閉鎖しなさいというのは、

どう考えても理屈的には合わないということであり

ます。

それでは、次に公安委員会です。運転免許費とい

うのが３ページにあります。それについて少し説明

してください。

○當山達也交通部長 運転免許の予算としまして

は、予算現額が６億9086万7000円、支出済額が６億

7100万7839円でございます。

○玉城義和委員 中身、この使われ方、各交通安全

協会、免許切りかえなどをするところでは、どのよ

うに使われていますか。

○當山達也交通部長 予算の主な事業費といたしま

しては、運転免許事業費と運転免許証のＩＣ化整備

事業費となっております。

○玉城義和委員 講師の費用などもここに入ってい

るわけですか。できれば単価も含めて、どういう雇

用形態なのかも含めて教えてください。

○當山達也交通部長 部外には委託業務といたしま

して、運転免許関係の事務委託と運転免許講習関係

の委託がございます。これらの業務委託先といたし

ましては、沖縄県交通安全協会連合会、沖縄県指定

自動車学校協会、指定自動車教習所等々に対して

行っております。それぞれが行っております委託業

務の内容でございますが、県交通安全協会連合会で

は、更新時講習、処分者講習、違反者講習と運転免

許事務などを行っております。自動車学校協会にお

きましては、指定自動車教習所の職員講習、取得時

の講習、原付講習などを行っております。指定自動

車教習所では、仮免許関係の事務と高齢者講習など
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を行っております。その中で更新時講習の単価を申

し上げますと、優良運転者の１人当たり単価としま

して270円、一般講習で457円、違反者講習で746円、

初回講習で746円となっております。

○玉城義和委員 要するに、一般講習が安いという

のは人数が多いということを前提にしているのです

か、講義の内容が違うのですか。

○當山達也交通部長 講習の内容について御説明を

させていただきたいと思いますが、まず優良運転者

の講習は過去５年間無事故無違反の方が受講しま

す。これは時間としまして30分です。一般運転者講

習は、過去５年間に軽微な違反が１回のみの方が受

講します。これは１時間となっております。違反運

転者の講習が過去５年間軽微な違反を２回以上の方

が受講します。これが２時間、そして初回講習者講

習も２時間、高齢者の講習が３時間等々ということ

でございます。

○玉城義和委員 県が委託をしている講師は全県で

何人いらっしゃるのですか。

○當山達也交通部長 講師の人数は24人となってお

ります。

○玉城義和委員 あと、刑事犯件数なども聞きた

かったのですが、時間がありませんので、これで終

わります。

○山内末子委員長 田勝廣委員。

○ 田勝廣委員 まず、主要施策の成果に関する報

告書の２ページの成果をもう少し具体的に説明でき

ますか。地域安全政策課の仕事の内容です。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 主要施策の成

果に関する報告書の２ページの地域安全政策費の中

には３つの事業がございます。まず１番目が有識者

ネットワークを構築するということでございます

が、この有識者ネットワークを活用しまして、万国

津梁フォーラムをやってございます。昨年度は２回

行いました。今年度は１回行っているのですが、こ

のフォーラムでは、海外の有識者、中国、台湾、あ

とアメリカの有識者の方々に来ていただきまして、

いろいろな議論をしていただくのですが、この模様

は一般にも公開をしておりますし、ホームページに

も公表しております。それから、毎年度報告書をつ

くってございまして、この報告書の中にも記載をい

たしております。あと、総合的危機管理に関する調

査も行っているのですが、その内容につきましても、

この報告書の中に掲載しておりまして、県民の安心

感調査でありますとか、メディア関係の調査といっ

たことも掲載してございまして、こういったことを

もとに今年度の万国津梁フォーラムでは総合的安全

保障というテーマでフォーラムを開催しているとこ

ろでございます。

○ 田勝廣委員 海外の情報はどこで求めているの

ですか。例えばアメリカの議会の動きだとか、中国

の動きだとか、ロシアの動きはどこで分析している

のですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 海外の情報

は、インターネット、それからフォーラムを通じま

して日常的に意見交換ができるような先生方もでき

てきてございますので、職員が行きましたら、先生

方は沖縄ではないのですが、東京にいらっしゃる場

合もございますので、そのときに東京で情報交換を

したり、そういったことでネットワークはつないで

おります。

○ 田勝廣委員 そうすると、例えばアメリカの国

防報告であるとか、議会での軍事委員会の報告等い

ろいろありますね。海兵隊の総司令官がしゃべると

か、こういうものは入手しているのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 インターネッ

ト等で公表されている部分につきましては、地域安

全政策課の研究員、それから基地対策課に通訳等の

嘱託職員もおりますので、そういったところで公表

されている部分については入手して、それからワシ

ントンには情報収集のために委託をしている業者も

ございますので、そういったところから現地の情報

等も入手はできてございます。

○ 田勝廣委員 沖縄タイムス、琉球新報も、例え

ば本土紙も外電で伝えていますね。そうすると、例

えば沖縄の海兵隊がどういう動きをしているのか、

ほかの太平洋軍との関係とか、それから東アジアで

どういう訓練をしているのか、そこも情報はありま

すか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 公表されてい

る部分については、ある程度わかるところもありま

すが、軍の動きでございますので、なかなか表に出

ない部分もあるようで、あくまでもインターネット

や新聞なりで公表されている部分だけの情報ではあ

りますが、その都度収集はしております。

○ 田勝廣委員 沖縄の海兵隊の最近の動きは大体

どういう情報を持っていますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 最近の動きと

いいましても、通常フィリピンでありますとかタイ

でありますとか、そういったところで毎年やってい

る訓練がございますので、そういったものに訓練で

行っているというような情報はございます。
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○ 田勝廣委員 その内容について持っていたら話

してくれますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 細かいところ

までは今手元には持ってございませんが、最近、米

軍もフェイスブックなどである程度の情報は出され

ている部分がございますので、そういったところか

ら今情報は入手しているところでございます。

○又吉進知事公室長 ホームページとか、委員御承

知のＱＤＲというのができてきたりとか、そういっ

たものは全て入手をいたしまして、研究員が分析を

するということでございます。それが断片的という

のですか、今手元にあるのは最近の情報ですが、米

比上陸作戦訓練をフィリピンで開催という形で、こ

れは沖縄の第３海兵師団、在沖海兵隊の人数が海兵

兵士の約3500人、フィリピン軍が1200人ということ

で、９月29日から10月10日にかけて、訓練目的は米

海軍、米海兵隊とフィリピン軍との相互運用能力の

向上、フィリピン軍の上陸能力の強化ということで、

訓練内容といたしましては、指揮所訓練、実動訓練、

実弾射撃訓練、あと人道支援並びに民間人支援訓練

をやるといった情報が適宜入ってまいります。

○ 田勝廣委員 僕もそれは情報をもらっているの

で、もう一つ、例えば沖縄近海を艦船、揚陸艦であ

るとか空母とか、そういう情報はありますか。

○又吉進知事公室長 こういう情報が必要とされる

のは、例えば航空機事故があったときに、その所属

がどこだとか、あるいは落下事故があったときに、

どういうことをしていたのかといったことを照会す

るのですが、これは米軍の運用にかかわることだと

いうことで公開していただけないのが現状でござい

ます。

○ 田勝廣委員 例えば今、翁長委員も外来機が来

ないようにと言っていたが、外来機が来るという要

因は、大体どこの外来機が来るのですか。

○又吉進知事公室長 これはどこだということは定

性的に把握されていないのですが、県が見たところ、

例えば岩国基地のホーネット、さらに時として三沢

基地のＦ16、さらに韓国の機体、さらに時として米

国の―Ｆ22は本国から飛来する、あるいはアラスカ

といったところで、各地から飛んできていますが、

最も多いのは、私どもが観察したところでは岩国基

地からのＦＡ18ではないかと考えています。

○ 田勝廣委員 艦載機はどうですか。

○又吉進知事公室長 ＦＡ18は艦載機でございまし

て、海兵隊所属と海軍所属がございます。圧倒的に

海兵隊所属の飛来が多い。艦載機につきましては、

厚木基地になりますので、そういったところで訓練

をしているのだろうと想像はされます。ですから、

今の御質疑に対しましては、やはり海兵隊ではない

かと考えております。

○ 田勝廣委員 もう一つ、よく揚陸艦、奇襲攻撃

するときのヘリコプターが乗ったり、Ｆ18が乗った

り、Ｆ18は乗らなくても大体ヘリコプターの部隊で

すが、揚陸艦はどうなのですか。

○又吉進知事公室長 今、佐世保基地に配備されて

いるのは、御承知のようにボノム・リシャールでご

ざいます。その他に艦隊を組んで陸上打撃部隊とい

う形で構成されているわけでございますが、沖縄の

ホワイト・ビーチに入港する艦船というのはボノム

・リシャールが中心であると考えております。

○ 田勝廣委員 それに搭載しているさまざまなも

のがあります。例えばエアークッションのものとか、

上陸用舟艇とかヘリコプターとか、これについては

どのように分析していますか。

○又吉進知事公室長 分析と言われましても……。

○ 田勝廣委員 どういう情報を把握しているかと

いうことです。

○又吉進知事公室長 海兵隊の責務として、ある作

戦行動の際は、艦船と陸上部隊は沖縄に所在する第

３海兵師団の水軍の要員で、さらに普天間飛行場に

現在所属しておりますオスプレイといった機体を搭

載しまして、所用の作戦現場に向かうということが

言われているわけでございます。

○ 田勝廣委員 僕がくどくど聞いたのは、５年間

の運用というときに、普天間飛行場には60機の飛行

機がいる。そうすると、例えば演習場がないですよ

と僕はこの間も言いました。僕が一番注目したのは、

４ページに機能であれ県外移設が必要であると書い

てある。そうすると、想定をする場合に、例えば普

天間飛行場の60機がどこへ展開するか。ＫＣ130は

約870名が移動したと言われているから、60機が県

外に移設されて全部行ったとしよう。その場所はわ

からなくてもいい。しかし、これは可能性があるか

どうかは今言ったように議論しないといけない。僕

は３つあると考えていたわけです。１つは県内の各

海兵隊施設へ分散移転、２点目は国内の滑走路を

持っている部隊へ配備するだろう、３点目は国外。

この３つを想定して考えていたら、ここに県外と書

いてあるものだから、もう県内はないと考えていい

のですか。

○又吉進知事公室長 ５年以内の運用停止の実現の

ためには、現実に普天間飛行場で運用されている機
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体を市民の存在から離さなければならない。その方

策を徹底的に考えていただきたいというのが県の政

府に対する要求でございまして、これに関しまして、

今、３つの選択肢をおっしゃったのですが、いかな

る形であれ、普天間飛行場の負担軽減を図らなけれ

ばならないということで、飛行機を普天間飛行場以

外の県外に持っていくのは大変重要な方策であると

考えているわけです。

○ 田勝廣委員 だから、県内はないですねと僕は

言っているのです。普天間飛行場の60機の軍用機の

県内移転はないですね。

○又吉進知事公室長 運用停止ということであれ

ば、県内にＦＡ18等を収容するところは恐らくない

と思います。

○ 田勝廣委員 こちらに県外移設が必要であると

書かれているわけだから、県内はないと確約してく

ださい。

○又吉進知事公室長 県外が必要であるということ

であります。しかしながら、一方で普天間飛行場の

代替施設の計画というのは進捗している、これは認

めざるを得ません。したがいまして、そういったも

のを勘案しつつ、とにかく普天間飛行場周辺から飛

行機が見えない状態をつくっていただくということ

が大事でございます。

○ 田勝廣委員 そうすると、県内もあるというこ

とで理解していいのですか。

○又吉進知事公室長 委員のおっしゃるところの県

内というありようについては、ここにありますよう

に、機能であれと書いてあります。いろいろな形が

あろうと思います。その状態を県内である、県外で

ある、あるいは期間を区切るであるとか、さまざま

な工夫を凝らして負担軽減をする必要がある……。

○ 田勝廣委員 僕は抽象的な議論は好きではない

のです。具体的な議論でいこう。抽象的は嫌ですよ。

だから、機能というのは何かとまた今度議論するよ

うでは、抽象的な議論はおもしろくない。こういう

時期は具体的にやらないと。

○又吉進知事公室長 ですから、私どもがここで、

これはある、ないと。つまり、政府に対してはあら

ゆる方策を追求せよと言っているわけでございまし

て、これ以上ならば県内はないとかいうことは申し

上げません。ただ、普天間飛行場の５年以内の運用

停止をするならば、県内ということは考えられない

ということです。

○ 田勝廣委員 もう一回、今の言葉を聞きそびれ

たので。

○又吉進知事公室長 つまり、５年以内の普天間飛

行場の運用停止といったものを求めているわけでご

ざいまして、そのための機能であれ、何らかの形で

の県外移設というのは必要であるということでござ

います。

○ 田勝廣委員 もう一つ、５年でキャンプ・ハン

センに持っていきます、伊江島補助飛行場に持って

いきます、それからキャンプ・シュワブに持ってい

きます。キャパシティーがあるとするならば嘉手納

飛行場に持っていきます。それで普天間飛行場だけ

は運用停止になる。これがあらゆる方策というか、

考えの一つに入るという意味ですか。

○又吉進知事公室長 前提としてキャパシティーが

あるかとおっしゃいましたが、キャパシティーはど

う見てもないわけでございます。したがいまして、

５年以内の運用停止という形に関しましては、県外

に持っていくということ以外には考えられないと思

います。

○ 田勝廣委員 そうすると、５年以内の運用停止

という場合には、県内移転はないということですね。

○又吉進知事公室長 ５年以内に県内移転というこ

とは考えられないと思います。

○ 田勝廣委員 そうすると、今度は次を考えよう。

県内５年はないとすると、次は県外ですね。今度は

県外を考えるときに、どこが想定できるか。あらゆ

る運用だからね。玉城委員と違って僕はできないだ

ろうと想定しているわけです。５年間の運用停止で

60機の飛行機を受け入れるところはないだろうと僕

は思っているわけです。それはさっき言った、僕が

しつこく聞いたのは、運用上の問題、例えば海兵隊

がどこで訓練してどうするかとか、外来機が飛んで

くるとか、それからハワイとの関係がどうのこうの

ということを考えると、５年間で60機を受け入れる

ところはかなり厳しいのではないか。努力はわかる

ね。努力をすることは結構だが、それが本当に可能

かどうかということを考えると、米軍は首を縦に振

らないのではないか。それが情報収集ではないのか。

太平洋軍が、海兵隊がどう考えているか。これは対

沖縄と日本だけの問題ではなくて、まさに安倍さん

も対米交渉がありますよと言ったでしょう。対米交

渉で、これが海兵隊の運用上だめだというのだった

ら、だめになるでしょう。だから、ここは難しい。

だから、あなたが言うハードルが高いというのはそ

こだと思うのですが、それが本当に５年で可能か。

誰が考えてもなかなか難しいのではないか。僕は、

５年間で運用停止というのは否定論なのです。誰が
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考えても、これは無理だと僕は否定論なのです。努

力はわかるが、できないだろう。知事公室長はでき

ないということを一番わかっているのではないです

か。これは恐らく誰が考えてもできない。

○又吉進知事公室長 委員が安全保障等について非

常にクールな見解を示していることは、これまでの

委員の御発言で承知しております。ただ、この５年

以内の運用停止を現実に進めないと、普天間飛行場

の危険性を放置することになってしまいます。これ

以外の選択肢は恐らくないということでございま

す。したがいまして、県といたしましては、極めて

高いハードルであるということは承知しつつも、政

府に対して強く申し上げていくということでござい

ます。

○ 田勝廣委員 そうしたら、ＳＡＣＯができて平

成７年度だったか、あれからもう十何年になって、

どうしてこういうアイデアが出なかったか。５年間

で運用停止しましょうというアイデアが出なかった

のか、僕は不思議でしようがないがそれはいいです。

もう一つ、皆さんが今、例えば外来機はよそへ飛

んでいきなさい、オスプレイもよそへ飛んでいきな

さい。それから、嘉手納飛行場のＦ15が新井田原基

地に演習に行きますとか、これが負担軽減になると

か、よく言っていますね。そうすると、実際にどう

行われているかは別として、新井田原基地へ行って

演習をする。今度は自衛隊の動きです。確かに米軍

はよそへ行って演習することになった。自衛隊は今

後どうなるか。中期防衛力整備計画をいろいろ考え

てみると、那覇基地にＦ15がふえるのか、Ｅ２Ｃが

ふえるのか、この辺、どういう分析をしていますか。

○又吉進知事公室長 現在公表されているところに

よりますと、南西諸島地域の安全保障が非常に課題

になっておりまして、与那国島への水上監視部隊の

配備と同時に、那覇基地におきましては、Ｆ15を１

個飛行隊増強するということを聞いております。

○ 田勝廣委員 基地対策課長、中期防衛力整備計

画で自衛隊の動きはどうですか。ことし、来年の動

きに向けて、今度の防衛白書にもいろいろ書いてあ

りますから。

○運天修基地対策課長 まず、沖縄関連でいきます

と、先ほどおっしゃったように、Ｅ２Ｃの早期警戒

機の飛行部隊が今年度、部隊を新設しております。

○ 田勝廣委員 何機ですか。

○運天修基地対策課長 ４機です。４機で隊員数と

しては60名、今年度末には80名増員ということで聞

いております。

それから、飛行隊が平成27年度にＦ15の戦闘機部

隊を２個飛行隊化するということになっておりまし

て、那覇基地の第９航空団を伸展いたしまして、最

終的にはＦ15が10機ふえて約30機になる。人員は300

名程度増員するということになっております。

○ 田勝廣委員 もっとないですか。

○運天修基地対策課長 あとは与那国島の沿岸監視

部隊の設置ということで、現在、隊舎の建築に向け

た造成工事等が進められているところです。

○ 田勝廣委員 今のＦ15はどこから飛んでくるの

ですか。

○運天修基地対策課長 Ｆ15は、築城基地から部隊

が移動してくると聞いております。

○ 田勝廣委員 10機ですか。

○運天修基地対策課長 当初は20機ということで聞

いております。

○ 田勝廣委員 こういうことは基地負担にはなる

のですか、ならないのですか。

○又吉進知事公室長 航空機の運用で最も気になり

ますのは騒音でございまして、それだけの飛行機が

ふえるということは、当然騒音の増加も考えられる

わけでございます。しかしながら、その運用、それ

から那覇空港は御承知のように沖合にもう一本滑走

路をつくっている。そういったものも加味しまして、

実際に基地負担がふえていくかどうか、著しい負担

になるかどうかということは判断していく必要があ

ると思います。

○ 田勝廣委員 片一方では、沖縄の基地の負担の

軽減をしましょう、片方では、自衛隊が肩がわりと

いう言葉は余り使いたくないが、ふえるわけです。

Ｅ２Ｃもふえました、Ｆ15も10機ふえました。築城

基地から部隊が移駐する。部隊が移駐するのです。

単なる訓練に来るわけではないのです。嘉手納飛行

場の部隊は新井田原基地に演習に行くわけです。こ

れは移駐ではない。その辺のところ、この負担軽減

はどのように考えるのですか。

○又吉進知事公室長 今、委員の議論の中で米軍の

基地負担というものがあって、現実にこれを減らし

ていただきたいということを県は申し上げているわ

けでございます。その一方で、米軍が日米安全保障

条約に基づいて基地を使用し、この地域の安定に寄

与しているということは認めているわけでございま

す。また、自衛隊に関しましては、我が国の安全保

障、防衛の観点から、その配備というものはよく理

解できるところでございます。しかしながら、先ほ

ど申し上げたような騒音でありますとか、あるいは
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基地から派生するさまざまな影響につきまして、極

力県民生活に配慮していただきたいといったことを

要請しているわけでございます。

○ 田勝廣委員 米軍の飛行機であれ、ジェット機

であれ、日本の戦闘機であれ、同じ爆音なのです。

それはわかるでしょう。同じようにうるさいのです。

それに対して、基地機能が負担ではない、日米安全

保障条約がどうのこうのというのは言えないのでは

ないですか。住民に与える影響は一緒だと思うので

すが。

○又吉進知事公室長 まず、自衛隊と米軍の一番の

相違は、日米地位協定に基づいて国内法が及ばない

形で運用されている米軍機と、国内法に基づいて自

衛隊に対しては地方自治体として物が言える状況に

なっております。したがいまして、そういう違いは

ありますが、いずれにしましても、爆音が著しいで

ありますとか、そういう個々の現象につきましては、

県としても強く双方に申し入れていくということで

ございます。

○ 田勝廣委員 知事公室長、いいことを言ってく

れたね。まさにそのとおりなのです。だから、拒否

もできるわけです。国内法だから拒否もできるので

す。もう一つは、国内法だから夜に飛ばす制限もで

きるのです。本当にいいことを言った。だから、部

隊の運用がおかしいのではないですかと拒否もでき

るのです。これほど高度な基地が74％集中している

のに、また自衛隊が加わって大きくなってくる。そ

れは拒否できるということは、今、知事公室長が答

弁したとおりです。国内法ですから。

もう一つ、ことしの防衛白書だが、島嶼防衛につ

いてこう書いてあるわけです。部隊運用で敵の侵攻

を阻止し、排除する。事前に兆候が得られず万一島

嶼を占領された場合には、航空機や艦艇による対地

射撃により敵を制圧した後、陸自部隊を上陸させる

など島嶼を奪回するために戦う。僕もびっくりする

のだが、この中に自衛隊が輸送艦とは言っているが、

強襲揚陸艦を買うということと水陸両用戦車を買う

ということ、それからエアークッションも買うとい

うことになっているわけです。

そうすると、何を意味するかというと、島嶼防衛

と称して今度はまさに沖縄の自衛隊の基地が強化に

なってくる。だって、そうでしょう。Ｆ15が築城基

地から部隊が移駐する。Ｅ２Ｃも来る。そして、こ

ういう想定のもとで与那国島に基地ができる。そし

て、奄美大島にもできる。琉球弧が基地になるわけ

です。それはなぜかというと、敵は恐らく中国だと

思う。宮古島と八重山諸島の間を艦船が通る。その

ためにＰＡＣ３が必要であるわけです。そういうこ

とを考えると、まさに国内法なのだから、沖縄は、

これ以上基地負担はいいではないですかと何らかの

メッセージを出すべきではないかと僕は思うわけで

す。国内法だからできるのです。どうですか。

○又吉進知事公室長 今、防衛白書等にいろいろ書

かれていることは一つの我が国の防衛の考え方とい

うことで私どもも知っております。ただ、この政策

が実際に国民のコンセンサスを得て、さらに具体的

な配備でありますとか装備に落とし込まれていくに

は、相当な国会での議論等が今後あろうかと思いま

す。いずれにしましても、県といたしましては、我

が国の島嶼防衛、国策に基づく防衛というものは極

めて重要だと考えておりますが、その際には与那国

島のケースもありますが、地域住民への十分な配慮、

説明、理解といったものを得る必要がある。したが

いまして、自衛隊が展開していくということに対し

ては直接反対はいたしません。

○ 田勝廣委員 これはすごいことを言うね。これ

はこれからよく議論するが、同じ爆音なり騒音だか

ら、やはり苦しむのは県民なのです。これは国内法

が適用できるからいい。物申すことはできますよ。

２点目、将来、自衛隊が何を考えているかという

と米軍と一緒ですよ。いわゆる日米地位協定みたい

なものをつくりたい。これは軍事だから、軍事が優

先するためには、どうも今の国内法をもっと条件を

よくして日米地位協定みたいなものをつくりたいわ

けです。それは軍人から考えれば、ごく当然のこと

です。だからこそ、今、米軍は日米地位協定がある

わけです。だから、四十何年間も変えないぐらいに

やっている。これはいいです。答弁は要らない。そ

れだけは指摘しておきたい。

話を変えましょうね。今度は総務部長、予算の話

です。監査委員の18ページ、まず、税収について、

平成18年ごろからの動き、５カ年ぐらいの税収の動

きを言ってくれますか。

○佐次田薫税務課長 ５年間の県税収入……。

○ 田勝廣委員 平成19年度、平成18年度ぐらいか

らでもいいですね。

○佐次田薫税務課長 平成18年度、収入額で言いま

すと972億5000万円余り、平成19年度1062億3600万

円、平成20年度1066億7300万円余り、平成21年度952

億7500万円余り、平成22年度924億3500万円余り、

平成23年度906億7200万円余り、平成24年度944億

9600万円余り、平成25年度949億5800万円余りとなっ
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ております。

○ 田勝廣委員 総務部長、税収と県の予算の関係

です。要するに、どうして税収に変動があるのか、

今の税収を聞いて、その辺はどう思いますか。

○小橋川健二総務部長 例えば平成19年度ごろは三

位一体の改革というのがあって、交付税が削減され

たり、あるいは地方税に国税が移譲されて県民税が

ふえてみたり、あるいは税制改正の制度的な要因と

か、それから一番大きいのは景気変動です。さまざ

まな要因でこうなっているとは思っています。

○ 田勝廣委員 例えば平成19年度、平成20年度は

税収が1000億円を超えています。ここは皆さんとの

予算の関係からするとどのように分析しているので

すか。

○佐次田薫税務課長 平成19年度に三位一体改革で

所得税から個人県民税に税源移譲がございました。

その影響で平成19年度と平成20年度では税収が1000

億円余りふえております。

○ 田勝廣委員 でも、それはずっと継続している

わけでしょう。２回きり、３回きりですか。

○佐次田薫税務課長 その後、平成20年度に今度は

地方事業税が地方法人特別税という国税に移管され

まして、それで税収自体は少し落ちています。

○ 田勝廣委員 それで国税がふえたわけだから、

地方交付税はふえましたか。

○小橋川健二総務部長 この部分は国税として取っ

てプールして、今度は税源の偏在を解消する、緩和

するという制度ですので、譲与税という形で返って

まいります。ですから、我が県で言いますと、国税

化されたものよりは譲与税でもらう分が大きかった

です。

○ 田勝廣委員 そうすると、一概に税収の変動だ

けを見て判断できないということになるのですか。

○小橋川健二総務部長 先ほど言いましたように、

もろもろの要因があると思いますので、ただ数字だ

けを比較するのではなく、その時々にどういうこと

があったかということも加味しながら分析をする必

要があるだろうと思います。

○ 田勝廣委員 全くそのとおりだと思います。で

は、これからの分析として、例えばよく言う投資的

経費とか、さっき翁長委員も言ったのだが、税収を

ふやすための方法論として、もちろん新しい税の確

立をすればいいのだが、現状の中で税をふやす方法

論として一番何が得策なのか、そこは総務部長はど

う考えていますか。

○小橋川健二総務部長 午前中、財源との関係でも

申し上げましたが、自主財源比率が低いのは依存財

源が大きいからだと申しました。自主財源は絶対額

をふやしていくのが大事です。では、それをどのよ

うにふやすかということですが、今、沖縄振興一括

交付金なるものがあります。それから、振興予算も

3000億円を超えました。そういうボリュームで、あ

るいは沖縄振興一括交付金の制度で、それから沖縄

振興特別措置法の中でさまざまな税制上の優遇措置

があります。それから特区制度があります。こうい

う重層的に沖縄振興が今図られているわけです。

ですから、今、県が進めておりますのは、さっき

言いました振興策を活用して、産業振興を図る、そ

れから沖縄振興一括交付金では、例えば子育て環境

の整備も働く環境の整備につながってまいりますの

で、雇用をふやして、所得をふやして、経済を大き

くして、結果として税収で反映させていただく、こ

れが自主財源の絶対額がふえる道だろうと思ってい

ます。

○ 田勝廣委員 今、一括交付金は他の都道府県で

もやっていますか。

○小橋川健二総務部長 似たような制度で、規模は

小さいですが、平成26年度から奄美群島で始まった

やに聞いております。ただ、内容的に沖縄県のもの

とどういう差異があるのかは今持ち合わせはござい

ません。

○ 田勝廣委員 沖縄振興一括交付金制度はいつか

ら始まったのですか。

○小橋川健二総務部長 今の部分は平成24年度から

でございます。

○ 田勝廣委員 たしか民主党政権時代ですか。

○小橋川健二総務部長 はい、その時期でございま

した。

○ 田勝廣委員 自民党政権になって一括交付金制

度が沖縄県だけになって、他の都道府県はやらない

ような情報もあったのだが、そこは正しいのですか。

○小橋川健二総務部長 やらないとなったかどうか

確認はしておりませんが、この間、似たようなもの

では、例えば震災の復興のための交付金制度もでき

たと聞いておりますし、それから近々、平成27年度

に向けて地方創生のための交付金もできるといいま

すので、その内容もよく見ていかないといけないと

は思います。

○ 田勝廣委員 沖縄振興開発計画と沖縄21世紀ビ

ジョン、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ

適切な利用の推進に関する特別措置法は、たしか民

主党政権でオーケーになったと思ったが、ここはど
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うですか。

○小橋川健二総務部長 時期的にはそうだったと

思っています。

○ 田勝廣委員 ２つの法律は民主党政権のときに

成立して、沖縄21世紀ビジョンは県がつくって、当

時の民主党は丸のみしたのですか。

○小橋川健二総務部長 県が主体的につくるように

なりましたので、それを国に認めていただいたとい

うことだと思います。

○ 田勝廣委員 私もそうだと思います。この２つ

の法律は民主党政権が沖縄県の要請に対して丸のみ

して、それを国の方針として出した、そこは間違い

ないと私も思います。

○山内末子委員長 前島明男委員。

○前島明男委員 それではまず、公安委員会からお

尋ねをしたいと思います。

加藤本部長ほか警察官、警察の職員の皆様方が県

民の安全安心確保のために日夜努力しておること

に、まず敬意を表したいと思います。

そこで質疑に入るわけですが、通告はしてござい

ませんが、交通関係からお尋ねしたいと思います。

きょうお昼のテレビニュースを見ておりましたら、

またまた酒気帯び運転で石垣海上保安官が基準の約

４倍の酒気を帯びて逮捕されております。また、け

さ、カーラジオを聞いておりましたら、10万人当た

りか何万人当たりかわかりませんが、酒気帯び運転

で逮捕される率が全国ワーストワンだ、しかも飲酒

運転によって死亡する率も全国ナンバーワンという

不名誉なことがずっとこれまで起こっております。

これはもう何十年ですか、交通部長。

○當山達也交通部長 全人身事故に占める飲酒絡み

の人身事故の構成率が24年間連続して全国最悪とい

う状況が続いております。

○前島明男委員 確かにそうですね。これは全く県

民としても不名誉な話で、これを極力ゼロに近づけ

ないといけないと思うのです。特効薬はないでしょ

うが、その抜本策を皆様方がどのように考えておら

れるのか、その辺からお尋ねしたいと思います。

○當山達也交通部長 ただいまの御指摘につきまし

ては、まず県内の飲酒運転の実態を御説明してから、

その特徴に対しまして対策をどのようにとっている

かということで御説明したいと思います。

まず、９月末で飲酒運転で検挙された者は888件

ございます。大体１日当たり３件から４件の検挙で

ございます。そして、県警察では、飲酒運転の取り

締まりを強化しているところでございますが、それ

でも交通事故を発生したということで飲酒運転が発

覚するケースが全体の３割ございます。一晩寝たか

ら大丈夫ということで、まだ体にアルコールが残っ

ている状態で運転する、いわゆる二日酔い運転で検

挙される運転手も全体の３割弱おります。過去に飲

酒運転で検挙された運転手の意識調査をした結果で

は、その６割が最初から酒を飲む場所に車を運転し

ていった、運転して帰るつもりで行ったと答えてい

る状況でもございます。

当県の特徴としまして、飲酒運転の検挙の基準に

は呼気１リットル当たり0.15ミリ以上と0.25ミリ以

上と基準がございますが、その0.25ミリ以上で検挙

される運転手が全体の８割ということで、かなりの

飲酒量で運転をしているという状況がございます。

そこで、県警察は関係機関、そして県民の皆さんの

御協力も得ながらいろいろな対策をとってきたとこ

ろですが、結局は運転者自身の意識の問題だと考え

ております。

そこで、ことしから取り組んでいる対策としまし

て、免許保有者の皆さんに飲酒運転をしないという

宣言書に署名をしていただいて、それを提出してい

ただくという活動をしております。それで飲酒運転

をなくそう、運転者の皆さんの意識を高めようとい

うことでやっております。具体的には、運転免許セ

ンターで更新時講習の際に講習を受けた皆さんに

も、その宣言書にサインをしていただいて提出して

いただいております。各事業所、あるいは居酒屋な

どの飲食店などでも、その宣言書を提出していただ

いて、県民総ぐるみで飲酒運転をしないという宣言

していただく運動に今取り組んでいるところでござ

います。

○前島明男委員 いろいろな対策をとっておられる

わけですが、私は企業、会社に対して徹底的に、皆

さん方はいろいろなお仕事をしておられて大変お忙

しいとは思うのですが、検挙される皆さん方の６割、

７割、もっとかもしれませんが、恐らく会社に勤め

ている方ではないかと思うのです。その辺、調査し

たことはございますか。検挙の率は有職者と無職者

でどういう割合なのか。

○當山達也交通部長 検挙されて免許取り消しにな

る処分者数で見ますと、ほとんどが有職者でござい

ます。

○前島明男委員 多分私もそうだと思うのです。で

あれば、大変な仕事量だとは思うのですが、企業を

シラミ潰しに、これは何年かかるかわかりませんが、

一社一社皆様方が企業を訪問していただいて、企業
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の職員を会社で集めて徹底的に指導講演をやってい

ただく。また、大学においても、大学生を対象にそ

ういうことを徹底してやっていったらどうかと思う

のですが、その辺のお考えはいかがですか。

○當山達也交通部長 ただいま御指摘がありました

ように、やはり若いうちから交通ルール、あるいは

マナーを守るという安全教育が重要だと考えており

まして、御指摘のように、中学校、高等学校への安

全教育も行っているところでございます。そして、

先ほど委員から御指摘がございました会社ぐるみで

取り組む対策が効果的ではないかということがござ

いましたが、まさにその対策も今行っておりまして、

例えば車両関係の業界、運転者業界、そして飲食店、

酒を提供する業界を含めて、今、先ほどの宣言書の

提出をお願いしているところです。

それと、県の条例―沖縄県飲酒運転根絶条例には

事業所の責務というのが規定されておりまして、事

業者として職員、従業員の飲酒運転を防止する取り

組みをするようになっております。具体的には、朝

始業前にアルコールチェッカーで昨晩の酒が残って

いないかといったものもチェックしていただくとい

うこともやっていただいております。現在、自治体

も含めまして、事業所で627カ所、そして延べ人数

では３万9000人の皆さんから飲酒運転をしないとい

う宣言書の提出をいただいているところでございま

す。今後もこれは継続していきたいと考えておりま

す。

○前島明男委員 さらに企業に対する指導を徹底し

てお願いしたいと思います。

せっかく生活安全部長に通告をしてございますの

で、主要施策の成果に関する報告書の中から、スクー

ルサポーターについて、まず御説明方をお願いした

いと思います。

○親川啓和生活安全部長 県警察スクールサポー

ターの配置状況は、平成25年度は６名を那覇市、宜

野湾市、浦添市、沖縄市、豊見城市、うるま市、中

城村の計12校の中学校に配置し、各種支援活動を推

進しております。活動内容は、派遣された学校にお

いて非行グループの補導、解体、非行少年等の居場

所づくり、立ち直り支援、非行少年等の保護者や担

任等に対する指導助言、家庭、地域、関係機関と連

携した環境浄化等を実施し、生徒の非行防止及び健

全育成を図るとともに、学校及び学校周辺の環境改

善を図っております。

配置効果としましては、スクールサポーターは学

校と警察とのかけ橋として重要な役割を担ってお

り、配置先の学校において生徒の問題行動が発生し

た際の事案の早期把握が可能となり、必要な場合に

警察と連携した対策を実施することで問題行動を起

こした生徒の早期立ち直り、学校教育環境の早期正

常化を図ることができるなどの効果があらわれてい

るところであります。実際にスクールサポーターが

いじめに起因する暴行事件や恐喝事件を発見し、警

察へ通報したことで早期に事件化し、被害少年の保

護措置がとられた効果的な事案もあります。

○前島明男委員 学校サイドからは非常に大きな効

果があったと伺っておりますので、平成25年度は６

人の配置、平成26年度は２人ふやして８人というこ

とですが、これをもっとふやして対応できないかと

思うのですが、そのお考えはないですか。

○親川啓和生活安全部長 先ほど委員からありまし

たように、平成26年度は２名増員されて８名体制で

各種対策を推進しておりますが、次年度も増員が必

要だと考えており、特段の御高配、御支援を賜りま

すよう、よろしくお願いします。

○前島明男委員 質疑を変えます。サイバー犯罪対

策事業について御説明方をお願いいたします。

○親川啓和生活安全部長 サイバー犯罪取り締まり

体制と取り締まり状況についてお答えいたします。

平成24年度に生活保安課内にサイバー犯罪対策室

を設置し、取り締まり体制を強化しております。平

成25年のサイバー犯罪検挙件数は118件で、前年に

比べ21件の増加、本年８月末現在につきましては80

件で、前年同期に比べ７件の増加となっております。

○前島明男委員 サイバー犯罪対策室は18名です

が、これで十分な対応ができているのでしょうか。

○親川啓和生活安全部長 平成24年度に室長以下捜

査員７名の11名体制でサイバー犯罪対策室を設置し

た後、現在―平成26年度は18名体制となっておりま

す。平成26年度、平成25年度増員を実施している状

況でございます。

○前島明男委員 増員にも限界があると思いますの

で、民間企業との連携も必要ではないかと思うので

すが、その辺はいかがですか。

○親川啓和生活安全部長 平成10年度に県内のイン

ターネット関連事業者と沖縄県サイバー犯罪対策連

絡協議会―平成26年度現在17事業者が加盟しており

ます―を設置し、事業所と連携したサイバー犯罪に

関する情報共有や防止対策を行っております。また、

本年９月４日に県内の７金融機関との間にサイバー

犯罪の未然防止及び共同対処に関する協定を締結

し、連携を強化しているところであります。サイバー
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犯罪は、情報処理技術の進展に伴い、新たな手口の

サイバー犯罪が発生しやすい状況にあることから、

今後最新の情報処理技術を研究する機関などと連携

した取り組みを進めてまいります。

○前島明男委員 ありがとうございました。

以上で終わります。

○山内末子委員長 以上で、知事公室長、総務部長

及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

ありがとうございました。

次回は、明 10月16日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時３分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月15日（水曜日）

午前10時４分開会

第１委員会室

出席委員

委員長 上 原 章君

副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 座喜味 一 幸君 新 垣 哲 司君

委 員 仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君

委 員 玉 城 満君 瑞慶覧 功君

委 員 玉 城 ノブ子さん 儀 間 光 秀君

欠席委員

喜 納 昌 春君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 山 城 毅君

農 漁 村 基 盤 統 括 監 増 村 光 広君

農 林 水 産 総 務 課 長 長 嶺 豊君

農 林 水 産 総 務 課

研 究 企 画 監
生 沢 均君

流通・加工推進課長 宜野座 葵君

農 政 経 済 課 長 崎 原 盛 光君

園 芸 振 興 課 長 松 尾 安 人君

糖 業 農 産 課 長 西 村 真君

畜 産 課 長 長 崎 祐 二君

村 づ く り 計 画 課 長 仲 村 剛君

農 地 農 村 整 備 課 長 植 田 修君

水 産 課 長 新 里 勝 也君

漁 港 漁 場 課 長 安 里 和 政君

労 働 委 員 会 事 務 局

参 事 兼 調 整 審 査 課 長
新 垣 盛 勝君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（農林水産部及

認定第１号 び労働委員会所管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県農業改良資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県沿岸漁業改善

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中央卸売市場

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県林業改善資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

3ii4

○上原章委員長 ただいまから経済労働委員会を開

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号、同認定第２号及び同認定第９

号から同認定第11号までの決算５件の調査を一括し

て議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算の概要の説明を求めます。

山城毅農林水産部長。

○山城毅農林水産部長 農林水産部関係の平成25年

度歳入歳出決算について、その概要を御説明いたし

ます。

お手元にお配りしております平成25年度歳入歳出

決算説明資料により御説明いたします。

１ページをお開きください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどの（Ａ）欄になりますが、予算現額745億6482

万円に対し、調定額554億2822万9224円、収入済額547

億4114万5768円、不納欠損額486万5943円、収入未

済額６億8221万7513円で、調定額に対する収入済額

の割合である収入比率は98.8％となっております。

２ページをお開きください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳出の合計は、表頭の中

経済労働委員会記録（第１号）
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ほどの（Ａ）欄になりますが、予算現額919億883万

807円に対し、支出済額680億9368万4616円、予算現

額に対する支出済額の割合である執行率は74.1％

で、翌年度繰越額202億6718万2304円、不用額35億

4796万3887円となっております。

３ページをお開きください。

最初に、一般会計の歳入歳出決算について御説明

いたします。

まず、歳入についてですが、（款）分担金及び負

担金、（款）使用料及び手数料、（款）国庫支出金、

４ページの（款）財産収入、（款）繰入金、５ペー

ジの（款）諸収入、（款）県債となっております。

３ページに戻りまして、歳入の合計は、表頭の中

ほどの（Ａ）欄になりますが、予算現額738億7960

万7000円に対し、調定額531億3453万5065円、収入

済額531億853万1286円、不納欠損額34万8067円、収

入未済額2565万5712円で、収入比率は99.9％となっ

ております。

収入未済額について、主なものを御説明いたしま

す。

５ページをお開きください。

（款）諸収入の2424万3712円でございますが、こ

れは主に県発注の土木一式工事の談合に係る損害賠

償金によるものでございます。

６ページをお開きください。

次に、歳出について御説明いたします。

表頭の中ほどの（Ａ）欄になりますが、予算現額

912億2361万7807円に対し、支出済額674億8761万

3413円、執行率74.0％、翌年度繰越額202億6718万

2304円、不用額34億6882万2090円となっております。

そのうち翌年度繰越額の内訳を予算科目の（項）

別に申し上げますと、まず、（款）農林水産業費の

（項）農業費46億2587万6450円、（項）畜産業費７

億6465万7573円、７ページの（項）農地費90億6484

万6155円、（項）林業費５億222万7445円、（項）水

産業費52億9851万2221円、次に８ページの（款）災

害復旧費の（項）農林水産施設災害復旧費1106万2500

円となっております。

翌年度繰越額の主な理由は、設計調整のおくれや

計画変更等によるものであります。

６ページに戻りまして、次に、不用額の内訳を予

算科目の（項）別に申し上げます。

（款）農林水産業費の（項）農業費16億2213万7105

円、（項）畜産業費２億1867万7530円、７ページの

（項）農地費３億1818万8464円、（項）林業費３億8057

万4172円、（項）水産業費８億198万607円、８ペー

ジの（款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害復

旧費１億2726万4212円となっております。

不用額の主な理由は、農林水産物流通条件不利性

解消事業において、低温により発生した生育不良に

伴い県外出荷量が減少したことによるもののほか、

その他の事業における入札残等であります。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

しました。

９ページをお開きください。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について御説明いたします。

まず、農業改良資金特別会計について御説明いた

します。

歳入につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額１億7502万2000円に対し、調

定額９億322万5813円、収入済額３億5334万6115円、

収入未済額５億4987万9698円、収入比率は39.1％と

なっております。

収入未済額の内容は、借受者の経営不振等により、

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

10ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額１億7502万2000円に対し、支

出済額１億2784万416円、執行率73.0％、不用額4718

万1584円となっております。

不用額の主な理由は、貸付実績が事業計画を下

回ったことによるものであります。

11ページをお開きください。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額9575万4000円に対し、調定額

８億9709万8033円、収入済額８億4104万9862円、不

納欠損額301万7876円、収入未済額5303万295円で、

収入比率は93.8％となっております。

収入未済額の内容は、借受者の経営不振等により、

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

12ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額9575万4000円に対し、支出済

額9476万7129円、執行率99.0％、不用額98万6871円

となっております。

不用額の主な理由は、貸付金の回収に係る委託料

の執行残に伴うものであります。
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13ページをお開きください。

次に、中央卸売市場事業特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額３億9861万7000円に対し、調

定額４億142万8646円、収入済額３億9150万4366円、

収入未済額992万4280円で、収入比率は97.5％となっ

ております。

収入未済額の内容は、施設使用料及び雑入におけ

る実費徴収金についての未収分であります。

14ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額３億9861万7000円に対し、支

出済額３億8284万903円、執行率96.0％、不用額1577

万6097円となっております。

不用額の主な理由は、冷蔵配送施設の設計に係る

委託料の入札残によるものであります。

15ページをお開きください。

次に、林業改善資金特別会計について御説明いた

します。

歳入につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額1582万円に対し、調定額9194

万1667円、収入済額4671万4139円、不納欠損額150

万円、収入未済額4372万7528円で、収入比率は50.8

％となっております。

収入未済額の内容は、借受者の経営不振等により、

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

16ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどの（Ａ）欄に

なりますが、予算現額1582万円に対し、支出済額62

万2755円、執行率3.9％、不用額1519万7245円となっ

ております。

不用額の主な理由は、貸付実績が事業計画を下

回ったことによるものであります。

以上、農林水産部関係の平成25年度一般会計及び

特別会計の決算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○上原章委員長 農林水産部長の説明は終わりまし

た。

次に、参事監兼労働委員会事務局長から労働委員

会事務局関係決算の概要の説明を求めます。

なお、本日は、労働委員会事務局長が体調不良に

より欠席しておりますので、参事兼調整審査課長が

代理出席しております。

新垣盛勝参事兼調整審査課長。

○新垣盛勝参事兼調整審査課長 それでは、平成25

年度一般会計決算における労働委員会所管の決算の

概要につきまして、お手元にお配りしております平

成25年度歳入歳出決算説明資料に基づき御説明申し

上げます。

労働委員会には歳入はございません。

歳出決算につきましては、予算現額１億2819万

4000円に対し支出済額は１億2196万3210円で、執行

率は95.1％でございます。

支出の主な内容といたしましては、委員の報酬や

費用弁償等の委員会運営費並びに事務局職員の給与

や旅費のほか、需用費や役務費等の事務局運営費で

ございます。

不用額は623万790円で、その主な内容は、人件費

及び物件費の執行残による不用でございます。

なお、参考までに当委員会の予算の性質別区分で

申し上げますと、人件費が95.2％、物件費が4.6％

となっております。

以上でございます。

よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○上原章委員長 参事兼調整審査課長の説明は終わ

りました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うことにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。
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それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

砂川利勝委員。

○砂川利勝委員 では、何点か質疑させてください。

農業改良資金特別会計ですね。収入未済額の件数

と内訳を教えてください。

○崎原盛光農政経済課長 農業改良資金特別会計に

おける平成25年度末の収入未済額は、件数にして134

件、金額が５億4987万9698円となっております。

○砂川利勝委員 これは単年度だけの収入未済額で

すか。では、累積は幾らになるのですか。

○崎原盛光農政経済課長 ５億円余りの金額につき

ましては、これまでの累計になっております。

○砂川利勝委員 それでは減った理由、1400万円ぐ

らい減っていますよね。それは納めたということで

すか。

○崎原盛光農政経済課長 返済が比較的スムーズに

済んだということになります。

○砂川利勝委員 農業改良資金については、経営が

なかなかうまくいかなくて大変苦慮しているところ

もあると思いますので、農家等のいろいろな支援を

しっかりとやっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に移りたいと思います。農林水産部の繰越額の

内訳。先ほどの理由の中に計画の変更とか、いろい

ろあるというお話であったのですが、まず、一番多

い農業費の説明をしていただければと思います。

○長嶺豊農林水産総務課長 繰越額のまず農業費で

は、試験研究の部分で約8000万円程度の繰り越しで

ございます。これが主なものでございます。

全体で申し上げますと、農林水産部では202億6718

万2000円が繰り越しの総額でございます。

○砂川利勝委員 全体はそうですが、これで見ると、

農業費と農地費と水産業費ですね。46億円、90億円、

52億円と出ているのですが、これだけ大きな数字で

すので、その辺の大きな数字のところを３課でいい

ですので、なぜそういう繰り越しが出ているのか説

明してください。

○長嶺豊農林水産総務課長 糖業関係の事業で、含

みつ糖振興特別対策事業で約16億円の繰り越しがご

ざいます。それから、畜産環境基盤整備事業で約４

億7000万円がございます。それから、ハード関係の

事業で申し上げますと、水利施設整備事業、水質保

全対策事業、農山漁村活性化対策整備事業等で繰り

越しの大きい事業がございます。

○砂川利勝委員 繰り越したものは沖縄振興一括交

付金絡みですか。

○長嶺豊農林水産総務課長 沖縄振興一括交付金事

業が約104億円程度ございます。あと、沖縄振興一

括交付金以外の事業で98億円程度繰り越している状

況でございます。

○砂川利勝委員 新たにまた、ことしも沖縄振興一

括交付金で事業をやると思うのです。だから、どん

どん沖縄振興一括交付金がふえればふえるほど繰り

越しが今後出ると予想しているのですか。

○長嶺豊農林水産総務課長 ちなみに、昨年度は沖

縄振興一括交付金事業で90億円程度の繰り越しをし

ておりまして、やはり若干ふえておりますが、でき

るだけ執行状況の確認、点検、進捗管理を徹底しな

がら、事業を推進していきたいという考えでござい

ます。

○砂川利勝委員 これだけ事業量がふえてきたら、

基本的に職員の数はどうでしょうか。

○長嶺豊農林水産総務課長 今の農林水産部の職員

定数といいますか、数につきましては、平成25年度

は927名でございます。前年度が948名でございます

ので、やはり職員の減少は数字的にはあります。事

業執行との絡みになりますが、職員定数につきまし

ては行財政改革も含めて、一つの全庁的な取り組み

としてスクラップしたり、あるいは必要な箇所にビ

ルドしたりということで、人員配置の調整はしてお

ります。各年度、そういう主要事業を十分勘案しな

がら配置には努めていきたいと考えております。

○砂川利勝委員 予算がどんどんふえていく中で、

やはり執行していく体制は大事だと思うのです。繰

り越しがどんどんふえていけば、それだけ人が足り

ないということのあらわれだと私は思っていますの

で、行財政改革の結果、予算を残してもしようがな

いと思うのです。そこら辺はしっかりと当局とも話

をして、もらった予算は全て使うというぐらいの気

持ちを―職員が足りなければ足りないということは

しっかり言うべきではないかと思うし、また、補充

をして、しっかりと予算を使っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。農林水産

部長、どうですか。

○山城毅農林水産部長 農林水産部は沖縄振興一括

交付金等かなり出てきまして、また経済対策も含め

て予算がもとに戻ったというのですか、ふえてきて

いる状況にございます。一方で職員についても、行

財政改革の関係もありまして全体的には減っている

中で、農林水産部も一定量減ってきたという中では、

今後の新行財政改革プランの中ではこのペースを維
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持すると聞いております。一方、定年退職の方々も

再雇用という制度ができております。そういう意味

では、先輩方の再雇用も位置づけしながら、そこを

うまくサポートしながらやっていきたいと。あわせ

て、ハード関係については、農業土木技術職の採用

が我々は一番課題となっておりますので、その辺は

大学等とも連携しながら、もう一つは技術補、高校

卒業の技術関係も今、採用枠でお願いしているとこ

ろでございますので、そういったものについてまた

担当部局と調整しながら、体制についてはしっかり

やっていきたいと考えております。

○砂川利勝委員 ぜひよろしくお願いします。

次に、農地・水保全管理活動支援事業、八重山で

どのくらい実施団体があるのか。答弁を求めます。

○仲村剛村づくり計画課長 現在、本事業を八重山

地域で取り組んでおりますのは、石垣市で８集落及

び28組織が構成員となっております石垣島地区農地

・水・環境保全組織が１団体、対象面積が745ヘク

タール。竹富町で農家及び11組織が構成員となって

おります波照間地域資源保全の会１団体、111ヘク

タールとなっております。

○砂川利勝委員 与那国町ではやっていないのです

か。

○仲村剛村づくり計画課長 現在、与那国町では農

地・水保全管理活動事業はやっておりませんで、か

わりに中山間地域等直接支払事業で取り組みをして

いるところでございます。

○砂川利勝委員 地域の活動なので、農道はいろい

ろ整備されていて確かに路面はいいのですが、基本

的に雑草が生い茂って、例えば４メートルあっても

２メートルしか幅がないとか。一生懸命やっている

地域はそれなりの整備がされているのですよ。多分、

今の支援事業は予算がふえるのです。この辺を説明

してください。

○仲村剛村づくり計画課長 今年度国におきまして

は、この事業の国庫予算、対前年度で７割ほど大幅

な予算を増額しておりまして、現在、沖縄県におき

ましても沖縄総合事務局と沖縄県で関係市町村に出

向く、もしくは説明会を開催するなどして、積極的

な事業の取り組みをお願いしているところでござい

ます。その結果、これまでに石垣市で新たに１団体

が新設されまして、約2700ヘクタールの農用地を対

象に活動が展開される予定となっております。

○砂川利勝委員 水田の関係上、そのようないろい

ろな予算がついたのかと思うのですが、ぜひこの予

算を利用して、配水も含めて、しっかりと物はつく

られていますので、それを整備すれば被害も多分少

なくなると思います。例えば、市でも町でもいいの

ですが、どんどんそういう団体をふやして、地域ボ

ランティアも必要ですので、しっかりとそういう対

応をしないと、多分あれだけの何百キロという距離

は市でもできないだろうし、また、沖縄県でもでき

ないだろうし、いろいろあると思うのです。それは

やはり地域の力を活用しなければできないですの

で、市とか町とかとしっかりと対応して、そしてま

た土地改良組合と対応しながらしっかり予算を回し

ていただいて、整備に努めていただきたいと思いま

すので、対応をひとつよろしくお願いします。

次に移ります。県産食肉ブランド国内外流通対策

強化事業ですね。これは予算もしっかりと消化され

ておりました。この紹介をしていただきたいと思い

ます。

○長崎祐二畜産課長 県産食肉ブランド国内外流通

対策強化事業でございますが、沖縄県産食肉の国外

への流通を強化する事業となっております。本事業

によりまして、平成24年度に香港に流通保管施設を

整備いたしました。平成25年度はその施設を活用い

たしまして、豚肉を約36トン、アグー豚肉を約４ト

ン輸出しております。香港への豚肉輸出量は平成25

年度は約40トンとなっておりまして、平成24年度の

約25トンと比較して約60％増加しております。今後

はトレーサビリティーシステムを構築いたしますの

で、安全安心なアグーブランド肉のブランド力強化

を図ってまいりたいと考えております。

○砂川利勝委員 海外にそうやって輸出するように

なりましたと。やってみて今、課題とかはあります

か。

○長崎祐二畜産課長 実は受け手の販売のほうでご

ざいますが、結構過当競争になっておりまして、ほ

かの県ですとか、ほかの国ですとか、いっぱい売り

込みに来ております。そのためには定時定量を実現

し続けないといけないということが、これからの課

題になるかと考えております。

○砂川利勝委員 一定量やらなければいけないと。

そこで、その農家との連携はどうですか。

○長崎祐二畜産課長 今は沖縄県食肉輸出促進協議

会をつくっておりまして、その中でそれぞれのメー

カーで全部取りまとめまして、その保管施設を利用

して保管しておいて、要求があったときにすぐ出せ

るようにという形でやっております。

○砂川利勝委員 ぜひとも沖縄のブランドを高めて

いくということで、多分これから牛肉を含めてやっ
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ていかれるかと思うのですが、ぜひとも頑張ってい

ただいて、地域の活躍の場をしっかりとやっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、農林水産物流通条件不利性解消事業、先島

地区における内容を説明してください。

○宜野座葵流通・加工推進課長 まず、全体的な決

算の状況を申し上げますと、平成25年度の農林水産

物流通条件不利性解消事業の実績につきましては、

出荷団体110団体に対しまして、23億3025万円の補

助金を交付いたしました。圏域別の内訳としまして

は、多い順に本島が16億1666万1000円、本島周辺離

島が２億9698万4000円、宮古地区が２億4150万4000

円、次に八重山地区が１億7510万1000円となってお

ります。先島地区の作物別の内訳を申し上げますと、

宮古地区が、野菜で１億8437万7000円、水産物で4022

万1000円、果樹で1364万6000円、花卉で195万3000

円、続きまして八重山地区が、水産物で8626万6000

円、果樹で4947万8000円、野菜で2618万5000円、花

卉で991万1000円となっております。

○砂川利勝委員 農林水産物流通条件不利性解消事

業は農家もすごく助かっているし、また、この制度

を利用しながら農家に力をつけてほしいなと思って

います。これだけ多くの資金を投入されているとい

うことで、ぜひこれもまた―今までやってきた中で、

課題らしきものはありますか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 農林水産物流通条

件不利性解消事業の課題としましては、今後の展開

もありますが、貨物の集約化による移送の効率化の

あり方、平成26年度に補助対象品目を８品目追加し

たところでありますが、さらなる追加を含めた補助

対象品目のあり方の検討、事業を継続的に実施して

いくための多角的な事業効果の検証方法の施行など

が挙げられております。

○砂川利勝委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。去年、積み残しとかいろいろあったのですが、

農林水産部長が中型機を飛ばすよということで、石

垣市でもパイナップルの積み残しとか、そういう話

は一切出ませんでしたので、そういう行政の力も

しっかりと加味されているのかなと思います。ぜひ

続けていただいて、また、要望があれば品目をふや

していける体制をとっていただければありがたいと

思いますので、頑張ってください。

○上原章委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 今回の台風の被害、大変大きく

出ておりまして、今後の調査ではなお被害がふえて

くるものと想定されますが、速やかな対応をしてい

ただきますことをまずは希望いたします。

先ほども予算執行の話がありまして、繰り越しの

話等々ありました。特に技術系のソフト事業、大分

必要な事業の繰り越しがどうしても多いのかなと思

いますが、沖縄県全体の中で、先ほど農林水産部長

が答弁していただいた農業普及関係の技術職員、農

業土木系の職員、その辺の人材育成が必要だが、ま

ず現状として、そういう技術職のポストに事務系の

方たちも結構入っているのではないかということが

現実だと思います。その現状について概要を報告い

ただけますか。

あるやなしやという方向でいいですよ。充当率で

いいですよ。

○長嶺豊農林水産総務課長 現在、農業土木関係職

員の定数につきましては194名でございます。実際、

技術者の配置状況につきましては183名で、足りな

い補充としましては、再任用の職員だとか、先ほど

委員からありました事務職員で補っている部分がご

ざいます。

○座喜味一幸委員 枠で11名だけ不足ということだ

が、僕は現場の実態はもっと厳しいものがあると

思っていまして、先ほど農林水産部長が言っており

ました。これは沖縄振興一括交付金、去年から土地

改良を含む予算が自民党にかわってから急激に伸び

ておりまして、一時期落ち込んだ事業費が今大きく

伸びている。それに対して技術職が―技術職は急に

育ちませんから、それは民間も含めた対応が必要だ

という指摘を去年も指摘したのですが、本気でやら

ないと現場の負担が相当大きい。その辺の民間技術

者を含めてどういう形でするか、これは本気で議論

しないといけませんが、いかがでしょうか。

○山城毅農林水産部長 先ほど農林水産総務課長か

らも報告があったのですが、実態としまして技術職

が足りないということで、そこには農業職、あるい

は林業職、また行政職をはめながら対応している状

況であります。そういう中で農林水産部内の対策と

しては、実は年間を通して研修会制度を設けていま

して、そういう事務系の方々も含めて技術的な研修

をすることによって、内部の連携を含めて資質向上

に向けて体制を整えていることが現在ございます。

委員おっしゃるように、民間を使った連携した取り

組み、執行体制の構築につきましても、効率的に事

業を執行するためには必要かと思いますので、その

あり方をどうするかということもまた検討しなけれ

ばいけないと思います。それについてはまた、内部
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で……。現在、例えば民間と一緒になって、お互い

の研究開発、発表会を連携してやっていまして、そ

ういった連携もありますので、執行の連携のあり方

というものについて、民間を含めて検討していきた

いと思います。

○座喜味一幸委員 これは沖縄県のみならず、市町

村も相当技術職不足で大変困っていて、予算執行し

ていていろいろな課題が出ていますよ。そういう意

味では、沖縄県全体の予算が、これからの執行を含

めた沖縄県のありよう、そして市町村の予算執行の

ありよう、技術者をどう育てていくか、技術行政人

をどう育てていくかということは大変重要なので、

総点検してもう一回襟を正さないと、整理をしない

と少し厳しいものがあると思っております。市町村

も含めた検討をぜひお願いしたいと思っておりま

す。

少し細かくなりますが、平成25年度主要施策の成

果に関する報告書112ページに水産物供給基盤機能

保全事業というものがありまして、この計画24億円

に対して、実績10億円、繰越額が13億円できており

ます。このような事業がなぜ起きるのか、余りにも

計画と実績に乖離がある。ここも僕は技術者を含め

ていろいろな問題があると思っておりますが。

○安里和政漁港漁場課長 まず、水産物供給基盤機

能保全事業の概要ですが、これは漁港整備の一つの

事業でございまして、老朽化及び耐用年数を経過し

た漁港の機能診断や維持、更新整備及び地震、津波

等の自然災害に対する漁港施設の機能強化、防護対

策を行う事業でございます。実は平成24年度の大型

補正予算で大幅な予算を確保しまして、この事業自

体が大きく分けると調査事業と保全工事事業とに分

けられまして、漁港の健康診断をして、この施設そ

のものが早急に対応すべきものか、それともしばら

くして対応すべきものかという調査を行いまして、

状況に応じて補修工事だったり、保全工事だったり、

強化工事だったり、そういったものをする事業でご

ざいます。それでこの機能保全、健康診断にかなり

時間を要しまして、繰り越しが大幅にふえてしまっ

た状況でございます。

○座喜味一幸委員 去年の繰り越しも８億円ぐらい

あったわけでしょう。今回次年度への繰り越しが約

８億円でしょう。そういう状況の中でどういう形で

執行率を上げて、年度内、単年度予算という原則を

どう守っていくかということが行政の基本であるも

のだから、そういうあり方が妥当なのか。執行体制

がもしそうであれば、早目に調査を進めて工事に移

るためには―別にいろいろな地権者との交渉とかが

あるわけでもないし、何が問題なのかと言われても

しようがない事案だと思うのです。ですから、毎年

毎年同じように10億円前後繰り越していくような事

業はあり方を考えないといけない。農林水産部長、

これはどうしますか。

○山城毅農林水産部長 平成24年度、平成25年度と

いうことで、平成24年度は２月の経済対策で相当な

金額が来まして、漁港とかハードが大分来たもので

すから、それが一つの原因となって繰り越して、そ

の執行を優先的にやってというところがありまし

た。それについては現在落ちついてきていると思い

ますので、今後の繰り越しについてはある程度改善

できると見ています。ただ、先ほど申し上げました

ように、全体的に技術職が足りないことはもうはっ

きりしていますので、そこはしっかりフォローして

いきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 ですから、トータルとして水産

土木の技術者も僕は不足していると思っていて、こ

の現状は今後にとって好ましくない。せっかくの予

算を執行して、効果を早目に出す、漁業者の利便性

を図っていくべき事業なので、この状況を継続する

ようではいけないので、技術者の不足にどう対応す

るのか。そして、適正な予算執行というものをどう

していくのか。そもそもの大きな予算の変化の中で、

こういう組織のフレキシブルな対応が求められてい

ます。私は今回この話を提起していますので、ぜひ

ともこれは各部門の技術職を含めた点検をしていた

だきたいと思っております。

もう一点、農林水産物流通条件不利性解消事業に

ついて、先ほどと余り重複しないように伺いますが、

農林水産物流通条件不利性解消事業は今、大変大き

なインパクトのある事業として現場が動いていると

思っております。農林水産物流通条件不利性解消事

業は、平成25年だからもう２年目だったのですが、

沖縄県からの全県外出荷量に対して農林水産物流通

条件不利性解消事業で取り扱った農作物というもの

はどれぐらいのシェアですか。

○山城毅農林水産部長 県外に出ている出荷量全体

の把握は非常に難しいところがございます。大手の

ＪＡとか漁協の取扱量については、毎年統計をとり

ながら把握して整理しているのですが、個人で出し

たりというもの、小団体で出しているものが結構あ

りますので、ＪＡの系統を見てみたら大体50％程度

です。あと50％は系統外の皆さん、個人で出してい

るものがありますので、その辺の把握が十分できて
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いないという現状がありまして、では、何割かとい

うことは今申し上げられないのですが、系統が取り

扱っているものを見た場合にはほぼ全額該当する、

利用されている状況でございます。

○座喜味一幸委員 なぜこのことを聞くかという

と、要するに我々が将来観光客1000万人を目指す、

地産地消していく中で、トータルとしての農産物の

供給があって、沖縄県外に送る分、沖縄県外から入っ

てくる分、そういう出し入れをしたときに我々はど

のような形で沖縄県内の自給率を高め、沖縄県外へ

の出荷をどう高めて、農家の生産性の向上、経営収

支を高めようとしているのかという大きな命題でな

ければいけないと思っているのですよ。

では、直接聞きますが、例えばこの事業を使った

ゴーヤーの沖縄県外出荷量がありますね。そうする

と大体７月ぐらい、８月から、夏場はほとんど本土

からゴーヤーが入っているのですよ。そういうゴー

ヤーの沖縄県の年間消費量に対して、どう端境期で

勝って、どう県外のゴーヤーに太刀打ちしていくか

という戦略性、年間を通してどう生産していくかと

いう計画がないと、農林水産物流通条件不利性解消

事業そのものを本気で活用することにはならないと

思うのです。どうですか。

○山城毅農林水産部長 全体的な沖縄県の目標―沖

縄21世紀ビジョンの中では10年後の生産額の目標を

立てています。平成33年には約1.5倍にふやすとい

う目標を明確に数値で定めておりまして、ゴーヤー

についても、県ゴーヤー生産振興計画ということで

単品でつくってございます。8000トンから１万1000

トンぐらいまでふやしていく計画をつくっておりま

して、それに対して、例えば先ほどの夏場はつくら

ないということについては、沖縄県内消費分はオー

ケーなのです。露地とかあります。ただ、台風の被

害があったときに物がなくなることはありますが、

課題としては冬春季、冬場の生産量がまず少ないと

いう気象的、技術的な課題がございます。年間を通

してやるときに、一方では沖縄県外へ出すときの輸

送コストがあって、夏場は関東地域で産地ができて

いる関係もあって、市場販売額が500円あればいい

のですが300円ぐらいに下がってきます。そこのコ

ストが間に合わないので、農林水産物流通条件不利

性解消事業でカバーしながら、対等な競争力をつけ

ていこうということで取り組んでいる状況にござい

ます。

○座喜味一幸委員 要するに沖縄県として、明確に

端境期の生産目標、そのために日照不足という話も

あったが、その辺の安定供給をして、どう戦略的に

やっていくかという部分での詰め込みをしてもらい

たいと思って今、話をしております。

次に、少しまた話を変えて、今回の農林水産物流

通条件不利性解消事業の中に小さな離島、そこの参

加シェアというものはどのぐらいありますか。

○山城毅農林水産部長 先ほどは大きく宮古圏域、

八重山圏域という分類はしておりますが、小さい離

島―例えばあるのは、南北大東はカボチャとかジャ

ガイモがあります。久米島もゴーヤーとかインゲン

とかございます。そういったものはＪＡ系統になっ

ていまして、系統が１本になっている関係上、小さ

い離島までは分析が……。資料はあると思うのです

が、今、手元にはないので申しわけないです。

○座喜味一幸委員 要するに海上輸送費、航空輸送

費に該当していて、特に島々においては土地利用型

の作物とかを伸ばしたいわけ。そういう意味での農

林水産物流通条件不利性解消ができて、オール小規

模離島まで巻き込んだ形での出荷体制に着目しない

といけないのではないのか。少しその辺に対して配

慮いただきたいのですが、これも検討していただけ

ませんか。

○山城毅農林水産部長 我々としては全体的な引き

上げで考えていますので、そういう小規模離島につ

いても普及員と駐在員がおりますので、その地域に

合ったサトウキビプラス園芸作物、あるいは畜産と

いうことでも進めていますので、そういったものも

きめ細かく指導しながらやっていきたいと思いま

す。

○座喜味一幸委員 では、最後に１点だけ。同じ農

林水産物流通条件不利性解消事業の中で実績として

農家のアンケートをとってみると、沖縄県外出荷品

目をふやしてくれということが圧倒的に出ていま

す。それから出荷先、チャンネルをふやしてくれと

いう要望が出ているはずです。こういうことに対し

て私は本気で取り組むべきではないかと思います

が、これに対する対応をいかがいたしますか。

○山城毅農林水産部長 農林水産物流通条件不利性

解消事業をスタートしてから、かなり現場から品目

拡大の要望がございまして、昨年、国とも調整しな

がら８品目について追加したところでございます。

基本的に我々としては、戦略品目をベースにして沖

縄県外にチャレンジするという意味で戦略品目に

絞って対応してございますので、それぞれの品目に

応じて各地域で新たな品目があれば、そこを産地化

してつくり上げていって、事業対象に向けて必要で
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あればまた乗っけていくような作業を継続してやっ

ていきたいと思います。

○座喜味一幸委員 農林水産物流通条件不利性解消

事業は非常に期待されていますので、これは相当詰

め込んできれいに整理すると、すごく農家を引き上

げますし、農業を頑張りますよ。期待しております

ので、ぜひお願いします。

野菜花き類の施設管理高度化技術開発事業、大変

重要な事業をしていまして、日照不足、低温障害等

々の対策をゴーヤー、トルコギキョウ、輪菊でやっ

ていますが、その研究結果と今後の展開について教

えてください。平成25年度主要施策の成果に関する

報告書の148ページになります。

○山城毅農林水産部長 野菜花き類の施設管理高度

化技術開発事業については、野菜花卉類に分類して

研究開発をやっているところでございまして、例え

ば成果として、この事業を使いながら、１つにはサ

ヤインゲンの単収が現在１トンぐらいしかないもの

をジベレリン処理をしながら改善して、４トンぐら

いまで引き上げるという技術を開発しまして、長い

間かかったのですが、それは現在普及に移している

ところでございます。

もう一つは、花卉については電照菊もやっている

わけですが、白熱灯がもうしばらくすると製造禁止

になりますので、ＬＥＤに切りかえできないかとい

うことで、ＬＥＤを使った低コスト化に向けて取り

組んでいるところでございますし、もう一方では、

野菜等についても施設の中での管理のあり方という

ものも、炭酸ガス、光を効率的に活用して、年間を

通して単収を上げる技術開発に向けて取り組んでい

る状況でございます。

○座喜味一幸委員 もうそういう結果は出ていると

思っているので、既存のハウス施設等々に対しても

何らかの形で速やかに支援できる事業を起こすと、

マンゴーにしてもゴーヤーにしても受粉期の問題が

解決できますので、今後既存の施設にも支援してい

く事業の検討をしていただけませんか。

○山城毅農林水産部長 沖縄県農業研究センターで

技術開発したものを普及に移すということで、施設

を絡めた―例えばマンゴーなら暖房を若干つけるこ

とによって安定的な着果ができますので、そういっ

たことを事業に乗せて支援していることもございま

すので、そういう意味ではしっかりまた事業につな

げて、普及拡大に向けて取り組んでいきたいと思い

ます。

○上原章委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 先ほど台風19号の被害状況の説明

がありましたが、今回も漁港は甚大な被害を受けて

います。平成25年度ですが、経済労働委員会で視察

をした北大東、南大東の調整池の整備とか、あるい

はまた座間味漁港の整備とか、平成25年度１年間の

被害状況―台風ごとの状況報告はその都度している

のですが、平成25年度の決算としてトータル１年間

で、総額どれぐらいの被害が出ているのか。あるい

はそれに対して、災害復旧する費用というのか、対

策費はどのぐらいかかったのかということを知りた

いのですが、決算上なかなかわかりにくいので、トー

タルでまとめられているのではないかと思っていま

すが、それを聞かせてもらいたいと思います。

○山城毅農林水産部長 昨年度の被害状況だけ報告

させていただきます。まず、６月の台風４号から10

月の台風27号まで、昨年度は７つの台風が接近して

ございまして、トータルすると12億3622万9000円の

被害額、これは農作物全部含めてです。

１年間の延べで、ただ単純に足したもので12億

3622万9000円で、そのうちの農作物が11億1730万

3000円、耕種部門になります。あと施設関係、農地

農業用施設、ハウス関係を含めて4083万2000円。畜

産が施設、牛等の被害を含めて5367万円。林業関係

が施設等で210万4000円。水産関係―漁港、護岸等

が多いのですが、2232万円という内訳になっており

ます。

あと農作物については、共済とかそういったもの

で補塡していきますので、行政的に予算化をやると

きには農地農業用施設、農道関係とか、護岸、漁港

の施設とかになりますので、そういったものが先ほ

どの農地農業用施設2900万円とか、護岸で2100万円

とか、昨年度はそういう……。一昨年度は大分大き

かったのですが、昨年度は大体そのような状況です。

ただ、これについては毎年度災害復旧の予算を組ん

でいますので、そこで対応する。足りない場合に補

正を組むような体制を整えています。例えば平成25

年度歳入歳出決算説明資料の８ページの災害復旧費

がございます。そこの決算額で７億5138万5950円が

ございますので、これが平成25年度に決算した災害

の対策費と見てもらえればよろしいかと思います。

○崎山嗣幸委員 今、農林水産部長がおっしゃられ

た災害対策費ですが、繰り越しが1100万円余りあり

ますよね。これは何の事業で繰り越ししているので

すか。

○増村光広農漁村基盤統括監 1100万円は平成25年

度の石垣漁港で浮き桟橋が被災を受けまして、その
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工事に対して地元調整等がおくれまして繰り越しを

しております。１カ所だけです。

○崎山嗣幸委員 これは何月ですか。

○増村光広農漁村基盤統括監 10月７日に来襲した

台風24号です。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、早急な復旧がな

されないと、台風は毎年来ることも含めてやったほ

うがいいと思いますが、地元調整がいかなかったと

いうことなので、早目に詰めたほうがいいと思いま

す。

不用額ですが、災害復旧費の不用額も結構出てい

るのですが、なぜこの不用額が出ているのですか。

主なものでいいですよ。

○植田修農地農村整備課長 災害復旧事業におきま

す不用額につきましては、農地農業用施設関連で申

し上げますと、平成25年では不用額が3300万円余り

出ております。これにつきましては、予算の段階で、

復帰後必要であった金額等から当初予算を６億円余

り用意いたしまして、その後、その年度で災害が少

なかった場合、２月の補正予算で一旦整理をさせて

いただいて、例えば平成25年度で申しますと、２月

の補正の段階で４億9000万円余りを減額しておりま

す。減額して、それは１月から３月までの災害に備

えて残りの額を持っていたわけですが、それにつき

ましても最終的に災害がなかったということで、最

終的に農地農業用施設の不用額につきましては3300

万円を計上しております。

○崎山嗣幸委員 災害復旧費以外に、先ほど農家の

被害が全体含めて12億円となっているのですが、農

家に関係する部分の助成とかも含めて、１年間トー

タルで幾らかというものはわかるのですか。例えば

被害をこうむらないようなハウスがあるとか、そう

いう話をしたと思うのですが。概略でいいですよ、

どんなものでやっているかどうか。

○西村真糖業農産課長 平成25年度の共済金の支払

い額ですが、農作物共済は、水稲に関しましては1054

万6000円程度です。畑作物共済、サトウキビにつき

ましては５億2600万円、園芸施設共済につきまして

は6351万6000円となっております。

○崎山嗣幸委員 例年来る台風ですので、ぜひ災害

対策、そういった台風対策を含めて早急にするよう

に要望して、これは終わります。

海区漁業調整委員の報酬の見直しについて聞きた

いのですが、多分平成25年度に海区漁業調整委員の

報酬の見直しがあったと思いますが、その理由と報

酬額、引き下げ額を説明してくれますか。

○新里勝也水産課長 海区漁業調整委員会の委員の

報酬につきましては、沖縄県特別職に属する非常勤

職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、会

長が３万円、委員が２万7000円の日額制となってお

ります。これにつきましては平成25年度に見直しが

ございまして、これまで月額制だったものが日額制

になっております。これは全国的な海区漁業調整委

員会の報酬の見直しが進んでいまして、その流れの

中で本県につきましても日額制ということで改正が

なされているものとなっております。

○崎山嗣幸委員 その報酬額は、この費目の中でど

こかわかりますか。探しているがどこにあるのかと

思って。今、出している資料の中で。

○新里勝也水産課長 今お配りの資料の７ページ、

（項）水産業費の（目）漁業調整費の中に含まれて

おります。

○崎山嗣幸委員 わかりました。今、説明で全国的

な見直しの動きの中で多分に、私が調べる範囲で、

会長６万8000円から３万円に、委員が５万5000円か

ら２万7000円に引き下げられたと理解しているので

すが、その額でよろしいですか。

○新里勝也水産課長 会長が日額３万円、委員が２

万7000円となっております。

○崎山嗣幸委員 実は私が聞こうと思っているの

は、この見直しは全国的な見直しと一般的なことを

言っているのですが、この間、ここで議論されてい

るように日台漁業協定の取り消しの問題、あるいは

はえ縄切断の問題、米軍の射爆場の問題等、沖縄県

における漁業調整に果たす役割は、全国的に比にな

らないぐらい相当ハードなというか、専門的なとい

うか、役割を果たしていると思うのですよ。そこを

並列的に全国で行財政改革があったからということ

でこれだけ大きく切ることについては、沖縄県の水

産業を守る専門家の皆さんと先生方に対して意欲を

なくさせるのではないかと思って、余りにも理由が

ない。全国的に比較して、これだけ米軍の問題が絡

んでいる、水域の問題が絡んでいるものに対して、

こういうことを参考にしないやり方は問題があるの

ではないかと私は思って聞いたのですが、この海区

漁業調整委員の人数と、学者とか漁業者とか、漁業

団体とかあると思うのですが、まずこれから教えて

もらいたいと思います。

○新里勝也水産課長 海区漁業調整委員会の委員に

つきましては定数が15名となっておりますが、まず、

公職選挙法によって投票で選出された漁業者代表が

９名になってございます。そして、知事選任による
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学識経験者が４名、行政代表として公益代表者が２

名、合計15名となっております。

○崎山嗣幸委員 では、この方々、漁業者は９名い

らっしゃるわけだから、漁をやめて調整に参加する

と思いますが、今、私が話をした沖縄の海域、水産

資源、水産漁業を含めてこれだけの問題が多発する

中で、私がさっき言ったことについては加味されな

いのですか。本人たちの役割というか、事業につい

ては学識者も含めて全く加味されないのかというこ

とです。

○新里勝也水産課長 現在、海区漁業調整委員会は

月１回、年12回のペースで委員会を開催しておりま

す。その中で、もろもろの議案を審議しているとこ

ろでございます。そのような海区漁業調整委員会の

開催実績等を踏まえて、総務部と協議した結果、日

額こういう単価になっているということでございま

す。

○崎山嗣幸委員 私が調べたのですが、皆さんが今

言っているように、報酬見直しについて委員の活動

実態を踏まえたということで書かれております。で

も、先ほどから言っているように委員の活動実態は、

皆さん月１回の定例会と言っているが、実際は私が

言うまでもなく琉球新報、沖縄タイムス、マスコミ

全てにわたって、私が先ほど言ったことはずっと連

載されていて、そして学識経験者も含めて新聞に

ずっと連載しているわけです。この月１回の定例会

に来るこの人たちの研究、いろいろな問題について

は私が言うまでもなく、マスコミでも既に日台漁業

協定の問題とか、はえ縄の問題とかがあらわれてい

るにもかかわらず、皆さんはただ１回だけというこ

とで活動実態を評価している。私がなぜこんなこと

を言うかというと、私もそのことで海区漁業調整委

員の先生を１人呼んで勉強会をしたのですが、この

先生は資料代も自分で、そして現場に行く調査資料

も自分で、旅費も自分で、資料作成も自分で、全部

自分で持ち込んでくるのです。これが月１回来るま

で、皆さんわかるように―新聞を見たらいいですよ。

ずっと連載している資料そのもの、月１回の仕事量

ではないですよ。ずっとこういう問題が発生してい

るときに追っている状態は、皆さんと匹敵するぐら

い法的な角度とか、あるいは現場の状況とか漁業者

との関係を含めて、海区漁業調整委員がそれだけ働

いているわけですよ。それから、海区漁業調整委員

会の九州ブロックに提案をしてみたり、全国に働き

けるような活動をしていますよ。そういったことを

なしにして、日ごろの活動実態を踏まえたと言って

いるが、私がそれだけ事例を挙げているのに、皆さ

んは活動の実態を踏まえていないから聞いているわ

けよ。ただ１回やっていますと言っているが、ただ

１回の中に集約される問題は、これだけいっぱい彼

たちが研究する。これは漁民もそうですよ。漁の中

で実体験から問題提起しているわけですよ。それを

全国的なもので皆さんが行財政改革だからと並列的

にやることについては、沖縄県の問題、日台漁業協

定取り消しについても……。だって、皆さんだって

一部撤回とか、あるいは台湾との関係、一向に進ま

ないものについて、皆さんが海区漁業調整委員の役

割を低下させている。だから、皆さんも同じでしょ

う。沖縄県としても、一部撤回、見直しすると言っ

ているにもかかわらず、政府は認めないでしょう。

でも、彼ら、海区漁業調整委員は全国の海区調整委

員会に働きかけて、課題を含めて一緒に動いている

わけ。その人たちの役割に旅費も出さない、調査費

用も出さない、何もやらない、全国の行財政改革の

中で切りますということは僕はおかしいのではない

かと思うわけ。農林水産部長、この見解はどうです

か。

○山城毅農林水産部長 前回は月額という定額です

が、今回、日額で出した場合に定例会は１回でござ

いますが、あと何回か臨時の会議もございますので、

そうすると複数回の開催になります。３回やると３

回分、３倍で会長は９万円ということで月額よりふ

えるという状況がありますので、そういうメリット

と、旅費については会議３回の旅費とか、調査に行

く場合にはそういう旅費も出しておりますので、そ

の辺は委員のおっしゃっていた個人的なものと、事

務局との連携というか、こういう関連があるので調

査へ行くということであれば予算措置されています

ので、そこはまた見ていきたいと思っています。そ

の辺の調整不足も一つあると思いますので、そこは

委員としっかり連携しながら、うまく動ける体制、

情報収集できる体制を構築していきたいと思いま

す。

○崎山嗣幸委員 農林水産部長おわかりのように、

例えば海区漁業調整委員会へ行くときの旅費とかは

出すかもしれないが、個人ではなく委員として知識

の修練とか、現場調査とかを含めて日常活動するこ

との経費は出ないわけ。これは個人だとおっしゃっ

ているが、やはり報酬とかの中に含まれると僕は解

するわけよ。皆さんは資料代は支払うと言うが、僕

たちが呼んだら本人が自費で持ってくるのですよ。

皆さんの公費は出さないのですよ。私はそういった
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海区漁業調整委員の役割をなぜこうやって低下させ

るのか、本当に違うのではないのかと言いたいわけ

ですよ。月額の報酬について、住民に十分説明がで

きるならばいいということが法的な見解ですよ。そ

ういうことからするならば、自信を持って皆さんが

沖縄県の特殊事情、海区漁業調整委員の活躍を評価

することによって、海区漁業調整委員の先生方も頑

張ると思うのですよ。でも、これは海区漁業調整委

員の皆さんは納得していないのですよ。皆さんおわ

かりのように、一部問題点を出されたと思うのです。

そういったことを考えてあげるならば、全額見直せ

とは言わないが、それなりの活動における対価と費

用について検討したほうがいいのではないかと思い

ますが、農林水産部長、いかがですか。

○山城毅農林水産部長 委員おっしゃっているとお

り、海区漁業調整委員会の委員の皆さんが情報収集

したり、そういう蓄えのもとに判断することは大変

重要なことでございますので、そういった先生方、

委員の話も聞きながら、どういう改善ができるか少

し検討させていただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 マグロのはえ縄切断の被害です

が、これは５月に起こったのですが、昨年度、平成

25年度には起こらなかったのかどうかを聞かせてく

れませんか。

○新里勝也水産課長 昨年度も同じ時期、７月ごろ

に同じような水域で米軍の艦船と海上自衛隊の艦船

が周辺におりまして、昨年度は沖縄県内漁船はない

のですが、宮崎県漁船、鹿児島県漁船が海上自衛隊

の艦船に切断されたと聞いております。

○崎山嗣幸委員 宮崎県の漁船は被害補償されたの

でしょうか。

○新里勝也水産課長 海上自衛隊では事実関係を認

めて、鹿児島県、宮崎県両方に請求を出すようにと

いうことは話をしていると聞いていますが、宮崎県

側で請求の積算等の作業がおくれていて、現時点で

はまだ支払いまでには至っていないと聞いておりま

す。

○崎山嗣幸委員 自衛艦と米軍艦船はこの航路を

通っているが、５月はやられて、去年はなかったと

いうことは航路が違っているのですか。今の話では、

平成25年度は沖縄県の漁民にはなかったと言ってい

る。なぜ今度はあるのかについて。

○新里勝也水産課長 去年とことしとほぼ同じ水域

で切断事故は起こっていますので、去年、沖縄県の

漁船が被害に遭っていないのは要因はわかりません

が、たまたま沖縄県の船はなかったと理解しており

ます。

○崎山嗣幸委員 今回、沖縄県漁業協同組合連合会

が提唱している米海軍に対する補償請求の進捗状況

を教えてくれませんか。

○新里勝也水産課長 現在、米海軍から被害を受け

た個人個人の漁業者宛てに請求書類を出すようにと

いうことで、８月23日に届いております。それを受

けて、沖縄県漁業協同組合連合会が被害を受けた９

名の方々に資料を出すようにしておりますが、１人

だけ休業補償分について資料がまだ整っていないと

いうことで、それが整い次第提出すると聞いており

ます。

○上原章委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 では、平成25年度歳入歳出決算説

明資料の９ページ、農業改良資金は少し収入未済額

が大きいのと不納欠損額が上がっていないので、い

ま一度説明をいただけますか。

○崎原盛光農政経済課長 予算額につきましては、

近年数年間の未収金の償還状況などを考慮しました

上で、実際に歳入が見込まれる額を積算して歳出額

に充当する額を予算額として計上しております。そ

れに対しまして調定額は、実際に償還、歳入があっ

た金額にこれまで未収となっている金額を全て含め

るために、予算額と大きな差が出るような結果と

なっております。

○仲村未央委員 収入未済額の内容ですが、実際に

は最初の貸し付けから最長どれぐらいたっているの

ですか、長いもので。

○崎原盛光農政経済課長 一番古い未収金が昭和52

年に貸し付けたものとなっております。

○仲村未央委員 最初の貸し付けから37年というこ

とですが、実際返済の見込みがあると皆さんは確認

して収入未済額になっているのか。不納欠損額が昨

年度出ていないものですから、その調定額のありよ

うはどうでしょうか。

○崎原盛光農政経済課長 この農業改良資金は復帰

後からのかなり古い資金になっておりまして、延滞

されている債務者の方の中には確かに10年以上なか

なか返しきれない方々もいらっしゃいます。これが

全体でいいますと、長期滞納者が16名おりまして、

未収金額にすると4553万8000円となっております。

ただし、長期滞納者の方も不納欠損につきましては、

10年以上であれば確かにこの権利は発生するのです

が、御本人からの援用の申し出が条件になっており

ますので、これまで返されている方と連帯保証人等

を含めた方々に少しでも返せるかどうかの調整を含
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めた格好で、今調整しているところです。

○仲村未央委員 実際の償還期間は本来何年で設定

されているのですか。違約金の回収率も相当に低い

わけですよね。実際には何年の返済期間で、違約金

はどれぐらいの年率で発生するような貸し付けに

なっているのですか。

○崎原盛光農政経済課長 農業改良資金は昭和48年

からされている資金で、資金の処理によりまして貸

し付けの期間が大分異なります。多いものが８年か

ら、また、最長のものはたしか―きょうは資料を持っ

ていないので大変申しわけないですが、10年を超え

て15年近くまであるものがあったと覚えておりま

す。

○仲村未央委員 １件１件個別には今は確認できな

いということですが、恐らく違約金自体が元金を超

えているような方もいらっしゃるのではないかとい

う感じがするのです。そこら辺はいかがですか。

○崎原盛光農政経済課長 先ほどの補足をいたしま

す。昭和47年度から平成22年度までに農業改良資金

は5276件、金額にしまして125億1230万円を貸し付

けております。そのうち回収された額が120億71万

3000円ということで、件数にしますと5138件、パー

セントにしますと95.9％の方が現に償還を終えてお

りまして、長くこの制度資金はございますので、そ

の中の一部の方が残って、今５億円近くの延滞金に

なっていることになります。長期にわたって延滞し

ていらっしゃる方もおりますので、違約金が元金を

上回っている方々もいらっしゃいます。

○仲村未央委員 農林水産部長、先ほど時効援用を

申し出ないとということですが、むしろここまで据

え置いて―私は不納欠損額が上がってくるのかと

思ってはいたのですが、なかなか回収が芳しくない

状態というのは、例年恐らくそんなに動いていない

のではないかと見えるのです。そうであれば、既に

もう離農されていたり、債務者の状態はよくわかり

ませんが、何十年も置いておくべきなのかどうかと

いうことは、どこかでもう少し判断が必要という感

じはしますが、そこら辺の時効援用についての促し

方も含めて整理が必要ではないかと。これだけ滞っ

ている状態が余り長引くのは、決算のあり方として

はいかがでしょうか。

○山城毅農林水産部長 各資金もそうですが、農業

改良資金についても債権管理指針というものを農林

水産部内でつくっておりまして、委員おっしゃると

おり、正常に返している方、あるいは要注意の方と

か、回収懸念あるいは困難というような分類をして、

それに応じた対応をやっていこうという方針はつ

くっていて、分類はしてございます。その中で、確

かに今長期になっていて、その人からの援用の申し

出があれば不納欠損処理に持っていけるのですが、

なかなかこちらからどう説明するのかという点で微

妙なところがありまして、その辺をもう少し我々内

部で検討しながら、研究しながら、どのようにして

不納欠損に持っていけるかということも農林水産部

内でまた検討していきたいと思います。

○仲村未央委員 もちろん把握が前提で、安易にみ

んな時効、時効で不納欠損額を上げてこいというこ

とではないにせよ、この会計だけの問題ではないが、

ただ、やはりどこかで全庁的な見直しも含めてやら

ないと、これにかかわっている、いってみればコス

トが非常に大変だろうなと。実際担当もいらっしゃ

るの、それをやる担当者は。どうですか。

○崎原盛光農政経済課長 農業改良資金をじかに担

当する職員を１名配置しております。また、職員で

はなかなか手に負えない方々もいらっしゃいますの

で、それにつきましては民間管理会社、俗に言うサー

ビサーを利用して行っております。

○仲村未央委員 ぜひどこかでの改善、抜本見直し

を促したいと、この件については思います。

では次です。沖縄ブランドのことを質疑すると通

告してあったのですが、何か資料はできていますか。

沖縄ブランドと言われるものの一覧を、品目なり、

種類ごとに提出をお願いします、その生産額の推移

やそういったものも含めてありますかということで

要求していたのですが、あれば提出をお願いします。

資料、つくっていないのですか。

○山城毅農林水産部長 明確に沖縄ブランドとなる

と、消費者、生産者を含めて、我々としては定時定

量、定品質、安定的に供給できるものが沖縄ブラン

ドという位置づけのもとに今取り組んでおりまし

て、それを仕上げるために、まとまったものを出す

ためには拠点産地が必要になってきますので、拠点

産地をつくりながら安定供給できる体制をつくって

進めておりまして、市場なり社会、ある一定程度の

評価を受けているのではないかという判断のもと

に、主要なものを取り上げてみます。

まず、ゴーヤーについては、生産量で申し上げま

すと、平成23年度の6041トンから平成24年度は7151

トンになっている。サヤインゲンについては1940ト

ンから1960トン、オクラについては1200トンから

1284トンとか、小菊については2563万9000本から

1932万4000本―台風の影響で落ちたということもあ
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るのですが、そういったものとか、例えばマンゴー

であれば1620トンから平成24年度は1227トン、肉用

子牛であれば２万3290頭が２万2970頭、モズクにつ

いては１万3056トンが１万6167トン、ウミブドウが

250トンから303トンというような整理はしてござい

ますが、明確にこれがブランド品目としてある程度

認知されているというものと、もう一つ掲げている

のは、全国で３位以上の品目についても取り上げて

おりまして、それについてふやしていこうという取

り組みとか、そういったものをやってございます。

○仲村未央委員 ですので、今言っているような資

料を下さいということを前提に質疑をしたかったの

です。そうしないと、今、言葉だけではこれが追え

ないと。

ただ、問題は沖縄ブランドの確立ということで、

沖縄21世紀ビジョンを初めいろいろな行政上の資料

に沖縄ブランドの確立といろいろ出てくるのです

よ。ところが、今聞くと定義もあやふや、曖昧だし、

何となく市場でそれが受け入れられているのではな

いか、一定評価があるのではないか的な、そのぐら

いのレベルの沖縄ブランドなのか。私はそこはもっ

と、ことしの生産額、生産量というものは去年に比

して何％増で、これが戦略的に何年度までにはどこ

までいく、輸出はどこまで目指すと。それが流通コ

ストの削減、低減のいろいろな措置とも兼ね合って、

計画的な農業計画の中のブランドと位置づけられて

いると思ったのですよ。ところが今、何品目あるの

か、そこら辺も含めて少し弱いのではないかという

感じがするのですが、いかがですか。

○山城毅農林水産部長 ブランドに持っていく品目

については、戦略品目ということで位置づけており

ます。それを今58品目位置づけて、明確にしており

ます。それから抜き取ってブランド産地をつくって

いこうということでやっていまして、ブランド産地

に持っていくときには、行政的に支援する中では協

議会をつくらせているのです。そこは、例えば農作

物であればＪＡ、市町村、沖縄県の普及部門、行政、

研究部門が入って協議会をつくって取り組んで、協

議会ができたら沖縄県で拠点産地として認定して支

援していく。その中で、青果物であれば沖縄県青果

物ブランド確立推進協議会というものを立ち上げて

ございます。この沖縄県青果物ブランド確立推進協

議会の中で、沖縄県青果物ブランド確立推進基本方

針というものをつくってございます。その沖縄県青

果物ブランド確立推進基本方針の中で、政策的にこ

の品目はブランド化に向けて伸ばしていこうという

ことで品目を決めます。そこは野菜と果樹を中心に

やってございまして、毎年度品目を決めて、生産計

画をつくる。ただ、計画をつくるときに、先ほど申

し上げましたように沖縄県全体の計画となるとなか

なか難しいところがありますので、ＪＡの計画を

ベースにしてございます。ＪＡは計画を毎年度つ

くって、生産計画、出荷実績をとってございます。

それを協議会で把握して、今年度はどうだったかと

いうことをシミュレーションしながら、反省しなが

らやっていくというものが１つございます。

もう一つは、ブランド化に向けて沖縄県ブランド

産地成長マニュアルというものをつくってございま

す。それはきめ細かく、例えば市町村では担当がか

わってきますので、担当がかわっても対応できるよ

うにということで、きめ細かいマニュアルをつくっ

てございまして、それに一から十まで全部入れてご

ざいます。それを実践させるという意味で、沖縄県

青果物ブランド確立推進協議会の中でマニュアルを

使った指導をまたやってございまして、それも報告

してもらいながら、そのようにして産地をつくり上

げていくことを明確に打ち出しながら、今取り組ん

でいるところでございます。

○仲村未央委員 それは非常によくわかるのです

よ。いきなりブランドが出てくるわけではないし、

拠点産地も必要、戦略品目も必要ですが、それはイ

コール沖縄ブランドではないわけですよね。だから、

皆さんが言うところの沖縄ブランドの確立といった

ときの確立の基準とか、何をもって確立している状

態であるかということを誰が認定しているのか。沖

縄県がこれは沖縄ブランドだと決める基準とか、認

定のシステムとか、そういうものがあるのかという

……。沖縄県でできたもので、たくさんつくってい

れば何となく沖縄ブランドと言っている程度なの

か。まずそこがよくわからないのですよ、その言葉

の定義自体が、沖縄ブランドと言うときに。

○山城毅農林水産部長 委員おっしゃるとおり、数

値的にこういうものであればブランドというものま

では、我々のところではそこまで数値化しているも

のはございません。ただ、そういうイメージとして、

定時定量、定品質のものを出すのがブランドという

ものをしっかり持っていますので、それに向けて取

り組んでいる。先ほどの生産計画にしてもぶれない

計画をつくっていまして、検証するのです。例えば

市場から言われるのは、台風の影響で減ったとか、

病害虫で減ったと報告すると、いつもいつもそうで

はないかと言われますので、そこを検証しながら何
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が必要かということをやる。そのために沖縄振興一

括交付金を使って対応、対策の広がりであり、評価

があり、施設がありというものを導入しております。

一つのわかりやすい例では、例えばカボチャの事

例をとってみますと、カボチャは昭和60年より前に

沖縄県が冬場のカボチャを出したということで、沖

縄県全体で１万トン以上の作付面積がふえた時期が

あったのです。大手の業者がニュージーランドで産

地をつくって輸入して―そのときはブランドになっ

ていないわけですが、大分競争に負けて、生き残っ

たのが津嘉山のカボチャだったのです。そこはしっ

かりした防風垣、土づくりをやって、安定したもの

をつくっていましたので、それを基本にしながら全

島的に普及してきました。基本になるのは防風垣。

冬場ですと防風垣と、敷草とマルチ栽培、土づくり

が基本になって、これを沖縄県全域に普及していっ

たところ、南北大東でも津嘉山並みのものをつくり

ますし、宮古・八重山でもつくります。そういう意

味では、カボチャはブランド化に向けてある程度確

立されてきたのかと。まだ病害虫という課題はあり

ますが、市場からも大分評価されてきたものなのか

と。それに向けて我々は取り組んでいるということ

で、明確にこれはオーケーですよというところは、

気象の問題とか病害虫の問題がどうしてもたまに出

てきますので、そこをなるべくなくすような努力は

やっていきたいと思っております。

○仲村未央委員 沖縄ブランドとして認証していく

ような仕組みはとれないのですか。例えば定量でい

くと、規模からすると沖縄県は小さくて、ほかのと

ころと競合しても安定的にやっていくには非常に厳

しいが、ただ、質の安定性とか、そういうものでは

負けないようなつくり方をしているところもあると

思うのです。果樹なんかもそうだし、菊だって、畜

産だって。そうなると、これが沖縄ブランドだとい

うことを認証するシステムとか、そういう取り組み

をまさに戦略的に掲げることで、いろいろな６次産

業とか、観光との連携とかというものは、もっと具

体的に目標を持って生まれてくる。そうすると、新

規就農者も夢が湧いて、ああ、沖縄ブランドのこの

部分、生産にかかわっていきたいとか、もっと具体

的に戦略化していけるのではないかと。だから、ブ

ランド化、ブランド化と言ってもその行き着く先が、

ブランドの確立というところでどこにゴールがある

のかということを……。今お話を聞いていて、やっ

ていることはよくわかるのです。全部そのとおりだ

と思うのだが、決定的な沖縄ブランドをつくる方向

はないのですか。

○山城毅農林水産部長 おっしゃっている意味はよ

くわかります。そういうブランドといったときに、

ある程度のもの。例えば今、我々がやっているもの

は全体でカバーしているものですから、少し問題が

あると思っております。そこの優良なもの、上の部

分だけをとって―例えばわかりやすいのは、宮崎県

の「太陽のタマゴ」は２割ぐらいしかないです。そ

こをブランドで売り出しています。そういうものを

イメージしているかと思います。我々もそれはもう

検討しておりますので、それをやるときに基礎がな

ければできないところがあります。例えばマンゴー

であれば糖度の問題があります。宮崎県は15％以上

にしています。沖縄県は今14％で抑えていて、糖度

測定器がないとブランド化に持っていけないという

実情がございます。今やっている豊見城市と宮古島

市は糖度センサーを入れてございます。そうすると、

そういったものを整備することによって次の展開が

開けますので、そういったものも含めて今後検討が

必要とは常々思っているところであります。

○仲村未央委員 農林水産部長、この間、私は宮崎

県の話もしましたが、やはり糖度だけでなくて機能

性ですね。ビタミンＡがどうだとか、具体的なので

すよ。ほかのところでとれる、鹿児島県でとれるよ

りも、熊本県でとれるよりも、宮崎県でとれたもの

はビタミンＡが1.何倍とか、2.何倍とか、そういう

具体的な数値化をして、これが宮崎県産だ、宮崎ブ

ランドだと明確に打つものだから、市場が選ぶとき

に同じように九州産で、わっと福岡市や関東に行っ

ても選ばれると言うのですね。結局は選別の基準が

明快だから。沖縄ブランドは何となく沖縄のイメー

ジが非常にいいので、周りもとても受け入れはある

と思うのです。ゴーヤーでも沖縄県のものがいいと

言われると思うのです。だが、これだけ期待がある

のに、実際には基準や確立の状態が少し曖昧。だか

ら、全体を通じていろいろ資料、平成25年度主要施

策の成果に関する報告書も拝見しましたが、何かそ

こら辺の基準みたいなものとかが見えにくいと感じ

たので、ぜひそこをつくっていく、もっと戦略的な

ものがあれば６次産業とか、市町村との連携とかも

もっと具体的になるという感じがしたのです。その

方向性を聞いて終わりましょうか。

○山城毅農林水産部長 どうもありがとうございま

す。確かにそういったものをつくって、ＰＲしてい

く、表現していくことは大変重要なことでございま

すので、沖縄県は機能性の高いものが結構ございま
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す。分析もしています。ただ、そこの土壌の違い―

国頭マージ、ジャーガル、島尻マージ、その違いが

ありまして、若干のぶれがあったりして、そこら辺

の表現をどうするかという課題があったものですか

ら、それも含めて前向きに、どのようなブランドと

いう認証制度みたいなものも含めて検討していきた

いと思っております。

○仲村未央委員 以上ですが、６次産業については

各市町村、現場との連携が非常に大きいと思います

ので、そこら辺はまたぜひ頑張っていただきたいと

思います。

○上原章委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時21分再開

○上原章委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 午前中、砂川委員や座喜味委員か

らもありましたが、職員配置の問題、特に専門職と

か技術職員の不足ですね。これは二、三年前から話

があったと思うのですが、特にこの沖縄振興一括交

付金が導入されるということで懸念されておりまし

た。たしか２年前ですか、林業関係で試験もなかっ

たということもあったと思うのですが、現実に職員

が仕事をするわけですから、それがこういった形で

繰り越しとか事業執行に出ているのではないか、問

題ではないかと思っています。

午前中、11名の不足を再任用とか事務職員で配置

している、これは農林土木でしたか。こういったこ

とはやはり小手先のように思えるのですね。もっと

しっかりと職員をふやしていくべきだと思うのです

が、農林水産部長、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 我々としては、人事課では

人は入れかえするわけで、入れかえをした中の足り

ない分は全部埋めるように、採用するようにという

ことで常々要望しておりますし、その要望の中で、

実は実際に採用試験をやってみたときに、農業土木

関係の場合は合格者が定員に満たないということ

で、思うとおりに採用できないということも聞いて

います。そういうことがありますので、琉球大学と

も連携しながら、学生にもっと沖縄県に目を向けて

もらえるように、いろいろまた調整に行ったり、そ

ういうことをやっております。ただ、最近は民間も

足りないという話で、両方、どういう人材の育成、

確保をするかということが課題としてあると思いま

すので、その辺をしっかり農林水産部内でも担当部

署には申し入れしながら、連携しながらやっていき

たいと思っております。

○瑞慶覧功委員 そのように目を向けないというこ

とは、目指していたのに途中で試験がなくなったり

とか、そういったことも要因だと思うのです。長い

目で見て、農林―特に専門職というか、獣医とかそ

ういう関係もありますよね。やはりこれを事務方で

というのは厳しいと思うのですよね。やはりこうい

う沖縄振興一括交付金の関係で、それだけの事業量

があると思いますので、ぜひそこはしっかりとやっ

ていただきたいと思います。

それでは、農林水産部長の読み上げ文の４ページ

の下のほう、農林水産物流通条件不利性解消事業の

不用額の理由ですが、低温により出荷量が減少した

とあるのですが、どういった品目があったのでしょ

うか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 本県の農林水産物

は、どちらかといいますと冬春期に出荷のピークを

迎える品目が多くて、例えばトウガンだとかカボ

チャだとか、そういう多くの品目があって、その品

目について当初、出荷団体の計画では２月、３月に

沖縄県外出荷を全体の３割以上見込んでおりました

が、低温の影響によって生育不良となりまして、そ

の結果、４月、５月にずれ込んだために計画よりも

実績が落ち込んだという状況でございます。

○瑞慶覧功委員 これは何ですか。花とか、主なも

のでいいです。

○宜野座葵流通・加工推進課長 複数ございまし

て、例えばトウガン、カボチャ、インゲンとか、そ

ういった野菜を中心とした品目でございます。

○瑞慶覧功委員 それでは、平成25年度主要施策の

成果に関する報告書の中からお尋ねしたいと思いま

す。116ページ、災害に強い栽培施設の整備事業と

いうことで、ビニールハウス、強化型パイプハウス、

これはどういった品目―例えば野菜とか、花とか、

果樹とかあると思うのですが、その面積と件数です

ね。

○松尾安人園芸振興課長 平成25年度は強化型パイ

プハウスと平張り施設などを整備しているわけです

が、強化型パイプハウスを18.6ヘクタール整備しま

して、その中でゴーヤーとかインゲンとか、スイカ、

アレカヤシ、大菊、あとはマンゴーとか、そういう

ものが栽培されております。平張り施設では小菊と

か大菊などが栽培されているところです。平張り施

設は8.1ヘクタール整備されております。

○瑞慶覧功委員 次に、125、126ページのサトウキ
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ビの分みつ糖、含みつ糖とありますが、今のサトウ

キビ農家の状況というのですか、専業、兼業はどう

いった状況になっていますか。

○西村真糖業農産課長 手元に正確な数字を持って

おりませんが、およそ半々という状況でございます。

○瑞慶覧功委員 製糖工場の状況ですが、分みつ糖、

含みつ糖とあって、その就業者数と、そのうち正規

職員が何名いるかですね。

○西村真糖業農産課長 分みつ糖工場は９社10工場

ございますが、従業員数につきまして、関連従事者

も含めまして1542名ございます。含みつ糖工場につ

きましては４社８工場ですが、476人、合計で2018

人となっております。ただ、委員おっしゃいました

常勤、非常勤ということでいいますと、含みつ糖工

場は常勤の従業員が107名、季節工が369名というこ

とでありますが、分みつ糖工場の内訳は今手元にご

ざいません。

○瑞慶覧功委員 今、ＴＰＰ交渉は進んでいない状

況みたいですが、どうですか。このサトウキビに関

しては。

○山城毅農林水産部長 ＴＰＰ交渉については、新

聞等報道にもございますように、関税分野について

は合意に至っていない状況ということで、今、アメ

リカとも盛んに二国間交渉をしながらやってはいる

のですが、進展がない状況と受け取っております。

ただ、砂糖につきましてはアメリカも保護するとい

う立場にありますので、そういう意味では、砂糖が

議論にのることはないと聞いておりまして、今ある

のは畜産の養豚、豚関係のものが盛んに議論されて

いると聞いております。

○瑞慶覧功委員 次に、144ページのキク日本一の

沖縄ブランド維持のための生産基盤強化技術開発事

業で、その中でＬＥＤを使っているということです

が、その電力というのですか、例えば再生可能エネ

ルギー、風力とか太陽光といったものは考えていま

すか。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 一応、これで

はＬＥＤを活用した試験研究を考えておりますが、

風力発電等については計画には上がっておりませ

ん。

○瑞慶覧功委員 ぜひ今後、こういったものも含め

て活用していくべきではないかと思いますが、どう

でしょう。

○山城毅農林水産部長 今、農林水産総務課研究企

画監からも説明があったのですが、まずＬＥＤの省

力化に向けて取り組むと同時に、もう一つは、今の

太陽光と風力の事例もありますので、そういう意味

では、この中でも太陽光を使ったＬＥＤの省力化に

向けてどうかということで、研究部門でも取り組み

始めております。ただ、コスト的な問題もあります

ので、業界とまた連携しながら、コストを落とせる

ような仕組みに向けて研究段階、取り組み始めたと

ころでございます。

○瑞慶覧功委員 ぜひ風力も一緒に研究されたほう

がいいと思うのですが、これは提案です。

次に、145ページの島野菜関係です。島野菜の定

義というのはどういう定義ですか。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 島野菜の定義

として３つございまして、戦前から食されていると

いうことと、郷土料理に利用されている、もう一つ

は沖縄県の気候風土に適しているという３つの定義

がございます。

○瑞慶覧功委員 次に、148ページの野菜花き類の

施設管理高度化技術開発事業ですが、３品目に対し

てＬＥＤでいろいろな実験をしたとあるのですが、

その３品目のほかにも使えるものはないのですか。

○松尾安人園芸振興課長 今、園芸振興課では、植

物工場の可能性を探るために琉球大学に委託して調

査をしているのですが、植物工場の中でＬＥＤを

使って、カラシナとか、リーフレタスとかができる

かどうか検討しております。

○瑞慶覧功委員 次に、水産関係ですが、漁民の定

義、資格基準等についてお願いします。

○新里勝也水産課長 漁民の定義でございますが、

水産業協同組合法第10条の中で、このように定義さ

れております。「漁業を営む個人又は漁業を営む者

のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する

個人をいう」と定めておりまして、この漁業協同組

合の組合員の資格基準というものも、同じ法律の第

18条で２つございます。正規組合員ですが、正規組

合員は「当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁

業を営み又はこれに従事する日数が１年を通じて90

日から120日までの間で定款で定める日数を超える

漁民」ということになってございます。もう一つ、

準組合員については、正規組合員のこの日数に満た

ない漁民が準組合員という位置づけになってござい

ます。

○瑞慶覧功委員 漁業、専業と兼業があるかと思う

のですが、沖縄県内の漁民数、それと沖縄県内の漁

業協同組合の組合数。

○新里勝也水産課長 沖縄県内の漁業者数でござい

ますが、昨年行われております2013年漁業センサス
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の中で、平成25年の沖縄県内の漁業者数は3732名と

なっております。しかしながら、この就業者数です

が専業と兼業の統計がございませんで、専業、兼業

で分類されているのは漁業経営体がございます。こ

の経営体で説明させていただきますと、経営体合計

として沖縄県内は2617経営体ございます。その中で、

専業が1495経営体、兼業が1089経営体となっており

まして、約58％が専業の漁業経営体となっておりま

す。また、沖縄県内の漁業協同組合の数ですが、地

区別の漁業協同組合、市町村ごとにあるやつが35組

合。そして業種別と言っていますが、沖縄県ではマ

グロとクルマエビの２つの組合、合計で37組合と

なっております。

○瑞慶覧功委員 マグロですが、マグロはクロマグ

ロ、メバチ、キハダ、ビンナガがありますが、この

キログラム当たりの単価を教えてください。

○新里勝也水産課長 沖縄県内で生産されるマグロ

は４種ございまして、値段の高い順からいきますと、

沖縄農林水産統計というものがございますが、この

統計の一番新しい平成24年の数字で申し上げます

と、クロマグロがキログラム当たり1634円、メバチ

がキログラム当たり888円、キハダがキログラム当

たり733円、そしてもう一つ、ビンナガがキログラ

ム当たり351円となってございます。

○瑞慶覧功委員 次に、日台漁業取り決めです。発

効からもう２年たっているのですが、前にいただい

た資料で平均漁獲高が108トン、14％の増とあるの

ですが、その要因は何でしょうか。

○新里勝也水産課長 日台漁業取り決めの発効前後

の漁獲量の増減でございますが、発効前の２カ年と

比べまして、平成25年、平成26年、発効後の２カ年

の４月から７月の間―クロマグロの漁期ですが、こ

の間において本県漁船が漁獲したクロマグロの漁獲

量が108トンとなっておりまして、発効前の２カ年

の平均漁獲量と比較すると、約14％の増となってお

ります。

参考までに、沖縄県全体のクロマグロの年間漁獲

量ですが、過去の推移を見てみますと、平成20年か

ら平成25年の間に一番低い年で84トン、多い年で223

トンと、最大で約50％の変動となっております。こ

れは、クロマグロの資源状態や海流の影響等が複雑

に関係していることからこのようになっていると考

えておりまして、今回の14％増という結果が日台漁

業取り決めの影響なのかどうかを判断するのは、現

段階では少し厳しいと考えております。沖縄県とし

ては、もう少し長期的に漁獲量に関するデータを収

集しまして、この日台漁業取り決めの影響について

評価していきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員 これを聞いたのは、この取り決め

で漁業がやりやすくなったのかと。前より厳しく

なったと思っていたのに、逆に漁獲量は上がってど

うしたのかと。それでは、これは今のお話のような

要因があるということですね。

漁業者交流会が延期になったという話があるので

すが、その状況と今後についてお願いします。

○新里勝也水産課長 日台漁業取り決め関連で台湾

と日本側との漁業者交流会について、水産庁が10月、

今月の初旬ごろに開催するということで台湾側と調

整を行っていたところですが、水産庁に聞きました

ところ、台湾側から宿泊、航空券の手配がつかない

ことなどで延期の申し入れがあったと聞いておりま

す。現在、水産庁が台湾側と11月中の開催にしたい

ということで調整を行っていると聞いております。

この漁業者交流会の中では、ことしの４月から７月

のクロマグロの時期における取り決め適用水域内で

の操業状況について、双方の情報交換を行いながら、

今後の操業ルール改善に向けて意見交換を行ってい

くこととしております。

○瑞慶覧功委員 次に、販路といいますか、農産物

の輸出。今、農林水産物―いろいろ野菜も魚もある

と思うのですが、最近新聞で牛肉をマカオかどこか

に輸出するという話があったのですが、私がこれま

で聞いていたのは、香港は輸出できたけれども、そ

のほかの地域は認められていなかったと聞いていた

のです。ですから今、台湾とか中国からお客さんが

来て、持って帰れないものだから、たくさんこっち

で肉を食べて帰ると言われていたのですが、どうな

のでしょうか。

○長崎祐二畜産課長 今、国同士の協議が調った国

のみで、それぞれの輸出、輸入ができるようになっ

ております。それで今、アジア地域で協議が調った

国が６カ国―香港、マカオ、フィリピン、シンガポー

ル、タイ、ベトナム。これらは日本国とそれぞれの

国で協議が調っていて、輸出ができることになって

おります。ただ、沖縄県内にはそれぞれの国の輸出

対応許認可施設がまだございませんので、直接輸出

することはできません。ただ、沖縄県内で生産され

た牛肉を、そういう許認可施設を通して輸出してい

る実績がございまして、それが今、香港に約４トン、

シンガポールに約１トン、合計で５トンほど出荷さ

れている実績でございます。

○瑞慶覧功委員 今、一番外国の観光客が多いのは
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台湾ですよね。だから、本当はそういったビジネス

チャンスというか、一番近いところでそういう需要

があるのに、国として今、政府関係のそういったも

のがあると思うのですが、もっと働きかけてお土産

にも持って帰れるように、また輸出できるようにそ

れをぜひ進めていくべきだと思うのですが、農林水

産部長、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 台湾との交流で盛んに観光

客を受け入れて、石垣島にもクルーザー、船で来た

り、飛行機で来たりと大量に来て、昨年からいろい

ろなところからお土産に持っていけないかという話

は聞いていまして、こちらからも農林水産省にはこ

ういう沖縄県の事情もあるのでということで、一応

申し入れはしてございます。ただ、国対国の協議に

なりますので、こちらの検疫でどの程度のものが発

生するのか、受け入れ側の検疫でどういう対応がで

きるのかということ、また課題がありますので、そ

の辺を整理してからかなと思いますので、国には継

続して申し入れしながらやっていきたいと考えてお

ります。

○瑞慶覧功委員 これはぜひしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

○上原章委員長 玉城満委員。

○玉城満委員 たしか国の方針として安倍総理が、

補助金のツールに農業協同組合ありきというものは

もはや変えていかなければいけないというようなコ

メントをされていたと思うのですね。今、沖縄振興

一括交付金も含め、沖縄県からＪＡに、年間委託で

あるとか補助金であるとか、おおよそどのぐらいの

額が行っていますか。

○山城毅農林水産部長 ＪＡに行っているのは、特

に園芸関係のものの産地化に向けて、強化型パイプ

ハウス、平張りハウスとか、菊の花の選花機、それ

と製糖工場、含みつ糖工場をＪＡさんで運営しても

らっているところもありますので、そういったもの

を含めると約20億8342万4000円でございます。

○玉城満委員 ほかにまだいろいろな事業があるか

と思います。今、例えばハード事業とソフト事業が

たしかあると思うのですが、石垣市の八重山食肉セ

ンターは、たしかＪＡで受けておりませんか。

○長崎祐二畜産課長 八重山食肉センターは、石垣

市、竹富町、それから一般の方と、あとＪＡさんが

出資して、第三セクターという形でやっております。

その第三セクターの屠畜センターで事業を実施いた

しております。

○玉城満委員 なぜそういうことを聞いたかといい

ますと、前も少しばかり触れて質疑したことがある

のですが、株式会社ＪＡ設計というところがあると。

ＪＡ設計に八重山食肉センターの設計を依頼したと

いうことで、ＪＡが受けているわけです。ところが、

このＪＡ設計の中には設計者はいないけれども、Ｊ

Ａ設計という会社がある、そこから委託を受けた設

計会社があるということです。そのようにして、い

ろいろなところにＪＡというツールが絡んだものを

含めると、例えば今の20億円ではなく、かなりの額

になっているかと思うのです。その辺はどうでしょ

うか。

○山城毅農林水産部長 今のところ、ＪＡ系列の補

助事業で幾らになるという集計は実はやっていない

です。ＪＡ本体が受け入れて実施したというのが今

報告した内容でございます。

○玉城満委員 私が言っているのは、国や沖縄県の

補助金の中で、確かにさっき言った第三セクターだ

けれども、実際それを運営しているのはＪＡである

とか、それを中心的に運営しているのはやはりＪＡ

であるとかというものが結構あるかと思うのです。

その辺を含めると、僕はかなりの額があるのではな

いかと思っているのです。

本会議でも質問させていただいたのですが、新聞

にＪＡの不祥事の記事が出ていましたね。ある農業

関係者から聞いたのだけれども、開示せよ、開示せ

よと何回も言っているが、北海道と沖縄県と富山県

だけが最後の最後まで開示しなかった。その開示し

ないという理由は何でしょうか。

○崎原盛光農政経済課長 不祥事の情報を開示しな

かった理由をお答えします。本県において、信用事

業や共済事業を行っている農業協同組合は１農業協

同組合になっておりまして、公開することによって、

銀行や信用金庫など他業態に対する競争上の地位、

その他正当な理由を害するおそれがあると判断しま

して、当初、情報公開申請に対して沖縄県情報公開

条例第７条第３号の規定に基づいて不開示といたし

ました。しかしその後、不開示決定に当たって沖縄

県情報公開審査会において慎重に審議を重ねた結

果、今年度の６月19日には個人の特定につながる部

分を除き情報は開示すべきとの答申を受けましたの

で、そこで開示したということになっております。

○玉城満委員 国や県の補助金を使っている事業で

そういう不祥事があったときに、なかなか開示しな

いというのはいかがなものかなと僕は思っているの

です。非開示の理由は今お聞きしましたが、実は、

僕は沖縄県がそのように委託をしたり、補助金を流
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している事業の中で、最後の最後まで面倒を見てい

るのかどうか、丸投げしていないかというところを

感じてしようがないのです。農林水産部長、その辺

はどうでしょう。

○山城毅農林水産部長 補助事業を実施するときに

は、事業主体に申請してもらって、交付決定をして、

補助金を交付して事業を執行します。事業が完了し

たら、今度は沖縄県のほうでまた現場の検査をしま

す。検査をした上で確定、そして補助金を渡します。

その後も、通常でしたら事業の実績、状況について

報告を３年ないし５年でとるようにしています。そ

れをとりながら、うまく目的を達成していなければ、

どうしたら達成できるかということでまた指導に

入っていくというような体制で取り組んでいるとこ

ろでございます。

○玉城満委員 今、通常でしたらという話をしてい

ましたが、ほとんどがそういう報告をして、ほとん

どが会計上もしっかりとやられている、事業の確認

をしっかりしているのですか。

○山城毅農林水産部長 これはそれぞれの所管課で

要綱、要領、通達がございますので、それに沿って

しっかりと対応していると認識しております。万が

一、それがやられていなければ、沖縄県の監査なり、

あるいは国の会計検査で指摘されますので、たまに

そういう指摘があるということでございます。

○玉城満委員 補助金を使った事業であるとか、い

ろいろな委託をするとかという事業の中で、やはり

もう少し沖縄県が関与しないと、そういう不祥事と

いうのは、これだけの額が動く中で―確かに記事の

中ではＪＡの不祥事として紹介されるけれども、補

助金を使って沖縄県が関与しているのであれば、こ

れは沖縄県の不祥事でもあると。だから、僕はやは

りもう少しＪＡありきのツールのあり方というの

は、本当に再度考えるべきだと思います。結局国の

方針もそういう方針になってきているので、新しい

農業法人であるとかＮＰＯであるとか、そういう農

業関係のほかの組織も結構あるかと思います。けれ

ども、余りに偏り過ぎてはいないかと思っているの

です。その辺、今後新しいそういうツールの開拓に

関しては、どのように農林水産部長は。

○山城毅農林水産部長 今の事業、ＪＡが不祥事を

起こしたときに、沖縄県が補助事業を実施したもの

で不祥事を起こしたら、すぐ沖縄県は入ります。中

に入って指導して、場合によっては公表もあり得る

と思います。ただ、今回の不祥事で公表されている

ものは、補助事業と全く関係ないものが大半で、ほ

とんどがそういう理解で我々は見ています。そうい

う個別のものがあった場合にはしっかり指導してい

くことは基本的に持っていますし、沖縄県の中で農

業協同組合検査班がありますので、年間何十回とな

く各ＪＡへ入って指導検査しておりますので、そこ

はまたしっかり強化していきたいと思います。

それと、補助事業の対象として広げたらどうかと

いうことで、基本的にＪＡの組合員が多いこともあ

りまして、個人に補助事業はできないものですから、

そこはＪＡでまとめてもらって、結果的にＪＡが

リース事業をして、事業主体になっているという結

果がございます。それ以外のＪＡに加入していない

グループ、団体については組合をつくれば補助対象

になりますので、そこを対象にして今、平等に支援

しているところでございます。

○玉城満委員 ぜひその辺の新しい改革をやってい

ただきたい。これだけ大きい組織になると、農家と

のトラブルであるとか、いろいろ聞こえてくるわけ

です。前回も質疑したけれども、例のアグーとか石

垣牛のネーミングの問題であるとか、商標登録の問

題であるとか、沖縄県の農家がすごくよくなるよう

にという団体のはずなのに、いろいろなところでこ

ういうトラブルの声が聞こえてくるということは、

これだけ補助金が流れ、自分たちに全部仕事が来て

いるという形で、自分たちを介していない農家に対

して攻撃しているようなイメージ。今、僕は若干そ

ういうイメージを持っているのです。実際そういう

人たちから陳情を受けたり、情報を聞いたりしてい

るものですから、そういう意味では、この辺のツー

ルのあり方というのは、今後はいろいろなところに

目を向けて、ＪＡに入っていないから自分たちは補

助を受けられないというところがあったとすれば、

そこに組合をつくってやればちゃんと回しますよと

か、そういう指導方までやっていただけたらいいと

思います。多分、これはＪＡに入らないと受けられ

ませんよという話で全部流れているものだから、そ

こで心配している農家の皆さんであるとか結構いる

わけですよ。だから、その辺はもう少し広げて、ツー

ルのあり方を考えていただきたいと思います。

もう一つですが、先ほど来から執行率の問題が

あったのですが、農林土木に関して執行率は順調で

すか。

○長嶺豊農林水産総務課長 先ほど座喜味委員、瑞

慶覧委員からの御質疑に対して、私が数字を誤って

説明しておりました。まず、定数の194名は先ほど

の答弁と一緒ですが、配置が187名ということで、
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７名が配置されていなかったということです。11名

ではなくて７名です。それで、７名の職員について

は臨時的任用職員です。臨任職員で配置しておりま

す。定数の中で配置された方々についても、農業土

木職以外でも農業職だとか、農業土木職を定年して

再任用している人たちだとか、あと行政職も含めて

補っている部分があるということでございます。済

みませんでした。

現在配置されている農業土木関係の職員では、班

長級、課長級は全て農業土木の技術職で入っており

ますので、班長級以下の内訳になりますが、農業土

木職で128名、農業土木職の再任用10名で対応して

います。それから、農業職という職がありますので、

そこでも８名配置をしております。それから、農業

職の再任用職員、林業職が１名、行政職26名という

ことで、各職種で補って体制をしいている状況でご

ざいます。大変失礼いたしました。

○玉城満委員 土木建築部でもそうだと思うが、今、

ハード事業でいろいろなところに建物をつくったり

していますね。そんな中で納期に間に合わないと。

これはなぜかといったら、職人がいないと言うので

す。探しても、どこをたたいても出てこないという

状況の中、これから予算もたっぷりあるわけですね。

土木関係もやはりこれだけ繰り越しているわけで

しょう。本当に今の流れの中でちゃんと計画どおり

につくれるのかということを、前々から僕は、そろ

そろ東京オリンピックなり何なりで職人がいなくな

りますよと言って、案の定、今、土木建築の分野だ

けでももう大変な状況になっているのです。農林水

産部長、その辺をどのようにお考えですか。

○植田修農地農村整備課長 今、委員の御質疑に直

接答えられるかどうか自信はございませんが、その

前の質疑にございました今年度の農業土木関係の執

行率とかも含めながらお話をさせていただきます。

まず、平成26年度、私ども農林水産部のハード部

門の中心を持っております農地農村整備課の執行率

でございますが、上半期で76％を見込んでおりまし

たが、若干おくれて９月末で68％の執行でやってお

ります。職員は一生懸命頑張りながら、与えられた

職務の早期執行に努めているというのが現状だと思

います。あと、先ほど来ありました土木の職人さん

がおられないという部分のお話は、農林では建物の

工事が少のうございまして、そういう声は余り出て

きておりませんが、どうしても土木のほうは―我々

も同じ技術屋ですから聞きますと、型枠とか鉄筋工

とか、特殊工といいますか、そういう部分の人材が

かなり不足していて、建物の建築工事で特におくれ

が目立っているという状況だと聞いております。

○玉城満委員 確かにその辺の建物の部分が少ない

かもしれませんが、工事という部分で職人不足に

なっていることもあって、ますます執行率が落ちて

いかないかという心配を僕はしているのです。その

辺のデータというか、周りがどういう状況なのかと

いうことも含めて事業を計画していかないと、ます

ます執行率が落ちていくのではないかと。これは僕

が今、感じていることをお話しさせていただいたの

ですが、今後、執行率を高めるために、先ほどの職

員体制も含めてぜひ一生懸命頑張っていただきたい

と思います。これは要望して終わります。

○上原章委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 まず最初に、去る台風の被害に

ついて、全体の状況については先ほど答弁がござい

ましたが、特に今回の被害、もちろん南部地域はサ

トウキビ、野菜、花卉類で大きな被害がありまして、

私も台風後の被害調査をやりましたが、かなり大き

な被害になっています。それと今回、同時に久米島

のクルマエビ養殖業の被害が相当大きな被害になっ

ているのですが、とりあえずこの状況について御報

告をいただけますか。

○新里勝也水産課長 今回の台風19号につきまして

は、久米島のほうも結構強かったと聞いておりまし

て、久米島はクルマエビの拠点産地にもなっており

まして、４業者がクルマエビの養殖をやっておりま

す。そのうち３業者の養殖池、コンクリートでつく

られていますが、この内壁が破損しまして、今のと

ころ推定で被害額が２億3000万円。そして、４業者

のうちの２業者が養殖しておりますエビ、ある程度

成長してきている段階ですが、このエビが高潮で潮

位が上がって海に逃げてしまったということで、こ

れも推定ですが27.5トン、１億1000万円という報告

を久米島町役場から受けているところでございま

す。

○玉城ノブ子委員 これに対する補償制度があるの

でしょうか。

○新里勝也水産課長 ４業者のうちの１つ、久米島

漁業協同組合が運営しておりますクルマエビ養殖施

設につきましては、久米島町が整備した養殖場と

なっておりまして、これは補助事業で整備しており

ますので、今回の被害につきましては、いわゆる暫

定法による対応と想定しております。あと、民間の

業者につきましては、施設整備については融資の対

応になるのかなと。そして、エビについては養殖共
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済が平成24年度から国の制度として新たに加わって

措置されておりますので、その損失分については共

済で補塡されるものと考えております。

○玉城ノブ子委員 クルマエビの実績についても答

弁していただけますか。

○新里勝也水産課長 今回被災しました漁業協同組

合が運営するクルマエビ養殖場につきましては、平

成25年度の数字で言いますと76トン、３億1000円の

生産となっております。そして、残る２社の民間の

事業者につきましては、１社が46トンの１億8900万

円の生産、もう１社は37トン、１億8300万円規模の

生産実績となっております。

○玉城ノブ子委員 養殖漁業、クルマエビも含めて

そうですが、このように災害に遭ったときに受ける

被害額が大きいのです。生けすについても、エビの

購入についても含めて。だから、そのように被害が

あったときに、その次の立ち上げができないという

状況が今あるのですよね。要するに、今までの養殖

漁業もそうでしたが、そういう場合の補償制度を

しっかりきちんとやることが必要ではないかと思う

のですが、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 農業関係もそうですが、水

産関係でも、先ほど水産課長からありましたように、

養殖の魚種そのものについては、クルマエビとかほ

かの主要な魚種については養殖共済がございますの

で、そこへの加入を今進めておりまして、大体入っ

ていると聞いております。ただ、施設建物について

も建物共済、施設保険がありますので、そこへの加

入等を進めていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 それと、今回の場合は被害が大

きいですよね。２億3000万円の被害が出ていますの

で、これはやはり行政としての支援が必要だろうと

思うのです。そうでないと、さっきも話をしたので

すが、養殖漁業の場合、受ける被害額が非常に大き

いのですよね。その修復がなかなかできなくて、養

殖を継続していけないということが今までの状況と

してあるわけです。今回の場合、相当大きな被害が

出ているわけですので、それに対して行政としても

積極的な支援を、対応を考えていく必要があると思

うのですが、農林水産部長、どうですか。

○山城毅農林水産部長 被害状況をもう少し詳しく

分析しながら、行政としてどういう支援ができるの

か検討していきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

台風との関係でもう一つ、前にも何度か質疑して

いるのですが、私は台風被害調査で糸満市を全部

回ったのですが、真栄平南はいろいろ沈砂池の増設

を今やっています。その現場を私もつかんでおりま

す。真壁南もやはり冠水しているのです。この地域

も真栄平南と同様に、地元農家の皆さん方が長い間

冠水被害で苦しんでいる地域なのです。農家の皆さ

んが安心して農業を続けていくことができないとい

うことで、ずっとこの対策を、農家の皆さん方から

出ている地域なのです。何十年もこういう状況が続

くと、正直言って農業振興を進めていくことができ

ない事態であるわけです。まだそれが解決していな

いわけです。皆さん方、この対策については具体的

にどのように考えていらっしゃいますか。

○植田修農地農村整備課長 今回の台風の折も、11

日に集中して雨が降りました。370ミリぐらいの雨

が１日で降っております。実際に御質疑がありまし

た真壁南地区につきましても、地区の一番南側にド

リーネがありまして、現在でもそこが排水末端に

なっております。その部分で冠水が起きておりまし

て、これまでも冠水の解消に向けて早く取り組もう

ということでやっております。実際の事業は平成26

年から、昔でいいますと県営かんがい排水事業とい

う事業がございましたが、その事業におきまして真

壁南地区で調整容量、いわゆる排水末端がドリーネ

なものですから、一気には抜けていかないというこ

とで、そのドリーネの手前に調整をできるような池

―約29万トンぐらいの大きさの調整池をつくりまし

て、そちらで水をためて、畑に冠水しないようにと

いう形で取り組むことにしております。

さらに、この事業は県営かんがい排水事業でござ

いますので、そういう排水改良にあわせて、地元の

御希望で畑地かんがいも入れてほしいという御希望

がありまして、やはり将来を見据えて、排水改良だ

けではなくて水も欲しいという相反する―同じ部分

ではありますが、干ばつ時には畑地かんがい用水も

欲しいということがあります。それが両方セットで

できるものですから、この事業を平成26年から進め

まして、鋭意努力してまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 地元住民との話し合いはきちん

と進められていますか。

○植田修農地農村整備課長 真壁南地区につきまし

ても、地元の方々とそういう事業の進め方について、

特に調整池が大きいものですから、その用地の取得

等のために、糸満市にも間に入っていただきながら

調整に努めております。

○玉城ノブ子委員 これはもう長年の懸案事項で
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す。私は行政の責任が非常に大きいと思っているの

ですね。こういう状況をずっと放置してきたという

責任が問われる事態になっていますので、早目に対

策事業を進めていただきたいということを一応要望

しておきたいと思います。

もう一つ、長年の懸案事項が、まだ糸満市で解決

していないのがあるのです。糸満市の糸洲後原の冠

水被害も、沖縄県農業研究センターの整備の後に冠

水被害が非常に大きくなったということで、周辺の

修理工場の皆さん、畜産農家の皆さん方から、調整

池から流れ込んできた水で周辺が大きな被害に遭っ

て、農業振興のためにある沖縄県農業研究センター

の整備後にこういう事態が起きている状況があっ

て、農家の皆さん方からこれは本当に何とかしてほ

しいという強い要求があって、私は一緒に沖縄県農

業研究センターでいろいろ話し合いもしてきたので

すが、これがまだ解決されていないのですね。これ

について、皆さん方は具体的にどのように対策を

とっていらっしゃいますか。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 この地区の冠

水対策のため、平成25年度、昨年度は集中豪雨の緊

急対策としまして、まず沈砂池のしゅんせつ、次い

で土のうの設置をしております。今年度につきまし

ては、中にあります調整池の貯留量の増設工事、具

体的には、今まで６万9000トンの貯水量を９万3000

トンに増強して実施しているところです。ただ、こ

の抜本対策につきましては、敷地外の下流部の排水

部分の対策がきっと必要ですので、この部分につき

ましては糸満市で行われます排水対策工事に連動し

て、対策を実施していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 これは結局、沖縄県農業研究セ

ンターができた後に、そこの調整池からあふれ出る

排水によってそういう被害が出ていることがあっ

て、農家の皆さん方が、これでは農業を続けていけ

ないということでずっとそういう指摘をしているの

ですが、それがなかなかこれまで進んでいないとい

うことがあります。皆さん方は農業研究センター湛

水対策協議会も立ち上げて、ワーキングチームも立

ち上げるということで、その中でそういう具体的な

話し合いはもう進んでいるのでしょうか。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 まず、農業研

究センター湛水対策協議会につきましては平成23年

12月に設置しまして、それと連動しましてワーキン

グチームも平成24年度には２回、平成25年度には３

回開催しております。農業研究センター湛水対策協

議会は平成26年１月と、昨日の台風でまた少し湛水

が発生しましたので急遽開催しております。

○玉城ノブ子委員 調整池の拡充は沖縄県でやる、

排水路の整備については糸満市がやるということで

話し合いを進めているということですが、糸満市が

やるにしても、そこに対するきちんとした支援がな

いと排水路の整備は進んでいかないだろうと思いま

す。そういう意味では、糸満市ともきちんと話し合

いはしているということですが、これに対する沖縄

県としてのきちんとした支援―ずっとかかわり続け

ていくということで、きちんとした解決策をつくっ

ていただきたいと思うのですが、どうですか。

○植田修農地農村整備課長 沖縄県農業研究セン

ターからの排水の末端につきましては、現在、沈砂

池、さらには沈砂池と一緒に調整機能を有する池を

持っているわけですが、実はそれが排水末端になり

得ていないものですから、去る11日の冠水でもその

末端部分で冠水が起きていることは確かでございま

す。これは、糸満市がそこの部分の排水事業をやる

ということで、平成26年から基盤整備促進事業の糸

満地区の一つの工事として、そちらからの排水整備

を計画しております。

ただ、この排水の部分、南部特有で排水末端はや

はりドリーネに落ちている。現地の状況で言えば、

轟の壕とか糸洲の壕が末端になっておりまして、そ

こから地下に潜りまして名城集落の北側の平野部に

出ているという状況が概念的につかまれておりま

す。その部分を排水整備していくということで、沖

縄県農業研究センターの西側では、できればオープ

ンの排水路を整備してごうにうまく落としてやる工

夫が必要かと思います。あと、ごうの中は長い年月

を過ぎまして、どうも詰まっている状況もあるとい

うことで、現在、調査をやっておりますので、その

結果も見ながら、必要な場所についてはごうの中を

少し拡幅するなりなんなりの手当てが必要だと思い

ます。

そういう中で今度は地下に潜りますので、そうい

う部分を、基盤整備促進事業で糸満市がやるとはい

え、沖縄県も技術的支援を今後とも一緒になって

やっていきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれは早目に進めていただ

きたいと思います。

あと、台風との関係で今、災害に強い栽培施設の

整備事業を進めていますよね。私もビニールハウス、

鉄骨型の災害に強い施設を見たのですが、整備され

ているところとそうではないところの被害状況が全

然違うことがあるのですが、災害に強い栽培施設の
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整備事業の計画と実績について。

○松尾安人園芸振興課長 災害に強い栽培施設の整

備事業を平成24年度から開始しております。この事

業は、台風などの自然災害の影響を受けにくく、計

画的、安定的に農作物を供給できる産地を形成する

ことを目的に、沖縄振興特別推進交付金を活用して

創設された事業であります。平成24年度、平成25年

度の実績としましては、強化型パイプハウスが29.3

ヘクタール、平張り施設が20.8ヘクタール、合計で

50.1ヘクタール整備されております。本年度は、強

化型のパイプハウスを13ヘクタール、平張り施設を

12.8ヘクタール、合計で25.8ヘクタール整備する計

画となっております。

○玉城ノブ子委員 具体的に、私はこの整備は急い

でいく必要があると思うのです。毎年こういう台風

常襲地域になっている沖縄県では、そこに対する対

応、対策が必要だと思います。特に農産物への対策

としては、やはり強化型パイプハウス、災害に強い

栽培施設をどのように今後促進していくかというこ

とが必要だと思うのですが、この促進に当たっての

具体的な課題みたいなものは何かありますか。

○山城毅農林水産部長 この災害に強い栽培施設の

整備事業につきましては、やはり我々沖縄県は、台

風を回避しなければならない中で必要性を感じて事

業を仕組んで、かなり多くの予算、沖縄振興一括交

付金の中でも多くの予算措置をしていただいており

ます。それを３年間やってきまして、現場からまだ

かなり多くの要望がございます。それをいかに達成

していくかというのがありまして、この３年間やっ

ただけではまだ十分ではないと。先ほどの菊も、こ

の時期に露地物があるということはまだ足りないと

いう判断になりますので、菊についてはこの時期は

全部平張りの中で栽培していくことを基本にしなが

ら、その辺のものを予算措置していきながら、次年

度以降も農林水産部としてはこの事業を継続して要

求していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 沖縄県の場合、さっきもブラン

ド化の話もありましたが、定時定量できちんと出す

ということになると、台風との関係で言えば、どう

しても定時定量出荷できないという課題があるわけ

ですよね。私たちが東京の卸売市場に調査に行った

ときにも、個々の皆さん方から言われるのは、沖縄

県は菊も含めて非常にいいものを出しているけれど

も、これをブランド化してどんどん東京市場に出す

ということになると、定時定量で出せる仕組みをつ

くっていかなくてはいけないということがあったの

です。そうなると、台風災害の問題は非常に大きな

課題だろうと思うので、その対策をしっかりと、き

ちんとやっていただきたいということを一応話して

おきたいと思います。

最後に、時間がもうありませんので、先ほどの不

用額の問題、執行率の問題。これは前にも私は何度

か指摘しましたが、73％にまで執行率を上げている

のですが、まだ執行率が低いということがあるし、

不用額が出ていることもありますので、さっき人の

配置の問題がありました。定数にも満たないような

人の配置では、こういうことでは、きちんとした執

行を年度内にやることは難しいことになっていくの

で、執行がちゃんとできるような体制をつくってい

くことが非常に大事だと思いますので、最後に農林

水産部長。

○山城毅農林水産部長 先ほど来、委員からの激励

として受け取っておりますので、農林水産部として

もしっかり関係部署には要求しながら、体制を築き

ながら執行率の向上に努めていきたいと思います。

人の配置についても、しっかり適正な配置をしなが

ら、その分また要求もしていきたいと考えておりま

す。

○上原章委員長 儀間光秀委員。

○儀間光秀委員 おきなわブランド豚供給推進事業

について、概要説明をお願いします。

○長崎祐二畜産課長 本県養豚においては、今現在、

母豚１トン当たりの出荷頭数ですとか、肉質が全国

平均より少し劣っているところがございます。この

ために、種豚の改良を課題として本事業を実施して

おります。本事業で家畜改良増殖の促進、それから

おきなわブランド豚肉の生産強化を図るために、高

能力種豚ということでランドレースという品種の中

でオキナワアイランドを作出いたしましたので、そ

の維持増殖を図って、速やかな農家への普及という

ことで現在実施いたしております。

○儀間光秀委員 平成24年度から今年度までの事業

ですが、平成25年度のまさしく今審査している決算

が3400万円で、そのときの予算が4200万円ですね。

平成24年度の決算が2300万円、予算も2300万円

ちょっとですが、農家への譲渡頭数、平成24年度が

54頭で、平成25年度が81頭になっているのですが、

今年度の予算が3260万円で、平成25年度の決算より

数字から見ると予算が減っているのです。平成26年

度の農家への譲渡頭数は何頭ぐらい予定しています

か。

○長崎祐二畜産課長 今年度の目標頭数が100頭と
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いうことになってございます。

○儀間光秀委員 平成25年度の決算で3477万3000

円、今年度の予算で3200万円に、決算より落ちてい

るのですよね。数字は落ちているのですが、頭数が

上がるという根拠は。

○長崎祐二畜産課長 昨年度は、先ほどお話しいた

しましたオキナワアイランドは増殖ということで、

我々が作出した豚をつくって、それをさらに増殖し

ているところですが、それ以外の豚を本土から導入

いたしました。その導入した分が少しかさんでいる

ということでございます。

○儀間光秀委員 この事業の事業期間は平成24年度

から平成26年度、今年度で終わるのですが、今後、

平成27年度からも新たな計画等ございますか。これ

に似た事業は。というのは、平成23年度の出荷頭数

が35万5000頭、平成33年度の出荷頭数が45万頭、10

万頭ぐらい目標が伸びているのですね。この事業を

継続することによって向上すると思うのですが、今

後、平成27年度以降の事業継続の計画があるのかど

うか。

○長崎祐二畜産課長 これは３年間の事業でござい

ましたので、一応今年度で終了でございますが、平

成27年度から―オキナワアイランドというのは継続

して増殖していかなければいけない事業でございま

すので、それは継続の予定でございます。

○儀間光秀委員 畜産農家の安定所得という意味で

もしっかり沖縄県が指導して、農家への安定供給を

しっかりしていただいて、平成33年度の出荷頭数45

万頭をぜひ達成するように期待しております。

次に、午前中に砂川委員も質疑されていたのです

が、県産食肉ブランド国内外流通対策強化事業につ

いての概要説明をお願いします。

○長崎祐二畜産課長 この事業は、香港に流通保管

施設、アグー豚肉のトレーサビリティーシステム、

要するに追跡システムをつくるための事業となって

おります。それによって沖縄県産食肉の国内外への

流通を強化するという目的で実施してございます。

平成24年度に流通保管施設を整備いたしまして、平

成25年度の実績は一般豚肉が約36トン、アグーが４

トンということで、平成24年度は一般豚肉が23トン、

アグーが２トンでございましたので、約60％の増加

ということになってございます。

○儀間光秀委員 これも平成28年度までの事業です

が、平成25年度で両方足して40.5トン、平成28年度、

事業最終年度の目標値、輸出のトン数は幾らぐらい

を目標にしていますか。

○長崎祐二畜産課長 沖縄21世紀ビジョンにおきま

しては、11トン目標ということでは既にクリアはし

ているのですが、事業の完了目標ということでは、

今50トンほどを予定してございます。

○儀間光秀委員 アグー豚の、一般豚もそうですが、

国内外に沖縄県産の肉を広めていく意味で大切な事

業だと思いますので、これもしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、県産農林水産物多角的プロモーション事業

の概要をお願いします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 沖縄県では、沖縄

21世紀ビジョン実施計画に基づきまして、農林水産

業全体の生産額を平成22年の1072億円から平成33年

には1750億円とする目標を設定しております。現在、

その目標の達成に向けていろいろ取り組みをいたし

まして、沖縄県外及び海外における販路拡大に取り

組んでいるところでございます。この県産農林水産

物多角的プロモーション事業におきましても、沖縄

県外に向けての取り組みといたしまして、沖縄県外

における商品展示会への出展支援、沖縄県外量販店

における沖縄フェアの開催、また、アンテナショッ

プを活用したプロモーション活動の展開などを実施

しているところでございます。

○儀間光秀委員 事業実績でバイヤー向け試食会と

か、今言う沖縄フェアでＰＲするとか、その実績を

持って、消費者等も含めて、バイヤー等の例えば評

価とか課題は実際に沖縄県に寄せられていますか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 まず、沖縄県外向

けの販路拡大の主な成果としましては、例えば沖縄

県外の商品展示会では出展業者11社が108件の商談

を行いまして、７件の成約に至っております。また、

沖縄県産農林水産物の沖縄フェアを実施する新規店

舗の開拓を行いました結果、新たに９グループ25店

舗で開催することができ、販路拡大が図られたと

思っております。

さらに、ことし８月に沖縄県と協定を締結いたし

ました、首都圏を中心に展開しているスーパーマー

ケットのサミットでは、毎年全108店舗において沖

縄フェアを実施しておりまして、平成25年度の売り

上げは前年度比10％相当となる１億8000万円という

ことで、かなり成果を上げているものと認識してお

ります。

○儀間光秀委員 沖縄フェアも、今、百数件とおっ

しゃっていたのですが、それをさらに拡大してやる

計画等はございますか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 計画については効
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果的にやる必要がございます―広げる方法もござい

ますし、店舗を絞り込む方法もありますので、いろ

いろ効果的な方法を検討しまして実施したいと考え

ております。

○儀間光秀委員 ありがとうございます。

次に、沖縄県産農林水産物、今の事業は主に沖縄

県外、要するに国内だったと思うのですが、若干リ

ンクしてくるとは思うのですが、今度は沖縄県農林

水産物海外販路拡大支援事業について御説明をお願

いします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 海外展開の取り組

みといたしましては、まず、香港、台湾、シンガポー

ルにおける現地量販店でのテストマーケティングを

実施いたしました。それから、商談会を開催いたし

ましたし、それに伴ってまた見本市の出展も行って

おります。外国人観光客へのプロモーション活動も

実施しております。戦略的な販路拡大に取り組んで

いる状況でございます。

○儀間光秀委員 ここでもバイヤーの評価、課題が

出ていて、僕も手元に資料をもらったのですが、例

えば豚肉の評価は、輸入を熱望するバイヤーが多い

が、規制が早くクリアになってほしいとあるのです

が、規制というのは例えばどういったものなのか。

○長崎祐二畜産課長 先ほどもお話ししたのです

が、規制というのは、それぞれの国の協議によって

輸入、輸出が決まると。その場合は、家畜伝染病予

防法という法律がございまして、それによってそれ

ぞれの税関で検査が必要になってきます。それで、

それぞれの国で協議が調った場合は、相手の国の要

望に応じてそれぞれの税関で検査いたします。ただ、

その協議が調わない国もございますので、それが例

えば中国とか韓国になってございますが、その要望

が整った国同士の中身に関しては、それぞれの国の

話し合いになるということになっております。

○儀間光秀委員 沖縄県としては、その辺の評価を

いただいた部分、今言う規制も含めて、農林水産省

あたりにもこの規制をクリアするためにアプローチ

とかはされていますか。

○長崎祐二畜産課長 これは病気の問題でございま

すので、例を出しますと、中国の場合は日本におい

て高病原性鳥インフルエンザがあるということで中

止という、例えばそのような形になりますので、一

概にはこれで基準を緩めてくださいと言うことはで

きません。ただ、屠場の関係―病気を外しますと、

屠畜場のレベルに応じて例えば国が検査しなさいと

かいろいろな段階がございます。それで、沖縄県の

我々が食べている衛生基準をクリアすればいいです

よという基準の国もございます。

○儀間光秀委員 わかりました。課題も幾つか品目

によって出ているのですが、例えば紅芋は今の関連

で出てくるのかなと思ったりもするのですが、沖縄

県の生産量が追いついていないという課題が出てい

るのですが、その辺に関しては。

○西村真糖業農産課長 平成24年のカンショの収穫

量は4020トンということで、近年4000トン程度で推

移しているところでございます。現状といたしまし

ては、沖縄県内の加工用―観光土産品で芋を使った

お菓子がかなりありますので、そちらが伸びている

状況でございます。正直なかなか海外までというの

は、一部久米島産のものが出ていますが、まだまだ

量的には少ない状況でございます。

○儀間光秀委員 ２カ月ほど前、北部の畜産農家の

方とお話しする機会があったのですが、アグー一つ

とってもニーズがかなり外国―今出ている香港あた

りからもそうらしいのですが、屠畜して部位ごとで

送っていると言っていたのですが、沖縄県外でも取

引したい業者が来るが、増殖するのに１年半ぐらい

かかるということで、需要と供給のバランスが実際

にとれていない状況だと思うのです。これもしっか

り沖縄県が畜産農家を支援しないと、アグーへの信

頼、バイヤーとの信頼関係を含めて、販路拡大もそ

うですが、消費拡大させる意味でも、やはり安定供

給ができないとどうしても前に進まないと思うので

す。

１つ要望ですが、沖縄県有地とか、例えば１万坪

とか２万坪とかある場合、今後の検討課題にしてほ

しいのですが、豚舎あるいは設備を沖縄県がつくっ

て、畜産農家に低金額で貸すというのも一つの安定

供給の方法かなとか思ったりするもので、その辺も

今後の検討課題に入れていただきたいと思うのです

が、その辺をお伺いします。

○山城毅農林水産部長 今、養豚の生産振興につい

てはアグー豚が引っ張っているのかなというイメー

ジを受けていまして、そのアグーブランドを先頭に

しながら、西洋豚もオキナワアイランド等を使いな

がら品種を向上させていく取り組みをやっていま

す。ただ、今課題となっているのは環境問題―にお

いの問題で、中南部で土地を探すのが困難になって

いる状況も一つはございます。そこをうまくクリア

するためにウインドレス豚舎ということで、糸満市

のほうでそれを導入して、集落の同意をもらって今

建築している事例もございます。あと、山が多いの
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で北部の土地で養豚団地をつくろうということで、

民間、現場から要望がかなり来ていますので、そう

いったものを整備することによって、ある程度今45

万頭、40万頭は確保できるのかなと。

もう一つは、豚舎の増築もそうですが、基本的な

生産頭数が全国平均より劣っていますので、そこを

しっかり押さえてあげれば目標を達成できると踏ん

でいますので、そういったところに力を入れながら、

御提案の沖縄県有地等については、それも含めて今

後の課題として検討させていただければと思いま

す。

○上原章委員長 以上で、農林水産部長及び労働委

員会事務局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

次回は、明 10月16日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

午後２時56分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 上 原 章
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月15日（水曜日）

午前10時３分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 呉 屋 宏君

副委員長 狩 俣 信 子さん

委 員 又 吉 清 義君 照 屋 守 之君

新 田 宜 明君 赤 嶺 昇君

糸 洲 朝 則君 西 銘 純 恵さん

比 嘉 京 子さん 嶺 井 光君

欠席委員

委 員 島 袋 大君

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 金 城 武君

福 祉 政 策 課 長 上 間 司君

青少年・子ども家庭課長 大 城 博君

子 育 て 支 援 課 長 名渡山 晶 子さん

障 害 福 祉 課 長 山 城 貴 子さん

教 育 長 諸見里 明君

総 務 課 長 新 垣 悦 男君

教 育 支 援 課 長 識 名 敦君

施 設 課 長 親 泊 信一郎君

学 校 人 事 課 長 新 垣 健 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 與那嶺 善 道君

義 務 教 育 課 長 大 城 朗君

保 健 体 育 課 長 座 安 純 一君

生 涯 学 習 振 興 課 長 平 良 朝 治君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（子ども生活福

認定第１号 祉部及び教育委員会所管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県母子寡婦福祉

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

3ii4

○呉屋宏委員長 ただいまから文教厚生委員会を開

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号及び同認定第６号の決算２件の

調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係決算の概要の説明を求めます。

金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部所

管の平成25年度一般会計及び特別会計の決算概要に

ついて、お手元にお配りしてあります「平成25年度

歳入歳出決算説明資料」に基づきまして説明をいた

します。

歳入決算について御説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。

子ども生活福祉部の歳入決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、一番上の子ども生活福祉部計

の欄でございますが、予算現額の計（Ａ欄）が283億

4387万7000円に対し、調定額（Ｂ欄）は256億9046万

7493円、そのうち収入済額（Ｃ欄）が251億7312万4027

円、不納欠損額（Ｄ欄）が7482万9386円、収入未済

額（Ｅ欄）は４億4251万4080円となっております。

次に、歳出決算について御説明をいたします。

２ページをお開きください。

子ども生活福祉部の歳出決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、一番上の子ども生活福祉部計

の欄でございますが、予算現額の計（Ａ欄）は803億

8402万3000円に対し、支出済額（Ｂ欄）は710億7276

万9366円、翌年度繰越額（Ｃ欄）は67億3426万7000

円、不用額は25億7698万6634円となっております。

次に、一般会計の歳入決算について御説明をいた

します。

３ページをお開きください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入は、（款）で申

し上げますと、３ページの上から２行目の（款）分

担金及び負担金から、５ページの下から３行目、（款）

県債までの７つの（款）から成っております。

それでは、３ページにお戻りください。一番上の

欄でございますが、子ども生活福祉部の一般会計の

文教厚生委員会記録（第１号）
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歳入決算は、予算現額の計（Ａ欄）281億7343万5000

円に対し、調定額（Ｂ欄）は251億4856万888円、そ

のうち収入済額（Ｃ欄）が248億3825万2559円、不納

欠損額（Ｄ欄）が7482万9386円、収入未済額（Ｅ欄）

は２億3547万8943円となっております。

収入未済額（Ｅ欄）のうち、主なものを御説明い

たします。

同じく３ページ、上から２行目の（款）分担金及

び負担金の収入未済額（Ｅ欄）5942万4340円は、主

に児童福祉施設負担金に係るもので、児童福祉施設

入所児童の扶養義務者等の生活困窮、転居先不明等

により徴収困難なため、収入未済となっております。

次に、５ページをお開きください。

上から４行目の（款）諸収入の収入未済額（Ｅ欄）

１億7199万4807円は、主に生活保護費返還金や児童

扶養手当返還金に係るもので、経済的事情により手

当を受給している者が多く、債務者の生活困窮等に

より徴収困難なため、収入未済となっております。

次に、一般会計の歳出決算について御説明をいた

します。

６ページをお開きをお願いいたします。

子ども生活福祉部の一般会計の歳出は、（款）で申

し上げますと、６ページの（款）総務費及び（款）

民生費、７ページの（款）衛生費、８ページの（款）

商工費及び（款）公債費の５つの（款）から成って

おります。

６ページにお戻りください。

一番上の子ども生活福祉部計ですが、予算現額の

合計（Ａ欄）802億1358万1000円に対し、支出済額（Ｂ

欄）は709億3693万8863円、翌年度繰越額（Ｃ欄）は

67億3426万7000円、不用額は25億4237万5137円となっ

ております。

翌年度繰越額（Ｃ欄）の内訳ですが、（款）民生費

における障害児者福祉施設等整備事業費や安心こど

も基金事業など６事業の繰り越しとなっております。

次に、不用額について御説明をいたします。

上から２行目、（款）総務費の不用額2361万2193円

は、主に（目）諸費の男女共同参画施設整備事業に

係る補助金交付先の入札残等によるものであります。

次に、（款）民生費の不用額24億7843万8977円につ

いて、その主なものを御説明いたします。

１行下になりますが、（項）社会福祉費の不用額６

億2992万712円は、（目）老人福祉費の介護保険給付

費等負担事業費における市町村への貸付金が予定額

より少なくなったことや、（目）障害者自立支援諸費

の障害者介護給付費等事業費において、市町村への

負担金実績が見込みより少なかったことなどによる

ものであります。

次に、７ページをお開きください。

一番上の行ですが、（項）児童福祉費の不用額15億

9185万3518円は、（目）児童福祉総務費の安心こども

基金事業における保育所整備事業の実績減によるも

のや、（目）児童措置費の児童保護措置費において、

当初見込みより児童福祉施設への措置実績が少な

かったことによるものであります。

次に、下から６行目の（款）衛生費の不用額3524

万8759円は、主に（目）保健所費の福祉保健所職員

費に係る給料や職員手当の縮減によるものでありま

す。

次に、８ページをお開きください。

一番上の行ですが、（款）商工費の不用額507万5208

円は、主に（目）計量検定費のタクシーメーター基

準器修繕費に係る執行残によるものであります。

次に、９ページをお開きください。

母子寡婦福祉資金特別会計について御説明をいた

します。

本特別会計においては、母子及び寡婦福祉法に基

づき、母子家庭等の経済的自立と生活意欲の向上を

図るため、修学資金等全12種類の貸し付けを無利子

または低利で貸し付けております。

当該特別会計の歳入は、（款）繰入金、（款）繰越

金及び（款）諸収入から成っております。

その合計額は、一番上の行の母子寡婦福祉資金特

別会計計の欄ですが、予算現額の計（Ａ欄）１億6825

万2000円、調定額（Ｂ欄）は５億3971万6605円、収

入済額（Ｃ欄）が３億3268万1468円、収入未済額（Ｅ

欄）は２億703万5137円、調定額に対する収入済額の

割合である収入比率は61.6％となっております。

収入未済が生じている理由ですが、（款）諸収入に

おいて、借受人の多くが生活困窮等の経済的事情に

より、償還計画どおりに元金及び利子の償還ができ

ないことによるものであります。

次に、10ページをお開きください。

当該特別会計の歳出は（款）民生費から成ってお

ります。

予算現額の合計（Ａ欄）１億6825万2000円に対し、

支出済額（Ｂ欄）は１億3364万503円、不用額は3461

万1497円となっております。

不用額が生じた主な理由は、貸付金実績が当初見

込みを下回ったことによるものであります。

11ページをお開きください。

次に、公債管理特別会計について御説明をいたし

ます。

公債管理特別会計は、一般会計で発行した県債の
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償還について総合的に管理する会計であります。

当該特別会計に係る子ども生活福祉部所管の歳入

は（款）繰入金から成っております。

その合計額は、予算現額、調定額、収入済額とも

に同額の219万円となっております。

12ページをお開きください。

当該特別会計に係る子ども生活福祉部所管の歳出

は（款）公債費から成っております。

歳出予算の内容は災害援護資金貸付金元金の国へ

の償還金でありますが、その合計額は、予算現額、

支出済額ともに219万円となっております。

以上で子ども生活福祉部所管の平成25年度一般会

計及び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わりま

す。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わ

りました。

次に、教育長から教育委員会関係決算の概要の説

明を求めます。

諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管の平成25年度歳

入歳出決算の概要について御説明申し上げます。

お手元の「平成25年度歳入歳出決算説明資料」の

１ページをお願いしたいと思います。

初めに、歳入決算状況について御説明申し上げま

す。

平成25年度一般会計歳入決算状況は、予算現額計

407億5937万6600円、調定額370億394万8713円、収入

済額369億182万4843円、不納欠損額5570万744円、収

入未済額4642万3126円となっております。

以下、歳入決算の主なものについて御説明いたし

ます。

（款）使用料及び手数料の収入済額は１億3338万

7599円であります。

中段の（項）手数料（目）教育手数料の収入済額

は１億2307万8500円で、その主なものは高等学校の

入学料であります。

２ページをお願いしたいと思います。

（款）国庫支出金の収入済額は354億4529万553円

であります。

（項）国庫負担金（目）教育費国庫負担金の収入

済額は254億9545万1319円で、その主なものは義務教

育給与費であります。

次に、（款）財産収入の収入済額は１億8830万7356

円であります。

一番下の行の（目）生産物売払収入の収入済額は

8050万8649円で、農林高等学校等の実習生産物売り

払い代であります。

３ページをお開きください。

（款）繰入金の収入済額は１億318万8000円で、高

校生修学支援基金からの繰入金であります。

次に、（款）諸収入の収入済額は10億3165万1335円

で、不納欠損額5570万744円、収入未済額4642万3126

円となっております。

下から３行目の（目）違約金及び延納利息の収入

済額は2282万1561円で、不納欠損額5570万744円、収

入未済額4548万6688円となっております。

これは県教育委員会の発注した工事に関して公正

取引委員会から談合認定を受けた業者に対する損害

賠償金であります。

このうち、不納欠損額は入札談合違約金に係る事

業者の破産によるものであります。

以上が平成25年度の教育委員会所管の歳入状況で

あります。

続きまして、歳出決算状況について御説明いたし

ます。

４ページをお開きください。

平成25年度一般会計歳出決算状況は、予算現額計

1541億9997万968円、支出済額1463億846万5445円、

翌年度繰越額54億7713万2427円、不用額24億1437万

3096円となっております。

以下、歳出の主なものについて御説明いたします。

（款）教育費（項）教育総務費は、支出済額102億

4010万6378円で、翌年度繰越額14億9919万円、不用

額４億5748万2372円であります。

翌年度繰越額の主なものは、（目）教育振興費の公

立学校新増改築に係る市町村補助事業によるもので、

関係機関との調整に日時を要したことなどにより、

やむを得ず繰り越したものであります。

また、不用額の主なものは（目）教育振興費の公

立学校施設整備等における入札残であります。

（項）小学校費は、支出済額464億9381万9926円で、

不用額２億8414万1074円であります。

不用額の主なものは公立小学校の教職員給与費の

執行残であります。

（項）中学校費は、支出済額290億9440万5089円で、

不用額１億9564万8911円であります。

不用額の主なものは公立中学校の教職員給与費の

執行残であります。

５ページをお開きください。

（項）高等学校費は、支出済額433億5413万2994円

で、翌年度繰越額21億7000万9870円、不用額10億2529

万9776円であります。

翌年度繰越額の主なものは、（目）学校建設費の施
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設整備によるもので、関係機関との調整に日時を要

したことなどにより、やむを得ず繰り越したもので

あります。

また、不用額の主なものは（目）学校建設費の施

設整備に係る入札残であります。

（項）特別支援学校費は、支出済額157億7088万5154

円で、翌年度繰越額18億554万1557円、不用額２億8598

万1867円であります。

翌年度繰越額は、特別支援学校の施設整備費にお

いて、関係機関との調整に日時を要したことなどに

より、やむを得ず繰り越したものであります。

また、不用額の主なものは施設整備に係る入札残

であります。

（項）社会教育費は、支出済額10億1233万8898円

で、翌年度繰越額239万1000円、不用額7202万8102円

であります。

不用額の主なものは（目）文化財保護費の文化庁

国庫補助事業費における執行残となっております。

６ページをお開きください。

（項）保健体育費は、支出済額３億3837万9106円

で、不用額3181万4894円であります。

不用額の主なものは学校保健事業における定期健

康診断受診者の減によるものであります。

次に、（款）災害復旧費は、支出済額439万7900円

で、不用額6197万6100円であります。

不用額は大きな災害復旧事業がなかったことによ

るものであります。

以上が教育委員会所管の平成25年度歳入歳出決算

の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑について

は、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常任委

員会に対する調査依頼について）」（平成26年９月22

日議会運営委員会決定）に従って行うことにいたし

ます。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意をお願いい

たします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 御説明大変ありがとうございます。

では早速、まず子ども生活福祉部から質疑に入ら

せていただきたいと思います。

７ページの歳出決算状況からですが、よろしいで

しょうか。その中の真ん中にあります生活保護費の

中で、生活保護扶助費とあります。まず、生活保護

の各市町村、県、国の持ち出しはどのくらいの割合

なのかということが１点目。また２点目として、生

活保護は県全体で何世帯で、何名ぐらいの方々がい

るのかという点、まずこの２点から確認をお願いい

たします。

○上間司福祉政策課長 まず、生活保護扶助費につ

きましての負担割合でございますが、生活保護法第75

条によりまして、国が４分の３、県も市も含めて自

治体が４分の１負担となっております。

次に、生活保護の状況についてお答えいたします。

平成25年度の被保護世帯が２万4393世帯、保護人員

が３万3995人、保護率が23.53パーミルとなっており

ます。

○又吉清義委員 ありがとうございます。もしおわ

かりでしたら御説明をお願いしたいのですが、今、

保護世帯が２万4393世帯ということなのですが、そ

の中に、例えば母子家庭、ひとり親世帯等は具体的

にどのぐらい世帯数があるか、把握をしておられる

かどうかも確認いたします。

○上間司福祉政策課長 まず、生活保護世帯の類型

別でございますが、平成25年度、高齢者世帯が１万923

世帯、母子世帯が1380世帯、障害者世帯が4453世帯、

傷病者世帯が4058世帯、それ以外の世帯が3444世帯

となっております。

○又吉清義委員 その中で大切な点は、やはり私た

ち人間は生きている限り、生活保護よりはみずから

働いて、みずから汗を流して生活をする、子供たち

を育てるのが本来の親の姿であり、目標かと私は思
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うのです。ですから、このように毎年、生活保護世

帯は減ることなく伸びております。その中で、決算

をするだけで毎年伸びる生活保護世帯について、皆

さんとしてどのように歯どめをするのか、また、そ

ういった事業をして具体的に生活保護世帯が自立で

きたとか、そういった実例があるかないかからまず

伺います。その点をお願いします。

○上間司福祉政策課長 まず、生活保護の実施に当

たりましては、県といたしましては、生活保護法を

遵守いたしまして、国の定めた基準に沿って適正に

取り組んできたところであります。例えば、生活保

護に至る前の段階の自立支援策の強化等を図るため

の施策としましては、国におきまして生活困窮者自

立支援法を制定しまして、来年度４月１日から施行

されることとなっております。県といたしましては、

次年度からスタートする生活困窮者自立支援制度の

実施に向けて、市町村や関係機関と連携しながら取

り組んでいるところであります。また、生活保護制

度では、働くことが可能な方は、その能力を活用し

て働くことで自立を目指すことが求められておりま

す。現在、各福祉事務所に33名の就労支援員を配置

いたしまして、ハローワークと連携しまして就労支

援を行っているところであります。

○又吉清義委員 努力はよく理解しております。１

つ先へ、では、皆さんところへはまだ十分伝わって

いないということで、一つの実例を申し上げます。

実は、去年ある自治体で、このように母子世帯、ひ

とり親世帯です。生活保護世帯です。市と県とタイ

アップをして、最終的に15世帯ですが、そういった

方々がしっかり、この自立支援法になるのかどうか

わかりません。皆さんとタイアップして、ある事業

を行って、立派に独立して、就職して、立派に仕事

についているのです。しかし、残念ながら、このシ

ステムは緊急雇用対策事業という一つの事業なもの

ですから、１回きりで終わりなのです。ですから、

生活保護世帯を皆さんが１年間世話するのに、トー

タル的予算が１世帯で約500万円です。１人の人を自

立支援し、就職するまで、しっかりした資格を取る、

社会でも食っていけるだけのしっかりした人格を育

てるのにかかった費用が１人100万円です。であるな

らば、もう少し考え方と枠を広げて、１回きりでは

なくて、これを継続的に各市町村に知らしめて、大

いに取り組んでいくべき事業だと私は思うのです。

そういったものがあるのは、一応担当課としても御

存じであるかないかからまずお伺いいたします。

○上間司福祉政策課長 子ども生活福祉部でござい

ますが、私は三、四年ほど前、雇用労政課におりま

して、能力開発班長をしておりました。その際に、

職業訓練を含めまして、そういった国の雇用基金を

活用した例えばパソコン研修でありますとか、ある

いはパソコンでなくても、もう少し簡易な職業訓練

を含めまして、あの当時の記憶でありますと、恐ら

くお一人10万円程度の費用をいただきながら職業訓

練をして、自立を目指すという制度があったのは承

知しております。

○又吉清義委員 今、説明があったように、それも

よく御存じです。しかし、残念ですが、そういった

支援事業を受けて、そうしたら、特に母子世帯の方

々、そして生活保護に陥る方々が実際どのぐらい就

職についたかといった追跡調査をしていないかと思

うのです。

そしてもう１点目、その事業についても少しだけ

お話をさせていただきますが、やはり子供を持つ母

親、特に若い年齢からすると、非常にその事業を受

けたいのだけれども、環境的に合わないと。そういっ

た改善策も必要かと思うのです。しかし、残念だけ

れども、その辺がうまく皆さんとディスカッション

がとれていない。ですから、やはりこれから将来的

にも、生活保護世帯は、どうしようもなければ、こ

れはもう仕方ないかと思いますが、やはり母子家庭、

若い母親世帯、ひとり親世帯は、本来は自分で働い

て自分で子供を育てたいということが大きな夢と希

望であり、誇りかと私は思うのです。実際、県と行

政でタイアップして、１回は成功しております。15

世帯のうちの就職者が13名です。もう生活保護を受

けなくてもいいと、堂々と前向きに生きております。

そういった事業もあるのだよと。実際、県と行政が

バックアップして、そういう事業もやっているのだ

よということを、私はもっと横の連携を広めて、１

回きりではなくて、２回、３回とやっていただきた

い。ぜひ前向きに検討していただけませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 商工労働部でやって

いる事業もございますし、実は子ども生活福祉部に

おいても、来年から生活困窮者自立支援法が施行さ

れます。その前に、平成25年度から生活困窮者自立

促進支援モデル事業という形で、今言う自立に向け

た相談事業、あるいは就労支援をやっております。

具体的に数字を申し上げますと、これは南部と中部

に事務所がございますが、延べ件数で7000件余りの

相談を受けて、実際、就職をされた方も184名という

形で、具体的に実績も出ております。

それから、なかなかストレートに就職に結びつか

ないというか、基本的な社会的なそういうマナーと

いいますか、いろいろなものを身につけていない方
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もいらっしゃるということで、そういうことも含め

て、就職前のそういうトレーニングもやるような事

業を平成25年、平成26年にかけてやっております。

次年度から本格的に法が施行されますので、しっか

りと法に基づく制度に乗っかって事業ができるよう

に、これは福祉事務所を持っている市、郡部は県が

事業としてやることになっていますので、それに向

けて現在取り組んでいます。ですから、生活保護に

至る前にしっかりとした自立できるような取り組み

を今後強化していきたいと思っております。

○又吉清義委員 子ども生活福祉部長、ありがとう

ございました。再三申し上げますが、皆さんが自立

支援に向けて、そういった技術、職を身につける、

やっていることはよく御存じです。しかし、あと少

し足りない部分が、あと少しです。ですから、その

辺を、皆さんが事業を執行する立場を、少し枠を広

げていただいて、受ける側の立場で、その事業を設

けて就職にいくのだけれども、何が問題なのだと。

少しだけフォローして、枠を広げてあげたら、ほと

んどよくなりますよということです。それが皆さん

となかなかうまくディスカッションがとれない。こ

れは母子世帯からの切実な訴えでもありました。こ

の部分が理解できたらできるのですが、どうしても

この部分を皆さんが受けてくださいという要件と、

実際小さい子供を持っている家庭からすると、どう

してもクリアできないのですよねと。それを県が認

めてくれると、もっと積極的にいけるし、就職につ

いた場合でも、この部分をフォローしてもらえば、

自信を持っていけますということです。

ですから、先ほど申し上げました緊急雇用対策事

業であったり、この事業は、そういったものをクリ

アもする、そして、そこでしっかり技術を身につけ

て、なおかつ就職についても少しはフォローもして

おります。やはり幾ら技術を身につけたからといっ

て、実際現場でやるからには不安があると。困った

ときにはいつでもフォローしてあげるし、実際担当

した方が行って、指導もすると。そうすることによっ

て、しっかりと自立をしているということで、子ど

も生活福祉部長、このいい事業を期待しております

ので、ぜひお願いいたします。

あと１点、９ページの母子寡婦福祉資金特別会計

で、御存じのとおり、償還率がかなり低いという中

で、実際この償還率についてですが、一、二例でよ

ろしいです。この資金を利用する方の、例えば据え

置き期間、返還期間と決まりがあるかと思います。

まずこれについてどのような感じであるか、１つ２

つ例を挙げていただけませんか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子寡婦福祉資

金貸付金につきましては、国の政令におきまして、

資金ごとに据え置き期間、償還期間が設定されてお

りまして、据え置き期間は６カ月から１年の範囲、

償還期間は３年以内から最長の資金で20年以内で設

定されております。

○又吉清義委員 このように据え置き期間があり、

償還期間があります。そして、このとおり、やりく

りができなくて苦しい方、例えば据え置きを１年と

して、償還期間を３年とした場合に、これができな

い方は、要するに高い利息を払って、３年で返す予

定のものを４年、５年で返す方もいるかと思います

が、これは間違いないですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 委員おっしゃる

ように、当初、利用者と相談して設定した償還期間

どおりにはなかなか償還することが難しいという方

は、福祉保健所において支払い計画を変更するとい

う相談に応じているところでございます。

○又吉清義委員 何を言いたいかといいますと、当

初、すごく前向きで、感謝申し上げます。３年でで

きるだろうと見込んだものができなくて、それを利

息10％、本来ならば１％、２％、無利息かもしれま

せん。そういった高い違約金の利息を払って、３年

で返す予定のものを４年、５年で返すと。当初から

３年スパンのものをもう少し、資金を受ける方に、

延ばすことができるならば、もう少し余裕を持って、

３年ではなくて５年とか６年で、多少利息をつけて

もいいかと思います。ゼロであれば、１％ぐらい利

息をつけて、もう少し余裕があるような指導でやる

と、借りる人は大分返しやすくなるのではないか。

当初で３年だからということで考えてやるのですが、

やはり計画どおりいかない場合に、どうしても最終

的には違約金を払うのが筋かと思うのです。当初、

例えば３年で返すとしてやった人が、契約した方が

実際にできない場合、返済計画を延ばした場合も違

約金は出るのですか、出ないのですか。その点、お

伺いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 例えば、支払い

期間が20年以内ということで設定されている資金に

ついて、10年で支払いを終えますという支払い計画

を立てた方が、やはり10年では償還額が大き過ぎて

難しいので、例えば15年に延期したいという場合に

は、違約金なしで計画を変更することが可能です。

○又吉清義委員 だから、20年は可能ですと。３年

でやった方は５年に延ばしたら違約金が出るという

ことだと思うのです。ですから、最初から無理をし

ないように皆さんで、３年でできるかもしれません
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が、少し余裕を持って、例えば５年でどうですかと。

３年と決めつけるのではなくて、もう少し余裕を持っ

て、そういった計画を返しやすい条件に変えたらい

かがですかということを言いたいわけです。多分皆

さんの中でこの違約金を払っている方は、償還率が

低いいろいろな貸し付けをしております。何年のど

の部門が一番償還率が悪いか、そういうデータ等も

あるのか、あればぜひいただきたいと思うのですが、

そういったものも統計としてはとっておられますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 これは委員が今

おっしゃった内容にストレートには対応していない

かもしれませんが、例えば資金ごとの償還率を見て

みますと、高いもので就業資金が78.1％、技能習得

資金が66.9％、就学支度資金が57.8％、修学資金が

44.8％となっております。一方、償還率が低い貸し

付けを見てみますと、事業開始資金が償還率4.4％し

かございません。それから事業継続資金が8.5％で、

やはり貸し付ける資金の種類によって償還率は大分

差がある状況でございます。

○呉屋宏委員長 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 それでは、子ども生活福祉部から

お尋ねします。

待機児童解消についての支援事業ですが、主要施

策の成果に関する報告書の51ページと、きょう御説

明いただいた平成25年度歳入歳出決算資料の７ペー

ジでしょうか。その中で、不用額が結構出ています。

その中で、認可化への促進事業が出ているのですが、

現在、それがどのようになっているか。平成25年度

は１カ所となって、平成26年度は27カ所と出ている

ものですから、これが実現可能なのかどうかお尋ね

します。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可化移行支援事業

は、認可化移行のための運営費の支援と施設整備の

支援になっているのですが、この運営費の支援につ

きまして、平成25年度の実績は、３施設が法人化さ

れまして、その結果、180人の定員を確保したところ

です。なお、安心こども基金を設置した平成21年以

降の通算で見ますと、32施設が法人化され、2145人

の定員を確保してきたところです。今後も引き続き

市町村で随時認可化の運営費支援を入れていくこと

により、その認可化を促進していきたいと考えてお

ります。

○狩俣信子委員 それにしても、不用額が結構多い

ものですから、安心こども基金で結構不用額にして

あるのです。その理由をお尋ねします。

○名渡山晶子子育て支援課長 安心こども基金での

不用につきましては、昨年度は前倒しでの施設整備

を促すために予算確保したところですが、市町村で

の計画のおくれであったり、そういった事情がござ

いまして、繰り越しが27施設分出ている関係で執行

額が少なくなっているところでございます。あと、

不用額につきましては４施設の取り下げがあったと

ころでございます。

○狩俣信子委員 せっかくの基金ですから、極力そ

ういう施設ができるように、県も対応をしっかりやっ

ていただきたいと思います。

次に、新すこやか保育事業の中で、認可外の子供

たちへの給食費の補助についてです。この前、那覇

市、浦添市、沖縄市と話をしましたが、今、１人当

たりどのぐらいの補助なのか、できたらお答えをお

願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 新すこやか保育事業

は、認可外保育施設に入所している子供たちの給食

費ですとか健康診断費等を助成しているところでご

ざいます。給食費につきましては、日額、ゼロ歳児

１人当たり26円、１歳から５歳まで１人当たり89円

を支援しているところでございます。県では、各市

町村一律の支援、先ほどの単価での支援を行ってい

るところでございますが、市町村によっては、現物

支給をしていたり、あるいは独自に上乗せ補助を実

施しているところもございます。

今、那覇市、浦添市、沖縄市ということであった

ところですが、確認しましたところ、那覇市は、県

と同額のゼロ歳児１人当たり26円、１から５歳児89

円の支援を行っているということでございました。

また、浦添市につきましては、１歳以上に対してミ

ルクの現物支給を行っておりますが、それを含める

と、ゼロ歳児１人当たり26円、１歳児から５歳児89

円で、これも同額、沖縄市につきましては、独自の

上乗せ補助を行っておりまして、ゼロ歳児１人当た

り70円、１歳から５歳児１人当たり117円の支援を

行っていると聞いております。

○狩俣信子委員 わかりました。認可外保育所の経

営は大変厳しいと聞いていますので、この補助があ

ると結構助かるんだろうということはあります。

それから次、放課後児童クラブ支援事業について

お尋ねいたします。現在、143カ所を支援していると

いうことになっているのですが、それだけで恐らく

きっと放課後児童クラブの数は足りないのだろうと

思うのです。そこらあたり、今後の予算とかはふや

していく計画はありますでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブへ

の運営支援のお話だと思うのですが、こちらにつき

ましては、現在も国庫補助事業として実施している
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ところでございまして、次年度以降、放課後子ども

総合プランということで、国もその設置促進に努め

ていくような施策を打ち出しているところでござい

ます。県としましては、市町村と連携しまして、そ

の設置促進に努めていきたいと考えております。

○狩俣信子委員 次に、母子家庭への支援について

お尋ねします。医療費が２億円余りかかっていると。

18万件、医療の利用者がいらっしゃるのです。その

中にまた自立促進事業もあるのですが、とりわけ自

立促進事業の就業、それから養育費相談、ヘルパー

派遣について詳しく説明をお願いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子家庭等自立

促進事業費の中で、就業相談ですが、平成25年度は852

件の就業相談の実績がございました。就業相談の主

な内容としましては、より就労時間が長く、賃金の

高い職への転職を希望する方が多くなっております。

転職先に希望する条件としましては、正規雇用、現

在の仕事より給与面で改善される、子育てしやすい

勤務時間であり、休日もとりやすい、保育園等に通

園させている場合には車で送迎できるなどとなって

おります。

それから、同じく母子家庭等自立促進事業費の中

で、養育費相談につきましては、相談件数は128件と

なっております。養育費相談は、沖縄県総合福祉セ

ンターにおきまして、養育費専門相談員を１名配置

しまして、週３回、養育費相談を実施しております。

平成25年度の相談実績の主な内訳としましては、養

育費の取り決め方法に関する相談が39件、離婚・親

権問題が26件、面会交流が８件、支払い履行強制執

行が５件、その他が71件となっております。

母子家庭等日常生活支援事業の中で、ヘルパーの

派遣ですが、ひとり親家庭において疾病や就職活動

などで援助が必要になった場合に、生活支援や子育

て支援のためのヘルパーを派遣しているところでご

ざいまして、平成25年度は、支援派遣家庭数が123世

帯、支援派遣の延べ回数が414件となっております。

○狩俣信子委員 このヘルパー派遣ですが、私も公

益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会の皆さんに聞

きましたら、やはりもう少し回数をふやせないかと

いうお話もあるものですから、これは予算は幾らで

やりましたか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 本事業の平成26

年度の予算額は500万円となっておりまして、委員

おっしゃるように、ニーズの増加に対応して徐々に

予算額も引き上げてきたところでございます。

○狩俣信子委員 この500万円は、予算は全て使い

切ったと見てよろしいのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 全額執行してお

ります。

○狩俣信子委員 就業相談についてですが、先ほど

時間の問題とか賃金の問題、正規雇用の問題とかい

ろいろ言っていたのですが、その相談をやって、結

果が出されたのはどのぐらいありますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 就業相談でござ

いますが、376人の相談に対しまして、就業に結びつ

いた実績は107人、就業率は28.5％となっております。

○狩俣信子委員 その他の相談についてはわからな

いわけ。例えば賃金の問題で改善したとか何とかわ

からない……これはもういい。時間がないから次に

行きます。

児童虐待防止についてですが、現在の状況と、そ

れにかかった費用をお知らせください。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童虐待防止対

策につきましては、家庭支援相談等事業費は、児童

虐待のホットライン体制の整備に係る費用等を計上

しております。それから児童虐待防止対策事業費は、

児童相談所に専門職の嘱託員等を配置する事業と

なっておりまして、実績としましては、家庭支援相

談等事業費の決算額が1867万円、児童虐待防止対策

事業費につきましては3745万2000円となっておりま

す。

○狩俣信子委員 現状についてですが、どのぐらい

の相談件数があって、虐待の内容は、沖縄はどうなっ

ていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 平成25年度にお

きます児童相談所で受け付けた虐待の相談件数は348

件となっておりまして、前年度と比較しますと15件

の減少となっております。虐待の主な内容としまし

ては、身体的な虐待が41.1％、ネグレクトが35.1％、

心理的な虐待が17％、性的虐待が6.9％となっており

ます。主な虐待者の内訳としましては、実母が一番

多く48.3％、実父が30.2％、実父以外の父が８％な

どとなっております。

○狩俣信子委員 348件も大変だと思うのですが、結

構いろいろな内容があって、身体的はもちろんなの

ですが、性的虐待まであるとなったら、これは本当

に大変だという思いがあります。ネグレクトはある

意味で養育拒否ですよね。だから、そこのあたりが

どう改善できるのかと思うのですが、皆さん、これ

について何か虐待防止の対策とかそういうのはあり

ますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童虐待につき

ましては、できるだけ未然防止、早期発見に努めて

いくことが大事だと考えております。ですから、市
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町村において関係者のネットワークを構築して、で

きる限り未然防止、早期発見に努めているところで

ございます。また、県におきましても、児童虐待を

防止するための講演会を昨年度は６回、県内各圏域

で開催しまして、県民に対する広報啓発等に努めて

いるところでございます。

○狩俣信子委員 教育委員会に行きたいと思うので

すが、まず、学力向上対策にかかったこれまでの費

用、３カ年分ぐらい、平成23年、平成24年、平成25

年とお願いします。

○大城朗義務教育課長 平成25年度における事業の

予算総額は9259万9000円であります。それから、平

成24年度は7318万円、平成26年度が8013万円であり

ます。

○狩俣信子委員 大体8000万円前後ということにな

るのでしょうが、今回、学力向上が全国で小学生が24

位という好成績を上げております。そういうことを

考えれば、これだけの費用でと言ったら申しわけな

いのですが、結構効率よくやられたという感じがい

たします。学力向上に対しては、今後どのような予

算措置でいかれるのかわかりませんが、しっかりと

それは取り組んでいただきたいと思います。

次に行きます。30人学級についての県の予算はど

うなっているのでしょうか。とりわけ知事の公約は、

８年前は小学校30人学級に期待しました。期待外れ

でした。４年前、小学校一、二年という感じでやっ

たのですが、実際に30人学級に現在使われている県

の予算はどのぐらいなのか。それから、それを全小

学校でやると、予算はどのぐらい必要なのかという

ことをお聞きします。

○新垣健一学校人事課長 本年度、平成26年度にお

きます本県の少人数学級の実施にかかる増加教員及

び財政の増加負担でございますが、小学校１年生で52

名の増で約３億4000万円、小学校２年生で86人増の

約５億6000万円、小学校３年生では48人増の約３億

1000万円、中学校１年生では43人増の約２億8000万

円、合計229人増の約14億9000万円となっております。

あわせまして、30人学級を全学年で実施した場合は

どうなるかという御質疑と思いますが、現在の私ど

もの30人学級の関係、平成25年で申し上げますと、881

学級、881人の教員増で、必要額は57億2900万円と見

込んでおります。

○狩俣信子委員 要するに、14億円が現在県から出

ている少人数学級の費用だと押さえてよろしいわけ

ですね。全部するとしたら57億円かかるということ

でありますが、やはり少人数学級は非常に効率がい

いと思いますので、そこは何とか次年度に向けても

頑張っていただきたいと私は思います。

次に行きますが、次は定数内臨時的任用職員の状

況をお尋ねします。それに対して教育庁はどのよう

な改善策があるのか、改善に向けての今後の計画と

か、そこらあたりをお聞かせください。

○新垣健一学校人事課長 本年５月１日時点の定数

内臨時的任用職員でございますが、427名となってお

りまして、正規任用率が85.2％となっております。

毎年小学校を中心に採用者数をふやす取り組みをし

ておりまして、今後につきましては、児童・生徒数

に応じた定数を勘案しながら、現在、平成22年度か

らしますと、新規採用者数を約150名から200名ほど

増をしておりますが、その新規採用を維持し、なお

かつ再任用の制度がございますので、再任用者の希

望が、今後、年金等の施策の関係でふえるという見

込みなども勘案しまして、今の計画を策定している

ところでございまして、順次正規率の改善に取り組

んでまいりたいと考えています。

○狩俣信子委員 皆さんはいろいろおっしゃってい

るのですが、本土との比較で言うと、やはりまだ定

数内臨時的任用職員が多いのです。そこらあたりを

どう縮めていくつもりなのかということがあって聞

いているのですが、そこらあたりはどうですか。

○新垣健一学校人事課長 委員おっしゃるように、

他県とまだ差がございます。それがありまして、現

在、平成22年度を基準に平成23年度以降、特に小学

校を中心に300人以上の採用を行っておりまして、引

き続きそういった数で採用を進めていきたいところ

ですが、一遍に大量採用をいたしますと、教員につ

いては１年間の初任者研修が法定で義務づけられて

おります。当然初任者につきましては、１年間十分

に現場等で研修、指導を受ける機会を与えないとい

けない。それがございまして、一定規模の学校でし

か受け入れができないということがございます。例

えば１学年で２学級しかないようなところに、１学

級、新採用がはまりますと、当該年度は隣のクラス

のベテランの先生が指導するということはございま

すが、翌年度はその学年には当然新採用が入ってい

かないわけでして、そういったことを勘案して、現

在、300名の新規採用ということにしております。そ

ういった現場での問題等を踏まえまして、できるだ

け早期に他県並みの本務率に持っていきたいと考え

ております。

○狩俣信子委員 よくわかりましたが、これは小学

校がとりわけおくれたのですか、300人とおっしゃる

から。小学校は臨時的任用職員が多いということで

すか。
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○新垣健一学校人事課長 平成21年度に文部科学省

が発表した時点で、小学校において他県との差が大

きかったということがありまして、大量採用に進ん

できております。現在、実際には中学校においても

採用については増加しておりまして、ただ、小学校

と違いまして、中学校におきましては当然専門教科

のバランスがございますので、そういった需給の計

画なども見ながら対応しているところでございます。

今、小学校については順次そういった欠員補充が改

善されているところでございます。

○狩俣信子委員 小学校の正規雇用率は何％ですか。

○新垣健一学校人事課長 小学校につきましては、

本年５月１日現在で、定数に占める割合で申し上げ

ますと、正規は85.4％でございます。

○狩俣信子委員 それで、なおかつ300名を正規職員

にするということで、今、取り組んでいらっしゃる

わけですね。

次に行きます。これは私、本会議でも質問したの

ですが、夏季休業中の栄養職員についてですが、オー

バーワークをしているのです。そして、現場ではボ

ランティアで奉仕せよという感じのことがあるもの

ですから、私は、働いた者に対してはちゃんと実質

賃金を上げなくてはいけないという思いでいるもの

ですから、これをまた取り上げさせていただきます。

このオーバーワークについて教育庁の見解、実際に

この夏休みにオーバーワークしたわけです。実際に、

10日間しかないものをあと２日上乗せ、そして家に

帰ってもいろいろな仕事をさせられている、そうい

うことに対しての実質補償はお考えでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 委員御指摘のとおり、夏

季休業中に10日間以内の任用をした臨時の学校栄養

職員のうち、一部の職員が10日間以外で自発的業務

を行ったということを私も先日把握したところでご

ざいます。学校に確認しましたところ、その中では、

10日以内で業務が可能であっただろうという場合も

ございます。また、10日以内に既に業務を行った臨

時の栄養職員もいるということでございまして、あ

とは研修等に自主的に参加された臨時の職員がいた

というふうにも確認がとれております。私どもとし

ましては、任用とか、あるいは自主とかございます

が、その中で勤務をしていただきたいという旨のこ

とは、夏季休業前に各県立学校及び市町村教育委員

会を通して申し上げていたところでございます。そ

ういった中で自主的にこういった活動が行われてい

たということがありまして、それにつきましては、

あくまでも本人の自主的な活動の一環であったと認

識しているところでございます。

○狩俣信子委員 悪いのですが、自主的という表現

がもうそぐわないのです。実際に働いているのに、

あなたは仕事が追いつかなかったら自主的にやって

みたいな感じになるわけでしょう。それではいけな

いのよと私は言っているのです。実態として、２日

オーバーして働いたとかいろいろな書類を私はあげ

ましたね。各小・中学校の実態を調査してもらって、

それをお上げしました。その中で、今のような自主

的で働くという考え方はどうなのかと私は思ってい

るわけです。たった１人しかいない栄養職員、仕事

は多岐にわたっている。それを10日間ではできない

ということで、学校長を通してお願いしたわけです。

それができないからオーバーワーク、皆さんが言う

自主的勤務ということになるのですが、こういうと

ころで自主的な勤務ということは、やはり使うべき

ではないと思います。お金を払ってちゃんとやるの

が当たり前のことだと思っておりますが、教育長、

どうですか。

○諸見里明教育長 栄養教諭のオーバーワークにつ

いては、サービス残業という話も出ていましたが、

議会で答弁したとおりの考え方でございます。栄養

職員が調理に加え、納品業者への衛生指導、それか

ら施設、備品等の消毒、修繕対応、各種研修会の参

加等があるのは承知しております。我々としても、

６月議会で質問があって、その辺、検討すると約束

しましたが、それも校長先生といろいろ連携をとり

ながら、どれぐらい必要か。夏休みの業務の量も加

えて実質10日。実質10日というのは、１週間は５日

ですから10日以上、土日を入れて最低でも12日、実

質10日なんです。例えば、月曜日から金曜日までの

５日、その次のまた月曜日から10日で、任用はずっ

と継続しているわけですから、その分を入れた12日、

ひょっとしたら14日とか、土日も一応継続して任用

は我々やっているわけです。そういうものも含めて

やっています。それから、確かに教育事務所の管轄

によって業務量に違いはあるのですが、実質10日い

かないような箇所もありますので、その辺はぜひ改

善して取り組んでいきたいということを弁明したと

ころです。

○狩俣信子委員 私は、栄養職員の皆さんから相談

を受けたから、今回、これをやっているわけですが、

やはりただ働きはさせるべきではないし、教育長は

今、土日も含めて働くと。誤解を招きますよ。

○諸見里明教育長 実質10日というのは、土日は抜

いた実質勤務日を10日間とっているわけです。例え

ば20日で１学期が終了したとします。20日から30日、

その間に土日が入りますから、実質的には12日ぐら



－132－

いのオーバーでやっていると思います。ただ、教育

事務所ごとによって違うのですが、説明がわからな

いでしょうか。実質勤務日10日ということは、土日

を含めたら12日になります。

○狩俣信子委員 要するに、私が言いたいのは、ボ

ランティアで勤務してとか自主的に勤務してとかで

はなくて、働いた者に対してはちゃんとした正式な

評価で給与は上げてほしい。だから、２日間オーバー

ワークしたと皆さんにおわびしました。それに沿っ

て、再度校長と話をしてやってください。

○呉屋宏委員長 新田宜明委員。

○新田宜明委員 まず、子ども生活福祉部からお願

いしたいと思います。せっかく皆さんが主要施策の

成果に関する報告書を出しておりますから、それに

基づいて質疑をさせていただきたいと思います。

まず、49ページです。待機児童対策特別事業、予

算額と決算額が出ておりますが、不用額は２億円余

り出ています。そこで、認可外保育施設の認可化促

進の運営費22カ所の市町村の内訳を教えていただき

たいです。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成25年度における

認可化移行支援運営費に係る市町村別の実績につい

て申し上げますと、まず那覇市が５施設に対しまし

て補助額が1307万7000円、宜野湾市が１カ所で43万

8000円、浦添市が２カ所で646万8000円、名護市が３

カ所、1689万円、沖縄市が９カ所、1349万1000円、

北谷町が２カ所の961万5000円で、22施設で5997万

9000円となっております。

○新田宜明委員 それでは、ついでに待機児童対策

特別事業の件ですが、次の認可外保育施設指導監督

基準の維持・達成のための施設改修費７カ所とあり

ます。そこの市町村の内訳も教えてください。

○名渡山晶子子育て支援課長 申しわけございませ

ん。施設数別がないのですが、市町村数で言います

と、浦添市、沖縄市、西原町、与那原町の４市町に

おいて実績がございます。

○新田宜明委員 不用額が２億1000万円余り出てい

るわけですが、主な不用額の要因はどういう内容に

なっていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 指導監督基準達成・

継続支援事業につきましては、予算を立てるに当た

りましては、市町村から要望をとって予算化してい

るところではございますが、当初の市町村の要望が

実績においてはそう上がってこなかったという結果

で、大きな不用を生じてしまったところでございま

す。

○新田宜明委員 こういった予算化に当たっては、

ぜひ市町村の事前のヒアリング等、あるいは要望調

査をした上でやっていただきたいと思います。

それで、50ページですが、事業の効果として「認

可化移行支援事業による運営費支援を22施設に対し

て実施し、平成25年度末現在で794人の待機児童数の

減少が図られた。」ということです。この待機児童の

減少というんでしょうか、待機児童を減らしたとい

うことですが、それについても市町村ごとにもし実

績がありましたらお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成25年度の運営費

の実績による人数が減ったということでございます

が、まず那覇市で294人、宜野湾市で14人、浦添市で

113人、名護市で91人、沖縄市で226人、北谷町で56

人の、以上、計794人を対象として補助を行うことに

より待機児童の解消につなげたということでござい

ます。

○新田宜明委員 若干意味合いが違うような、私の

受けとめ方とは少し認識が違うような感じがします。

この文章の表現の方法なんですが。

次に、同じく51ページの安心こども基金事業です。

これも予算額に対する決算額、そして繰越額が27億

9577万8000円、事業の効果ということで51ページに

ありますが、これからすると、現年度の実際の整備

事業は一、二カ所しかできないということですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 安心こども基金にお

きましては、単年度ごとの設置で、更新、更新とい

う形で平成21年度から設置をされた基金でございま

して、その関係上、タイトなスケジュールでの施設

整備となりまして、例年繰り越しが多額に生じてい

るところではございますが、県としましては、その

あたり市町村と連携をいたしまして、今後とも繰り

越しの圧縮に努めていきたいと考えております。

○新田宜明委員 もう一度確認したいのですが、待

機児童ゼロをめどとする実施完了年度は何年ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成29年度末までの

待機児童の解消を目指し、ただいま県と市町村、連

携して取り組んでいるところでございます。

○新田宜明委員 この予算の実績からすると、到底

平成29年度末までに待機児童解消のための保育所の

整備が追いつかないのではないかという懸念がある

のですが、その辺は、皆さんは自信を持って確実に

平成29年度末までには待機児童を解消できるという

見通しを持っていますか。

○金城武子ども生活福祉部長 今の計画でございま

すが、平成29年度末までに１万1000人ということで、

今計画は繰り越しで、完成する時期がずれておりま

すが、ほぼ計画どおりに進んでおりますので、達成
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は可能だと考えております。

○新田宜明委員 平成25年度の繰越額27億9577万

8000円の内容ですが、これは何施設を予定している

のですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 27施設でございます。

○新田宜明委員 今、潜在的待機児童も含めての想

定人数は１万1000人ですか。すると、最終的に保育

所増設の最終年度までの増設、施設の数は幾らにな

るのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 昨年取りまとめまし

た市町村待機児童解消計画によりますと、平成29年

度末までに認可保育所の創設や複数園の設置により

83カ所、そしてその他認定こども園への移行等によ

り８カ所、小規模保育事業等の事業により46カ所と

いう形で、さまざまな手法により待機児童を解消し

ていくという計画になっております。

○新田宜明委員 児童福祉法が改正されていると思

うのですが、その要件どおり、この施設の数の増設

によって、保育の必要な子供についての入所は可能

になるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 委員がおっしゃいま

すように、平成27年度からの子ども・子育て支援新

制度におきましては、保育を必要とする子というこ

とで、これまでの保育に欠ける子よりも少し幅広い

方々を対象とした保育の提供という形になります。

ただいま申し上げました施設数につきましては、昨

年取りまとめた計画ですが、現在、市町村において

はニーズ調査を実施しまして、そのニーズ調査を踏

まえた確保の方策を市町村子ども・子育て支援事業

計画の中に組み込んでいくことになっておりますの

で、今おっしゃるような保育の量の拡大につきまし

ても、また、今後この計画を見直すことにより、平

成29年度末までの解消を図っていくということでご

ざいます。

○新田宜明委員 実は、この時期になると、もう年

度が差し迫っていまして、私の年代からすると、自

分の孫が保育所に入れない、孫が多いということで、

頻繁にそういう相談などを受けたりするわけですが、

まず保育士が定着しないのです。幾ら施設を増設し

ても、保育士が定着しない、これは非常に問題であ

るわけです。一時的に保育所が開設をされても、勤

続年数が非常に短いという問題があります。ですか

ら、施設をふやすだけではなくて、そういった保育

士の人材確保、あるいは処遇の改善をどうするかと

いう問題が根本に解決されないと、待機児童あるい

は保育を必要とする児童の入所はできないのではな

いかと思っているのです。

そこで実際、保育士の勤続年数、あるいは勤続年

数に相当する給与水準の実態を皆さんは把握してい

るかどうか。それをもし把握しているのでしたら、

勤続年数とその水準、年齢に合った平均的な給与水

準を教えてほしいと思うのです。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の勤続年数に

つきましては、平成25年度の実績から拾ってきてお

りますが、認可保育所に勤務する保育士5332人の勤

続年数で、５年未満が2030人、５年以上10年未満が

1454人、10年以上15年未満が741人、15年以上20年未

満が382人、20年以上が725人という構成になってお

ります。年齢に見合った給与ということで御質疑か

と思いますが、これは厚生労働省の調査によるデー

タです。平均の勤続年数7.7年の人に対しまして、決

まって支給する給与の額が18万1000円というデータ

は出ているところでございます。

○新田宜明委員 私はぜひ沖縄における賃金実態を

知りたいのです。その資料はございませんか。

○名渡山晶子子育て支援課長 少し古い資料で恐縮

ですが、平成23年度に沖縄県の福祉・介護人材の需

給動向に関する調査という調査が行われておりまし

て、それによりますと、保育士の月給が17万2600円

というデータになっております。

○新田宜明委員 これは平均勤続年数何年ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 済みません、この統

計資料には平均勤続年数のデータは掲載されており

ません。

○新田宜明委員 ぜひ勤続年数、同時にまた年齢構

成も含めて実態調査をしていただきたい。私が聞く

ところによると、皆さんから出ている数字は少し高

目ではないかという感じがいたしておりますので、

ぜひ早急に実態調査をして、保育士の処遇改善を含

めて施設の増設を図っていただきたいということを

要望しておきたいと思います。

教育委員会関係ですが、時間がありませんので、

離島・僻地の教育格差是正のための事業、平成25年

度の実績はどうなっているか教えてください。

○大城朗義務教育課長 離島・僻地の子供たちを支

援するために、平成24年度から離島・へき地におけ

る学習支援事業を推進しております。これは学習支

援員を活用して、放課後とか夕方の時間に子供たち

の学習支援をする事業でありまして、一定の成果を

上げたものと捉えております。

○新田宜明委員 実は文教厚生委員会で、委員の皆

さんも視察に与那国町へ行きました。そこでは、テ

レビ画面を通して東京の先生とじかに、こうして画

面を通して、テレビ電話を通して授業をしている。
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これは放課後でしたが、そういう光景を与那国町で

見せてもらいました。そのような形で離島における

教育格差の是正を、そのような工夫をして非常に努

力しているところを見たわけですが、そういった施

設に対しても皆さんは補助対象として、そういうメ

ニューはあるのかどうか聞きたいのです。

○大城朗義務教育課長 おっしゃるとおり、与那国

町においては、電話会議システムを活用しまして、

東京大学生を活用して塾をやっていると聞いており

ます。同じような事業は北大東村、金武町の並里区

というところでも、同じように東京大学生を活用し

た、電話会議のシステムを活用して塾をやっていて、

伊平屋村においては、夏休みの間に集中して東京大

学生を島に招聘して子供たちに学習支援をしている

と聞いております。私たち沖縄県教育委員会としま

しては、先ほど申し上げましたように、離島・へき

地における学習支援事業を推進しておりまして、学

力向上担当者会というのがありまして、そこで市町

村の担当者と情報交換をする場がありますが、その

事業の効果性とかそういうことについて情報を共有

したり、取り組みを支援するために、どういうこと

ができるのか、今、情報の共有の充実を図っている

ところであります。

○新田宜明委員 具体的にその施設等に対する補助

メニューはありますか。

○大城朗義務教育課長 与那国町とかでやっている

事業は全て市町村の事業であります。県の教育委員

会としてやっているのは、先ほど申し上げましたよ

うに、離島・へき地における学習支援事業と申しま

して、学習支援員を活用して放課後だとか夕方に子

供たちに勉強を教えるという事業をこの３カ年間実

施して、現在は６市町村で９カ所、15名の学習支援

員を活用して希望する市町村にやっているところで

す。

○新田宜明委員 教育長、こういったネット開設、

それなりのテレビ等も含めて相当の金がかかるので

す。ですから、ぜひこれに対する補助メニューなり

をつくれませんか。

○平良朝治生涯学習振興課長 委員、お聞きの学力

向上に直接係るものではございませんが、今年度の

事業といたしまして、遠隔講義配信システムを今構

築中でして、例えば県が直接主催いたします講座を

ライブで放送、あるいはオンデマンドにしてシステ

ムにストックをして、各遠隔地からでも同時に見ら

れるようなシステムでございます。今年度構築をし

まして、実際には次年度から運用開始をしていきた

いと考えております。その中で、学力にかかわるも

の等も含めて可能かどうか検討をしていきたいと思

います。

○新田宜明委員 この事業費は県単でやるのですか、

それとも市町村の裏負担等も含めての事業を想定し

ているのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 この事業は、沖縄県

振興一括交付金を活用いたしまして、県の事業でご

ざいますので、今のところ、市町村に負担はないも

のと考えております。

○新田宜明委員 それから、時間がないですが、本

来、教育委員会はたくさんの事業をしているので、

もっと主要施策の成果に関する報告書を小まめに書

いてほしいのですが、非常にページ数が少ないので

す。教育行政の分野は非常に大事だと思うのですが、

何でこんなにページ数が少ないのか、もう少し細か

く、もっとふやしてほしいということが私の要望で

す。

279ページに国際性に富む人材育成留学事業があり

ます。これは実績として、高校生70名、社会人25名

等の派遣事業をしたということですが、その中で一

番留学希望者が多い国を上位から３カ国ぐらい教え

てください。

○與那嶺善道県立学校教育課長 希望といいますか、

平成25年度の実績を申し上げます。高校生は、平成25

年度は70名派遣しておりまして、アメリカへ41名派

遣しております。ドイツに４名派遣しております。

イタリアに２人派遣しております。少し前後します

が、中国は10名でございます。台湾に２人、残りは

１人ずつですが、ポルトガル、オランダ、ベルギー

と16カ国へ１年の派遣を行っております。

○新田宜明委員 社会人の25名の内訳も教えてくだ

さい。

○與那嶺善道県立学校教育課長 大学生25名に対し

ましては、修士課程で７名、１年課程で13名、６カ

月課程で５名、アメリカ、オーストラリア、イギリ

ス、カナダ等６カ国へ派遣しております。

○新田宜明委員 派遣事業のためのさまざまな事前

の語学研修だとか、これは直接教育委員会がやって

いるのか、それとも委託事業なのかを教えてくださ

い。

○與那嶺善道県立学校教育課長 実際委託事業であ

りまして、一般社団法人沖縄県留学振興会で研修等

を行っておりますが、当然教育委員会もタイアップ

してその研修等に携わっているところでございます。

○呉屋宏委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 教育委員会から、平成25年度歳入歳

出決算説明資料の４ページ、教育振興費の執行率が
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77.2％について、その説明をお願いできますか。

○新垣悦男総務課長 教育振興費の予算でございま

すが、予算額が69億2547万2750円に対して53億4602

万3948円、77.2％となってございます。この理由に

つきましては、翌年度繰越額が12億8240万6000円、

これは公立学校施設整備事業の関係でございますが、

実際に市町村が実施する小・中学校の施設建築関係

の予算でございまして、調整の段階で、設計とかそ

ういった関係で繰り越しをしているということと、

あと１つは、不用額がございますが、県立学校再生

可能エネルギー導入事業の関係でございますが、執

行に当たっての入札残が約１億900万円余り、トータ

ルで77.2％の執行状況ということでございます。

○赤嶺昇委員 ５ページの学校建設費、執行率63.6

％についての説明をお願いします。

○親泊信一郎施設課長 学校建設費につきましては

高等学校の建設に要する費用でございます。うち翌

年度繰越額が21億4400万円余りございます。これは

調整等に時間を要しまして、やむを得ず繰り越した

ものでございまして、13カ所の県立学校の施設の分

でございます。それから、不用額につきましては、

校舎等の新増改築事業及び騒音対策事業における入

札残、平成22年度、平成23年度に沖縄県立首里高等

学校の建設を予定しておりました事業が中止になっ

たことに伴いまして、国庫の返還金が必要になりま

した。その精算に伴って国庫の返還金を平成25年度

当初予算で計上しておりましたが、国の精算がまだ

できておりませんで、平成25年度での支払いができ

なかったことによる不用になってございます。

○赤嶺昇委員 13カ所の学校が繰り越しになった主

な理由は何ですか。設計がおくれたのですか。

○親泊信一郎施設課長 主な理由は、学校や関係機

関等の間において建物や教室の配置、あと内装等に

関する調整などに時間を要しまして、設計に不測の

日数を要したことにより、やむを得ず繰り越したも

のでございます。

○赤嶺昇委員 そこでお聞きしたいのですが、学校

建設等に際して、県内企業を優先活用とか、下請企

業を優先活用、県内資材活用を皆さん推進していま

すか。

○親泊信一郎施設課長 土木建築部で、総括である

ところでの方針に従って、県の教育委員会でもその

方針に基づいて行っております。

○赤嶺昇委員 例えば、仮設のプレハブ等において

も県外は結構入り込んで、最初から設計が県外しか

とれないようなプレハブになっていたりすることが

あるのです。それについて皆さん把握していますか。

○親泊信一郎施設課長 現在、建築に係る事業につ

きましては土木建築部に分任をしている関係上、申

しわけございませんが、詳細については把握をして

おりません。

○赤嶺昇委員 把握していないと思うのです。要す

るに、実際プレハブの仮設校舎等で、最初から１社

しかとれないような設計になって、ほかが参入でき

ないような実態があるので、これは特記仕様書にも

載っていますから、ぜひ教育委員会、皆さんで県内

企業―県内企業優先発注は、そこに雇用があり、そ

こで製造したりするので、プレハブもそうですし、

そこをしっかり見ていただいて、結果的にこの設計

だと１社しかとれないようなことにならないように

注意をしていただきたいと思っております。

それから、30人学級について、先ほど狩俣委員か

らあったのですが、14億円ぐらい予算をこれまで出

してきたということですが、これは県単予算ですか、

どういう予算ですか。

○新垣健一学校人事課長 国庫も含めた総額でござ

います。

○赤嶺昇委員 だから、これは国庫の予算は幾らで、

県の予算は幾らですか。

○新垣健一学校人事課長 平成26年度予算で申し上

げますと、総額14億9000万円のうち、国庫が４億1000

万円、県負担が10億8000万円でございます。

○赤嶺昇委員 仲井眞知事が当選して、２期８年で

す。30人学級をするから、少人数学級ということで、

これは公約なのです。この８年間で県単予算は幾ら

ですか。

○新垣健一学校人事課長 これまでは加配定数を

やっていましたので、県単といいますと、今年度、

中学校１年生に国の加配定数を除いて40名を措置し

ておりますので、約２億6000万円ほどになろうかと

思います。

○赤嶺昇委員 今、平成26年と言いましたが、平成25

年についてはどうですか。

○新垣健一学校人事課長 平成25年度につきまして

は、全て国の加配定数等を活用して少人数学級を実

施したところでございます。

○赤嶺昇委員 そうしますと、初めて県単予算が出

ているのは平成26年度からと理解していいのですか。

○新垣健一学校人事課長 そのとおりでございます。

○赤嶺昇委員 ですから、２期８年をあえて言って

いるのは、これは１期目からの公約なのです。議会

でもいろいろな議員から―１期目は30人学級、２期

目は少人数学級、ことしは選挙の年で、初めて予算

が出たのです。今度の知事選挙でこういうことも争
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点になると思うのです。

この間、教育長は、議会答弁で他府県の状況を見

ながら検討するという話でした。少人数学級の実現

に向けてはどうされるのですかということで、全部

教育長に振られてきたものですから、僕は仲井眞知

事から直接答弁をもらっていることは余りないので

す。大事な争点になるこの部分について、ことしに

なって初めて予算がつくのは、この８年間の、公約

という話で見ると非常に問題ではないかと私は考え

ております。もちろん新しい知事、どなたがなるか

わかりません。教育委員会としては、そういったこ

とについては、やはり公約に基づいて、そこはしっ

かり選挙で県民にこれを約束していくという話です。

30人学級を中学生までということになってくると、

県民はそこには期待しますし、親も含めて、それに

ついては教育委員会からも、こういった公約につい

ては、どなたが当選しようと真摯にやるべきだと思

うのですが、教育長、いかがですか。

○諸見里明教育長 少人数学級につきましては、も

う御承知だと思うのですが、学力向上であるとか生

活指導の改善、子供たちと向き合う時間の確保とか、

いろいろな面で効果的な点を持っております。現在

の知事がなるか、また新たな知事がなるかわからな

いのですが、この辺はぜひＰＲしていって、少人数

学級の獲得に努めたいと考えております。

○赤嶺昇委員 ぜひ教育委員会もそういう体制で、

子供たちの環境を、これを見て、多くの県民が支持

している政策だと思っていますので、遠慮なくそこ

はやったほうがいいのではないかということを要望

しておきたいと思っています。

子ども生活福祉部について、主要施策の成果に関

する報告書の51ページ、先ほどもあったのですが、

安心こども基金の執行率が低い。先ほどの答弁を聞

くと、皆さんは市町村と連携ということを言ってい

る割には、もう一方では、市町村から具体的に出て

こないということも言っているのです。連携はうま

くいっていないのではないですか、どうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童対策を進め

る上では市町村との連携が不可欠でございますので、

今年度に入ってからも２カ月に一遍ぐらい意見交換

会を行うなど、連携は非常に密にとっているという

こと、そして私どもからも市町村に出向きまして、

そのときの実情をヒアリングしたりという形で連携

を深めているところでございます。

○赤嶺昇委員 連携を密にとっていて、なぜこれだ

けの執行率なのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 安心こども基金につ

きましては、基金設置ということがございまして、

予算措置をしても残りはまた翌年度に使用できると、

これはお叱りを受けるかもしれないのですが、そう

いった利便性があることもありまして、前倒しの対

応がスムーズにできるように、予算におきましては、

市町村の要望にプラスして前倒しの実施の分も予算

措置をしたりということもございます。そのあたり

で予算が一部多くなってしまうところもあるのかも

しれません。また、不用が出ることにつきましては、

例えば農地転用の際の手続に時間を要したというこ

とであったり、昨年度でまいりますと、消費税の駆

け込み需要での人手不足等が影響したということも

ございますし、不用については、そのあたりの不測

の事態も生じたことから、執行率は低くなってしまっ

たということでございます。

○赤嶺昇委員 例えば、私は浦添市ですが、認可外

の先生方に聞くと、認可はとりたいが、役所に行く

と、いや、当分はそんなに積極的に進めませんよと

いうことを窓口で言われるのです。だから、認可外

保育施設に対して、本当に認可をとりたいと言った

ときに、許認可は県ですが、市町村が本気で、最近、

計画に基づいて出していると思うのです。認可外の

皆さんについては、そこにはなかなか温度差がある

と思っています。もう一方で、浦添市で言うと、み

んな分園にしていこうという話が大方です。既に法

人格を取っている認可保育所は、認可外が認可にな

るよりは、分園にしたほうがよほどいいということ

があって、だから、認可外保育施設の皆さんの実態

も確認したほうがいいと思います。本当に認可がと

りたいところがありますかと。それを例えば待機児

童が多いところにおいては、宜野湾市とか浦添市と

か那覇市とか、そこは今度調査して、皆さんは連携

をとっているかもしれないのですが、市町村はかな

り認可外に対しては素っ気ない対応、そこは皆さん

把握していますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消の手法

はたくさんございまして、委員おっしゃったように、

認可外の認可化であったり、既存の施設の分園、第

２園の活用等がございまして、このあたりは、各市

町村において、地域の実情に応じて、あるいは地域

の資源を活用した形での計画を作成していくことに

なろうかと思います。認可外の皆様方につきまして

は、新年度、新制度において小規模保育事業という

認可外保育施設からの移行を念頭に置いた制度設計

がなされた新たな給付制度も始まりますので、その

あたりへの移行について県としても働きかけている

ところでありますし、市町村においても、そのあた
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りを念頭にして、より今ある認可外保育施設の活用、

そして認可保育所化という両面から計画を進めてい

ただいているものと考えております。

平成24年度に県で認可外保育施設に対しまして意

向調査をしたデータがございます。少し古いのです

が、そのときのデータでは、認可外保育施設のうち63

％が認可化をしたいという希望を持っているという

回答が出ております。

○赤嶺昇委員 63％ですね。では、なぜやりたいと

いう認可外があるのに、皆さん、それが市町村から

上がってこないという分析をしていませんか。

○名渡山晶子子育て支援課長 このアンケート調査

では、意向調査と同時に、では、なぜ認可できない

と考えていますかということを選んでいただくよう

な調査もしておりまして、それによりますと、資金

不足とかそういった部分もあったのですが、あと施

設が老朽化しているであったり、あるいは何をどう

していいのかわからないという回答も多くあったと

ころでございます。それで、そのあたりの課題を踏

まえまして、県では運営費の支援を拡充したり、あ

るいは認可外保育施設向けの施設の改修費支援を拡

充しております。また、何をどうしていいかわから

ないという点に関しましては、昨年度、沖縄県保育

士・保育所総合支援センターを開設しまして、認可

外保育施設に対してサポートを行うという事業を展

開しているところであります。今後とも市町村と連

携してやっていきたいと思っています。

○赤嶺昇委員 ぜひ現場の声をもう少ししっかり捉

えていただきたいと思っています。それで、平成29

年度末には83カ所の保育所を整備ということですが、

保育士は何名ぐらい必要になりますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成29年度末までに

１万1000人の保育の量の拡大を行っていくために必

要な保育士ということで、非常にざっくりとした試

算で申し上げますが、約1400人程度が必要になるの

ではないかと試算しているところでございます。

○赤嶺昇委員 さっき待遇の件も出ていたのですが、

この1400人の保育士確保は可能ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 皆さんよく御存じの

ように、保育士の不足は深刻な状況でございます。

そのために、例えば保育士確保策として修学資金の

貸し付けということで、保育士養成校の学生さんに

対して２年で１人当たり160万円の貸し付けをして、

これを５年間、保育所等で勤務をしていただいたら

返還をしなくていいという制度の支援策を設けてい

たり、あるいは先ほどの沖縄県保育士・保育所総合

支援センターでの求人であるとか求職の情報の手配、

相談業務に当たる支援の拠点を設けたり、今年度も

やっておりますが、給与の上乗せのための処遇の改

善事業を平成25年度から実施している、そのように

確保の方策、そして処遇の改善、両面から保育士の

確保のための施策を講じているところでございます。

○赤嶺昇委員 施策はわかりました。1400名の確保

は、具体的に年間何名ずつ保育士の資格を取って、

そういう計画はありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 現在、県内に４つの

保育士養成校と、あと11の県外の短期大学部と通信

制での連携をした形での保育士の資格が取得できる

学校がございまして、こちらから年間約800名の有資

格者といいますか、卒業生を輩出しているところで

ございますので、その方々を保育士に就労していた

だくような形での合同面接会の開催ですとか、そう

いう支援をしていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 毎年800名が資格を取って、その中で、

今度はやめていく皆さんもいます。１回保育士になっ

て、もう二度と保育の現場に戻らないという方も結

構いるのです。先ほど平成23年度の調査で17万2600

円という給与をおっしゃったのですが、私が認可保

育所に行くと、十二、三万円ぐらいです。皆さん、

本当に実態を聞いていますか。アンケートとかでは

なくて、手取り11万円とか10万円とか、周りにいま

すよ。最近、男性保育士にも会ったら、もうこのま

までは結婚もできないので、資格も取ったけれども、

もう保育士はやらないという話もあります。ですか

ら、さっきの17万2600円は、私は余り聞いたことが

ないです。それがベテランの給与なのかわからない

のですが、やはり単なるアンケートではなくて、保

育士の皆さんの意見を集約できるような窓口を、保

育士が直接自分たちの実態を訴えられるような場所

を私は設けるべきだと思います。さっき言ったああ

いった施設がありますね、沖縄県保育士・保育所総

合支援センター。そういったところに、ネットでも

構いません、実際働いている皆さんの声を聞くよう

なものをつくるべきだと思いますが、いかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 そのような相談業務

等も含めまして、支援の拠点として沖縄県保育士・

保育所総合支援センターを開設してございます。そ

こには、求人をする側、保育所からも求人が来ます

が、個々の保育士さんからの相談も数多く寄せられ

ているところでございまして、そのようなツールを

利用いたしまして、ぜひ現場の声ですとか保育士さ

んたちの生の声を拾い上げていけたらと考えており

ます。

○赤嶺昇委員 ぜひお願いしたいと思っています。
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実は、公立の保育所の場合は市町村で組合がある

のです。ところが、法人の場合は、それぞれ単独な

ので、組合がないのです。だから、皆さんが直接交

渉ができる窓口もないものですから、私はそこが非

常に問題だと思っています。ですから、保育士がそ

の環境で働いて、多分夢を持って資格を取っている

わけですから、ああ、いつまでもこの環境で働きた

いと思わせるようにしないといけないと思うのです。

気持ちはあっても、待遇、生活ができないというこ

とで、やむなくやめるということは非常によくない

と思っています。沖縄の子供たちを育ててもらって

いる皆さん、こういった職業ですので、これはまた、

子ども生活福祉部長も現場の声をしっかりと捉えて

いただきたいと思っていますが、最後に子ども生活

福祉部長、見解をお願いします。

○金城武子ども生活福祉部長 待機児童の解消を達

成するためには、やはり保育士の確保が非常に大き

な課題だということは重々認識しております。まさ

に処遇改善をいかにするかということは常々悩んで

いるところでございまして、特に保育士さんの処遇、

直接的なこういう声を聞くのは非常に重要だと思っ

ていますので、我々もそういう認識でしっかり、拠

点もありますし、そういうものを活用しながら、機

会がありましたら、直接的なそういうお話を聞く場

も設けて対応してまいりたいと思っております。

○赤嶺昇委員 今、いい答弁をいただきました。

最後に、県が正規雇用の目標を立てています。こ

れは何％で、今現在、それを達成しているかどうか

教えてください。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の正規雇用率

につきましては、60％を確保していただくことを目

標に、認可の際の指導ですとか監査指導を通して行っ

ているところですが、平成26年４月１日現在の割合

といたしましては、正規率は40.4％ということになっ

ております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時31分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 平成25年度主要施策の成果に関す

る報告書に基づいてやりますので、よろしくお願い

します。

まず、58ページの児童虐待防止対策についてでご

ざいますが、皆さん方の事業の効果を読んでおりま

すと、「児童虐待の相談件数が全国的には右肩上がり

で増加しているのに比べ、本県では、平成17年度以

降、ほぼ横ばいで推移している。」という説明でござ

います。これをもっとわかりやすく数字的なものを

示しながら御説明いただきたいと思います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 本県における平

成25年度の児童虐待相談件数につきましては、児童

相談所が処理した相談件数が348件で、前年度の363

件に比べて15件、4.1％の減少となっております。一

方、平成25年度に市町村が処理した児童虐待相談件

数は918件となっておりまして、前年度の850件に比

べて68件、8.0％増加しているという状況になってお

ります。

○糸洲朝則委員 今、児童相談所の相談件数と市町

村における相談件数の数字がありましたが、トータ

ルでいけばふえていることになるわけですね。

○大城博青少年・子ども家庭課長 トータルで考え

ますと、昨年度より件数はふえております。

○糸洲朝則委員 これは、例えば相談員の専門性と

いう視点からいくと、多分児童相談所のほうがホッ

トラインの対応でも、あるいはほかの面談での対応

でも、どっちかというと、私はこっちのほうがベテ

ランの部類になるという認識をしております。した

がって、専門性のある児童相談所、一方で市町村に

おける、これは例えば担当課あたりで対応している

と思いますが、この違い等についてどういう認識を

持っておりますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 市町村と児童相

談所は、それぞれ児童虐待の相談窓口としての役割

を担っているところであります。児童相談所は市町

村でなかなか対応することが難しい困難ケースを

担って、市町村の後方支援の役割を担うという形で

役割分担をしているところでございます。

○糸洲朝則委員 そうなりますと、市町村でかなり

難しい相談が出た場合、それを児童相談所につなげ

ていくと感じました。その件数は、児童相談所が減っ

ているのを考えると、減っているという思いもした

りしていますが、実際はどんなですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童相談所が対

応した相談件数の中で、相談経路ごとの相談件数を

見ているのですが、市町村から虐待の通告があった

というのも全体の19％を占めておりますので、虐待

の内容からして、児童相談所が対応したほうが適当

と思われる事例は、市町村が児童相談所に通告が行

われている状況となっております。

○糸洲朝則委員 特に市町村が窓口になっている地

域ごとのいろいろ違いといいますか、例えば都市部

と町村部とも違うでしょうし、それから離島との違
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いもあるでしょうし、いわゆる地域性によって児童

虐待の実態もなかなか表に出ないところもあるかも

しれませんし、あるいはすぐ通報が来たりというそ

ういったものもあると思うのです。地域による違い、

例えば都市部と町村、あるいは離島と僻地、こういっ

たところの実態はどんな違いがありますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童虐待が発生

する要因としては、一般的には家庭の経済的な困窮

ですとか、夫婦間の不仲、親の養育力が不足してい

ること、あるいは親が疾患等を抱えていることとい

うものが要因として挙げられております。都市部の

市町村と地方の市町村で相談件数は、児童人口当た

りに直して見てみますと、やはり都市部のほうが虐

待相談ケースは多いのではないか。正確な統計はとっ

ていませんが、市町村ごとの児童人口当たりの件数

を見てみると、やはり都市部において件数は多いと

いう印象は持っております。

○糸洲朝則委員 皆さん方の実績を見ておりますと、

児童虐待ホットラインが嘱託員が６名と明示されて

いるわけですが、多分これは児童相談所での６名だ

と思います。市町村の規模によっても違うと思いま

すが、大体何名ぐらいで対応しておりますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童虐待ホット

ラインにつきましては、中央児童相談所に嘱託員６

名を配置して業務に対応しているところでございま

す。

○糸洲朝則委員 それは嘱託員が中央児童相談所に

いて、その都度相談を受けている―さっき各市町村

でもやっていると言われたものだから、市町村の窓

口では、例えば市だったら何名ぐらいとか、町村だっ

たら何名ぐらい、そういったのは結構の数が上がっ

ていますから、918人、市町村で上がっているのがあ

りますから、それ相当の対応がなされていると思い

ますが。

○大城博青少年・子ども家庭課長 市町村の児童相

談窓口の職員の配置状況でございます。平成24年４

月現在のデータになりますが、41市町村で121名の職

員が配置されております。

○糸洲朝則委員 それとあと１点だけ、児童虐待ホッ

トラインに関する質疑というか、確認ですが、児童

相談所と各市町村において連絡が入るような仕組み

になっていると思うのです。だから、虐待が発覚し

た場合にどういった連絡をするとか、あるいはまた、

連携をとるとか、そういったこと等はとられており

ますか。例えば電話で連絡するにしても、この電話

に連絡を下さいとか、そういった周知はしておられ

ますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 児童虐待防止法

で虐待があると思われることを発見した方について

は、児童相談所や市町村等に通報することが義務づ

けられておりますので、そういったことについては、

市町村や、県においても児童虐待の防止講演会など

を通じて周知に努めているところでございます。

○糸洲朝則委員 次に、青少年健全育成事業、60ペー

ジに移ります。ここでは青少年健全育成事業として、

県民運動の実施をなさっているという事業効果の説

明がございます。どのような形で県民運動を実施し

ておられるか、この件について伺います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 青少年の健全育

成に関しましては、深夜はいかい防止県民一斉運動

ということで、７月に各市町村におきまして住民大

会を開催していただいたり、あるいは街頭補導を実

施しているところでございます。また、青少年の有

害環境をできるだけ浄化していこうということで、

沖縄県青少年保護育成条例で規制をかけております

ような店舗に対して、立入調査員に立入調査をして

いただきまして、条例の遵守状況等の確認や指導等

を行っているところでございます。

○糸洲朝則委員 本会議でも出ていたと思うのです

が、沖縄の少年非行を考える旨の要旨の資料が各会

派や議員に配られておりますが、これなんか青少年

育成という視点からいくと、皆さん方が大変参考に

なると思うのです。これはぜひ参考にしていただき

たいと。本当はこれをもとにやろうかと思ったので

すが、ちょっと時間がありませんので、これは今回

は避けたいと思います。

内閣府青年国際交流事業、計上は12万2000円で、

決算額が６万6000円、この事業内容と、あるいはま

た、この実績等について教えてください。

○大城博青少年・子ども家庭課長 内閣府国際交流

事業派遣費につきましては、内閣府が主催する国際

交流派遣事業に沖縄県から参加する青年に対して、

県から激励金を交付しているところでございます。

平成25年度は、青年２名に対して激励金をお渡しし

たところでございます。

○糸洲朝則委員 次に、青少年交流体験事業、これ

は沖縄県青少年フレンドシップイン九州事業とか他

県少年の船等受入とかありますが、これについても

御説明をお願いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 青少年交流体験

事業につきましては３点事業を実施しておりまして、

まず１つはフレンドシップイン九州で、８月１日か

ら８月５日にかけまして、児童・生徒251名、職員21

名、合計272名を福岡県、佐賀県、熊本県に派遣しま
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して、熊本県の児童との交流等を行っております。

また、大分県少年の船の受け入れを行いまして、少

年の船の船上におきまして、入港式典や大分・沖縄

出会いの交流会等を開催しております。また、鹿児

島・沖縄交流促進事業におきましては、平成25年12

月25日から27日にかけまして、児童・生徒54名で鹿

児島県を訪問いたしまして、鹿児島県の児童・生徒

との交流を実施したところでございます。

○糸洲朝則委員 時間の配置で随分バランスが悪い

ので、教育委員会にまず行きましょう。

261ページ、子どもの生活リズム改善事業とありま

す。皆さん方、これは実態調査をしたとのことでご

ざいますが、この実態調査の結果、あるいはその結

果から浮かばれる対策、こういったもの等について

伺います。

○平良朝治生涯学習振興課長 今回の調査は、公立

の小学校５年生及び中学校２年生、さらにその保護

者に調査を行いました。同調査の結果から、食事、

睡眠、運動、学習時間や読書時間等の生活実態が明

らかになってまいりました。また、テレビの視聴時

間の決まりなど、家庭教育やしつけについて保護者

の考え方等も明らかになってまいりました。

このことを受けまして、私ども教育委員会としま

しては、やはり調査の結果を真摯に受けまして、学

校、家庭、地域の教育機能の充実、特に家庭教育の

改善充実に向け、保護者や地域が一体となって取り

組める環境づくりを進めております。具体的に申し

上げますと、家庭教育力促進「やーなれー」事業と

いたしまして、保護者の学習プログラムの作成や支

援者の養成、家庭教育の必要性、重要性を伝える啓

発活動を充実させ、家庭教育に取り組む環境を整え

てまいりたいと考えております。

○糸洲朝則委員 皆さん方の調査の項目があるので

すが、この中に欠けているというか、今風の子供た

ちは、例えばスマートフォンで遊んだり、アイパッ

ドで遊んだり、特に僕らみたいにアナログ人間には

思いもつかないような遊びをやっているのです。む

しろこっちのほうが心配な気がいたしますが、そこ

ら辺の調査はしていませんか。

○平良朝治生涯学習振興課長 委員、今お尋ねの件

で、設問で携帯電話やスマートフォンの使い方につ

いて取り組みや指導の状況という項目がございまし

て、その中で、小学校５年生の保護者では、携帯電

話やスマートフォンを持たせないが６割半ばという

ことで、率にしますと、64.6％を占めております。

一方、中学校２年生の保護者におきましては、同じ

設問の携帯電話やスマートフォンを持たせないとい

うところが４割半ば、45.8％ということで、少し学

年進行によって親御さんの考え方、あるいはお子さ

んから、どうしても中学校あたりになってくると、

持ちたいという傾向があるのかなということがござ

います。

そのことにつきましては、大学の先生方に考察を

していただいておりまして、少しばかり御紹介をし

たいと思います。まず、大学の先生方、３名おられ

ましてお一人の方が、保護者の調査を踏まえまして、

特にテレビなどの時間の制限など、家庭教育の習慣

化を図る環境をつくることが望ましいとか、もう一

方の先生で、家庭教育、しつけの中で、やはりテレ

ビの視聴時間の取り決め等の家庭教育、しつけは、

学力、体力の向上に大きく寄与している可能性があ

る等々のことが出ておりますので、そこら辺を踏ま

えた親御さんに向けたプログラムを今作成している

ところでございます。

○糸洲朝則委員 多分保護者への指導というか、教

育が、そこら辺が一番ここの部分には、ほかのもの

も全体を通してそうだと思いますが、やはり保護者

への指導の徹底は大事かと思いますので、よろしく

お願いします。

次に、263ページの離島児童・生徒支援センター、

まずこれの進捗状況について教えてください。

○識名敦教育支援課長 同施設につきましては、平

成27年４月の供用開始に向けて整備に取り組んでい

たところでありますが、本年の４月に埋蔵文化財が

確認されたことから、現在、工事を中断しておりま

す。12月に発掘調査を終えまして、１月に再開をい

たしまして、平成28年度中の早い時期の開所に向け

て整備を進めているところでございます。

○糸洲朝則委員 そうすると、予定より半年以上お

くれるという感覚でいいですか。

○識名敦教育支援課長 １年近くおくれるというこ

とになります。

○糸洲朝則委員 どっちみち、これは離島振興の視

点からも、また離島の児童・生徒にとってみたら、

これが待ち遠しいという意味と、もう一つは楽しみ

にしているという面、これが成功するかしないかは、

今後の離島から出てくる生徒たちにとって大きなポ

イントになろうかと思いますので、早く終わらすこ

とと、その運営も含めて取り組んでいただきたいと

思います。

これは午前中にも出ていたのですが、あと離島・

へき地における学習支援事業、６市町村10カ所で学

習支援員を配置と。ほとんど離島とか国頭村、こう

いったところになっておりますが、この成果を上げ
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ていることはよくわかります。わかりますが、今後、

こういった学習支援をほかの市町村に広げていくと。

見たら、全離島でもないし、また僻地も全部ではな

いという感じで見ていますが、今後の展望はいかが

ですか。

○大城朗義務教育課長 離島・へき地における学習

支援事業といいますのは、離島・僻地の中学生の進

路の選択幅の拡大とか、進路実現を図ることを目的

として実施しているわけです。本年度は、南城市の

久高島、南大東村、国頭村、多良間村、久米島町に

２カ所、竹富町に３カ所、計９カ所で15名の支援員

を配置しております。これは希望制でありまして、

手を挙げる市町村に配置をしているわけですが、特

に成果としては、子供たちが全員高等学校に合格し

たとか、あるいは定期テストの点数が上がったとか

あります。地域によっては支援員が確保できないと

いう悩みもあるようで、なかなか手を挙げてもらえ

ないというところもあるようです。離島・へき地に

おける学習支援事業は、一応、今年度で終了という

ことになっております。

○糸洲朝則委員 終了の理由は何ですか。

○大城朗義務教育課長 ３カ年間のモデル事業とい

う形で実施しておりまして、これから後は市町村に

できればやっていただきたいということで、今年度

で終了でございます。

○糸洲朝則委員 ３年間やって、せっかくいい結果

を出したのだから、本来これを継続していただくの

が一番いいと思いますが、それをもう市町村にみん

なまた投げるのはいささか―これは、教育長、検討

してもう１回、あとワンサイクルとか、３年の成果

が出たのですから、それを１年延ばしてもらうとか、

そういうことは可能ですか。

○諸見里明教育長 義務教育課長からあったように、

これは３年間を目途にして、それで一区切りをつけ

て、モデル事業として出発したのですが、今言った

とおりのいい成果を上げております。ただ、この事

業は各市町村も同じようなのをやっているのが多く

て、しかも沖縄振興一括交付金を活用した事業であ

ることと、最初、この３年間をどうしてもやるため

に、何とか苦労してやったわけです。これが今後拡

充できるか、あるいは延長できるか、少し研究して

みたいと思います。

○糸洲朝則委員 それでは、検討して頑張っていた

だきたいと思います。離島・僻地はもう生徒の数も

限られておりますし、例えば26名の生徒の中で25名

だけ合格して、１人落ちたとか、こういうのは一番

本人にとってみれば大変な苦痛だと思うし、だから、

本当にいる子供たちをみんな育て上げていくという

その情熱は、地元はもとより、また県からの支援は

大事かと思いますので、ぜひ頑張っていただきたい

と思います。

○呉屋宏委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。教育のほうからい

きます。

４ページ、小学校、中学校教職員費があります。

学校の先生の給与に当たるものが何を指しているの

か、そして高等学校と特別支援学校もあわせて、補

正予算で減額になって、不用額も大きいと思うので

すが、そこもあわせてお尋ねをします｡

○新垣健一学校人事課長 人件費につきましては、

当該年度の所要額を見込みまして、２月補正で減額

をしているところでございます。今回、不用額が出

ておりますが、主な要因としましては、それぞれの

給与費における退職手当の額の減でございます。退

職手当につきましては、補正時におきまして、今後

の勧奨退職等を見込んで補正予算を組んでいるとこ

ろでございますが、実際に退職者数の減等によりま

して不用が生じているのが主な要因でございまして、

それぞれ小・中学校、高等学校、要因としては同じ

ような要因でございます。

○西銘純恵委員 人数の減はないが、退職手当とい

うことでしょうか。そして、小・中学校、特別支援

学校、みんな同じように、理由は退職手当が減とい

うことでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 退職手当の額そのものが

見込みが減ったということではございません。勧奨

退職の人数をある程度見込んで予算措置をしており

まして、実際に勧奨退職をした職員数が予算を組ん

だ時点よりも減ったことが要因でございます。給与

費の主な減額は退職手当の減が一番大きな要因を示

しておりまして、それは小・中学校、高等学校、特

別支援学校、同じような要因でございます。

○西銘純恵委員 歳入の国庫支出金ですが、２ペー

ジです。教員の給与に当たる国庫支出金はどれだけ

なのでしょうか。そして、小・中学校、高等学校、

特別支援学校の定数はそれぞれ何人分がこれで入っ

ているのか。

○新垣健一学校人事課長 まず、義務教育費国庫負

担金の御質疑でございますが、義務教育費国庫負担

金につきましては、小・中学校の給料及び手当の一

部の３分の１の額を国庫が負担することになってお

りまして、平成25年度の義務教育費国庫負担金は204

億6580万5000円となっております。

もう一つの御質疑で、それぞれどれだけの定数が
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含まれているかという御質疑でございますが、給与

費の当初予算を編成する際に、当該年度の当初予算

でいいますと、12月時点の現にいる職員数で給与費

を計上いたします。４月に当該年度に入りまして、

当然人事異動も含めまして、定年、あるいは新採用

を含めまして人数に変動がございますので、それを

勘案しまして２月補正で調整させていただいている

ところでございまして、済みません、今のところ、

人数が何人かというのは、ちょっと細かい積算数字

を持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 ３分の１、国庫から来るというが、

実際は教員定数が何名という数字がそこで出ないと、

額は出てこないわけです。だから、わかりませんと

いうことはならない。小・中学校、特別支援学校、

高等学校それぞれの定数をお願いします。確定でも

いいです。

○新垣健一学校人事課長 大変申しわけありません。

今のところ、手持ちで持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 歳出で教職員費とあるのですが、

歳入は３分の１ということであれば、では、不足分

はどうするのか。県単費は平成25年度は出していな

いとこれまでのやりとりがありましたので、この定

数はとても大事だと思ってお尋ねしているのです。

国から来る国庫支出金は定数を想定して入ってくる

ということであれば、何人分なのかというのは出な

いと、私、次に聞くのは定数内臨時教員の件で聞き

たいと思って、実際国庫から来るのは何人分なのか

というのはとても重要だと思っています。いかがで

すか。

○新垣健一学校人事課長 私、午前中答弁しました

県単部分につきましては、まさに30人学級の導入に

当たりまして、今年度より中学校１年生に35人学級

を導入した際に、基礎定数のほかに少人数指導であ

りますとか、生徒指導等による加配と呼ばれている

教員、これまではこれを活用して実施してきました

が、平成26年度からは国の加配定数が増加が見込め

ないということ等もありまして、県単定数40名を活

用して中学校１年生の35人学級を導入したところで

ございます。40名の県単定数につきましては義務教

育費国庫負担金の対象外でございますので、それに

見合う金額につきましては、全額県の単独で持ち出

したという説明をさせていただいたところでござい

ます。

○西銘純恵委員 お尋ねしているのは、国が定めた

沖縄県の教員定数は何名で、それはみんな本務です

かということなのです。

○新垣健一学校人事課長 教員定数が全部本務かと

いうことではございません。40名で１クラスという

のを基準に、それは学校規模に応じまして、40名を

基本といたしますが、それに一定数の係数を掛けま

して、当然学校現場には学級担任以外にも、例えば

小学校ですと、校長、教頭、ほかの教員もございま

すので、１年生は35人ですが、40名を基準としまし

て、そのクラス編制に掛けるのは一定数で基礎定数

というのが出ます。その基礎定数プラスの、先ほど

言いました生徒指導でありますとか少人数指導等の

加配定数がありまして、これが本務か臨時的任用か

と、そういう考え方ではなくて、それだけの生徒数

がいれば、それだけの職員が基準としているという

ところでございます。

○西銘純恵委員 国から来る負担金は、その人数分

来ているということではないのですか。

○新垣健一学校人事課長 文部科学省が定めるとこ

ろの言う定数分については、それに見合う国庫負担

金が来ているというところでございます。

ですので、文部科学省から基礎定数及び加配定数

でやっている分については、当然３分の１は国庫負

担金が来ているところでございますが、今、細かい

数字を持ち合わせておりませんので、その数字につ

いて、今、お答えできないということでございます。

○西銘純恵委員 あとの３分の２は県単ではないよ

うですが、歳入は何で入っているのですか。

○新垣健一学校人事課長 教職員定数の３分の１に

ついては義務教育費国庫負担金で措置されていると

ころでございます。残りの３分の２につきましては

当然県の一般財源で対応しておりまして、その一般

財源につきましては交付税が入る場合もございます

し、税等で充てる場合もあると認識しております。

○西銘純恵委員 自主財源ということも少し触れた

りしているのですが、交付税で生徒数に対して入っ

ているのではないですか。みんな国庫ではないので

すか。だから、さっき40人を超える35人の中学校に

したときには、県が単独で２億円余りを出したとい

うことを言っているのではないのですか。

○新垣健一学校人事課長 交付税につきましては、

国税５税のうちの一定の割合で地方に配分され、地

方の固有の財源ということになって、一般財源でご

ざいまして、それが全額国庫とは認識しておりませ

ん。

○西銘純恵委員 一般財源という表現をしています

が、実際は県が独自に教員の給料に単独で充てるこ

とはやっていないはずなのですよ。県単というのは、

何か事業をするときに、単独事業ですというのは明

確に来るわけですから、そうではないでしょうと聞
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いているだけです。そうではありませんか。

○新垣健一学校人事課長 午前中説明申し上げまし

たように、これまでの少人数学級につきましては、

他県も同様な動きでございますが、国の加配定数を

活用して標準の40人よりも、あるいは小学校１年生

につきましては35人よりも少ない学級数で編制する

というところでございます。それについて、３分の

１は当然国庫、３分の２につきましては裏の一般財

源で活用しております。それ以外の40名につきまし

ては、加配定数で今回対応できなかったことから、

県単独で40名を措置しているわけでございまして、

私ども一応県単と認識しております。

○西銘純恵委員 教員定数でいいです。定数に対す

る臨時的任用の割合をお尋ねします。

○新垣健一学校人事課長 定数に占める割合で申し

上げますと、小学校で正規率が85.4％、中学校で84.9

％、計85.2％となっております。

済みません。小学校と中学校、定数の考え方が少

し違うものですから、手元に今ある実数に占める割

合でお答えさせてください。実数に占める割合で申

し上げますと、高等学校が91.6％、特別支援学校が

78.7％となっています。本年５月１日現在でござい

ます。

○西銘純恵委員 全国平均と九州平均はいかがで

しょうか。４種類お願いします。

○新垣健一学校人事課長 全国平均が出ております

のが公立の小・中学校という形で出ておりまして、

平成26年度で申し上げますと、全国平均が93.1％で

ございます。

高等学校、特別支援学校については全国平均とい

う数字を今押さえておりません。

○西銘純恵委員 さっきの93.1％というのは小・中

学校足してですね。

○新垣健一学校人事課長 はい。

○西銘純恵委員 最初に答えてもらった85.4％は平

成26年度でいいのですか。

○新垣健一学校人事課長 はい、そうです。

○西銘純恵委員 九州は。

○新垣健一学校人事課長 本県を除きまして各県の

率を単純平均した率で申し上げますと91.6％となっ

ております。

○西銘純恵委員 平成22年９月議会で臨時教員が本

県は10ポイント以上高いということで、元の教育長

が答弁したのは、５年間で1500人を本務にしていく

ということを答えていますが、その後教育委員会の

会議が開かれていると思うのです。そこでどのよう

なことが話されたのか、今の定数内臨時的任用の解

消計画についてお尋ねします。

○新垣健一学校人事課長 平成22年当時でございま

すが、平成22年度を基準といたしまして、臨時的任

用教職員の割合を５年間で、沖縄県を除いた九州平

均をめどに７％程度にするという内容だったと理解

しております。

○西銘純恵委員 先ほどその質疑については話はし

たのですが、九州とかということは書いていないし、

８％の加配の臨時的任用を正式採用していきたいと

か、1500人を本務にしていくとか、小学校では毎年250

人程度、五、六年で1500人程度採用されることにな

るというのが教育委員会の会議で決められているの

ですよね。

それでお尋ねしますが、平成22年度の小・中学校

それぞれの教員採用の数、平成23年度、平成24年度、

平成25年度、平成26年度、どうだったのかお尋ねし

ます。

○新垣健一学校人事課長 平成22年度の小学校が109

人、中学校が41人、計150人、平成23年度が、小学校

250人、中学校が108人、計358人、平成24年度が、小

学校225人、中学校112人、計337人、平成25年度が、

小学校220人、中学校109人、合計329人、平成26年度

が、小学校210人、中学校91人、合計301人でござい

ます。

○西銘純恵委員 そのときの教育庁の決定ですが、

今回から加配教員を正式採用にしていくという方針

転換をして、本採用をふやして、学級担任に当てて

いくように努めていくということも言っているので

す。平成23年度、初年度は250人ということでやった

かもしれないが、今、全国並みより九州は今平均で1.5

ぐらい低いわけですね。九州並みというこの答弁が

教育委員会でまた変更があったのかどうか、教育長

が独自に言われたのか、それとも知事がこの臨時教

員問題に何か言ってきたのか、そこをお尋ねします。

○諸見里明教育長 当時の教育長とは私もその場で

議論したのです。全国並みにとにかく引き上げよう

という話で議論は進めてきたのですが、全国並みと

いうのも九州各県というのも、この両方でどうしよ

うかという話も進めてきたと思うのです。ちょっと

この辺、私は記憶にございません。ただ、九州並み

に早く持っていこうということで、今、議論を進め

ているのは確かです。

○西銘純恵委員 計画期間はあと３年だと思うので

すが、今の計画で達成できますか。

それともう１点聞きたいのは、代替教員の件で、

９月30日まで研修の代替が丸ごとその期間代替採用

されている都道府県は、沖縄県はそうではないが、
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ほかにありますか。

○諸見里明教育長 前半の部分を私が答えて、後半

の部分はまた学校人事課長にお願いしたいと思いま

す。

先ほど学校人事課長からも答弁があったと思うの

ですが、毎年小・中学校で200名で、高等学校を入れ

たら300名近くふやしているのです。この４年間で最

低でも800人、例えば平成22年ベースでやっているよ

りも、それだけの人数はふやしているのです。ただ、

何度か答弁しているのですが、初任者研修とかいろ

いろな絡みがございまして、採用数に限度があるの

です。最初の１回目はかなり無理してやったのです

が、学校現場からの大変無理だという批判が大変強

くて、それを徐々に抑えてきて、最低でも200名以上

はやろうという形で進めているのです。努力はして

います。ただ、九州程度に達するのもあと数年は最

低でもかかる見込みではあります。

○新垣健一学校人事課長 西銘委員の後半部分の質

疑につきましては、全国的にどういう状況かは把握

しておりません。

○西銘純恵委員 代替補充教員の内訳別に４つの類

で何名いるか答えてもらえますか。

○新垣健一学校人事課長 代替補充の内訳でござい

ますが、まず産児休暇から申し上げます。小学校が40

名、中学校が13名でございます。これは５月１日現

在です。次に育児休暇代替でございますが、小学校

が142名、中学校が61名です。それから研修補充が、

小学校が20名、中学校が22名です。それから病気休

暇補充が、小学校が71名、中学校が40名でございま

す。それから休職に係る補充が、小学校が46名、中

学校が39名、介護休暇等の補充が、小学校６名、中

学校７名でございまして、代替補充に係る部分の合

計は、小学校で325名、中学校で182名でございます。

それでは高等学校、まず産児休暇27人、育児休暇98

人、研修26人、病気休暇23人、休職23人、介護休暇

等で３人、計200名でございます。特別支援学校、産

児休暇で８人、育児休暇で46人、研修で４人、病気

休暇で12人、休職で12人、介護休暇等で２人、合計84

名、小・中学校、高等学校、特別支援学校合わせま

して合計で791名でございます。

○西銘純恵委員 前も聞きましたが、育児休暇と休

職で460人いるのです。これは１年期間だと思うので

すが、１年期間の任用といいますか、任期付の採用

について継続雇用が可能かどうかも含めてお答えい

ただきたいのです。

○新垣健一学校人事課長 育児休暇の複数年につき

ましては、育児休暇の任期付の採用は可能でござい

ます。任期付につきましては、一般の任期付、ある

いは育児休暇の任期付がございます。病気休暇とか

につきまして、そういった一般任期付にはなじまな

いものだと考えております。

○西銘純恵委員 そうしますと、少なくとも臨時教

員の処遇改善で、育児休暇の347人いるという皆さん

を任期付にすれば、いろいろな改善ができると思い

ますので、ぜひ次年度には検討していただきたいと

思います。

続いて、30人学級についてお尋ねします。30人学

級と少人数学級、変わりましたが、違いは何でしょ

うか、教育長にお尋ねしたいです。

○諸見里明教育長 少人数学級というのは、国の標

準の学級定数ですが、40名を下回るのを少人数学級

と呼んでおります。30人学級というのは、文字どお

り、30人の設定数の学級でございます。追加します。

小学校１年生は35人以下であります。小学校２年生

以上は40人という国の標準です。

○西銘純恵委員 教育長、お尋ねします。30人以下

という学級と、今言った国の言う少人数で、学級ク

ラス、少人数のよさを前にも言われたのですが、30

人がいいにこしたことはないと私は思うのです。そ

ういう認識でしょうか。

○諸見里明教育長 現在、本県は、小学校１年生、

２年生は30人学級でやっております。これは、基本

的な生活習慣、生活規律の面できめ細かな対応が要

求される特に小学校１年生段階、２年生段階は、本

県で30人学級をやっているところです。いろいろ予

算面とかそういうのもございますので、小学校３年

生、それと中学校１年生は35人学級でやっていると

ころです。

○西銘純恵委員 知事公約が８年前30人から、そし

て４年前は少人数になったのですが、それも達成は

されていないのです。公約そのものが後退したとい

うことを私は思うんです。それと、達成はされてい

ないと思うのですが、教育長、どう認識しています

か。

○諸見里明教育長 御存じのように、本年度から中

学校１年生にも拡大したところです。小学校１年生、

２年生が30人学級、小学校３年生が35人学級、そし

て本年度から、先ほど議論しているように、県単定

数を含めて中学校１年生に拡大したところです。公

約を達成したかどうかというのは、知事はまだ途中

であると言っております。本年度は導入したわけで

ございますから。

○西銘純恵委員 知事は少人数学級を小学校でと

言っていますから、達成されていないと思うし、途
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中であるというのは、任期がはっきりしている―今

年度ですから、明らかに知事公約は、途中であると

いう表現が公約との関係で問題だと思うので、私は

知事にこのことを聞きたいと思います。

次に、保育所について、待機児童についてお尋ね

します。待機児童を解消すると、ゼロにすると知事

公約は言っていますが、平成22年４月１日と平成26

年４月１日、待機児童はどうでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成22年度の待機児

童数は1680名、平成26年度の待機児童数が2160名と

なっております。

○西銘純恵委員 10月１日は何人になっていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 今年度、平成26年10

月１日現在の待機児童数についてはまだ集計中とい

うことでございます。

○西銘純恵委員 10月１日付、いつも文部科学省は

報道速報というのですか、出しますね。だから、県

は出ていると思ってお尋ねしたのですが、出ていま

せんか。

○名渡山晶子子育て支援課長 厚生労働省で毎年こ

の時期に発表されるのは４月１日現在の状況でござ

いまして、10月１日現在のはまだ集計されていない

と理解しております。

毎年４月１日現在と10月１日現在の待機児童数を

厚生労働省は全国集計して公表されていますが、今

年度の10月１日現在のデータにつきましてはまだ集

計もされていないし、公表もされていないものと理

解しております。

○西銘純恵委員 待機児童をゼロにするどころか、

ふえたというのが４年前と今度を比べてはっきりし

ています。私は、これも待機児童ゼロにするという

知事の公約との関係で、ぜひ質疑を知事に行いたい

と思いますので、保留したいと思います。

沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい

社会づくり条例が制定されましたが、相談センター

はどうなっていますでしょうか。市町村の相談体制

は既にできているのでしょうか。相談件数もお尋ね

します。

○山城貴子障害福祉課長 まず相談についてですが、

障害のある人の福祉に関する相談業務に関しまして

は、障害者総合支援法第２条に基づきまして、市町

村が行うものとして義務づけられていることから、

市町村に配置されています相談員が差別に関する相

談も含めて応じているところでございます。また県

におきましては、市町村の相談員に対する支援を行

うために、平成26年度４月１日から新たに広域かつ

専門的な立場から技術的助言等を行う広域相談専門

員を県障害福祉課に３名配置しております。この条

例がことしの４月から施行されておりますので、県

に寄せられた相談件数といたしましては、平成26年

４月１日から９月30日までのものといたしまして、

相談件数は90件ございました。

○西銘純恵委員 全ての市町村に相談窓口は設置さ

れていますか。

○山城貴子障害福祉課長 先ほど申し上げましたよ

うに、障害者総合支援法第２条に基づきまして、市

町村は障害者の相談を受ける義務づけがされており

ますので、その中で障害に関する相談、今回の条例

に関する差別に関するものも含めまして相談を受け

ることになっております。

○西銘純恵委員 受けることになっているではなく

て、実際受けているのか、窓口があるのかと私はお

尋ねしています。市町村の相談を受けた総数はどれ

だけでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 市町村における相談窓口

の設置の方法につきましては、障害福祉事業所など

に委託をしているところもございますが、そういっ

たところと、あとは市町村が、直接職員が受けてい

るということで、窓口は全て設置されていると認識

しております。

各市町村におきまして相談を受ける窓口が設置さ

れているということでございます。

○西銘純恵委員 相談数は。

○山城貴子障害福祉課長 現在、４月からこの条例

が走りまして、市町村に対しましては年間の相談件

数ということで、これから求めていく予定にしてご

ざいますので、現在のところ、市町村における相談

件数につきましては把握しておりません。

○西銘純恵委員 教育にも戻りますが、クーラー問

題を一つお尋ねします。県立は何％、そして小・中

学校、普通教室何校で、市町村によってゼロ％があ

るのではないかと思うのですが、そこをお尋ねしま

す。それと、普通教室にクーラー設置が10％以下、

そこが何教室中何教室あるのかお尋ねします。

○親泊信一郎施設課長 平成26年４月現在、小学校

が68.0％、中学校が67.5％、高等学校が97.9％、特

別支援学校については100％が普通教室の整備率に

なっております。これについては教室数としての率

でございます。

全てゼロ％をお答えいたします。小学校で、宮古

島市、教室数が164教室です。あと大宜味村が21教室、

東村が14教室、今帰仁村が23教室、南風原町が87教

室、渡嘉敷村が８教室、座間味村が14教室、北大東

村が７教室、久米島町が46教室、多良間村が６教室、
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竹富町44教室、与那国町が17教室。あと中学校をお

答えします。糸満市が73教室、宮古島市79教室、大

宜味村が７教室、東村が９教室、今帰仁村が９教室、

本部町が19教室、南風原町が38教室、座間味村が11

教室、久米島町が17教室、八重瀬町が42教室、竹富

町が23教室となっております。

○呉屋宏委員長 よろしいですね。

それでは、先ほどの西銘委員の質疑につきまして、

要調査事項として取り扱ってほしいとのことですの

で、明10月16日の委員会でその取り扱いについては

確認をしたいと思います。よろしいですか。

○西銘純恵委員 さっき10％以下もと聞いたが、答

えていないので……。

○呉屋宏委員長 質疑の中ではなかったよ。

○西銘純恵委員 しました。10％以下もと聞いたの

ですが、残りの市町村名だけお願いします。教室数

は要りません。投げているので答えてください。

○親泊信一郎施設課長 小学校で、石垣市、糸満市、

本部町がゼロ％ではなくて10％以下ということです。

中学校です。石垣市、南城市、以上でございます。

○呉屋宏委員長 質疑のため、副委員長に委員長の

職務を代行させますので、よろしくお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○狩俣信子副委員長 再開いたします。

委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

します。

休憩前引き続き、質疑を行います。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 平成25年度主要施策の成果に関する

報告書から質疑させていただきます。

一番問題なのが、これまで待機児童の解消、これ

が49ページですか。特別事業で入っていますが、待

機がゼロになるのはもう一度、何年ですか。

○金城武子ども生活福祉部長 平成29年度末を目指

しております。

○呉屋宏委員 これはもう一度確認しますが、平成29

年度末にはゼロになるのですね。

○金城武子ども生活福祉部長 それに向けて全力で

今取り組んでいるところでございます。

○呉屋宏委員 この間、実は各市町村の計画書、１

市１町だけとらせていただいて読ませてもらったの

です。おっしゃるとおり、平成29年４月１日にはゼ

ロになっているという計画になっています。ところ

が、私は愕然としたのが今度の９月議会、地方の議

会、宜野湾市で、待機児童がゼロになるのはいつで

すかと宜野湾市議会議員が当局に聞いたそうです。

今の計画では平成31年、そう答えている。私は、こ

れは昨年、皆さんが11月に計画を出してくださいと

言って、各市町村に出させたのですね。それを取り

まとめて、12月にそれを発表したと聞いています。

まだ１年にもならないうちに、もう宜野湾市は平成29

年は諦めている。平成31年に計画の見直しをしてい

る。これはどうなっているのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 私どもといたしまし

ては、市町村との連携を密にして、平成29年度末ま

でに待機児童を解消するという共通の目標のもと、

取り組んでいただいているものと認識しております。

○呉屋宏委員 それでは、宜野湾市議会の正式な一

般質問の中で平成31年が待機児童の解消年度ですと、

宜野湾市は明確に２人に一般質問に答えている。に

もかかわらず、これが数字が誤っているとは思えな

い。平成29年度を目途にしたが、平成29年度では無

理だ、平成31年にやり直しましたと。私はこういう

のが、さっきも赤嶺委員からもあったが、本当にう

まいこと市町村と県が連携できているのかという感

じさえするのです。私は数字のことは聞きませんが、

ただ、この辺の皆さんと市町村行政がうまくいって

いるようには思えない。

それと、さっき現在の待機児童数が幾らとかと言っ

たが、現在の待機児童数は幾らですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 顕在化している待機

児童数、平成26年４月１日現在で2160人でございま

す。

○呉屋宏委員 たしか先ほど子育て支援課長が答え

た中に、いろいろな調査事項も入れていくというこ

とを言っていましたが、これは宜野湾市もやってい

るようです。保育園に子供を預けたいかという調査

をしたのだそうです。ところが、今たしか430人ぐら

い宜野湾市は待機がいるのか、よくは覚えていない

が、それぐらいだったと思います。ところが、この

調査をかけたら、宜野湾市は2000名と言っています

よ。宜野湾市だけで2000名、これはどういう調査に

なっているのかよくわからないのですが、本当に平

成29年に解消できるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 ただいまおっしゃっ

ている調査は、各市町村が子ども・子育て支援新制

度に向けてのニーズ調査を実施した結果だと思って

います。市町村においては、県と同じような保護者

や事業者等々から成る子ども・子育て会議において、

そのニーズ調査の結果を踏まえ、確保の方策を定め

ていくことになっております。ですから、ニーズ調
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査の結果生じた保育ニーズに対応する確保の方策を

定めていくことによって、そして平成29年度までに

待機児童を解消していきましょうという共通の認識

のもとに、今動いているところでございます。

○呉屋宏委員 私は、平成10年から宜野湾市の市議

会議員をスタートして、この世界に入って今もう16

年になりますが、ずっとそのころから待機児童とい

うのは問題視してきたのです。当時、宜野湾市の保

育所定員が860名ですよ。今幾らかというと2000名

余っているのです。これは４分の１の措置費という

のか、市町村負担を考えていて、今2000名の措置が

されている、４分の１の措置がされているわけです。

これがもしあと2000名になるということになると、

これは4000名の保育措置費の４分の１を市町村が持

つと言ったときには、私は、宜野湾市だけではなく

て、ほかの市町村も含めて、これは経常収支比率は

本当に90を確実に超えていくだろう、92、93になっ

ていくだろうという感じがしてならないのです。

これは抜本的に、今ただ保育園に入れれば待機が

消える。そういうものではなくて、沖縄県らしいや

り方をもう一回僕は考え直す必要があると思うので

す。待機は何名ですか、お金を渡せば保育所をつくっ

てあげるでしょうという形の待機の消し方ではなく

て、認可外保育園をどう利用するかということも、

僕らは皆さんに随分長い間提案もしてきた。認定保

育園制度をつくれということも言ってきた。市町村

で認定をさせて、ゼロ歳児が15万円の措置費ではな

くて、その半分ぐらいを認可外で、市町村が認定す

る保育園としてスタートさせたらどうかということ

もやった。今ゼロ歳児15万円の措置費で、４分の１

持ったらパンクしますよ。もちろん５歳児は４万7000

円ぐらいだから大したことないかもしれないが、こ

ういうのも抜本的に子育ての環境を変えるべきだと

思っています。子ども生活福祉部長、どうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 待機児童解消に向け

ては、認可外の認可化も含めて保育所の整備、認定

こども園、小規模保育事業、事業として申請の中で

メニューとしていろいろ示されております。では、

本県の認可外の可能性として、やはり今考えるのは、

小規模保育事業に移行する部分がかなり可能性とし

ては高いと思っておりますので、そういうものも全

て含めて、トータルで保育の量の拡充を図った上で、

何とか待機児童解消に向けて取り組んでいきたいと

いうことでございます。

○呉屋宏委員 子ども生活福祉部長、それはよくわ

かるよ、小規模保育も。ゼロ、１、２はそれでやる

ということかもしれない。ところが、これが３歳に

なったら、４歳になったら、この子供はまた保育園

に戻すのでしょう。そのような切り張りをしている

ような児童福祉政策ではなくて、抜本的にどうする

んだというものを、今ある事業の中で割り振ってや

るということではないのですよ。全体的にどう見直

すか。ないものも含めて考える。今ある事業だけで

くっつけようとするのではない。そういうことをわ

かってほしいと思うのですが、もう一ついきます。

52ページ、放課後児童クラブ支援事業、１億円ぐ

らいの予算がついて、決算が8600万円でやられてい

るのですが、放課後児童クラブ支援事業というのは

一体何ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブ支

援事業の内容でよろしゅうございますか。放課後児

童クラブ支援事業につきましては、放課後児童クラ

ブが学校の余裕施設等、公的施設を活用することを

目的として、その活用促進のために施設の整備です

とか補助を行っている事業でございます。

○呉屋宏委員 私は、この部分も含めてもう一つ、259

ページ、これは教育委員会ですか、学校・家庭・地

域の連携協力推進事業も含めてお話ししますが、こ

れはちょうどいいときに教育委員会と福祉が一緒に

いらっしゃる。私は前から言っているのですが、我

々の地域という分野を教育委員会は小学校部分とし

て考えている。福祉もそれに追随し始めてきた。だ

から、放課後学童クラブが、極端に言えば、小学校

単位でやっている。私は、昔のような公民館単位で

やってくれないかとずっと言ってきたのです。

これは公民館単位でやるから、近所のおじさん、

おばさんたちが、３歳、４歳の子供から小学生まで

全部顔がわかるようになっていく。ところが、昔は

幼稚園は、中部は全部公民館幼稚園だったのです。

そこからがスタートだったのです。私は公民館を中

心に学童クラブをもう１回再配置をすべきだと思う。

そのような広域にしないで単位単位、それが地域の

子育てではないのですか。地域で全体を見る、防犯

的なものも地域がよくわかる。これを広域化したら

今のような状況になるのです。課題が発生してきて

いると僕は思っている。

なぜか。田舎を見てくださいよ、みんな公民館単

位ですよ。だから、みんなの子供の顔と名前が一致

する。ところが、今、都会と呼ばれているところは

それが全く一致しない。だから、防犯的にも悪い。

公民館は末端の行政機関として皆さんが認定すれば、

そこに事業も打ち込める。思い切って予算を流すこ

とができる。そこに学童クラブをつくっていったら

どうですか。
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○名渡山晶子子育て支援課長 委員がおっしゃいま

したように、公民館や児童館といった地域の施設で

すとか、あるいは地域の方々、地域住民、地域の資

源を活用した子育て支援は重要であると考えており

ます。公民館で学童を実施してはどうかという御提

案だと思うのですが、実際に新聞報道にもございま

した。石垣市のある地区では、公民館を活用して放

課後児童クラブを実施している。ほかにも本島内に

もあると聞いていますが、そういった形でやってい

るところも中にはございます。ですから、放課後児

童クラブの実施のやり方等につきましては、市町村

においてその地域の実情等を考慮しながらよりよい

形で、そして地域の皆さんの合意のもとに実施され

ていくものではないのかと考えているところでござ

います。

○呉屋宏委員 ところが、皆さん方が認可外何とか

というような団体に対して学童クラブをつくろうと

委託事業をしているでしょう。ここはやりやすいか

ら、全部学校を当たっているのだよ。だから、皆さ

んは地域に応じたというのですが、そこがそのよう

に主導しているのだよ。だから、中城なんかとかと

いうのは津覇小学校にできたり、今度は南上原につ

くろうとしているわけでしょう。これはつくりやす

いからなのですよ。つくりやすければいいというも

のではなくて、どうやったら地域をまとめていける

か。

これは、先ほど話があった虐待の問題でもそうで

すよね。虐待の議論をしていましたが、これは58ペー

ジですか、これなんか、まさに虐待というのは、今

の教育委員会もそうですが、家庭訪問でも玄関先で

やる、マクドナルドでやる、こんな事態が今の学校

の家庭訪問事業ですよ。これで部屋がどういう部屋

になっているかわかるのですか。子供たちがどうなっ

ているのかわかるのですか。そういうのも含めて、

地域というものは、何で地域をまとめるのかという

ことを、政策をそこに全部集中させるべきだと僕は

思うのです。保育も学童も、そして虐待の件も、皆

さんは発生した虐待にどうやってケアするか、早く

発見するかではない。虐待をさせないためにどうす

るかということを考えていない。そういうところの

施策をもう一回考えるべきだと僕は思います。

○狩俣信子副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○呉屋宏委員長 再開します。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 では、教育のほうから質疑をいた

します。

非常に大枠なお話ですが、県の歳出決算額に対す

る教育費の割合は幾らぐらいですか。

○新垣悦男総務課長 決算状況の中で説明します。

沖縄県全体の歳出決算額が7049億2590万271円でござ

います。そのうち教育費の中のさらに教育委員会所

管分がございまして、教育委員会の直接所管するの

が1463億846万5445円、一般会計に占める割合につい

ては20.8％となってございます。

○比嘉京子委員 これを見ますと、全体の支出の中

で20％ですから、５分の１は教育費だということに

なっているわけですが、そのままそうやって比較す

るのは、どこの県も子供の数は違うわけですから、

ちょっと適当ではないと思います。私の意図は、で

は、沖縄県は教育に対してどれだけの予算を子供た

ちに上げて、その割合がどういう位置にあるかとい

う質疑ですが、そうすると、１人当たりの教育費に

しますと、全国で大体どれぐらいの位置にあるので

しょうか。

○新垣悦男総務課長 平成24年度会計の実績を平成

25年度の地方教育費調査でまとめてございます。そ

の中間報告によりますと、児童・生徒１人当たりの

教育費総額の比較でございますが、小学校で１人当

たり約85万1000円、それが順位としましては37位、

中学校で約96万2000円、全国では40位となっており

ます。

○比嘉京子委員 これは建設費も入っているわけで

すね。それでも全国から見ると、こういう位置にあ

るということがわかりました。ありがとうございま

す。

さて、話は変わるのですが、私は教職員の健康問

題についてお聞きしたいと思います。これまでに教

職員の健診率を聞いたことはないのですが、健診率

をおわかりですか。健康診断を受けた割合。

○座安純一保健体育課長 教職員の年１回の健診受

診率について、県立学校の定期健康診断調査により

ますと、平成25年度の県立学校教職員の受診率は95

％となっております。

○比嘉京子委員 義務教育はわからないのですか。

○座安純一保健体育課長 市町村の教職員の健康診

断については、学校の設置者である市町村教育委員

会が実施しておりますので、県は市町村の教職員の

健康診断受診率については把握しておりません。

○比嘉京子委員 その中身については、きょうは質

疑しないのですが、どういう有所見率があるかとか

は聞きません。何しろ今、教職員の病気休暇、休職

が非常に多いのが沖縄県のある意味での大変悩まし
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いところであるわけです。それについてですが、ま

ず病気休暇と休職というのでしょうか、定義はどう

いう考えであったらいいのでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 まず病気休暇につきまし

ては、言ってみれば、病気でありますと休暇として

認められている日数がございます。90日間は病気休

暇ということで取得が可能でございます。その後、

当該疾病等が治癒しないで、引き続き休む必要が出

る場合等につきましては、分限等によりまして休職

という形をとっているところでございます。

○比嘉京子委員 90日を超えて、なおかつ休む場合

は休職という形になるという理解でよろしいでしょ

うかということです。さて、病気休職または休暇に

対して、先ほども人数が述べられておりましたが、

私はそれによる、例えば病気で休むときの有給、お

給料がもらえる範囲はいつごろまでで、そしてそれ

はどれぐらいの割合なのかをお聞きしたいと思いま

す。

○新垣健一学校人事課長 休暇につきましては、当

該休暇に係る給与についてはそれぞれ満額支給され

るということでございます。休職につきましては、

１年以内につきましては100分の80が支給されまし

て、１年を超えますと100分の100が支給されない、

いわゆる無給状態になるところでございます。１年

を超えますとゼロでございます。

○比嘉京子委員 私がきょう聞きたいのは、これだ

け多くの方々が病気休暇または休暇をしているわけ

です。それに対する代替要員というのは、先ほど人

数がありましたが、それに対しての基本的に100％も

らえる時期と80％もらえる時期の補塡をすべき人た

ちというのですか、病気休暇や休職に対して人件費

の補塡といいますか、臨時を雇うための補塡費用は、

去年の決算でいうと幾らになるのでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 病気休暇、病気休職それ

ぞれに対応した人件費の決算額につきましては約５

億7300万円と試算しております。

○比嘉京子委員 休まれる方々が１年を超えたら無

給になることも非常に問題だとは思うのですが、そ

の５億円余りの補塡額が必要になる。これを防ぐた

めには、これを毎年のように続ける、または決して

これが好転していないことをこの金額からも非常に

ゆゆしき問題だと思うのです。その一つの解決策と

して、過重労働、それから職場環境の改革が必要だ

と思うのです。そのために一つの手だてとして30人

以下学級というか、少人数学級ということも、１つ

には過重労働の解消になるかとは思うのです。先ほ

どダブって聞かれましたので、私はそれはカットい

たしますが、正規化に向けて、少なくても30人以下

学級は今のところもう小学校１年生、２年生以外で

見通しがないわけですよね。どうなのですか。

○新垣健一学校人事課長 今年度につきましては先

ほど答弁したとおりでございます。次年度につきま

しては、これまで国庫加配定数を活用して主にやっ

てきたと申し上げました。今年度から中学校１年生

で40名につきましては県単定数ということでござい

ます。８月に文部科学省が財務省に出しました概算

要求につきましては、定数の改善計画につきまして、

今回、文部科学省から要求しております。基礎定数

にいろいろな生徒指導等、少人数学級等を実施する

加配定数がございますが、加配定数につきましては、

基礎定数と違って、毎年毎年数字に変動があって、

なかなか読みづらいということがあって、その分が

我々も臨時的任用で対応している部分も中にはある

わけですが、各県から、これは計画的な職員採用が

できない等々の課題がございまして、九州、あるい

は全国の教育長協議会、あるいは教育委員長協議会

等を通じて、文部科学省に毎年要請をしているとこ

ろでございます。そういうところも踏まえまして、

文部科学省で次の定数改善計画の策定に向けて、今、

財務省に提出しているところであります。

そういったことを踏まえまして、次年度以降、教

職員の定数がどうなるかというところが若干不透明

なところもございます。当然ふえていくということ

であれば、そういった部分もぜひ活用しながら、少

人数学級を進めていく必要があろうと思いますし、

また県単定数の拡大につきましては、当然庁内での

調整、あるいは関係各市町村の意向等を踏まえなが

ら、拡大を検討していく必要があると考えています。

○比嘉京子委員 おっしゃっていますように、ぎり

ぎりにならないと加配がわからないと。だから、少

人数学級もぎりぎりになってからしか現場に伝えら

れないというこれまでの問題点が非常にあると思う

のです。

次に、正規化の先ほどから質疑があるのですが、

定数内の臨時的任用についてです。具体的に今、皆

さんが確かに人数をふやしているのはわかっている

のです。300名台、400名台。しかし、パーセンテー

ジが全然解消されていないのですね。そのことにつ

いてはどう考えているのかということと、それに対

して本当に全国並みに９％上げるために具体的な策、

これは退職者との兼ね合いもあると思うのですが、

そういう数字的な計画案はあるのでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 確かに平成22年度に比べ

ますと、小学校で言いますと、300人の台で採用をし
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ておりますが、平成22年度に公表した際に、臨時的

任用率の改善を求めて実施しておりまして、そのと

きに正規職員数、欠員数、加配の人数を一定程度固

定しまして、５カ年間で1500名程度やれば、臨時的

任用率が下がるという計画でございました。しかし、

児童・生徒が、今、減っているにもかかわらず、学

級数につきましては、実は小学校等における特別支

援学級の増とかいうことで、学級数はふえておりま

す。職員のベースになる分母がふえていることもご

ざいます。

そういったところも踏まえて、また、先ほど教育

長から答弁がありましたように、新規採用職員につ

きましては１年間の初任者研修が法定で義務づけら

れておりまして、それにつきましては、学校現場で

１年間じっくりと研修に取り組んでいただいて、人

材の育成をやっていただく必要があるということが

ありまして、学校現場で受け入れ可能な二、三百人

台を小学校で言うと採用しているということでござ

います。

それを踏まえて、現在、そういった退職者の数、

新採用の数を含めて、当然今のオーダーで採用者数

を維持しつつ、退職者数を勘案しながら、あと再任

用者の動向も見ながらやって、各県並みの、あるい

は九州各県並みの計画に持っていくというのを今庁

内で議論しているところでございます。

○比嘉京子委員 その議論の結果がまだないという

理解をしてよろしいわけですか。

○新垣健一学校人事課長 おおむね今後８年ほどを

めどに91％ほどを達成できないかということで、今

調整を進めているところでございます。

○比嘉京子委員 一方で、沖縄県はグッジョブ運動っ

て、知事は非常に御執心でいらっしゃるのですが、

若い人たちが必要なところに必要な正規雇用、これ

はもう一般財源である税収にもなる。さまざまな効

果があるはずなのに、ここで非常に押されてしまっ

ている。ですから、教員採用を何度も何度も皆さん

トライしているわけです。

このことは置いておきますが、もう１点だけ、栄

養教諭の任用についてです。今、栄養教諭の資格を

持っている学校栄養士が何名いるのかということと、

そのうち何名が今栄養教諭に任用されていて、あと

どれぐらいの方々が任用を待っているのかというこ

とをお聞きします。

○新垣健一学校人事課長 現在の人で有資格者につ

いては今確認をしておりますので、少々お待ちくだ

さい。これまで平成18年以降、180名の方が受験しま

して、53名の方が栄養職員から栄養教諭の任用がえ

がありました。既に退職されていらっしゃる方も中

にはいらっしゃいますので、今、現場には40名がお

ります。先ほど言いましたように、まだ未受験者の

人の有資格者数はちょっとお待ちください。

○比嘉京子委員 その推移についてお聞きしたかっ

たのですが、去年にもし任用されている人がいたら、

その上乗せ額という決算額があれば聞きたいと思い

ます。

○新垣健一学校人事課長 昨年度任用されたかとい

うことだと少しあれかもしれませんが、おおむね採

用13年目の中堅の栄養職員が仮に栄養教諭に任用が

えになった場合としますと、１カ月当たりの給与が

約１万4500円増額になります。ですので、年額で言

いますと約26万5000円増額ということになります。

○比嘉京子委員 任用されたのですか。

○新垣健一学校人事課長 昨年度お一人栄養教諭の

任用がえとなっております。

○比嘉京子委員 任用希望者がいないのか―これぐ

らいのって変ですが、これぐらいの学校栄養士から26

万円の上乗せが中堅を考えた場合はあるということ

ですが、今、例えば資格がある人から採用するとい

う計画等はあるのですか。

○新垣健一学校人事課長 本県におきましては、食

育の重要性に鑑みまして、平成19年度から栄養職員

から栄養教諭の任用がえを行っておりまして、これ

まで53名が合格しているのは先ほど答弁したとおり

でございます。これまで栄養教諭の導入につきまし

ては、最初モデル的に導入を図りまして、現在は各

市町村に１名程度配置が可能な41名程度の栄養教諭

への任用がえという計画に基づきまして、これまで

進めてきたところでございます。ですので、現在の

ところはその数で栄養教諭の任用がえを終えている

ところでございます。

○比嘉京子委員 これでは予防医学的に考えてもな

かなか厳しいことがよくわかりました。一応時間が

ないので、教育庁に対しての質疑を終わります。

では、子ども生活福祉部にお願いします。多くの

方々が待機児童解消のための事業についてお聞きし

ましたので、カットいたしますが、待機児童対策特

別事業と安心こども基金の事業において、達成でき

なかった原因をもう一度お願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 まず、安心こども基

金による保育所整備事業につきましては、午前中御

説明申し上げたところですが、用地の転用等に時間

を要したりした不測の事態により取り下げになった

もの、そして事業が繰り越しになったもの等の理由

がございます。それと、待機児童対策特別事業の不
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用につきましては、主に運営費、認可化移行支援事

業の中の運営費支援における不用が大きいのでござ

いますが、こちらにつきましては、昨年年度途中に

拡充をしたこと等がございまして、そのあたりの執

行が少し弱かったのかと考えております。

認可化移行支援につきましては、市町村において、

結局、認可化をしたいという認可外保育施設に対す

るサポート体制ですとか、この指定を受けるに当たっ

ての移行計画等の作成をサポートするだけの体制が

組めなくて、公的資金を入れるのにちゅうちょする

場面ですとか、そういったこともあったと聞いてお

りまして、それで昨年、沖縄県保育士・保育所総合

支援センターに認可化移行支援員を常駐させること

によって、そのあたりの市町村を後方支援しながら、

この補助制度の積極的な活用を働きかけているとこ

ろでございます。

○比嘉京子委員 皆さんの待機児童の平成30年まで

における１万1000人でしょうか、待機児童解消の計

画を見ているわけですが、保育士の確保をどうする

のかというお話が、朝もありましたが、県として保

育士の対応といいますか、処遇改善、確保、これに

ついてどう考えていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童対策を進め

るに当たりましては、保育所整備だけでは、やはり

保育士がいないと子供を預かることはできませんの

で、その両輪として対策を講じていく必要があると

考えておりまして、その確保策といたしましては、

午前中も御説明いたしましたが、保育士の給与の上

乗せを内容とする処遇改善事業ですとか、沖縄県保

育士・保育所総合支援センターによる潜在保育士の

掘り起こし、それから保育士確保策として、保育士

養成校に通う学生に対する貸し付け、そして就労し

ていただくことによる貸し付け返済の免除というさ

まざまな施策を通じて、保育士の確保を図っている

ところでございます。

○比嘉京子委員 今の３点のことも非常にいいこと

だと思います。ただ、保育士の正規化が進まないそ

の現状においてなかなかなり手がいない。そのこと

について正規化がなぜ進まないと思っていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の正規雇用に

ついては、県といたしましても、その離職防止等の

観点から、そして処遇の改善の観点から重要と考え

ておりまして、60％を目指す取り組みをしていると

ころでございます。進まない要因といたしましては、

まず保育士の仕事自体が非常に責任が重いこと、そ

して先ほど来、委員からの御質疑もありますように、

処遇の面で給与が比較的低い水準にあること等があ

りまして、なかなか確保が進んでいかないと考えて

おります。それと正規雇用ですが、そのあたりを考

慮いたしまして、今年度正規雇用の取り組みとして、

各事業者団体に対して正規雇用促進の申し入れ等の

行動も行ったところでございます。

○比嘉京子委員 根本的なところの認識、私は全然

足りないと思っています。なぜかというと、保育現

場には今、エンゼルプランから始まって延長保育、

言ってみれば、定員の弾力化が進んできたのです。

だけれども、現場、保育園からすると、ここを正規

で採るわけにはいかないのです。弾力化といったら、

来年これだけの子が来るかどうかは全く未知数なの

です。そういう中で正規化はどんどん進むわけです。

だから、幾ら旗を振っても来ません。そのために何

をするかといったら、保育士の処遇、保育所運営費、

保育単価ですね。これが沖縄県が一番低いことはわ

かっているわけです。そして、保育単価の中には、

保育士の給与は、20歳から30歳の給与として制度上

つくられているのですよ。先ほど20年以上の勤務者

が700名余りいましたね。そうすると、ああいう人た

ちが頑張っていればいるほど、若い人は非正規で採

らざるを得ない。この根本的な解決をやらない限り

私は無理だと思っているのですが、いかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の処遇改善と

いたしまして、委員おっしゃいますように、民間施

設等給与改善費の見直しですとか、保育士の配置基

準の見直しによる保育士の負担軽減等について、九

州主管課長会議等を通して各県と連携して国に要望

しているところでございます。

○比嘉京子委員 これをいつまで要望し続けるかと

いうことですが、制度そのものが保育士の離職につ

ながるような制度だということですよ。そこをやら

ないで、皆さんが６億円だの、７億円だのと処遇改

善にお金を使っても、余り響いていないのです。少

しはいいですよ。だから、本当に抜本的な改革を、

保育所運営費における保育単価、ここをぜひ切り崩

すようにお願いします。

○呉屋宏委員長 嶺井光委員。

○嶺井光委員 一般質問でも議論しましたが、学力

向上対策についてお願いをします。一般質問ですと、

時間がなくて再質問できませんでしたが、その中で

取り組みに対する教師の負担状況を伺いました。答

弁では、いろいろな対策をします、あるいは校務の

改善に努めるというお話がありました。校務の改善

というと、かなり絞り込まれて、これ以上の改善が

あるのかと私は思ったりもするのですが、それはそ

れとして努力することについては評価はいたします。
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それから、今後、持続するための方策も伺いまし

た。答弁では、いろいろな策をしながらも、学校力、

あるいは教師力を高めていくというお話でありまし

た。小学校については大躍進で立派だと思っており

ます。これは教育長の危機感が学校にも伝わって、

先生方の意気込みにつながって、もちろん子供たち

も頑張って、この成果につながったと理解をしてお

ります。あとはしっかり持続、さらに発展をさせて

いく、あるいはまた、中学校においても全国との差

が縮まったという前進があるわけですから、しっか

りやっていけば、もっともっと学力は向上するのは

見えておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと

思っております。

そこで、これまでも何名かが30人学級、あるいは

少人数学級等の議論がありました。私もできる限り

少人数化、あるいは30人学級の実現を訴えてきまし

た。これは前にも議論をしましたけれども、30人学

級だと、教室の確保等々、大きな課題があります。

財政面だけではないと思っておりますから、早々に

できるものではないというのは理解しております。

そこで、これだけ学力向上、目に見えて躍進をし

ているわけですから、後退させるわけにはいかない。

当然皆さんも意気込んでいることだろうと思ってお

ります。一言で言えば、教師の数をふやすことを徹

底して議論して、実現してほしいと思っております。

というのは、学級数としてふやせないのはある意味

で理解できますが、では、それをどうやって学力を

向上させるかということになると、教師の皆さんが

負担がないように、きめ細かく子供たちと接すると

いうことを形づくらなければならないわけですから、

教師をふやすということに尽きると思っております。

いろいろな方法があります。これまでも申し上げま

した。ＴＴ、あるいは習熟度別、いろいろな方策が

あると思うのですが、教師の数をふやして、今後、

持続発展をさせるという意味で、教育長のまず考え

方を聞かせてください。

○諸見里明教育長 少人数学級の導入につきまして

は、これまで答弁してきたように、小学校１年生、

２年生、３年生、中学校１年生への拡大も含めて鋭

意頑張ってきたところです。ところが、委員がおっ

しゃるように、やはり施設とかそういう面で30人学

級が全てできない学校もありますので、この辺はＴ

Ｔとか、あるいは少人数指導とか、その辺を今検討

しているところでございます。

例えば文部科学省でも、平均正答率については、

小学校はチームティーチング、中学校は習熟度指導

を実施した学校のほうがプラスに働く傾向が見られ

た。それから、平均無解答数が少ないなど、学習へ

の積極的な姿勢が見られるのは少人数学級を実施し

たほうがプラスに働く。そういう意味でも、少人数

学級に劣らず、習熟度、あるいはチームティーチン

グは、学習面、学力面でもかなり有意な関係がある

というのが文部科学省の発表です。この辺は、実は

今、30人学級を施設等でできなかった学校、あるい

は学級に対して、少人数指導、あるいはチームティー

チングとか、少人数指導でできないかというのを今

議論しているところです。前向きに検討したいと思

います。

○嶺井光委員 望ましいのはやはり30人学級ですが、

前々回の議会でも申し上げました。すぐにできる方

法として、これはもうやる気の問題ですから、教育

長、今おっしゃったように、ＴＴや習熟度別に少人

数としてやる。そうすることによって、今、学校現

場、教師の皆さんは、ある意味精いっぱい頑張って

今の状況だと思っております。そういう意味では、

今のいい状況になっていくものを行政がどう後押し、

環境整備をするかとなると、教師の数をふやす。も

うこの一つだけに絞られてくると思っておりますか

ら、教育長、今おっしゃった少人数指導の徹底をぜ

ひしっかり進めていただきたいと思っております。

次に行きますけれども、しまくとぅばの指導の問

題です。学校でも一定程度取り組んでいるのは理解

しておりますが、学校の先生方自体がしまくとぅば

を話せないという時代にもうなっております。そう

いう意味では、先生方に頑張れと言うだけでは事が

進まない現実があると思っております。

そこで、地域の皆さんの連携、協力もいただきな

がらやっているということを聞いておりますが、そ

こら辺の実態がどうなのかというのをちょっと紹介

していただければと思います。

○大城朗義務教育課長 しまくとぅばは歴史的や社

会的にも伝統に裏づけられた言葉であって、地域に

よってさまざまな違いがあるわけです。そのしまく

とぅばを普及継承するためには、地域や家庭でまず

しまくとぅばを使う場面を設定するということがと

ても重要だと思っています。地域の人材を活用して、

地域を中心にして取り組むことが非常に効果的だと

考えております。最近の新聞の報道でいろいろな取

り組みが紹介されておりまして、大変好ましい状況

だと思います。例えば、ネットラジオで24時間しま

くとぅばで放送するラジオ局とか、シルバー人材を

活用して語って遊べる指導者を養成するとか、ある

いはみゃーくふつ、宮古の言葉を若者たちに伝えよ

うという取り組みが始まったとか、それから名護市
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の職員がしまくとぅばで会話をということで、その

ような基礎講座を立ち上げたとか、そのように地域

や家庭を中心とした取り組みを展開することが非常

に大切なことだと考えております。

○嶺井光委員 しまくとぅばは、今、話があったよ

うに、家庭や地域でやるべきだと私は思っておりま

す。だからといって、学校でやるな、要らないとい

うことではなくて、今、話があったように、我々も

そうですが、家庭で、あるいは地域でどう子供たち

に継承していくかという危機感をみんなが持つべき

だと思います。だから、学校で授業としてやるのは、

私はある意味で限界があると思っています。少なく

とも集まった集団、学校生活の中でできるのは、地

域の方々を入れて、生のしまくとぅばを伝えるとい

う範囲かと思っています。これは沖縄の文化という

面もありますから、文化の所管と一緒になって、ま

ずは地域、家庭で普及をしっかりやっていく。こう

いうことに取り組むべきだと思っておりますが、学

校でやるなではありません。そういうことに対する

教育長の考えはどうですか。

○諸見里明教育長 しまくとぅばというのは、委員

も今お話がありましたように、生まれ育った地域の

風土や文化で育んできた言葉でありますから、やは

り地域、そして家庭が一義的にやらなければ、これ

は普及しないと思うのです。学校教育においては、

当然しまくとぅばを励行していろいろやっています

が、いろいろなハードルがあるわけでして、学習指

導要領であるとか教科の数とか、あるいは特例校制

度を使ってもできるのですが、やはり地域、家庭と

連携して取り組んでいく。そして、これは文化観光

スポーツ部と人材の育成とか、その辺を加味しなが

ら連携して取り組んでいきたいと思っております。

○嶺井光委員 一つの学校の中でも、地域の学校区

の集落によっても違うわけですよ。だから、先生方

にしまくとぅばを教えるという授業的なものはもう

無理がある。ですから、もう本当に地域、家庭でやっ

てもらうという流れに持っていってほしい、私はそ

う思っています。だから、学校では何もやらないと

いうわけにいかんと思いますから、今いろいろな団

体から読本とかそういうのが出ているようですから、

あの範囲で教えるということにすれば、先生方も負

担感は軽くなるのではないかと思います。あれもこ

れも学校へというのは無理があると思っております

から、そういう範囲で頑張っていただきたいと思っ

ております。

次に、子ども生活福祉部に１点だけ伺います。子

育て支援という立場で放課後児童クラブ支援事業が

あります。平成25年度主要施策の成果に関する報告

書の52ページですが、そこで公的施設活用の促進と

あります。実績のところに数字がないのですが、実

際の状況をまずお聞かせください。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブ支

援事業は、県内の放課後児童クラブの公的施設活用

を促進し、環境の改善や質の向上、利用者の負担軽

減を図る事業です。平成25年度の実績でございます

が、この事業によりまして、施設整備補助が９カ所、

金額にしますと6604万2000円、環境改善事業が３カ

所、444万7000円、そのコーディネート等を行います

委託料、公的施設活用促進支援といいますが、この

委託事業につきまして1587万7000円の実績となって

おります。

○嶺井光委員 私は、各集落にある公民館、ムラ

ヤー。ムラヤー、公民館としては教育委員会の所管

かという感じはしておりますが、こういう施設を公

的施設という捉え方で児童クラブの運営を身近な地

域でできないかと思うのです。そこら辺はどうです

か。あるいは、実例があるのであれば紹介してくだ

さい。

○名渡山晶子子育て支援課長 そういった地域の既

存の施設を活用した放課後児童クラブの設置につき

ましては、先ほど新聞報道にもございましたように、

石垣市において公民館を活用した放課後児童クラブ

を開設していることは把握しているところでござい

ます。

○嶺井光委員 ぜひ地域ムラヤーを生かすような方

策を検討して推進するという方向性も持っていいの

ではないかと思うのですが、これはいかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 そういった公民館や

児童館等を放課後児童クラブに活用することにつき

ましては、地域の実情に応じて市町村で地域住民と

の合意等もあると思うので、そのあたりを踏まえた

上で御活用をいただけるところは御活用されるで

しょうし、そういう判断をされるものと考えている

ところでございます。

○嶺井光委員 余り積極的ではないですね。ぜひ前

向きに市町村とも協議して、やろうではないかとい

う思いを持ってほしい。なぜかというと、前にも教

育委員会には尋ねました。今どこを見ても、公民館

は閉まっておりますよ。もったいない。せいぜいデ

イサービスで使うか、こういうところがほとんどで

す。昔は、我々小さいころは、古い話ですが、公民

館はいつもあいていて遊び場だった。ここでもお兄

さん、お姉さん、それから小さい子まで、メーゴー

サーも食らわされて、ああいうところで切磋琢磨し
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て強くなっていく。この学童クラブはそういう場所

であってほしいと思っているのです。ですから、皆

さんも公的施設をという話であれば、身近にある集

落公民館、ムラヤーをぜひ使うような方策を示して

市町村と連携してもらいたい。よろしくお願いしま

す。

○呉屋宏委員長 以上で子ども生活福祉部長及び教

育長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月16日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時48分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 呉 屋 宏
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月15日（水曜日）

午前10時４分開会

第３委員会室

出席委員

委員長 新 垣 良 俊君

副委員長 仲宗根 悟君 中 川 京 貴君

委 員 具志堅 透君 中 川 京 貴君

委 員 浦 崎 唯 昭君 新 里 米 吉君

委 員 新 垣 清 涼君 奥 平 一 夫君

委 員 金 城 勉君 嘉 陽 宗 儀君

新 垣 安 弘君

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 當 銘 健一郎君

土 木 総 務 課 長 宮 城 行 夫君

技 術 管 理 課 長 徳 田 勲君

道 路 街 路 課 長 上 原 国 定君

道 路 管 理 課 長 嶺 井 秋 夫君

河 川 課 長 上江洲 安 俊君

海 岸 防 災 課 長 赤 崎 勉君

海 岸 防 災 課 副 参 事 松 田 了君

港 湾 課 長 田 原 武 文君

都市計画・モノレール課長 伊 禮 年 男君

都市計画・モノレール課

都市モノレール室長
中 村 栄 秀君

下 水 道 課 長 下 地 栄君

住 宅 課 長 嘉 川 陽 一君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（土木建築部所

認定第１号 管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下地島空港特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下水道事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県宜野湾港整備

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

６ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港マリ

第５回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

７ 平成 26 年 平成25年度沖縄県駐車場事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

８ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（泡

第５回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

3ii4

○新垣良俊委員長 ただいまから土木環境委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号、同認定第５号、同認定第７号、

同認定第13号、同認定第16号から同認定第19号まで

の決算８件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係決

算の概要について説明を求めます。

當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 それでは、平成25年度

土木建築部の一般会計及び下地島空港特別会計ほか

６特別会計の歳入歳出決算について、お手元の平成

25年度歳入歳出決算説明資料で御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。

土木建築部の歳入総額は、予算現額の合計1422億

2069万2416円に対し、調定額が986億7990万194円、

収入済額が973億6317万1711円、不納欠損額が１億

721万26円、収入未済額は12億951万8457円であり、

収入済額の調定額に対する割合、いわゆる収入比率

は98.7％となっております。

次に、２ページをお開きください。

歳出総額は、予算現額の合計1508億9635万383円

土木環境委員会記録（第１号）
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に対し、支出済額は1019億3817万7385円であり、支

出済額の予算現額に対する割合、いわゆる執行率は

67.6％となっております。

繰越額は460億1202万4953円で、繰越率は30.5％

となっております。

不用額は29億4614万8045円となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算状況について御説

明いたします。

３ページをごらんください。

土木建築部の一般会計の決算について御説明いた

します。

歳入は、予算現額1211億5787万3852円に対し、調

定額が805億641万5378円、収入済額が792億3334万

6872円、不納欠損額が１億721万26円、収入未済額

は11億6585万8480円であり、収入比率は98.4％と

なっております。

収入未済の主なものは、（款）使用料及び手数料

の収入未済額が７億3380万4802円で、県営住宅使用

料の家賃滞納による未収金等であります。

４ページに移りまして、（款）諸収入の収入未済

額は４億2834万3132円となっており、談合問題に係

る賠償金の未収金等であります。

不納欠損については、（款）諸収入の１億721万26

円であり、談合問題に係る賠償金請求の相手方会社

の破産によるもの等であります。

５ページをごらんください。

歳出は、予算現額1298億3353万1819円に対し、支

出済額が853億9751万1390円であり、執行率は65.8

％となっております。

繰越額は420億3432万2515円で、繰越率は32.4％

となっております。

不用額は24億169万7914円となっております。

繰り越しの理由といたしましては、用地の取得難

や関係機関等との調整のおくれ等であります。

また、不用額につきましては、災害の発生が見込

みより少なかったことによる（目）砂防費や（款）

災害復旧費の不用が主な理由となります。

引き続き、特別会計の決算について御説明いたし

ます。

７ページをお開きください。

下地島空港特別会計の決算については、歳入が、

予算現額３億9580万5000円に対し、調定額が４億

2781万3705円で、収入済額も調定額と同額でありま

す。

８ページをお開きください。

歳出は、予算現額３億9580万5000円に対し、支出

済額は３億5376万6904円で、執行率は89.4％となっ

ております。

不用額は4203万8096円となっており、その主な理

由は、空港管理運営費の委託料見直しによる経費節

減であります。

９ページをごらんください。

下水道事業特別会計の決算については、歳入が、

予算現額173億5729万2564円に対し、調定額が148億

2726万5910円、収入済額が147億9902万8950円、収

入未済額は2823万6960円であり、収入比率は99.8％

となっております。

収入未済の理由は、談合問題に係る賠償金の未収

金であります。

11ページをお開きください。

歳出は、予算現額173億5729万2564円に対し、支

出済額が137億1840万775円で、執行率は79.0％と

なっております。

繰越額は33億5088万164円で、繰越率は19.3％と

なっております。

不用額は２億8801万1625円となっております。

繰り越しの主な理由は、宜野湾浄化センターにお

ける汚泥処理棟の基礎工事のおくれに伴う関連工事

の発注がおくれたこと等であります。

不用の主な理由は、委託料及び工事請負費の入札

執行残等であります。

12ページをお開きください。

宜野湾港整備事業特別会計の決算については、歳

入が、予算現額の４億2979万円に対し、調定額が４

億6905万9940円、収入済額が４億5574万9083円、収

入未済額は1331万857円であり、収入比率は97.2％

となっております。

収入未済の理由は、談合問題に係る賠償金の未収

金等であります。

13ページをごらんください。

歳出は、予算現額４億2979万円に対し、支出済額

が４億1152万1947円で、執行率は95.7％となってお

ります。

繰越額は1219万4274円で、繰越率は2.8％となっ

ております。

不用額は607万3779円となっております。

繰り越しの主な理由は、宜野湾港マリーナの浮き

桟橋修繕工事に当たり、製品の発注調整に日数を要

したことなどによります。

不用の主な理由は、公債費の利率が予算編成時の

想定利率より低かったことによる利子償還金の減で

あります。
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次に、14ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の決算に

ついては、歳入が、予算現額の３億4635万7000円に

対し、調定額が３億9265万7261円、収入済額が３億

9154万5101円、収入未済額は111万2160円であり、

収入比率は99.7％となっております。

収入未済の理由は、施設使用料の滞納による未収

であります。

15ページをごらんください。

歳出は、予算現額３億4635万7000円に対し、支出

済額が３億3315万1086円で、執行率は96.2％となっ

ております。

繰越額は898万円で、繰越率は2.6％となっており

ます。

不用額は422万5914円となっております。

繰り越しの主な理由は、国土交通省策定のガイド

ラインに基づく津波避難施設としての機能付加の検

討に不測の時間を要したことによります。

不用の主な理由は、港湾管理費の経費節減等によ

るものであります。

16ページをお開きください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の決算について

は、歳入が、予算現額23億2375万6000円に対し、調

定額が18億4742万9457円、収入済額が18億4642万

9457円、収入未済額は100万円であり、収入比率は

99.9％となっております。

収入未済の理由は、談合問題に係る賠償金の未収

金であります。

17ページをごらんください。

歳出は、予算現額の23億2375万6000円に対し、支

出済額が15億1756万7473円で、執行率は65.3％と

なっております。

繰越額が６億564万8000円で、繰越率は26.1％と

なっております。

不用額は２億54万527円となっております。

繰越理由は、防波機能向上のための桟橋の設計や

構造計算に時間を要したこと等であります。

不用の主な理由は、工事請負費の入札執行残等に

よります。

18ページをお開きください。

駐車場事業特別会計の決算については、歳入が、

予算現額１億1602万9000円に対し、調定額が１億

1561万8205円で、収入済額も調定額と同額となって

おります。

19ページをごらんください。

歳出は、予算現額１億1602万9000円に対し、支出

済額が１億1560万1368円で、執行率は99.6％となっ

ております。

不用額は42万7632円で、主な理由は、公債費の利

率が予算編成時の想定利率より低かったことによる

利子償還金の減等であります。

20ページをお開きください。

最後に、中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事

業特別会計の決算については、歳入が、予算現額9378

万9000円に対し、調定額が9364万338円で、収入済

額も調定額と同額であります。

21ページをごらんください。

歳出は、予算現額9378万9000円に対し、支出済額

が9065万6442円で、執行率は96.7％となっておりま

す。

不用額は313万2558円で、理由は、公債費の利率

が予算編成時の想定利率より低かったことによる利

子償還金の減であります。

以上で、土木建築部の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うこととい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないように簡潔

にお願いします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を
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行います。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 では、質疑いたします。

主要施策の成果に関する報告書の229ページを見

ていただきたいのですが、この持続可能な環境型社

会の構築というリサイクルの中で認定の実績という

か、この認定は県で認定するのですか。

○徳田勲技術管理課長 建設リサイクルの認定につ

きましては、県の土木建築部で認定することになっ

ております。

○中川京貴委員 実績は。

○徳田勲技術管理課長 平成25年度の実績では、い

ろいろな資材がありますけれども、トータルで176

万トンとなっております。ちなみに、スタートした

のが平成17年度ですが、平成17年度にスタートした

ときが52万トンということで、現在、平成25年度が

176万トンですので、この間124万トン増加している

という状況でございます。

○中川京貴委員 ただいまの説明でトン数はわかっ

たのですが、県がこういったリサイクル業者、また

リサイクルに対して、どういった補助をしているの

ですか。

○徳田勲技術管理課長 これは、毎年こういう資材

をゆいくる材としてやりたいということで最初の段

階は県に申請します。申請して、それを審査して、

リサイクル資材評価委員会という審議会があるので

すが、それに通して合格という運びになると認定書

を交付する。業者さんとしては、認定書をとったら

ゆいくる材ということで販売できると。初年度はそ

うですが、次の年以降は継続ということで、製品の

検査を年に１回やるという形で継続していく制度に

なっております。

○中川京貴委員 僕の聞き方が悪かったのか、要す

るに年間どういった件数が申請されていて、許可を

与えて、そして、県は民間でも積極的に利用しても

らうためにやっていきたいという方向性を示してい

るのですが、その実績について聞いているのです。

○徳田勲技術管理課長 平成25年12月１日時点なの

ですが、ゆいくる材は再生資源含有加熱アスファル

ト混合物とか、再生資源含有路盤材、あとは再生資

源含有鉄鋼製品とかがありまして、平成25年時点で

12品目、539資材があります。

認定された企業といいますか、業者に直接補助金

とか、奨励金とか、そういう金目の支援制度という

ものはありません。ただし、県の土木建築部では、

この路盤材とか、アスファルトとか、そういうもの

については原則ゆいくる材を使用することにして、

ゆいくる材の業者から原則とるのですよということ

でやっております。

○中川京貴委員 わかりました。

234ページ、お願いします。ここで人間優先のま

ちづくりの項目があって事業名があるのですが、こ

れは街路樹のことだと思うのです。たしか沖縄市の、

元コザ警察署から泡瀬に抜ける道路の街路樹のこと

でしょうか。

○上原国定道路街路課長 234ページに表記してい

ますのは、人間優先のまちづくりということで、県

が実施しています街路事業の全てについてまとめて

おります。胡屋泡瀬線というのが沖縄市の胡屋から

泡瀬に抜ける４車線の道路整備についても含まれて

いるということでございます。

○中川京貴委員 やはり地元もそうですが、あそこ

に何十年ものの木がありましたよね。拡幅工事に

伴って、その木はどこかに移設したのでしょうか、

それとも撤去したのでしょうか。

○上原国定道路街路課長 クスノキがかなり大きく

生い茂っておりまして、胡屋泡瀬線の４車線の整備

をする場合に、２車線で整備したときのクスノキを

生かすように、どちらか一方に拡幅するような形で、

この沖縄市役所前のクスノキを極力残すような形で

の整備を工夫してございます。

○中川京貴委員 やはり、この項目のとおり人間優

先のまちづくりということで、あれだけ何十年も―

地域住民、住んでいる方々はそういった要望もあっ

たと思いますので、それを極力優先したということ

で理解してよろしいでしょうか。

○上原国定道路街路課長 地元の要望にしっかり応

えたものだと思っております。

○中川京貴委員 １つだけ、前々から思っていたこ

となのですが、県道74号線、沖縄嘉手納線ですか、

嘉手納町から池武当に向かうところです。あそこの

中央分離帯にある松とか植栽です。あれは僕は前も

指摘したのですが、あんな１メートル置きに松を植

えて生えるものですか。

○上原国定道路街路課長 県の道路事業―街路事業

で植栽する場合は、基本的に沖縄県道路緑化基本計

画を踏まえまして、その地域の環境に適したものを

地域の皆さんと一緒になって選定するという形で、

一応植栽は検討しております。現場を私はよく存じ

ていないのですが、そういった環境に耐え得る植栽

をしっかり選定するというのが、基本的な考えでご

ざいます。
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○中川京貴委員 道路街路課長、ぜひ１回見に行っ

ていただきたいのですが、あれは誰が見てもおかし

な木の選定のやり方で、同じ路線でばらばらに木が

植えられていて、それも常識では考えられないよう

な植え方をされています。ああいう植え方はよろし

くないと思っていますけれども、ぜひ見ていただき

たいと思っております。これは要望だけ申し上げて

おきましょう。

242ページの社会リスクセーフティーネットの確

立で、無電柱化推進事業の中で、電線の地中化の現

在の進捗状況と今後の取り組みについてお伺いしま

す。石垣市、宮古島市ですかね。

○嶺井秋夫道路管理課長 無電柱化推進事業の現在

の進捗状況ですが、平成３年から平成25年までの間

で117キロメートルの整備を完了しております。そ

のうち、県管理道路分は54キロメートルが整備完了

となっております。

○中川京貴委員 今、石垣市、宮古島市は殺到して

いると思うのです。要するに、全体的に絞って工事

はしていると思うのですが、電線地中化の要望があ

るところは、大体どれぐらいで完了するというか、

予定していますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今、県で策定しています

中期計画がございますが、それによりますとあと30

年程度を要すると考えております。

○中川京貴委員 了解しました。

それでは240ページ、よろしいでしょうか。これ

は安謝川、それと238ページの国場川、安里川、ま

たがっていますけれども、一括してお聞きしたいの

は、この河川改修事業というものは、私も去年の９

月議会でも一般質問させていただきましたけれど

も、この事業は国庫、県の単費ですか。

○上江洲安俊河川課長 国庫事業でございます。

○中川京貴委員 去年、私、一般質問もしました。

やはり、こういった予測される河川事業を速やかに

やるべきだと。なぜならば、そういったことがおく

れることによって、それ以上の被害につながると

思っております。そういった意味では、河川の草刈

りとか、河川の予算は幾らかと聞いたら、沖縄県全

体で年間5000万円ぐらいしかないと。また、比謝川

においては、これまで300万円近くあったのが150万

円とか170万円までに減っていると。それを本来な

ら増額して整備すべきではないかという質問をしま

したけれども、覚えておりますか。

○上江洲安俊河川課長 存じ上げております。

○中川京貴委員 その結果、御承知のとおり、この

間の台風ももちろんそうですが、それ以上の被害に

なるような災害が起こったということに対して、こ

れから国庫事業に対しては、ぜひ優先順位を決めて

取り組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○上江洲安俊河川課長 委員のおっしゃるとおり、

最近の異常降雨に対応するような河川整備というも

のが必要でして、河川の工事の特質としましては下

流側から原則やることになっているのですが、中流

部の氾濫と冠水に関しても暫定掘削等の検討をしな

がら、掘削した直近の下流側の氾濫が起きないよう

な形の暫定掘削を行いたいと考えております。

○中川京貴委員 ぜひ、その件はよろしくお願いし

たいと思っております。今後も、沖縄は台風やいろ

いろな災害が予測されることですので、優先順位を

決めて取り組んでいただきたいと、これは要望とし

て申し上げます。

246ページ、これは事業名は公営住宅整備事業等

ということで、県営団地を含めて、この件も一般質

問でいろいろ取り上げました。この不用額について

説明を求めます。

○嘉川陽一住宅課長 不用額につきましては、既存

の団地のエレベーターの耐震改修工事、それから、

西崎団地等の外壁改修工事に係る委託費、工事請負

費の執行残でございます。

○中川京貴委員 これも土木環境委員会でも各委員

から指摘がありましたけれども、やはり県営団地の

あり方について、今、県営団地は沖縄県住宅供給公

社―住宅供給公社が指定管理を受けていると思うの

ですが、これまで県営団地はもちろんそうですが、

市町村の団地も住宅供給公社が指定管理を受けてい

たと思います。しかしながら、ことしから、市町村

からもう指定管理はいいと断られたケースがあると

思うのですが、把握していますか。

○嘉川陽一住宅課長 嘉手納町で指定管理がかわっ

たという話は存じ上げております。

○中川京貴委員 その理由について県は把握してい

るでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 特に聞いてはおりません。

○中川京貴委員 もともと指定管理というものは、

御承知のとおり、自分たちでやるよりも指定管理を

させてコストダウン、そして徴収、いろいろなメリッ

トがあったはずであります。しかしながら、確かに

メリットの部分もありますけれども、デメリットの

部分が多くなったから恐らく指定管理を外れたのだ

ろうと思っているのです。そういった意味では、沖
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縄本島内の指定管理は住宅供給公社はとりますけれ

ども、沖縄本島以外は住宅供給公社が指定管理を受

けていない理由はなぜでしょう。

○嘉川陽一住宅課長 指定管理選定の際に、可能な

限り地元の業者を優先するということもあって、地

元の管理会社を選定したということでございます。

○中川京貴委員 これは土木建築部長にお聞きした

いのです。やはり県ももちろんそうですが、この間、

私が質問したときに、行政財政改革の中で今後は住

宅供給公社を県は外していきたいという答弁もあり

ましたけれども、この取り組みは今どうなっていま

すか。

○當銘健一郎土木建築部長 外郭団体に対する県の

人的関与という意味では、全体の傾向としては、県

は人的関与を差し控えるという方向でございます。

ただし、住宅供給公社とか、あるいは沖縄県土地開

発公社、我々土木建築部が所管している団体がござ

いますけれども、現在は一般職員は住宅供給公社に

も行っておりません。ただ、理事長とか、そういう

役員の者については県から派遣をさせていただいて

いるという状況でございます。

○中川京貴委員 これも土木建築部長、県議会で質

問したときに記憶にあると思うのですが、やはりこ

ういった県の外郭団体と一般の業者、民間団体が指

定管理制度に入る場合、到底太刀打ちできないのが

民間なのです。その証拠に、県営団地ももちろん、

北部、中部、南部地区で応募しましたよね。ほとん

ど住宅供給公社がとっている。僕が指摘したのは、

その中に県の部長、土木建築部長ももちろんそうで

すし、総務部長も全部役員として入っている状況の

中で、同じ土俵で同じ条件で勝負できますかという

質問をしました。その結果、今現在、総務部長も土

木建築部長もその役職から外れているはずですが、

いかがでしょうか。この名簿から名前が外れている

と思います。

○當銘健一郎土木建築部長 住宅供給公社などの理

事ではまだ私も入っております。ただし、指定管理

者を選定する中で、一番最初は行政も関与していま

したけれども、今はもう完全に第三者委員会という

形で、選ぶ委員会については第三者の方々が選んで

いるという状況になっております。

○中川京貴委員 僕は、この問題は過去にも質問し

たのですが、やはりこれまで住宅供給公社は、県民

の皆さん方が建物をつくりたい、住宅を求めたいと

いうときに、１人では開発許可ができないと。住宅

供給公社ももちろん開発申請をして、分筆をして、

住宅を求めたという当時の経緯は評価しておりま

す。しかしながら、今はもう民間の時代なのです。

民間が建て売り住宅もするし、民間が建て売りをど

んどんしながら住宅を求めると。ある意味では競合

する部分が出てきておりますので、僕は住宅供給公

社は独立させるべきだということを過去にも提案し

ましたけれども、土木建築部長、いかがでしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 住宅供給公社は地方住

宅供給公社法に基づいて設置されているわけです

が、その中で、新規の住宅を供給していくという業

務については今はもう停止をしている状況でござい

ます。ただ、こういった公営住宅なり、市町村営住

宅も含めてですが、そういった住宅の管理というも

のについては一定のノウハウを持っておりますし、

またこの県営住宅のように非常にボリュームの大き

いものについては、まだまだ民間ではなかなかノウ

ハウがないということもあって、住宅供給公社が北

部、中部、南部地区というところでとっているとは

思うのですが、今後、委員おっしゃるとおり、そう

いう民間の方にどんどんノウハウができて、住宅供

給公社にとってかわるような状況というものは当然

あり得るだろうと考えております。

○中川京貴委員 土木建築部長、住宅供給公社が指

定管理を受けてとりますよね。その下に民間が仕事

をしているのです。民間に少しさせるのですよね。

住宅供給公社が、例えば県営団地のガラスが割れた、

また木が倒れたとか、そういったときには近くにい

る地域の業者と契約を結んでこの業者にさせるので

すよ。違いますか。

○當銘健一郎土木建築部長 確かに通常のメンテナ

ンス、窓ガラスが割れればガラス屋さんに頼まない

といけませんし、植栽が倒れれば造園業者さんを呼

ばないといけませんし、ドアのノブが壊れれば鍵屋

さんに頼まないといけない、それは確かにそういう

ことになっております。

○中川京貴委員 ですから、これまでは例えば嘉手

納町―市町村が管理している場合は、台風の後、役

場に電話すればすぐ飛んできた。今は１週間たって

も来ない、ひどいときは２週間たっても来ないと。

管理しているのは沖縄県全体ですから、そういった

例もありますので、ぜひそういうことがないように

要望を申し上げて終わります。

○新垣良俊委員長 新里米吉委員。

○新里米吉委員 まず、土木費の繰越額が平成24年

度に比べ、平成25年度は50億2535万円、13.6％ふえ

ています。平成25年度沖縄県歳入歳出決算審査意見



－162－

書の11ページにあります。その主なものは何か調べ

てみますと、道路新設改良費105億8826万円、土木

総務費84億8946万円、これは平成25年度沖縄県歳入

歳出決算審査意見書30ページに記載されています。

この道路新設改良費と土木総務費の繰り越しについ

て説明をお願いします。

○宮城行夫土木総務課長 土木総務費の繰越額は、

沖縄振興公共投資交付金の市町村事業分となってお

ります。なお、土木総務費は前年度と比較して繰越

額が増加しておりますが、その理由は、平成24年ま

では各項に計上していた沖縄振興公共投資交付金の

市町村事業分を平成25年度から土木総務費に移して

一括計上したことによるものであります。

○上原国定道路街路課長 道路新設改良費の繰り越

し105億8826万6000円のうち、道路街路課所管分は

87億9741万7000円となっております。繰り越しの主

な理由としまして、台風の発生、接近のため工事の

進捗がおくれたこと、用地価格の問題で用地取得が

遅延したこと、物件補償において借家人との交渉に

時間を要したこと等となっております。

○中村栄秀都市計画・モノレール課室長 道路新設

改良費の繰越額105億8826万6000円のうち、沖縄都

市モノレール延長整備事業に係る繰越額が17億9084

万8000円となっております。繰り越しの主な理由と

しましては、用地交渉に不測の日数を要したこと、

それから、埋設物の移設方法など関係機関との調整

に不測の日数を要したことであります。

○新里米吉委員 それでは、不用額が21億8841万円

となっていますが、その主なものとして港湾建設費

４億6039万円、砂防費が３億7634万円、平成25年度

沖縄県歳入歳出決算審査意見書の30ページに記載さ

れています。この港湾建設費、砂防費の不用額につ

いて説明してください。

○田原武文港湾課長 港湾建設費の不用額４億6039

万円の内訳は、港湾改修事業で実施している伊江港、

渡嘉敷港などの７港の整備において、事業完了に伴

う執行残や計画見直しによるコスト縮減等による２

億7899万円、東海岸における海洋性レジャー拠点創

出事業、いわゆるソフト交付金で実施します与那原

マリーナの整備において、入札残や計画の見直しに

よるコスト縮減による8409万円、それから、沖縄振

興特別推進交付金、ソフト交付金で実施する本部港

の休憩施設の整備等において、事業完了に伴う執行

残や計画見直しによるコスト縮減等により5530万

円、需用費や使用料及び賃借料等の事務費その他で

4201万円、これらを合わせて４億6039万円となって

おります。

○赤崎勉海岸防災課長 砂防費の不用額３億7634万

円の主な理由といたしましては、緊急砂防関係対策

事業費において対象となる災害の発生がなかったこ

と及び用地の未相続等によって用地取得難から不用

としたことでございます。

○新里米吉委員 中城湾港マリン・タウン特別会計

６億564万円の繰り越しと、同じ中城湾港マリン・

タウン特別会計の中で２億54万円の不用額が出てお

りますが、これについて説明をしてください。これ

は36ページになりますが、56ページには関係機関と

の調整のおくれ等によると書いてあります。その関

係機関との調整のおくれについて、詳しく説明をお

願いしたい。

○田原武文港湾課長 まず、関係機関との調整おく

れについて説明します。中城湾港マリン・タウン特

別会計の繰越額は６億564万8000円であり、その主

なものは、工事請負費５億8415万3000円であります。

繰越理由の関係機関との調整おくれとは、新規住宅

分譲地における土地造成事業において分譲区画が11

2区画と多数であったことから、与那原町が施行す

る水道本管と県が施行する各区画への水道引き込み

管の配置計画に関して町との調整に時間を要したた

めであります。

○新里米吉委員 そして、中城湾港マリン・タウン

特別会計の単年度収支額で5188万円が赤字と審査意

見書の38ページに書いてあるのですが、そのことに

ついても説明してください。

○田原武文港湾課長 御指摘のありました単年度収

支額の赤字については、平成25年度末の繰越金、い

わゆる剰余金が平成24年度に比べ減少したことをあ

らわしているものであります。平成25年度の繰越金

が減少した理由としては、前年度の繰越金を活用し、

マリーナの浮き桟橋整備を行ったことによります。

○新里米吉委員 これは収支赤字といっても、マ

リーナの桟橋をつくったということになると、一般

的な感覚でいう赤字と意味が違うのですか。

○田原武文港湾課長 ここで示されている赤字とい

うものは単年度収支と呼ばれているものでありまし

て、当該年度、平成25年度の実質収支から前年度の

実質収支を差し引いて求めることになっておりま

す。通常、この単年度収支は赤字になるのが健全と

言われておりまして、租税徴収を行う地方自治体に

おいては、黒字が大きくなるということは、かえっ

て好ましくないとされております。

○新里米吉委員 次、主要施策の成果に関する報告
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書の中で、繰越額の大きいものを列挙して説明を聞

こうとしましたが、沖縄振興公共投資交付金、それ

から、都市モノレールについては、既に最初の質疑

とあわせて答弁で説明がありましたので省きます。

沖縄県総合運動公園プロサッカースタジアム事業

237ページ、無電柱化推進事業242ページ、港湾改修

費251ページ、社会資本整備総合交付金の浦添西原

線道路整備事業等252ページ、これはどちらもかな

りの繰越金が出ております。それぞれについて主な

理由を説明してください。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 沖縄県総合

運動公園プロサッカースタジアム事業ですが、平成

25年度予算13億3451万8000円で、そのうち９億2745

万5000円繰り越しております。繰り越しの主な理由

なのですが、実施設計の段階において、既存施設の

老朽化箇所が確認されたため、劣化調査や、また、

その対策方法の検討が必要となったことと、沖縄陸

上競技協会から施設使用の見直しの要望がありまし

た。これに対して関係機関との調整に不測の日数を

要しまして、これに伴い実施設計がおくれ、工事の

発注がおくれたことにより、年度内の完成が困難に

なったことから繰り越しております。

○新里米吉委員 そうすると、計画がかなり大幅に

おくれているということですか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 現在、プロ

サッカースタジアムの工事については全て発注して

おりまして、来年の１月末には完成することで工事

を進めている状況です。

○新里米吉委員 13億円のうち９億円も繰り越しが

出ていて、その理由の説明を今聞いたら、もろもろ

の事情で計画どおり進まないので事業実施がおくれ

ていると理解したからおくれているのかと聞いてい

るのだけれども、ちゃんと質疑に答えてください。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 当初の工程

の予定からおくれたのですが、それに関しては３月

に発注しまして、そのおくれを取り戻しているとい

う状況です。

○嶺井秋夫道路管理課長 無電柱化推進事業の繰り

越し理由につきましては２つの要因がございます。

まず１つ目が、平成24年度から事業を開始している

要請者負担方式の箇所におきまして、電線管理者と

の協議に時間を要し、設計業務の発注がおくれたこ

とから、それに伴い工事発注がおくれたものが９億

7935万2000円となっております。２つ目が、電線管

理者との合意箇所の国道390号、石垣市において、

支障物件移設の調整に時間を要したことによりおく

れたものが２億5300万円となっております。２つの

合計で12億3235万2000円が繰越額となっておりま

す。

○田原武文港湾課長 主要施策の成果に関する報告

書の本部港の整備についてお答えします。本部港の

繰越額17億983万8000円の主な理由は、防波堤沖の

位置について貨物フェリーの船社と調整したとこ

ろ、クルーズ船等が寄港することを勘案して、当初

計画の位置から110メートル沖へ移動したことによ

る防波堤の設計、検討に時間を要したことにより12

億4700万円。それから、岸壁本体であるケーソン―

コンクリートの大きな箱ですね―の製作において、

ケーソンを製作するためのフローティングドック船

が、相次ぐ台風の来襲により本部港への入港がおく

れたり、避難等を余儀なくされたことによる工事の

おくれによって４億6283万8000円が繰り越しとなっ

ております。

○上原国定道路街路課長 252ページ、ハシゴ道路

ネットワークの構築における社会資本整備総合交付

金（道路）、浦添西原線道路整備事業等の繰越額は16

億6678万1000円となっております。繰り越しの主な

理由としましては、用地単価不満や道路事業計画へ

の反対等による用地交渉の難航、隣接する他の事業

との工程調整による工事発注のおくれ等となってお

ります。

○新里米吉委員 この繰り越しの中でも、とりわけ

無電柱化推進事業が14億円余りの予算額に対して繰

り越しが12億円余りもあるんですよね。ですから、

先ほどもお話があったように早く無電柱化してほし

いというものが県民の要望で、30年もかかると言い

ながら、14億円のうち12億円も繰り越しが出るよう

なことでは困るので、これは要望ですが、しっかり

年度内でできていくようにしないと、これを繰り越

すと次の年度の分も出てくるわけだから、また繰り

越しが出ることが懸念されますので、しっかりやっ

てほしいということを要望します。

それから、国道329号の下を小波津川が流れてお

りまして、今その工事をしております。もう随分長

い期間かかっているという印象なのですね。我々町

民としては、一体いつ完成するのかということがあ

りまして、そこを早くやらないと下も上も工事が進

みにくいのではないかと思ったりするのですが、こ

んなに長期間になっている理由と工事の進捗状況、

そこはいつ完了するのか聞かせてください。

○上江洲安俊河川課長 小波津川につきましては、

平成15年度から事業着手しておりまして、整備が必
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要な延長が下流から上流まで3.8キロメートルあり

ます。国道329号から下流側の約900メートルについ

ては重点的に整備してきておりまして、一部用地取

得難航箇所を除いて、平成27年度にはおおむね整備

を完了する予定であります。今、委員がおっしゃる

国道329号の橋があります。これは直轄工事でやっ

ておりまして、県が負担金を出して工事しておりま

す。国道の工事が少しおくれぎみだということで、

聞くところによりますと平成27年度までには橋梁は

完成する予定だと聞いております。それで、上流側

についても用地買収等を進めているものですから、

平成27年度以降順次整備していきたいと考えていま

す。平成27年度におおむね下流側は概成といいます

か、完成するということになっています。

○新里米吉委員 平成25年度歳入歳出決算説明資料

の２ページを見ますと、一般会計、それから中城湾

港マリン・タウン特別会計の執行率がかなり低いで

す。先ほども、マリンタウンについては説明があり

ましたが、こんなに執行率が低い理由は何ですか。

○宮城行夫土木総務課長 まず、一般会計について

お答えしたいと思います。一般会計において執行率

が低いものとしましては、土木建築部の平成25年度

歳入歳出決算説明資料、５ページか６ページを参考

になさったらいいと思います。（目）土木総務費が

56.6％となっております。（目）土木総務費には、

市町村の沖縄振興公共投資交付金が計上されてお

り、市町村の事業進捗に伴い交付されるところです

が、市町村の事業進捗がおくれ、繰り越しが発生し

ていることが原因となっております。次に、（目）

砂防費が48.4％となっております。これは、用地取

得のおくれから工事着手がおくれていることなどが

原因となっております。そして次に、（目）港湾建

設費が54.9％となっております。これは、設計に不

測の時間を要したことによりおくれが生じたことな

どが原因となっております。そして次に、（目）土

地区画整理費が53.3％となっております。大湾東地

区において下水道工事施工中に空洞が確認され、空

洞調査及び対応策の検討に時間を要し、区画整理事

業の工事着手がおくれ、年度内の工事完了が困難と

なったことなどが原因となっております。

次に、（款）災害復旧費が57.2％となっておりま

す。これは、災害に備えての見込み予算を計上して

おりましたが、対象となる災害がなく不用額が発生

しております。これが一般会計の執行率が低くなっ

ている主な理由となっております。

○田原武文港湾課長 中城湾港マリン・タウン特別

会計の執行率が低い主な理由は、ホテル、コンドミ

ニアム予定地がございますけれども、そこに西原町

と与那原町がＭＩＣＥの誘致を表明したため、分譲

に関する整備を保留したことにより不用額が生じた

ものでございます。また、与那原マリーナにおいて、

静穏度向上のための桟橋形状の検討、それから、構

造計算等の検討に時間を要したため繰り越しが生じ

たものでございます。

○新里米吉委員 ホテル予定地は県の責任でやるこ

とになっていて、土木建築部の20年来の大きな課題

になっていますから、ＭＩＣＥはそこに置いたほう

が問題解決するだろうと思いますので、ぜひ皆さん

の課題も早く解決するように頑張ってください。

それから、少しお聞きしておかないといけないと

思っているものがあるのですが、県政プラザにおい

て大々的にシリーズで出されています。それについ

ては来年の決算の大きな課題になると思うのです

が、しかし、今執行しているのは現在の知事、部長

たちですから、それで少し事実関係、疑問点などを

お聞きしておきたいと思います。土木建築部も広報

予算を県政プラザに支出していると思うのですが、

幾ら出しましたか。

○當銘健一郎土木建築部長 この県政プラザについ

ては、私も初めて聞いたのですが、分担金があって、

幾らかの予算を計上して出していると。ただ、金額

については、今、手持ちに資料がないものですから、

わかりません。

○新里米吉委員 我々が調べたところによると、従

来、最近では県の新聞などへの広報は、当初予算で

948万円、平成22年、平成23年、平成24年、平成25

年と変わらないのですよ。今年度も948万円は変わ

らない。これにプラスして、今年度は県政プラザの

予算として2672万円の費用が出ているわけです。こ

れまでの当初予算は900万円余り、これはずっと変

わらない。それをはるかに上回る額が分担金で皆さ

ん全部集められて、調べたら皆さんも300万円出し

ている。だから、土木建築部長は知らなくても土木

建築部長以外の人が知らないということは本当はお

かしいのだけれども、そういうことで今回、突然、

急にというのか、これが出てきている。その辺を土

木建築部長が知らなかったということがびっくりな

のだけれども、これまでは出さないのに突然ことし、

従来出していない額を各部局に話をして出してもら

うということは、これはどこかで協議があったので

すか。

○當銘健一郎土木建築部長 詳しい経緯については
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よくわからないのですが、総務部から話があって、

各部から分担金を出したという経緯のようです。

○新里米吉委員 ということは、この従来の当初予

算とは別に、それの３倍近い額の2672万円を特別に

出して、それを総務部から各部局に要請をしてつく

らせたということだろうと思いますが、これは必ず

しも今でなくても、もし沖縄21世紀ビジョンを知ら

せるというのであれば、これは去年でもいいわけで

すよ。一昨年から始まっているのだから。むしろ知

らせるためだったら一昨年か去年でやるべきで、突

然今度、しかも県議会で対立点になるものの宣伝ま

でし始めているので、それが非常に気になるのは、

沖縄21世紀ビジョンの早期実現を求める県民の会と

いうところから、私にも送られてきましたよ。返信

封筒まで送られてきている。その資料とつくり方は

違っても、これに出ているものと沖縄21世紀ビジョ

ンの早期実現を求める県民の会の資料とそっくり同

じなのですよ。どうもこれは名前を見ると知事の応

援団みたいな感じなのですが、こういうあり方でい

いのかと県民が非常に疑問を持って、今、論壇など

にもかなり抗議の論調のものが出たりしている。こ

こは部長たち、ただ言われたから、はい出しましょ

うではなくて、こういったものに対しては皆さんも

しっかりとした視点、疑問を持ってほしいというこ

とを要望して終わります。

○新垣良俊委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、幾つか質疑をしたいと

思います。平成25年度歳入歳出決算説明資料からま

ずお願いしたいのですが、今、土木建築部長から説

明があった不納欠損額については、談合による賠償

金は破産して取れない状況になって不納欠損に至っ

たという説明でした。この未収金が12億円余りある

のですが、その中の７億円余りが家賃滞納だと、そ

して４億円余りが談合だと、主な未収金のようです

が、今、訴えの提起もしながら回収見込みというの

でしょうか、この家賃の７億円余りの未収金が今年

度でどう回収をされるのか、その辺の説明をお願い

したいのですが。

○嘉川陽一住宅課長 未収金につきましては、今年

度は、昨年度と比較すると716万円余りふえており

ます。理由としましては、家賃の徴収率が昨年度と

同じ87.5％でございましたけれども、調定額は過去

最高になったため、これに伴って収入額、収入未済

額、いずれも増額になったということでございます。

○仲宗根悟委員 この家賃滞納の７億円余りなので

すが、これは年間ですか、それともまた繰り越し、

繰り越しで来ている額もありますか、どうなので

しょうか。

○嘉川陽一住宅課長 収入未済額の内訳でございま

すけれども、現年度分、いわゆる昨年度の分が１億

1226万8000円でございます。それから、それ以前の

過年度に係る収入未済額が５億8880万7000円ござい

ます。

○仲宗根悟委員 そうしますと、これを積み重ねて

年度をまたいでいくと、結局は取れなくなりますよ

ね。不納欠損に至るまでの期間は５年間でしたか、

また不納欠損に至るというように予想されるわけで

すか。

○嘉川陽一住宅課長 過年度の不納額についても鋭

意徴収に努めておりまして、全体としては、その総

額はふえているというところではございません。

○仲宗根悟委員 今、県の未収入金に対して、時効

に至るまでの間に回収を一生懸命なさっているとは

思うのですが、その回収についてどういった取り組

みがなされているのか、未収金の回収作業は、今現

在、どのようになされていますか。

○嘉川陽一住宅課長 特に過年度につきましては非

常に徴収が困難だということもありまして、民間の

債権回収会社に委託をしているという状況でござい

ます。

○仲宗根悟委員 民間の回収会社に委託していると

いうことなのですが、この成果というのでしょうか、

民間に委託するほうがいいという格好になっている

のでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 過年度実績を見ますと、やは

り20年ほど前の古い債権についても回収できている

という事例も見受けられます。

○仲宗根悟委員 その場合、いろいろな事情があっ

て支払いたくても支払えない状況というのでしょう

か、家計の状態というものも審査の対象だとは思う

のですが、その辺に関しての考え方はどうなので

しょうか。

○嘉川陽一住宅課長 やはり、過年度の債権という

ことになりますと、特に県営住宅を退去されている

場合には、その方の現住所を確認しながら徴収、あ

るいは徴収のお願いをするということになりますの

で、やはり多少の困難が伴うこともございます。

○仲宗根悟委員 先ほど申し上げましたとおり、払

いたいのだけれども払える状況にないという、生活

困窮でしょうか、それともまた仕事に行きたくても

仕事が今はない、失業状態だと、収入がないのだと

いう方々も含まれていると思うのですよね。そう
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いった方々の考慮もあってしかるべきと思うのです

が、その辺についての皆さん方の考え方はいかがで

すか。

○嘉川陽一住宅課長 やはり、現時点でも生活に困

窮しているという方もいるものですから、そういう

方については徴収というものは非常に難しいところ

もあると思いますが、中には、債権会社のネットワー

クといいますか―持っている情報から、現在につい

ては、かなり立派な持ち家に住んでおられるという

方も見受けられますので、そういう方については、

また家賃のお支払いについて、再度お願いをしてい

るというところでございます。

○仲宗根悟委員 その点についても鋭意努力してい

ただきたいと思います。

あと、もう一つの４億円余りの談合の未収金です。

確認したいのですが、これは、たしか示談によって

その額どおり４億円余りでしたか。

○宮城行夫土木総務課長 （款）諸収入が４億2834

万3132円で、そのうち談合問題に係る損害賠償金が

１億8314万8675円、それから、県営住宅使用料の滞

納に係る契約解除に伴う損害賠償金が１億8410万

9500円となっております。

○仲宗根悟委員 では、その４億円についても回収

の見込みはあるということで、よろしいのでしょう

か。

○宮城行夫土木総務課長 この収入未済に係る部分

に関しては、基本的には会社が倒産しているとか、

それから、代表者が死亡しているとか不在とかとい

うことで、なかなか回収が困難な状況になっており

ます。

○仲宗根悟委員 では、この４億円余りの中から、

いずれ不納欠損に至る額も大体予想がつくのでしょ

うか、どうなのでしょうか。

○宮城行夫土木総務課長 この中に、今９月県議会

で和解を提案したものがあります。それは契約金の

10％を５％にしたので、その５％分が不納欠損にな

る予定であります。それから、例えば会社が解散、

清算した場合、終了した場合もその部分が不納欠損

になります。

○仲宗根悟委員 わかりました。

では、総括表の５ページの中の道路維持費でお聞

きしたいのですが、この道路維持費の中に道路除草

作業の費用も含まれていますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 道路維持費の中に除草の

予算も含まれております。県管理道路の除草、剪定

につきましては、平成25年度は県単独費で約４億円

程度計上しております。それで、年２回程度の除草

を行っております。

○仲宗根悟委員 今、道路管理課長の説明ですと、

年２回除草をしていると言うのですが、年２回では

相当足りないのではないかと。大体四、五回、ある

いは６回ぐらい刈らないことには、沖縄の旺盛な雑

草というのはどうでしょうか。それと、この２回と

いう回数というものは、道路管理課長自身どうお考

えですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 委員のおっしゃるよう

に、やはり年に４回、５回程度は必要だと感じてお

ります。昨年度までは予算的にも年２回程度でござ

いましたけれども、平成26年度につきましては約

8000万円程度増額をしてもらいまして、２回から３

回程度は除草を行う予定としております。

○仲宗根悟委員 以前、決算特別委員会の中で県警

からも、道路管理者である県に速やかに草を刈るよ

うに、そして、見通しのいいように、交通事故が起

こらないようにと、危険箇所も何度か指摘をしてき

ましたというお話もあったのです。道路ですから、

草を刈ってどこも見通しがいいということが非常に

いいのですが、危険箇所、特にこの交差点というポ

イントを置いて、そこは特別に例外的に四、五回で

もいいという箇所も皆さんにはあるのですか、どう

ですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 各土木事務所で危険な交

差点とか、また子供たちが利用する通学路、その辺

は優先的に２回と言わず、四、五回はやっている状

況でございます。

○仲宗根悟委員 よくわかりました。では、道路管

理課長も予算的なところがあって、全体的にもうぎ

りぎりなんだと、３回までしかできないと。四、五

回やりたいのだけれども、予算がないというお考え

なのですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今、年２回程度というお

話をしたのですが、これはあくまでも平均してとい

うことでございまして、場所によっては四、五回やっ

たり、また極端な言い方をすると１回しかできない

というところもございます。

○仲宗根悟委員 見てみますと、国道もそうなので

すが、観光立県というには余りにも草がぼうぼうと

生えていて非常に見苦しいと、通るたびによくそう

思うのですよ。先ほど、広報の予算の話もありまし

たけれども、観光という面から見ると、あるいはい

ろいろなところから見ると、予算をかき集めて除草

したらどうかと思っております。皆さん集め上手で
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すから、それで予算をつくっていろいろな事業もし

ているわけですが、その辺についてもぜひ観光と密

接にかかわりがあるわけですから、観光の予算から

繰り出せないかと思っておりますが、この辺につい

てどうお考えでしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今、観光部局とも連携を

とりまして、観光部局と沖縄総合事務局の国道事務

所も含めて連携して協議をしているところでござい

ますので、できるだけ観光部局からも予算を回して

もらえるように、やっていきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 特に国道はよく通るもので気づく

のは国道なのですが、いろいろな分離帯を越えて、

非常に危険ではないかと思うぐらい、見通しが悪い

ところをＵターンしようとするレンタカーも何度か

見かけて、観光部門でできるのであれば、この辺も

タイアップしていただきたいと要望を申し上げたい

と思います。

あと、その下の河川改良費49億6000万円余りなの

ですが、以前聞きましたら、もう30年前からずっと

整備を続けてきていて、年次的にやっているという

お話もあったのですが、この49億円余りの予算、ど

のようなところを工事しているのでしょうか。

○上江洲安俊河川課長 河川改良費といいますの

は、河川整備、それからダムの建設に関する費用と

いうことで、補助事業と県単事業を含めて８つの事

業で構成されている事業です。

○仲宗根悟委員 この河川改良費の中で、県が管理

する２級河川のしゅんせつ工事費も、その中から使

えるお金ですか、どうでしょうか。

○上江洲安俊河川課長 国庫補助で改修区間に入っ

ているところ、断面不足とか、そういった補助事業

で採択されるものはしゅんせつもできます。

○仲宗根悟委員 今、１億5000万円余りしか不用額

は残っていないのかな、どうなの。もったいないと

思うのですが、しゅんせつ要望というのはいろいろ

なところであると思うのです。各地の要望、ここも

しゅんせつしてもらいたいとか、しゅんせつするこ

とによって冠水対策にもなるのではないかという意

見もあるのですが、その辺についてはいかがですか。

○上江洲安俊河川課長 しゅんせつにつきまして

は、この河川改良費はどちらかといいますとハード

整備なのですが、県単事業で河川維持費というもの

がございます。その中で優先順位をつけて、各土木

事務所でしゅんせつ、除草等も含めてやっておりま

す。

○仲宗根悟委員 それと、先ほど不用額の理由の中

に、災害復旧費はかなり災害が少なかったというこ

とで不用額になってはいるのです。先ほどと関連す

るのですが、予算の使い方ですが、優先順位をつけ

ながら、非常に待っているところと、あるいは、新

里委員あたりもいらいらして、早く工事が進まない

かというお話もあるのです。豪雨があったり何やか

んやするわけですから、災害復旧費の21億円余りも

残しているわけですから、その辺についてもいろい

ろ組み立てしながら補正を組んだり、あるいは流用

というのか、そういった形で使えないものかと思う

のですが、その辺についていかがですか。

○赤崎勉海岸防災課長 災害復旧費については、公

共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害

復旧事業費に充てるための予算として、当初予算で

計上しているものでございます。この使途について

は、異常な天然現象―これは暴風雨とか台風等によ

り被災した公共土木施設、河川の護岸であったり海

岸の護岸、あるいは道路、港湾の施設を原形に復旧

するための調査測量設計、それから用地及び補償費、

工事に充てるための予算であります。

○仲宗根悟委員 災害復旧費は豪雨だとか特別な事

情によって使うお金と言っているのですが、中川委

員も言ったように、そのときにしか感じないのです

よね。常、平生からやってさえすれば、そんなにも

被害は出ないだろうと予想もつくわけなのですが、

一旦豪雨が来て、初めてその状況というものがわか

るわけなのですよね。やはり、その辺のところも理

由づけもしながら、どうにか災害復旧費21億円も、

なかったから使いませんでしたというものを、むし

ろこれから起こりますと理由づけできないものかと

思うのですよね。その辺のところ検討していただき

たいと思います。

あと、駐車場事業特別会計です。この雑入が利用

実績収入なのかと思うのですが、これも説明をお願

いしたいのです。

○嶺井秋夫道路管理課長 駐車場事業特別会計の雑

入は、指定管理者が県に対して納付する固定納付金

となっております。

○仲宗根悟委員 これは別に駐車場を利用した方々

の利用料という形で計上されている額ではないので

すか。

○嶺井秋夫道路管理課長 指定管理者が駐車場料金

を全部いただきまして、その中から県に対して平成

25年度は約6600万円の固定納付金を支払うことに

なっております。

○仲宗根悟委員 １日の平均の利用台数というので
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しょうか、利用者数というものはわかりますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 平成25年度の利用状況が

日平均499台となっております。ちなみに、平成24

年度は450台ということで49台増となっております。

○仲宗根悟委員 駐車場運営の中で、何台来たらペ

イするという収支バランスというものはあります

か、それはないですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今、収支バランスという

ところまでは確認しておりません。

○仲宗根悟委員 教えてもらいたいのですが、１回

の利用制限というのでしょうか、駐車場を私たちが

利用する場合は時間で料金を払うのですが、１日だ

とか、２日だとか、３日、長時間、長日数にわたっ

ても利用できる状態でしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 駐車場の利用料金につき

ましては１時間当たり300円を設定しておりますが、

上限を1200円として４時間以降は一定と。これはあ

くまでも１日当たりですが、日を越しますとまた再

度クリアされます。

○新垣良俊委員長 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 土木建築部長の読み上げ文に沿っ

て、それから監査委員からの平成25年度沖縄県歳入

歳出決算審査意見書を含めてお聞きしたいと思うの

です。まず最初に、土木建築部の不納欠損が１億721

万26円となっていますが、土木建築部長はこの金額

についてどう思われているのかを先に聞きたいと思

います。額を聞いているのではないですよ。その認

識を土木建築部長に、今、聞いているのです。不納

欠損について、今、これだけの不納欠損が出てしまっ

たけれども、これについてどう思っているかという

ことをお聞きしたい。

○當銘健一郎土木建築部長 委員から御指摘のあり

ますように、不納欠損額は全体で１億円を超える額

の不納欠損金となっております。ただし、その内訳

を見ますと、ほとんどが談合問題に係る違約金関係

でございますので、これは相手方の会社の破産など

によって債務が消滅したり、あるいは和解成立に

よって10％を５％にしている関係で、その５％分が

不納欠損になっているということでございますの

で、ある意味少しやむを得ないような部分もあるの

ではないかと考えております。

○奥平一夫委員 それでは、さらにお聞きしますけ

れども、この５年間の不納欠損の総額は幾らになっ

ていますか。担当課長、誰かわかりましたら。

私が言いたいのは、毎年同じような不納欠損が出

ているということをぜひ皆さんに認識していただき

たい。これは本当に努力すれば取れるべきものが

あったはずなのですね。それは、今の談合問題につ

いては非常に厳しい、確かに難しいところもあった

かもしれませんが、ただ、それでよしという答弁は

少し僕は納得できないし、もう少し不納欠損につい

ての姿勢はきちんとしていただきたいという思いで

お聞きしました。これはもう正直言って、権益にも

もとるし、あるいは税の公平負担という観点からし

ても全然よくありませんので、この辺はしっかり

やっていただきたいということです。

これにつながるだろうと思われる収入未済額12億

951万円も非常に心配をしておりますけれども、こ

れについての認識もお聞きしたいと思います。土木

建築部長の認識でいいです。

○當銘健一郎土木建築部長 収入未済額につきまし

ては12億円余りということで非常に大きいわけです

が、これについて内訳としては、県営住宅の使用料

と手数料が７億円余り、あと諸収入の中の４億円と

いうものは、これはまた先ほどの談合問題に係る金

額となっております。県営住宅の使用料につきまし

ては、やはりこれは徴収をする努力を積み重ねてい

かないといけないと思っております。ただし、先ほ

ど仲宗根委員からもございましたように、もともと

が住宅に困窮する低額所得者を対象としております

ので、払いたいけれどもなかなか払えないという方

がいることもまた事実でございます。ただ、やはり

払える資力のある方も当然いるわけで、そういう方

は探し出してでもきちんと払っていただくという努

力を地道に重ねていくことが必要だろうと考えてい

ます。

○奥平一夫委員 僕は、土木建築部長の読み上げ文

で収入済額の調定額に対する割合、いわゆる収入比

率は98.7％ですと。これは確かに98.7％ですが、こ

れだけ徴収していますと言わんばかりのことなので

すが、私が問題にしたいのは収入未済額なので、こ

ういう書き方もいかがなものかと思います。もちろ

ん、努力をこうして示していくということも確かに

気持ちはわかりますけれども、収入未済額に対する

心構え、やはりきちんとしていただきたいと思って

おります。

それから、支出済額の予算現額に対する割合、い

わゆる執行率が67.6％、この原因についてお聞かせ

ください。細かい話ではなくて、これは例えばこの

執行率が67％というものは平成25年度だけなのか、

それとも前年はどうだったかということも含めてお

聞かせください。
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○宮城行夫土木総務課長 平成25年度の一般会計、

特別会計の執行率が67.6％、平成24年度が67.8％、

それから平成23年度が74.5％となっております。

○奥平一夫委員 土木建築部長、これは高いと思い

ますか、低いと思いますか。

○當銘健一郎土木建築部長 執行率がやはり最近は

60％台となっているのは、私は低迷している状況だ

と思っておりますので、この執行率を高める努力と

いうものは当然していかないといけないと考えてい

ます。

○奥平一夫委員 きのうも監査委員との質疑の中で

もやはりいろいろありました。特に土木建築部がか

なり高くて、それから、その中にある下水道もかな

りそのようによくない状態なのですね。ですから、

その執行率がなぜ低いかと、いろいろ理由はありま

すけれども、私は少し仕事がふえ過ぎていないかな

と思うのですが、いかがですか。

○當銘健一郎土木建築部長 平成24年度からの新し

い振興計画に基づいて、御存じのとおり、公共事業

の予算も平成24年、平成25年、平成26年とどんどん

ふえてきているということは事実でございます。ま

た、それに見合った執行体制をきちんと組んでやっ

ていかないといけないというところが、少しおくれ

ている部分は若干あるだろうと考えています。

○奥平一夫委員 行革で大分人減らしをされてきま

したね。かなり重要なポストを持っている皆さんも

やめていかれたり、あるいはいろいろ回ったり、こ

の辺についてはどう思われますか。執行を上げるた

めのね、どうですか。

○當銘健一郎土木建築部長 行革は行革でそれなり

の目的を持ってやっているわけでございますけれど

も、ただ、こういう公共事業がふえるような状況に

なれば、それに対応して執行体制も、組織、定数を

含めて、改めて考えていく必要は当然あると考えて

います。

○奥平一夫委員 それを要望していこうという気は

ありますか。

○當銘健一郎土木建築部長 まず、この繰り越しの

理由でいろいろとありますけれども、その中の最大

の原因というものがやはり用地、そして補償といっ

た第三者の交渉相手のある事柄についてなかなか進

捗しないと。そしてまた、用地が取得できず、ある

いは物件が補償できなければ、そこに工事を入れる

ことができませんので、工事もどんどんおくれてい

くということになります。したがって、まず私ども

としては、用地関係職員なり、せんだっては南城市

からも南部東道路について現場事務所をつくっても

らいたい、土地も建物も提供すると、あるいは南城

市からも職員を派遣してもいいと、いろいろなそう

いうこともございました。南城市の南部東道路など

も用地取得がおくれているという実態があるわけで

ございまして、やはりそこら辺は次年度に向けて組

織定数をきちんとした形で、これは県の総務部当局

に要求していこうと考えています。

○奥平一夫委員 この執行率が非常に低いというこ

とが、県民生活にどのような影響を及ぼしていると

感じますか。

○當銘健一郎土木建築部長 県民生活への直接的な

影響といいますのは、やはり繰り越しが多くなれば、

本来県民生活が向上するであろう生活利便施設とし

ての道路とか、公園とか、そういうものの供用開始

がおくれるわけですから、そういった影響は当然あ

るでしょうと思います。また、こういう公共事業を

発注するものにつきましては、県の経済を引っ張る

一つの要因でもありますけれども、それがまたおく

れると。そしてまたおくれると、その繰越予算が次

年度の現年度予算の足を引っ張るということで悪循

環に陥る部分もありますので、これはしっかり対応

していく必要があると思います。

○奥平一夫委員 そうですね。そういう意味で本当

に執行率を上げるためには、やはり執行体制をしっ

かり確保してその仕事に当たっていくということが

非常に大事かなと思いますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

それから、不用額が29億円もありますけれども、

これはどういう理由でしょうか。それと、その不用

額というものはどうなっていくのですか。

○宮城行夫土木総務課長 土木建築部における不用

額は全体で29億4614万8045円となっており、一般会

計が24億169万7910円、特別会計が５億4445万131円

となっております。不用額の内訳と主な原因としま

しては、一般会計の（項）河川海岸費が６億668万

3813円で、主な理由は、災害の発生が見込みより少

なかったことや用地買収困難によるものとなってお

ります。そして、（項）港湾費が５億2661万1698円

で、主な理由は、港湾改修事業で実施している伊江

港及び渡嘉敷港の７港の整備において、事業完了に

伴う執行残や計画見直しによるコスト縮減等による

ものとなっております。また、（項）道路橋りょう

費が３億3186万8258円で、主な理由は、国直轄事業

県負担金支出事業の内示減に伴い、県負担額が減に

なったこと及び用地買収困難等によるものとなって
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おります。特別会計の不用額の内訳の理由としまし

ては、下地島空港特別会計、それから、下水道事業

特別会計、中城湾港マリン・タウン特別会計におい

て不用額が発生しております。

○奥平一夫委員 その不用額というものは実際どこ

へ行くのですか、国庫に戻るのですか。それとも一

般会計に戻ってくるのですか。これだけの金額がど

こへ戻ってくるのですか。どのように会計処理をし

ているのですか。

○宮城行夫土木総務課長 基本的に支出がないです

から、国庫に関しては収入がありません。県の一般

財源に関しては、そのままということになります。

○奥平一夫委員 もう一回詳しく、わかりやすく。

○宮城行夫土木総務課長 国庫事業に関しては、基

本的に支出がないと国庫からの受け入れがありませ

んので収入がありません。県費に関しては、翌年度

にまた事業等に活用できます。

○奥平一夫委員 次、下水道事業特別会計について

伺います。この下水道事業もかなり繰り越しがあり

ますよね。これも例年同じような比率で繰り越して

いるのでしょうか。

○下地栄下水道課長 本年度は33億5882万円の繰り

越しですが、そのうちの28億3941万9000円が契約繰

り越しとなっております。

○奥平一夫委員 ですから、その契約の繰り越しな

のですが、なぜ契約がおくれたのですか。

○下地栄下水道課長 代表的な例ですが、宜野湾浄

化センターにおいて、汚泥処理棟の基礎工事で少し

かたい層があったものですから、そこの施工に手間

取った関係で関連の工事の発注がおくれて繰り越す

という状況になった次第です。

○奥平一夫委員 冒頭言いましたように、この繰越

額といいますか、繰越額比率ですか、それは大体毎

年このようなものですか。

○下地栄下水道課長 繰越額の縮減については毎年

頑張っているつもりなのですが、例年このぐらいの

ところで推移しているという状況にあります。

○奥平一夫委員 土木建築部長、今の答弁について

どう思われますか、毎年だそうですよ。

○當銘健一郎土木建築部長 やはり、繰越額は、先

ほど申し上げましたように、縮減する対策をとる必

要があると思っております。

○奥平一夫委員 いやいや、土木建築部長、それだっ

たら誰でも言えますよ。やはり危機感もないのです

よね。確かにおっしゃっていますように、職員の確

保がなかなかままならないということもあって、も

う少しその辺のところを緊張感を持って、やはり執

行体制がどうなるか、現場にきちんとした人材をど

う確保できるかというところを、「やります。」とか

「やらなければならないですね。」とかという答弁

ならわかるけれども、そういうことではなくて、も

う一度その辺の視点からお話しできますか。

○當銘健一郎土木建築部長 毎年やはり繰越額もふ

えていく状況ですので、これは何とかしないといけ

ないと考えているところです。そこで、先ほども申

し上げましたとおり、まずは執行体制をしっかりさ

せるということで、これは組織定数でもきちんと対

応してもらおうということで取り組んでいきたいと

考えています。

○奥平一夫委員 下水道事業では、今、不用額が２

億円出ていますよね。下水道課長、これはどういう

ものがありますか。

○下地栄下水道課長 ２億円の繰り越しの大部分が

維持管理で不用を出しておりまして、それは、当初

見込んでいたよりも人件費が安く上がってしまった

とか、光熱水費、あと修繕料とか、そういったもの

で執行残が出ております。

○奥平一夫委員 それでは次に、談合に係る賠償金

の総計というものは、例えば下水道事業ではわかり

ますか。急で申しわけないですが、総額で幾らか。

○下地栄下水道課長 賠償金の金額の残額ですが、

２億7265万2973円となっております。

○奥平一夫委員 総額で２億7000万円ということで

すか。

○下地栄下水道課長 そうです。

○奥平一夫委員 今、残と言わなかったですか。

○下地栄下水道課長 残ですね。

総額が６億3245万8785円で、和解による不納欠損

額の３億5980万5812円を控除しますと、残額が２億

7265万2973円となっております。

○奥平一夫委員 今後の収入見込みはございます

か、これで終わりですか。

○下地栄下水道課長 先ほどの件ですが、収入未済

額は2823万6960円となっております。それから今後

の予定ですが、調査会社とかそこら辺に委託しまし

て、回収の計画も検討しております。

○奥平一夫委員 いわゆる談合に係る賠償金という

ものは、多分５年、６年ぐらい前ですよね。そうす

ると、この不納欠損は平成25年度から発生している

のでしょうか。それとも平成24年度から。

○宮城行夫土木総務課長 談合問題に係る調停が平

成22年12月10日に県議会に提出されて、それ以降調
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停が成立していますので、平成22年度から不納欠損

額が発生しています。

調停においても、基本的には例えば特Ａ企業に関

しては契約額の10％を５％にして、その５％が不納

欠損となっております。

○奥平一夫委員 了解しました。次に、土木建築部

の最後のほうの中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造

成事業特別会計は、予算が9364万円となっています

けれども、平成25年度はこれはどういう事業を扱っ

ているのですか。

○田原武文港湾課長 中城湾港泡瀬地区につきまし

ては、先行で漁業補償をしておりますので、その償

還ということになります。

○奥平一夫委員 では、現在は償還分だけ9000万円

出ているのですが、この埋め立てとか、いろいろな

そういう土木事業というものは、どこまで進んでい

るのですか。

○田原武文港湾課長 臨海債については、工事はま

だやっておりません。

○奥平一夫委員 これはいつまでの事業ですか。

○田原武文港湾課長 県の事業は平成32年度までと

なっております。

○奥平一夫委員 トータルでお聞きしたいのです

が、国も含めた事業はいつ完了するのですか。平成

25年度までの進捗率も教えてください。

○田原武文港湾課長 国は、埋立土量ベースで43％

の進捗率となっております。県の場合は現在埋め立

てしておりませんので、事業費ベースでいきますと

18％ということになっております。

○奥平一夫委員 これは計画どおりの日程で完了す

ると考えているのですか。

○田原武文港湾課長 現在、平成32年度完了を目標

に事業を進めております。

○奥平一夫委員 だから、この進捗からして平成32

年度までに完了するという見込みは、あるのですか

と聞いているのです。

○田原武文港湾課長 平成32年度完成目標で現在事

業を進めておりますので、平成32年度に完成を今考

えております。

○奥平一夫委員 そうでしょうね。そういう答弁し

かできないと思います。

下水道はもう一つ、実は事業として取り上げよう

と思ったのですが、時間もないので、最後に主要施

策の成果に関する報告書253ページ、沖縄建設産業

グローバル化推進事業をもっとかみ砕いて話してい

ただけませんか、説明をいただきます。

○宮城行夫土木総務課長 本事業は建設産業の新分

野、新市場の開拓を促進するため、県内建設関連企

業等が経済成長の著しいアジア等へ事業展開するこ

とを支援するもので、事業期間が平成25年度から平

成28年度までを予定しております。

○奥平一夫委員 これは例えば、今でもアジアで起

業している中小企業というものはたくさんあると思

うのですが、何社ぐらい東南アジアに行っているの

か把握していますか。

○宮城行夫土木総務課長 海外展開している企業に

関しては、今のところ把握しておりません。

○奥平一夫委員 この実績についてわかりやすく教

えてください。この事業内容が、計画と実績で少し

何かずれている感じがするのですが、この辺につい

ても教えてください。

○宮城行夫土木総務課長 平成25年度の実績という

ことに関しては、アジア等海外建設市場への参入意

欲のある企業または企業グループを９社から７グ

ループ選定し、その企業が海外市場調査に出かけて

おります。

○奥平一夫委員 この主要施策の成果に関する報告

書の中では、「委託業者の選定や企業公募などに時

間を要したため海外市場調査の期間が十分に確保す

ることができなかったことから」とありますけれど

も、これはどういう意味ですか、説明してください。

○宮城行夫土木総務課長 平成25年度はこの事業の

当初だったものですから、まずこの事業を委託する

企業の選定に時間を要したということと、それから

さっき言ったように、進出企業を９社から７グルー

プを選定するために時間を要したということになっ

ております。

○奥平一夫委員 普通はいろいろな予備調査、市場

調査をして、本当にどれぐらいの需要があるのか、

あるいは県内企業でどれぐらい要望している企業が

あるのかということを調査するのではないですか。

何でそういう業者選定に手間取って、９社から７グ

ループを選択するのに、これだけ期間を要したとい

うわけですか、１年間もかけて、おかしいのではな

いですか。

○宮城行夫土木総務課長 まず、受託する企業を選

ぶのに企画コンペというか、そういうプロポーザル

なので、それに大分時間を要します。それから、事

業所を選定した後、今度は参加する企業に関しても

公募になりますので、それに関してもまた委員会を

開いて、そこで選定するということで時間を要して

おります。
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○奥平一夫委員 こういうのはもっとスピードを上

げてやらないと全く意味ないと思います。こんなも

のに１年もかけて、2000万円以上の金をかけてこん

なことをやっていて、また今年度多分やっているで

しょうけれども、こんなものはスピードを上げてや

らないと、私の知っている紺野さんという方は、も

う今、東南アジアでも３つ、４つぐらいの事業を展

開して、これは２年前ですよ。これだけの事業をやっ

て、若い人が起業をするために、参入をさせるため

にいろいろ連れて行ったりしている方がいるのです

よ。だから、そのようにもっとスピードを上げてや

らないと、これはいいアイデアだと思います。グッ

ドアイデアだと思いますけれども、本当にこれだけ

の事業費をかけてやるのだったら、しっかり効率を

上げてやるという気構えがないと、こんなのでは絵

に描いた餅になって終わりますよ。最後になります

けれども、土木建築部長、その見解はどうですか。

○當銘健一郎土木建築部長 これは県内企業の海外

展開を支援する非常にいい事業だと思っておりまし

て、いろいろな企業グループがエントリーをしてき

て、そのうち７企業グループに対して支援をすると

いうことをやっております。ただ、企業を選ぶ段階

では公募をして、プロポーザルをして、それに対し

て、やはりきちんとした委員会で選んでいただかな

いと、行政側だけで選ぶというわけにいきませんの

で、それで少し時間を要したということもあります。

また、そのプロポーザルの中でも海外に展開してい

くという意味においては、実現性とか継続性、会社

の体力、いろいろなことを勘案する必要があったと

いうことで少し時間がかかっておりますけれども、

今後スピードアップして、しっかり支援していきた

いと考えております。

○新垣良俊委員長 休憩します。

午後０時16分休憩

午後１時32分再開

○新垣良俊委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 主要施策の成果に関する報告書の

中からお願いします。これは242ページの無電柱化

推進事業なのですが、共同溝という表現をされてい

るのですが、どういう業種で共同しようという計画

なのですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 電線共同溝方式について

御説明いたします。電線共同溝方式は、電線共同溝

の整備等に関する特別措置法に基づき、２つ以上の

電線を収容する施設となっております。現在、利用

者としては、沖縄電力株式会社、あと、西日本電信

電話株式会社、沖縄ケーブルネットワーク株式会社、

株式会社ＵＳＥＮ等の利用がございます。

○新垣清涼委員 国道58号なども牧港あたりまで大

謝名付近でも進んでいるのですが、電話線がまだぶ

らぶら下がっているものですから、それはいつごろ

の予定なのですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 電線共同溝の利用者につ

きましては、計画策定の際に占用予定者を確認して

おりまして、道路管理者が管を敷設した後に利用す

ることになります。現在、電気利用者は利用されて

いて、電話関係はまだということでありましたら、

多分追っかけてやることになるかと思います。

○新垣清涼委員 年次計画、皆さんからいただいた

資料なのですが、宮古島市の国道390号、これは合

意路線と要請者負担との２つに分かれていて、その

説明をお願いします。

○嶺井秋夫道路管理課長 合意路線と要請者負担方

式の２通りございますが、合意路線につきましては、

電線管理者を含む沖縄ブロック無電柱化推進協議会

において、この電線管理者、または道路管理者が合

意した路線となっております。要請者負担方式の箇

所につきましては、その合意路線から外れた箇所に

つきまして、重要な箇所を電線管理者が負担する予

算を道路管理者が負担して実施する事業となってお

ります。

○新垣清涼委員 そうしますと、この割合というも

のは、その路線の中でその後現場でしかわからない

ということになるわけですか。同じ路線で２つに区

切られているものですから。

○嶺井秋夫道路管理課長 合意路線につきましては

５カ年計画を立ててやりますので、その時点でこの

合意路線の区間がどこからどこまでということが

はっきり決まりますので、そこから外れた箇所が要

請者負担ということになります。

○新垣清涼委員 次に、公営住宅の整備事業ですが、

先ほども少しあったのですが、県営住宅については

皆さん建てかえの計画が出ていますよね。おおむね

昭和50年前後に建てられたものの改築計画が出てい

るのですが、住宅供給公社が建てたものについては

皆さんの関係としてはどうなのでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 住宅供給公社につきまして

は、平成26年３月に沖縄県住宅供給公社賃貸住宅等

ストック活用計画を策定しております。これによる

と、当蔵賃貸住宅、小禄賃貸住宅、美里団地、赤道
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団地、愛知団地につきましては、住宅供給公社によ

る建てかえの検討、嶺井団地につきましては、地元

自治体による建てかえを検討するとなっておりま

す。

○新垣清涼委員 先ほども午前の質疑の中で土木建

築部長は、住宅供給公社は今は建てかえをやってい

ないという話でしたが、今の答弁からすると、住宅

供給公社は今後もそういう建てかえをして提供して

いくという考え方になっているのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 午前中お答えいたしま

したのは、住宅供給公社においては新規供給はして

いないということでございまして、建てかえについ

てはやっていないというわけではございません。た

だ、建てかえをするにいたしましても、今、住宅供

給公社の経営自体が非常に厳しい中で、自前で建て

かえるということがなかなか難しいので、いろいろ

国庫補助事業などを活用した形で建てかえができな

いかと。その一つとして、先ほど住宅課長から言い

ましたような嶺井団地とか、あるいは当蔵賃貸住宅、

そういったところを国庫補助事業が導入できそうで

すので、建てかえの方策を模索しているところでご

ざいます。

○新垣清涼委員 赤道団地ですが、かなりセメント

の剥離があって非常に危険な状況なのですよ。これ

は前にも私は一般質問でも取り上げたのですが、そ

の後全然進展もないようで、どんどん剥離する状況

が進んでいるのですね。子供たちが下で遊んでいる

と３階から落ちてくる。たとえ小さな破片だとして

も、これは人身事故につながる可能性があるので、

やはり県としては役員を送っていらっしゃるわけだ

から、そういう意味では、また先ほども言ったよう

に、理事には皆さん入っていらっしゃるわけだから、

しっかりと指導というか、そういう方向性を出して

いただきたいと思うのですが、どうでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 住宅供給公社の賃貸住宅につ

きましては、一番最大の団地であった豊見城団地に

ついては、県と豊見城市で建てかえを行ったところ

でございますが、残りの６団地につきましてはやは

り老朽化が非常に進んでいるということで、部分的

に今補修を入れながら、何とか危険を回避している

という状況ではありますけれども、やはり抜本的に

は建てかえというところを目指していきたいと考え

ております。

○新垣清涼委員 ぜひそれは県で指導しながらやっ

ていただきたいと思います。

それから次に、これは244ページの土砂災害対策

なのですが、これは実績としてかなり上がっている

のですが、その箇所、危険でやった箇所、説明をお

願いできますか。

○赤崎勉海岸防災課長 県内の急傾斜地等の土砂災

害危険箇所は1032カ所あります。そのうち保全人家

が５戸以上ある684カ所について土砂災害防止対策

工事を行うこととしております。平成25年度末まで

の整備済み箇所は123カ所、整備率は18％となって

おります。現在、10カ所で土砂災害防止対策工事を

実施している状況でございます。

○新垣清涼委員 今度の去る台風18号、19号を含め

て、この皆さんが指定している箇所で崩落したとか、

そういう箇所はありませんか。

○赤崎勉海岸防災課長 去る台風19号による土砂災

害の箇所なのですが、全部で12カ所土砂災害がある

という報告を受けております。そのうちの３カ所に

ついて急傾斜地の崩壊、危険箇所ということになっ

ております。

○新垣清涼委員 これは皆さんの優先順位から外れ

ていたわけですよね。それで今回そういう事故に

なっていると思うのですが、そういう箇所はなぜそ

うなったのか、調査が弱かったのか、そこら辺の原

因としては何を想定していますか。

○赤崎勉海岸防災課長 先ほども御説明いたしまし

たけれども、危険箇所が1032カ所あるのですが、整

備をするときには法律で区域を設定しないといけな

いということになりまして、その法律で区域設定す

るのが家屋が５戸以上あるところでございます。今

回の３カ所の危険箇所については、そこから外れて

いたりとか、あるいはそういうところの可能性があ

るということで、今現在、調査をする必要があると

考えております。

○新垣清涼委員 では、その３カ所については、そ

ういう家屋の被害はないと理解していいのですか。

○赤崎勉海岸防災課長 本部町谷茶においては落石

がありまして、これについては鉄工所の作業所が一

部損壊しております。あと国頭村伊地については、

これは土砂が流出したのですが、そこについても住

宅が一部損壊しているというところでございます。

○新垣清涼委員 法律ではそういう５戸以上という

ことがあっても、近くに県民が住んでいる、あるい

はそういう使っている工場なり、そういったものが

あれば、やはりそういったものを先に優先してやる

べきではないかと思うのですが、その辺はどうで

しょうか。

○赤崎勉海岸防災課長 先ほど急傾斜地等の整備に
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ついてはそういう区域を法律で指定して、それから

事業に着手することが原則でございますので、それ

に当てはまらない、あるいはそれ以外の箇所につい

ては他の事業等も勘案しながら、そういう市町村と

連携をして対策をしていきたいと考えております。

○新垣清涼委員 ぜひそういった地域に関しては、

人身に被害が起こらないうちに対策をとっていただ

きたいと思っています。

次に、230ページの水環境創造事業ですが、この

範囲というのは毎年ふえるのでしょうか。広げてい

るのでしょうか、どうなのでしょうか。

○下地栄下水道課長 現在、再生水が利用できる区

域は、那覇新都心地区、県庁周辺地区、本年度供用

予定の那覇空港地区となっております。毎年ふえる

とかそういうことはなくて、一応事業自体は平成26

年度で終了ということになっております。今後につ

いては、状況を見きわめながら再度計画を練り直す

こととなっております。

○新垣清涼委員 では、今年度でもう配水できる、

利用できる地域は終わり、配管は終わるということ

でいいのですか。

○下地栄下水道課長 はい、県が送水管を整備して、

那覇市が施設への配水管を展開していくのですが、

県の送水管の整備としては終わりということになっ

ておりまして、那覇市の事業は今後も続くというこ

とになります。

○新垣清涼委員 わかりました。そうしますと、今

これは那覇新都心地区、それから県庁周辺、空港、

浄化センター近辺ですか、この辺の利用状況という

ものはどのようになっていますか。処理水と利用水

はどのぐらい使われているというか。

○下地栄下水道課長 那覇市の浄化センターで再生

水をつくっているのですが、那覇浄化センターの平

均の処理水量としては13万トンぐらい汚水が入って

きて放流しているわけですが、再生水の供給量とし

ては平成25年度現在で685立米パー日となっており

ます。

○新垣清涼委員 量はここに出ているのですが、何

世帯とか何カ所とか、そういうことを。

○下地栄下水道課長 再生水の供給予定の計画とし

ては75の施設がありまして、現在のところ54施設が

接続済みということになっております。

○新垣清涼委員 これはこれからも推進していかれ

ると思うのですが、県は再生水をつくる。そして那

覇市がつなぐのは進めていくという仕事の役割分担

になっているのですか。

○下地栄下水道課長 はい、委員がおっしゃるとお

り、県が送水管を整備したところから建物まで那覇

市がつなぐ。と同時に料金徴収も那覇市が行ってい

るという役割分担になっております。

○新垣清涼委員 沖縄の場合はかなり道路の植栽な

ども、御成橋通りですか、そこは植栽升じゃなくて

植木鉢みたいな感じでやられているのですね。そう

すると、二、三日雨が降らなかったりすると水を上

げないといけないのですよ。この間も、私は毎日こ

こを通るのですが、二、三日雨が降っていないと葉っ

ぱがしおれてくる。そういう状況があるので、やは

りそういう散水業者が、ところどころ受水できるよ

うな施設というものも県で準備しているのでしょう

か。

○下地栄下水道課長 再生水といえども、水道ほど

の値段ではございませんけれども、料金的には１立

米200円掛ける消費税ということで供給しておりま

す。道路の植栽等へ散水する分については、何も再

生水程度の水質を要求されるわけではないものです

から、例えば那覇浄化センターの放流口から、そう

いう業者さんがくみ水をして散水するということ

は、無料で提供しております。

○新垣清涼委員 要するに枯れるような状況がある

ものだから、水がなくてやっていないと僕は思った

ものだから、それで今お尋ねしているのです。県も

県道をいろいろ管理されていると思うのですが、道

路をつくって木を植えますね。そうすると、これは

宜野湾市のパイプライン通り、浦添市との間に最近

開通しています。木は植えておりますが、その後に

管理が弱くてススキが生えているのですよ。それは

皆さんパトロールして、こういうものはチェックし

たときに、掃除というものはどの割合でされている

のですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 道路のパトロールにつき

ましては、基本的に２日に１回程度行っております

が、今、委員がおっしゃいましたススキとか雑草に

つきましては、可能な限りパトロールをしながら、

すぐに必要なところはやってはいるのですが、それ

以外の箇所につきましては、先ほどから申し上げて

いますように、年に２回程度しかできないというこ

とで、その辺につきましては、また地域のボランテ

ィアの方々にも協力していただいてやっているとこ

ろではございます。

○新垣清涼委員 道路管理に関しては、要するにそ

この歩いている距離を、しかも草がぼうぼう生えて

から、今、年に２回とおっしゃっているのですが、



－175－

そうではなくて、やはり本当に何十万円単位でもい

いから、要するに小口というか、小さな作業も発注

して、ススキなんかだったら、小さいうちだったら

すぐ取れるのですよ。ところが、あれはかなり伸び

てくると、根っこは強いですから、取りにくいです。

時間がかかります。

そういう意味で、宜野湾北中城線の新城で擁壁の

排水口にウスクガジュマルが入って、撤去するとき

にかなり予算がかかったと思うのです。ああいうも

のを小さいうちに発見して取ってしまえば、人の手

で引っ張れたのが、何百万円という金をかけないと

できないと思うので、パトロールもいいのですが、

職員の皆さんはいろいろな道路を通って各地から県

庁へ登庁されると思うのですね。出勤されると思う

のです。せめて土木建築部の皆さんは、そうやって

道路の状況、壊れた状況だけではなくて、植栽の状

況などもチェックをして、どこかでそういう報告す

るような体制づくりはできないですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 委員、貴重な御提言あり

がとうございます。今と言いますか、私どもも最近

道路管理瑕疵の問題とか結構出てきておりますの

で、近々土木建築部内の課所長会というものがござ

いまして、その場をかりて各所属長の方に私どもか

ら、もし道路の異常点が発見された場合には報告し

てくださいと、それを土木建築部の職員全体に知ら

しめて、やりたいと思っております。

○新垣清涼委員 これは皆さん車を持っていたり、

歩行もそうですが、気づいた方が県の職員としてぜ

ひそこは目配りをしてほしいなと。その道路の傾き

だったり、そういう雑草の多いところだったり、ご

みの投げ捨てが多いところだったり、そういった中

で、ぜひどこかで集約するような仕組みをつくれば、

みんながやると思うのです。そういう仕組がないと

なかなか言いにくい、人のことまでは口出しできな

いところがあると思うので、ぜひそれはやっていた

だきたいと思います。

○新垣良俊委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 最初に、橋梁長寿命化修繕事業があ

りますけれども、例えば３・11があって、全国的に

国土強靱化計画とか防災・減災計画とか、いろいろ

な取り組みがなされてきましたけれども、県内にお

いての橋梁の老朽化とか、そういう保全改修事業と

か、その辺の実態調査などはなされておりますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 沖縄県の管理する道路に

かかる橋梁672橋について、平成19年度から平成21

年度に点検を実施しまして、平成22年度までに橋梁

長寿命化修繕計画を策定しております。沖縄県橋梁

定期点検マニュアルに基づき５年ごとの点検を行う

こととしておりまして、平成24年度から平成25年度

にかけまして２回目の点検を終えたところでござい

ます。また、今年度から道路法施行規則の改正によ

り、５年に１度の近接目視による定期点検が義務づ

けられているところでございます。

○金城勉委員 この241ページの資料の中には、道

路保全事業として繰り越しが12億円、パーセントに

して約三十五、六％ぐらいの繰り越しがあるのです。

結構大きな繰り越しになっているのですが、そのい

わゆる強靱化計画、防災・減災の視点からすると、

少し疑問に思うのですが、この辺の中身を説明して

もらえますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 繰越理由につきましては

何件かございますが、代表的なものを申し上げます

と、入札不調が結構ございまして、それを踏まえて

工事内容や入札方式を見直したことがまず１つござ

います。次に、ヤードに用いる隣接地の借地交渉に

不測の日数を要したということがございます。３つ

目に工事をするための仮設道路にかかる借地交渉に

不測の日数を要したということが理由として挙げら

れます。

○金城勉委員 この辺は工夫していただいて、やは

りできるだけ計画どおりに進められるように取り組

みをお願いいたします。

672の橋梁があると把握されていますけれども、

この辺のところ、修繕事業として完成の見通しとい

うものは、年度計画としてどのぐらいのスケジュー

ルで考えていますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 672橋のうち、平成24年

度からの10年間で544橋の補修工事を計画しており

ます。平成25年度までに65橋の補修が完了しまして、

80橋が補修中となっております。今年度も新たに25

橋の補修に着手する予定でございます。引き続き計

画的な補修を行いまして、災害に強い社会基盤を構

築していきたいと考えております。

○金城勉委員 ぜひ頑張ってください。

次に、中城湾新港地区の防災計画について伺いま

す。これはやはり３・11のところからいろいろ議論

が重ねられてきましたけれども、この地区、4000名

以上の皆さんが埠頭で働いておりますので、そうい

うところの地震対策、津波対策等々を含めた防災計

画について御説明をお願いします。

○田原武文港湾課長 中城湾新港地区の防災計画に

ついては、平成25年９月に国により策定された港湾
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の津波避難対策に関するガイドラインに基づき、平

成26年度、防災計画の策定を進めております。地震

対策や津波対策については現在策定を進めている防

災計画の中で検討していきたいと考えております。

計画策定においては、避難困難地域の抽出、それか

ら避難対象人数を把握する等、新港地区の特徴を整

理の上、緊急避難場所や避難経路等を検討し、沖縄

市、うるま市の地域防災計画に反映させていきたい

と考えております。また、岸壁、橋梁等の耐震性の

分析もこの業務の中で行い、港湾機能が維持できる

か検討します。

○金城勉委員 今年度、避難計画を含めての計画策

定中ということですが、これが具体的に沖縄市やう

るま市、あるいは県と、その辺の具体的な計画が実

施計画に至るまでのスケジュールはどうですか。

○田原武文港湾課長 避難訓練の計画については、

ことし11月５日の津波防災の日に、県と市町村が主

催する沖縄県広域地震津波避難訓練が県下全域で行

われます。県は、中城湾港新港地区協議会へ訓練参

加の案内をしておりまして、新港地区に立地する企

業が参加する予定となっております。この避難訓練

の結果を検証しながら、現在策定中の防災計画に反

映していきたいと思います。次年度から地域防災計

画を実施しますうるま市、沖縄市と連携を図りなが

ら新港地区埋立地についても防災訓練を実施してい

きたいと思っております。

○金城勉委員 では、沖縄市、うるま市とも密に連

携を図って進めてください。

それから次に、泡瀬地区の埋立事業について伺い

ますけれども、周囲から見ると、スピードがもう少

し早くできないかという思いがするのですが、その

皆さんの計画と照らしての進捗状況はどうですか。

○田原武文港湾課長 中城湾港泡瀬地区の埋立事業

については、国と県が連携を図りながら事業を推進

しているところでございます。埋立面積95ヘクター

ルのうち、国が86ヘクタール、県が９ヘクタールを

埋め立てることになっております。平成25年度末ま

での進捗率としましては、国が埋立土量ベースで約

43％、県は事業費ベースで18％となっております。

○金城勉委員 これの完成見通しはいかがですか。

○田原武文港湾課長 国の事業につきましては平成

28年度完成予定となっております。県の事業につき

ましては平成32年度完成予定となっております。

○金城勉委員 以前から声があるのですが、ビーチ

を先行供用という地元からの要望が強いのです。そ

れができないのは、進入道路の建設が県の管轄に

なっていますから、これとの兼ね合いで難しいと聞

いているのですが、これは検討の余地はないですか。

○田原武文港湾課長 泡瀬地区への進入道路につい

ては、延長が800メートル、それから車線数が４車

線の供用となっておりまして、平成25年度から着手

したところでございます。現在、設計中ではござい

ますけれども、完成供用を平成32年度にしたいとい

うことで設計等を進めております。委員のおっ

しゃっております早期に供用できないかということ

につきましては、橋梁が４車線ございますので、２

車線を暫定的に早目に完成させて、それを使えない

かということで、現在、設計の中で検討していると

ころでございます。

○金城勉委員 ということは、２車線を早期に完成

させて、そこからビーチの供用ができるという、そ

の可能性はあるわけですね。

○田原武文港湾課長 その２車線を使って、できる

だけ早目にビーチが使える方向で対応したいと考え

ております。

○金城勉委員 地域の住民、市民からは、ぜひ早目

の供用をお願いしたいという声が以前からあります

ので、ぜひそれに応えられるようにお願いをいたし

ます。

それと、土地利用計画については市が担当するの

ですが、これは県も何らかの形でかかわることは考

えていますか。

○田原武文港湾課長 委員のおっしゃるとおり、土

地利用計画については沖縄市が主体的にやるところ

となりますけれども、現在、沖縄市で民間施設の企

業誘致方針の策定や多目的広場の基本計画の検討を

行っているところであります。県としましては、こ

れらの調査結果を踏まえて沖縄市の土地利用計画の

実現に向けて連携していきたいと考えております。

なお、去る７月18日には、一般財団法人沖縄観光コ

ンベンションビューローなどの観光関係者と整備中

の現場を回りながら、それから国、県、沖縄市も含

めて、埋立地の土地利用について意見交換を行った

ところでございます。

○金城勉委員 ぜひいい計画ができるように、県も

その利用計画については市の支援、バックアップを

お願いいたします。

次に、山里第一地区の再開発事業について、これ

も進捗状況を少し御説明いただけますか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 山里第一地

区の進捗状況なのですが、沖縄市で事業計画の見直

しを行っておりました。今月の２日に具体的な建物



－177－

や駐車場等の配置を変更する都市計画の変更の告示

を行っております。今後、沖縄市では、組合設立認

可申請に向け取り組んでいくと聞いております。

○金城勉委員 当初のスケジュールからすると、若

干おくれてきているのですね。これは権利者の皆さ

ん方の問題とか、あるいはまた組合の準備状況のこ

ととか計画の見直しなど、いろいろ影響しているよ

うに聞いておりますけれども、これは県から見たと

きにどのように受けとめていますか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 基本的に、

参画する企業等と沖縄市で、駐車場問題、また商業

施設の配置計画ということで調整して、そういう見

直しになっているということです。若干のおくれは

あるのですが、内容としてはそういう形で整理して

いるということで、県としても重要な事業と考えて

おりますので、それなりに支援していきたいと考え

ています。

○金城勉委員 ライカムのゴルフ場跡地の大型商業

施設も来年度がオープンの予定になっておりまし

て、その辺の影響も少し懸念したりもするのです。

やはりその辺の整合性をお互いに相乗効果が出るよ

うな事業計画であってほしいと思うのですが、県は

そこまでかかわれるかどうか、あるいはまた市を通

しての何からのかかわりとか、そういうことは考え

られませんか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 基本的には

沖縄市で対応するのですが、ただ、県でも内容の確

認の中で、隣接する大型商業施設がありますが、そ

れとの整合性はどうなっているかということで内容

の確認はしています。市でもそこら辺は十分検討し

て採算性が合うということで、企業を誘致している

と聞いております。

○金城勉委員 よろしくお願いします。

それと、県もその財政支援をやっていただいてお

りますけれども、市からの情報としては、もう少し

県に頑張っていただきたいという市長からの強い要

望も届いているかと思うのですが、その辺の検討状

況はいかがですか。

○當銘健一郎土木建築部長 委員御指摘のとおり、

事業計画を見直したことによって非常にいい配置計

画に変わったと思っています。ただ、若干事業費が

ふえたということで、県が負担する金額について増

額を今要請されております。そして、私どももこれ

は大変市街地再開発事業としていい事業だと思って

おりますので、何とか前向きに支援の増額について

は対応していきたいということで、関係機関と調整

をしているところでございます。

○金城勉委員 非常にうれしい答弁でございます。

桑江市長も非常に情熱的に今取り組んでおりまし

て、私にもぜひバックアップをということもありま

すので、ぜひ御検討をし、いい形の回答がいただけ

るようにお願いをいたします。

次に、県道20号線の拡幅工事についてですが、今、

胡屋十字路から高原交差点向けに鋭意進められてお

りますけれども、順調に進んでおりますか。

○上原国定道路街路課長 県道20号線の胡屋交差点

から高原交差点までの延長約3.1キロメートルにつ

いては、街路事業の胡屋泡瀬線として３工区に分け

て、幅員32メートル、４車線で整備を行っておりま

す。胡屋交差点から室川入り口バス停付近までの１

工区1220メートルについては、平成17年に着手し、

進捗率は用地取得ベースで約86％であります。室川

バス停付近から高原団地入り口バス停付近の２工区

1000メートルは、平成20年度に着手し、進捗率は用

地取得ベースで約27％となっております。また、高

原団地入り口バス停付近から高原交差点までの高原

工区860メートルについては、平成25年度に着手し

まして、現在実施設計を行っているところでござい

ます。

○金城勉委員 これは皆さんの計画と照らして、順

調にいっていると受けとめていいですか。

○上原国定道路街路課長 用地取得等で若干問題等

は発生しておりますけれども、今のところ計画どお

り完成を目指して進めているところでございます。

○金城勉委員 その次に、高原交差点から泡瀬十字

路の間、市道から県道に移管されましたけれども、

ここまで延長しての計画になっていますよね。この

部分についての計画の位置づけというものは、スケ

ジュール的にはどのようになりますか。

○上原国定道路街路課長 県道の認定を終えまし

て、これから県道としての整備を進めていきたいと

思っておりますけれども、来年度、平成27年度に道

路の予備設計を行いたいと考えております。予備設

計を終えた後、都市計画の変更に向けて取り組んで

いきたいと考えております。

○金城勉委員 その後の、その予備設計に来年度か

ら着手をして、その事業着手、それから完成に至る

までのスケジュール的な見通しはどうですか。

○上原国定道路街路課長 予備設計、都市計画の変

更を行った後、事業化につきましては、今現在整備

中でございます高原交差点までの３つの工区の進捗

状況を見ながら事業化を検討したいと思っておりま
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して、できれば平成30年度ごろから着手したいと考

えてございます。

○金城勉委員 わかりました。では、鋭意取り組み

をお願いいたします。

次に、天願川の改修工事ですが、ことしも台風８

号のときに大雨と台風等が襲いまして、私も現場に

行ったのですが、大変な氾濫がありました。この川

の拡張整備についても進められているとは聞いてい

るのですが、特に具志川ゴルフ場の下のほう、あの

近辺は、少しの大雨でもすぐ氾濫するということが

繰り返し起こっておりまして、その地域住民の皆さ

ん方から非常に早目の拡幅、その被害防止などの声

も強いのですが、その辺の取り組みはいかがですか。

○上江洲安俊河川課長 天願川については、整備が

必要な延長約6.5キロメートル、そのうち下流部か

ら約4.5キロメートルが概成しております。しかし

ながら、一番天願橋から下流部において未整備箇所

があることとか、それから、今、委員おっしゃる上

流部の改修が未着手であるということが氾濫の要因

となっていると認識しております。それで、これま

でも氾濫がありました。県としては、この改修は急

務と思っていますので、できるだけ地元の協力を得

ながら早期に整備に取り組んでいきます。具体的に

は、早期の工事着手に向けて、地元の協力を得て用

地取得、未買収箇所が何カ所かあって、それがネッ

クになっているのも事実です。そこについて、地元

のうるま市、あるいは関係団体の協力を得て用地取

得を推進していきます。それから、原則的には下流

部から施工するわけですが、中流部のほうに、今、

委員がおっしゃったゴルフ場のところ、これまでも

冠水した事例はございます。そこについては、暫定

施工した直近下流があふれない程度の暫定施工を今

検討中でございます。

それからあと１点は、橋梁等の占用工作物の早期

移設といいますか、関係機関との調整を迅速に進め

ていくということです。

あと、ソフト対策として、氾濫箇所への監視カメ

ラの設置などについて検討しているところでありま

す。

○金城勉委員 今、河川課長の説明がありましたよ

うに、その川には米軍のパイプラインが通っている

箇所がありますね。ここもまた懸念材料ではないの

かということで地元の方々の声があったのですが、

ここはどうですか、見通し、米軍とのかかわりとか。

○上江洲安俊河川課長 米軍のパイプラインが今の

ゴルフ場の上流側にあります。そこが断面不足だと

いうこともボトルネックとなっておりまして、これ

までも調整は進めてきているのですが、なかなか進

んでいないという状況もありまして、今後加速化し

て、米軍あるいは地元と連携しながら調整を進めて

いくということで今進めております。

○金城勉委員 やはり向こうはそのパイプラインが

あるために拡幅できない、あれが移動もしくは何ら

かの手だてを考えないと拡幅できない構造になって

いるのですよね。そこがそういう手をつけられない

と、ここで詰まってしまうという状況があるようで

すから、ぜひこれは沖縄防衛局も一緒になって米軍

側との交渉をぜひ早目に決着をできるような方向で

進めていただきたいと思います。

最後に、土砂災害対策事業の件。２年ぐらい前で

したか、台風が襲ったときに、浜比嘉島のビーチの

砂が部落内に大変な勢いで舞い込んできて、物すご

い砂、道路一面全部砂だらけに覆われてしまったと

いうケースがありますけれども、あの地域の対策に

ついて御説明をお願いします。

○赤崎勉海岸防災課長 浜比嘉島の浜区のビーチ

は、平成３年度から平成12年度に高潮対策事業によ

り、階段式護岸、突堤、養浜及び樹木により砂防施

設を整備しています。その後、砂の安定を図るため、

平成21年度に中央突堤を整備し、平成23年度には飛

砂防止強化のため、フクギ等を追加植栽しておりま

す。現在飛砂防止のフクギ等が成長しており、こと

しの台風８号による飛砂被害の報告は受けておりま

せん。今後も飛砂被害状況を把握し、飛砂防止の既

存樹木の管理を行う等、飛砂対策について適切に取

り組んでいきたいと考えております。

○新垣良俊委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私は、辺野古の埋立承認問題につ

いて中心に聞きます。

まず、この公有水面埋立承認業務は、担当はどち

らですか。

○當銘健一郎土木建築部長 公有水面埋め立て等の

担当業務は、漁港区域内は農林水産部になっており

ますけれども、それ以外の公有水面の埋め立てに関

しては土木建築部が所管しているということになっ

ております。

○嘉陽宗儀委員 今回の埋立承認業務についても土

木建築部の海岸防災課がやったということですね。

○當銘健一郎土木建築部長 一部漁港区域もござい

ますので、海岸防災課と漁港漁場課で担当させても

らっております。

○嘉陽宗儀委員 平成25年度沖縄県歳入歳出決算書
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を見て、どこに海岸防災課の決算があるのかな。埋

立承認に幾らぐらい金を使ったかと調べているのだ

けれども、どこにも出てこないのですが、これはど

こにあるのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 基本的にこういう許認

可の審査業務といいますのは、審査に従事した職員

の人件費とか、あとコピーを使ったり、パソコンを

使ったりというようなこと、あるいは私ども現場の

確認も行きましたので、旅費とか、そういう事務費

が主なものですから、全体の中に含まれているとい

う形になります。

○嘉陽宗儀委員 全体の中に含まれていても、議会

は決算審査ですから、少なくとも議会の側から言え

ば、幾ら予算が出たかということは当然関心を持ち

ますよ。それで調べている。それについては幾ら使っ

たのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 この辺野古の埋立審査

に幾ら使ったかというものは実は出してはございま

せん。埋め立ては、例えば同じ時期に那覇空港の第

２滑走路も出てまいりましたし、それ以外の埋め立

ての審査もございましたので、そういう一連の業務

の中でやっておりますので、この辺野古の埋め立て

に事務費が幾ら使われたかというものは出してはご

ざいません。

○嘉陽宗儀委員 業務量、埋立承認書、これは相当

の業務量ですよ。これは審査するのに何名、何日か

かったのですか。

○松田了海岸防災課副参事 審査体制についてお答

えします。時期ごとに増員をしまして人員を強化し

た経緯がございますので、時系列的に御説明します。

平成25年３月22日以前、これは申請書の提出以前で

ございますけれども、その時点では３名でございま

す。その後、３月22日の提出をもちまして、３月25

日付で２名増員しまして５名の審査体制になってご

ざいます。その後、平成25年６月１日にはさらに１

名土木の技術者を増員しまして６名―失礼しまし

た。引き続き５名でございます。それから平成25年

10月１日付で２人増員しまして、最終的には７名で

審査を行っております。

○嘉陽宗儀委員 今後、審査体制も気になるのです

が、実労働時間というのですか、これだけでこの分

厚い承認書を逐次検討したわけですから、どのくら

い時間がかかったのですか。

○松田了海岸防災課副参事 各担当した職員の従事

した時間を合計してみないと、どの程度の時間がか

かったかということについては御説明が今できるよ

うな状況にございません。

○嘉陽宗儀委員 一人一人わからなくても、ただ働

きさせたのであれば別ですが、少なくとも仕事をし

たのだったら人件費は出ているでしょう。それはど

うなのですか。

○松田了海岸防災課副参事 人件費は支出してござ

います。

○嘉陽宗儀委員 これは部内の職員だったら、人件

費は当然通常の人件費として出ているからいいけれ

ども、専門家を皆さん方はちゃんと使って点検した

わけでしょう。それについては人件費ただというわ

けではないはずですから、これが幾らですか。

○當銘健一郎土木建築部長 これまでの公有水面埋

め立ての審査と同様に、我々行政の中で審査を進め

させていただいております。

○嘉陽宗儀委員 私が聞いているのは、これまでの

ものは泡瀬干潟もかなりやったけれども、あのとき

でたらめだと私は指摘、批判したけれども、今回の

ものについて限定して聞いていますから、少なくと

もどういう分野の専門家で、何名で、何時間これを

分析して、環境保全可能ですという結論を出してい

るわけです。これをはっきりしてください。

○當銘健一郎土木建築部長 埋め立てをする場合に

は環境アセスメントを前段で行います。その中で環

境アセスメントの委員会の先生方の御意見も当然

入ってございます。そしてまた防衛省では普天間飛

行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する

有識者研究会―有識者研究会というものも組織し

て、評価書に対する知事意見をもとに評価書の補正

を行っております。そしてまた私どもは埋立申請が

あった後に環境部に意見照会をしております。その

中で環境部は専門家の先生方に御意見を聞いたとい

うことで、いろいろな専門家の方々がかかわってい

るものと承知しております。

○嘉陽宗儀委員 これには何名の、どういう専門家

がかかわっていますか。分野別専門家というものは

誰がいるのですか。例えばサンゴはいるか、ジュゴ

ンはいるか、気になるところですからね。

○當銘健一郎土木建築部長 環境アセスメントの方

々については13名の委員だと聞いております。そし

て防衛省が設置した有識者研究会につきましては、

今数えますと９名の専門家の方々で構成されて、審

査といいましょうか、指導、助言がなされていると

聞いております。

○嘉陽宗儀委員 ちなみに、今の環境保全の専門家

の皆さん方、いろいろ意見を確かに出している。し
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かし、今のままでは環境保全は困難だという意見を

出している。県の環境部もそうです。いろいろな団

体がありますね。これは何団体あったのですか。こ

のままでの環境保全は困難だと、自然環境の保全に

ついての懸念が払拭できない、こういう意見を結構

出しているでしょう。

○當銘健一郎土木建築部長 いろいろな団体からそ

ういう懸念が払拭できないということについては直

接は聞いておりませんけれども、まず平成23年12月

28日に提出された普天間飛行場代替施設建設事業に

係る環境影響評価書については、まず知事意見とし

て自然環境の保全を図ることは不可能と考えるとい

うことを出しております。それに対して防衛省では、

有識者研究会を設置し、評価書の補正を行っており

ます。その補正された評価書をもとに公有水面埋立

申請書が作成され、３月22日、これは昨年ですが、

県に提出されました。この提出された申請書につき

まして、私どもは環境部に対して意見の提出を求め

たところでございます。その中で環境部からは、環

境の保全についての懸念が払拭できないという内容

の意見の提出がございましたので、それを踏まえて

事業者に見解を求めるとともに、申請書の内容につ

いて審査を行ったということでございます。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

（休憩中に、嘉陽委員から自然保護団体等か

らの意見等はなかったのかと確認があり、

当銘土木建築部長から抗議、意見の提出

があった旨の答弁があった。）

○新垣良俊委員長 再開いたします。

嘉陽宗義委員。

○嘉陽宗儀委員 今のはちゃんと正式に議事録に残

るように答弁してください。

公有水面埋立申請書に対して、このままでは環境

が守れないと懸念をしている自然保護団体がいろい

ろありましたね。何団体で、どういう意見でしたか。

○當銘健一郎土木建築部長 まず、公有水面埋立法

の法的な手続として利害関係者の意見を聞くという

ことがあります。これはもう既に公表されていると

ころでございますけれども、3000人を超える人また

は団体からのいろいろな意見がございました。その

中で否定的な意見は3343件ございまして、この中に

は今の委員から御指摘のある団体も入っております

し、個人も入っているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 具体的に皆さん方は別添資料とい

うことで、ずっとこれまで私は問題にしていますけ

れども、たくさんの環境保全措置ということで列挙

されているのですが、その中でずっと何をどうする

かということの、具体性が何もありませんね。例え

ばこの米軍の低公害車の導入問題についてもどうす

るかというものも何もない。これも一々全部言うわ

けにいかないから、要するに何もない。答えは、マ

ニュアルを作成することによって周知する、それで

環境保全策をとりますと言うのですが、マニュアル

をつくったら埋立事業による環境保全は図れるので

すか。これに書いていますよ。

○當銘健一郎土木建築部長 供用後の埋め立てをし

た後の施設の運用について、マニュアルなどを作成

して、それを米軍に示すことにより環境保全措置を

図るということが、この申請書には記載されている

ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 このマニュアルをつくって周知す

るというものは何カ所になるのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 箇所数については数え

ておりません。

○嘉陽宗儀委員 マニュアルの具体的な中身につい

て一つでもつくっていますか。

○當銘健一郎土木建築部長 マニュアルにつきまし

ては、これから防衛省でつくると承知しております。

○嘉陽宗儀委員 これだけ幾らやっても前に進まな

いから、これは知事を呼んで知事からはっきり聞か

ないといけないけれども、委員長、総括質疑で知事

から聞きたい。

それから、知事が現段階でとり得ると考える環境

保全措置が講じられておりと言われていますね。今

の答えは、知事の見解表明は全くでたらめというこ

とになるのではないですか。

○當銘健一郎土木建築部長 昨年提出された埋立申

請書の中で、現段階でとり得ると考えられる措置が

講じられていることから審査基準に適合している

と。したがって、承認であると判断をしたところで

ございます。

○嘉陽宗儀委員 例えばジュゴンについて、誰が、

今のこの工事計画で、保全を図れるという見解を出

しているのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 ジュゴンなどの海生生

物に対する主な環境保全措置として、作業船が沿岸

を航行する場合は基地から10キロメートル以上離れ

て航行するとともに、大浦湾の湾口から施工区域に

進入する場合は、一定速度で沖合から直線的に進入

する。あるいは専用の監視船やヘリコプターを配置

し、目視、ソナーによる音波測定による監視を行っ

て、大浦湾内で確認された場合は水中音を発する工
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事を一時的に休止するなどの対策を行う。環境保全

措置が速やかに講じられる監視体制を構築して、事

後調査を実施し、当該調査結果に基づいて、環境保

全措置の効果も踏まえてその妥当性に関して検討す

るということ、これは具体的な措置ですが、それ以

外にも、専門家等の指導、助言を得て必要な措置を

講じるということが記載されていることから、現段

階でとり得ると考えられる環境保全措置がとられて

いると判断したところでございます。

○嘉陽宗儀委員 今の環境保全措置は、ジュゴン対

策から言えば、全くそういう措置はなっていない。

だけれども、僕は、今どういう措置をとられている

かということをここに皆さん方の文章に書いている

から、これはだめだから、これは誰がそういう見解

を出したか、専門家をと。私が行って聞こうと思っ

て。今のを書いたのは誰ですか。こんなジュゴンの

方策はありますか。

ちなみに、沖縄防衛局に私が聞いたら、向こうも

専門家がいますと言うから、いであ株式会社か、結

構向こうが仕事をしますから、向こうに専門家がい

ますと言うから、僕はいであ株式会社まで電話して、

ジュゴン対策について皆さん方専門的立場から案を

出しているけれども、専門家は誰かと聞いたら、い

であ株式会社は、百条委員会で聞くと言ったら、い

ないと言ったのですよ。だから、現段階の私の調査

の結果では、ジュゴンの専門家という人の意見が全

く反映されていない。どこに専門家はいますか。氏

名を明らかにしてください。

○當銘健一郎土木建築部長 ジュゴンそのものにつ

いての専門家かどうかは私どもはよく存じ上げてお

りませんけれども、アセスメントの委員の方々にも

こういった海洋生物に関する専門家の方々もいらっ

しゃいますし、また、防衛省が設置した有識者研究

会の中でも、そういった海洋生物に対する専門家の

方々はいると聞いております。

○嘉陽宗儀委員 この海洋生物といってもたくさん

ありますよ。私が石垣空港の埋め立て問題でアオサ

ンゴはないと言うから追及したら、サンゴの専門家

という会社の人は、実は海洋生物といっても、アオ

サであって、サンゴは知りませんと言ったのですよ。

だから、ジュゴンというものは日本には特定の専門

家もいない。高度な知識がないといけないのに、そ

れを、います、こういう結論を出しましたといった

ら、こういう人たちもいないのに、何でこんな結論

が出せるのかというのが私の疑問ですが、どう答え

ますか。だから、その専門家がいるのだったら出し

てくださいよ。

○當銘健一郎土木建築部長 繰り返しになりますけ

れども、環境アセスメントの委員会の先生方、ある

いは防衛省が設置した有識者研究会の先生方によっ

てジュゴンの環境保護対策についても十分な議論が

なされて、そして申請書が取りまとめられたものと

承知しております。

私も環境とか余り海洋生物については詳しくはあ

りません。しかし、これまでのいろいろな報告書や

研究論文などでは、防衛省が設置した有識者研究会

の中の京都大学大学院の情報学研究科の准教授と書

かれておりますけれども、荒井先生がそういった、

これは報告書か論文かわかりませんけれども、そう

いった報告を出しているということは事実としては

ございます。

○嘉陽宗儀委員 結局は専門家ではない人たちの誰

の意見かよくわからないけれども、何かの専門家か

もしれないけれども、ジュゴン対策がきちんとでき

ないにもかかわらず、できましたという格好でとれ

る措置を全部やりましたということになっていると

いうことは、これは問題ですよ。これについても改

めて知事に聞きます。

それから岩礁破砕、今、許可は漁港課かな。今ボー

リング調査をしていますね。ボーリング調査をする

ときに皆さん方は、ボーリングをやるところにサン

ゴがあったかどうか確認されていますか。

○當銘健一郎土木建築部長 まず岩礁破砕について

の許認可は農林水産部ですのでよくわかりません。

今現在やっていますのはボーリング調査ということ

で、埋立工事ではないということです。それは私ど

もは埋立工事ではありませんので、うちの埋め立て

の承認もしくは留意事項ではなかなか環境保全に対

して効果がないものですから、改めて文書を出させ

ていただいて、環境保全措置をしっかりやるように

と、そして保全措置をした後は報告をするようにと

いう文書を出しております。

○嘉陽宗儀委員 岩礁破砕は確かに農林水産部だけ

れども、ただ今は、岩礁破砕でボーリング調査でサ

ンゴを粉々にして、その後もずっと掘られていると

いうことがあるものだから、皆さん方は環境保全に

影響がないように、ちゃんととれる措置は全部やっ

ていると。これも具体的に環境破壊が進んでいるの

に、その周囲は汚れ、拡散していますよ。環境保全

されていないのですよ。それにもかかわらず、とれ

る措置は全部とっていると言うから問題にしてい

る。それ以上聞いてもしようがない。
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それで、今、国は工法変更を皆さん方に出してい

ますね。いつ出してきていますか。

○松田了海岸防災課副参事 ９月３日でございま

す。

○嘉陽宗儀委員 具体的にどういう中身の変更に

なっていますか。

○當銘健一郎土木建築部長 変更の内容は主に４つ

でございます。１つは工事用仮設道路の追加、もう

一つは中仕切り護岸の追加、３つ目、美謝川切りか

えルートの変更、４つ目が埋立土砂運搬ルートの一

部変更、４つでございます。

○嘉陽宗儀委員 この美謝川の計画変更について

は、前は暗渠の分は小さくして、開渠、ふたをあけ

るから、これを長くすることになっていたけれども、

この前の代表質問でも聞きましたけれども、結局は

全部暗渠にしてしまいましたね。暗渠にすると、い

ろいろ自然環境に大きな影響を与えるというものが

出ているけれども、これは皆さん方、それで同意し

たのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 これはまだ、現在、審

査中でございます。それで、今、農林水産部の意見

を求めているところでございまして、そういったと

ころからの意見が出ましたら、それを参考にして、

さらに審査を進めていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 これはこの美謝川のルート変更だ

けでも大問題だと思うのですが、土砂の運搬の方法

にしたって、あれは10トントラックかな、あれが１

日に何百台も通るような計画になっているのではな

いですか。

○當銘健一郎土木建築部長 本会議の席でもお答え

をさせていただきましたけれども、変更承認申請書

には１日当たり592台と記載されております。

○嘉陽宗儀委員 これは１分間で何台通ることにな

るのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 今、計算いたしました

ところ、１日８時間労働するということで、1.23台

ということになります。

○嘉陽宗儀委員 これは交通量としては多いほうで

すか、少ないほうですか。

○當銘健一郎土木建築部長 このトラックだけであ

れば、それほど交通量は多くはありません。それ以

外の車などが加味されれば、また別の話になります。

○嘉陽宗儀委員 実態を土木建築部長は推測してい

ないみたいですが、トラックは大変です。１台通る

だけでも大変ですよ。あれは交通安全でも、荷物が

ない状態だったらいいけれども、あれは少しでも荷

物があったら、重力加速度があって簡単にスピード

も出せない。だから、あれは１台１分幾らというこ

と、今の土木建築部長の計算だと、この距離で速度

は幾らで走る計算ですか。

○當銘健一郎土木建築部長 私の今の計算に速度は

加味されておりません。１日当たり592台というこ

とですので、これは８時間仕事をするということで、

１分当たりに直してお答えいたしました。

○嘉陽宗儀委員 結局いろいろ調べてみても、現在

とれる措置はとられていない。にもかかわらず埋立

承認をしたということは重大問題です。改めてやは

り沖縄の子や孫に軍事基地として渡すか、自然豊か

な沖縄を残すかということが問われていますから、

今の最後の件についても知事に直接お伺いしたいと

思います。

○新垣良俊委員長 先ほどの辺野古埋立承認に関す

る質疑につきましては、要調査事項として取り扱っ

てほしいということですので、あしたの委員会で、

その取り扱いについて確認いたします。

新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 最後になりました。よろしくお願

いいたします。幾つか質疑通告しているのですが、

重なる部分もありますので、気になるところだけ

やっていきたいと思います。

まず、主要施策の成果に関する報告書の232ペー

ジ、公園整備の件です。これは６カ所の公園整備を

やったということになっているのですが、まず首里

城公園の部分です。首里城公園のどういうところを

やったのか、そこをひとつお願いします。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 首里城公園

に関しては、円鑑池と円覚寺の間の園路整備をやっ

ております。主な工事としては園路整備になります。

○新垣安弘委員 円鑑池と円覚寺の間の園路整備と

いうことでしたら、予算的にはお幾らぐらいですか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 予算として

は１億2000万円程度あります。

○新垣安弘委員 首里城は今観光客もどんどん行っ

て、結構守礼の門から通って本殿に行くのが大多数

だと思うのです。片や、円覚寺、あと弁財天、龍潭、

あの一帯というのは本当に地元の人にとっても憩い

の場になるようにしなければいけない部分だと思う

のです。そういう点で、先ほどの間の整備も必要な

のですが、一つお伺いしたいのです。これはきょう

の新聞にも円覚寺の碑が見つかったということで、

これは円覚寺本堂の再建の計画はないと思うのです

が、山門の復元の計画はあるのですよね。円覚寺の
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山門、そこは本当にそういう意味でもあの部分とい

うものは大事な部分ですのでお伺いしますけれど

も、龍潭池と円鑑池の間、そこは龍淵橋があるので

すが、その円鑑池から龍潭池にその龍淵橋の下の部

分から随分しみ出てきていて、あそこがすごくずっ

とじゃかじゃかしているというか、そういう状況が

あるのですが、そこの修理というか、補修について

の計画はありますでしょうか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 委員がおっ

しゃるとおり、現地を確認しますと、やはりいろい

ろなところから湧水があるということで確認してい

ます。そういう中で、那覇市で円鑑池は今管理して

いるものですから、そのしゅんせつ、また防災工事

を那覇市で計画していると聞いております。その際

に県としても園路の浸水対策を検討したいと。具体

的に関係機関と調整しまして、現状調査をしまして、

浸水の対策、また園路の改修も含めて検討していき

たいと考えております。

○新垣安弘委員 恐らく円鑑池をちゃんとしゅんせ

つもして調べれば、ちゃんとした工事になると思う

のです。そこで問題なのですが、円鑑池は要は那覇

市管理なのですよね。これは那覇市がやらないと手

をつけられない状況なのです。土木建築部長、これ

は前に一般質問でも取り上げたのですが、いわゆる

国営、首里城の国管理の部分が県に移譲になると。

そこで県が一体管理をする上で、園比屋武御嶽とか

円鑑池、そこは那覇市から県が譲り受けるべきでは

ないか、そういう意味で県が一体管理すると、そう

いう方向に進むべきだということを申し上げたので

す。前向きな答弁だったと思うのですが、そこのや

りとりは、今、どういう状況でしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 那覇市からも、この円

鑑池の県への管理移管について要請がございまし

た。そのときにいろいろお話をさせていただきまし

たけれども、まずこの円鑑池、園比屋武御嶽、玉陵

と、この３カ所あるわけでございまして、それらを

一元管理ということで県が管理をするということ

は、方向性としてはいい方向ではないかとお話をさ

せていただきました。

ただ、円鑑池につきましては、まだ那覇市が今管

理している段階で、委員がおっしゃっているように、

少し未整備な部分があります。その部分については

今那覇市で何らかの計画を持って整備をして、その

後、県に移管ということを考えているようにも思い

ますので、その辺の状況は少し見きわめながら対応

していきたいと。最終的に県が一元管理をするとい

うことは、方向性としては決して間違っていないと

思っております。

○新垣安弘委員 あの一帯はぜひ整備していかない

といけない場ですので、その那覇市との関係も積極

的に進めてもらいたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

それでは続きまして、231ページです。景観対策

事業なのですが、この事業効果ということで二、三

書いてあるのですが、この事業を少し簡単に説明し

てもらえますでしょうか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 231ページ

の沖縄らしい風景づくり推進事業なのですが、これ

については平成24年度から沖縄振興特別推進交付金

を活用しまして景観施策を推進してきております。

平成25年度の事業内容なのですが、１点目が風景づ

くりに係る人材の育成、あと市町村の景観行政職員

の技術向上を図るということで、ワークショップ、

また講習会等を開いております。あと景観に配慮さ

れた良質な公共空間の創出を図るということを目的

としまして、土木建築の公共事業について、景観評

価システムを構築したいということで試行を行って

おります。これについては道路事業になるのですが、

道路事業に係る景観チェックリスト、また解説書の

案を作成しております。

○新垣安弘委員 この景観対策事業と、あと街路の

整備もそうなのですが、何度かいろいろと除草のこ

ととか植栽のこととか今まで出ましたけれども、例

えば、これは2300万円の予算がかかってはいるので

すが、この広報に作成した資料とかシンポジウムを

やったものとか、そこら辺、後で資料をいただけま

すでしょうか。例えば３番目の景観チェックリスト、

解説書、よろしいですか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 後で準備し

て配付したいと思います。

○新垣安弘委員 そこで、これは一つの提案でもあ

るのですが、私は前に道路の整備に関しては、もう

何度も今までずっと皆さんからも意見が出ている

し、これは市町村に任せたらいいのではないかとい

うこともお話ししましたけれども、ただ、市町村に

任せたら、また、市町村も市町村なりの負担がふえ

ると思うのですよ。それで、予算のかかる問題だか

ら、結局２回しか除草できないとか、あるいは平成

26年度は３回できるとか、いろいろあるかもしれま

せん。もう一つ、これは、みんなが誰もが感じてい

る状況、観光立県として十分ではない。街路整備、

景観整備、そういう点ではもっと県民の力を引き出
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すような企画、事業をしないといけないのではない

かと思うのです。例えば、地域の婦人部の美化コン

クールとかをやって、それで整備をするとか、ある

いは地域の老人会とか、そういう組織を使って街路

の整備に力をかしてもらうとか、ボランティア組織

も確かに結構な数あるのですが、現状ではまだまだ

足りない状況だと思うのです。そこをもう少し、除

草するための予算はこれだけしかないから年に２回

しかできない、結果は全然最悪だと。そういう実態

があるわけですから、そこはもう少し民間の組織の

活力を使うような方向で検討して、これにも予算は

かかると思うのですが、検討してみるべきときに来

ているのではないかと思うのです。そこら辺どうで

しょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今、確かに道路ボランテ

ィアの方々に御協力いただいて除草作業とかやって

いただいているところではございますが、また、毎

年８月には道路ふれあい月間というものがございま

して、その中でそれぞれお手伝いしていただいた方

々、活躍していただいた方々に対して表彰をするこ

ともやっております。今後、さらにこういったボラ

ンティア団体も募って広げていきたいと考えており

ます。

○新垣安弘委員 実態は本当にこのままではいけな

いという感覚だと思いますから、ぜひ積極的に取り

組んでください。

あと、県営住宅の件でお伺いします。いろいろと

ありましたけれども、八重瀬町にいわゆる新規の県

営住宅の住宅地が確保されているのですが、ここの

造成が終わるのはいつでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 八重瀬町区画整理課による

と、県営住宅建設用地の造成工事については、平成

27年の６月ごろに発注し、年末には完成できるよう

にしたいということで聞いております。

○新垣安弘委員 新規の県営住宅を建てるのに、普

通何年前から計画して着工するのでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 おおむね着工の前年度には設

計に取りかかる、あるいは設計を終えているのが望

ましいと考えております。

○新垣安弘委員 これは宅地の造成が平成27年度に

終わるのですが、ここに関してはどういう計画で

しょうか。

○嘉川陽一住宅課長 県としては、現在、今年度中

にこの伊覇地区について設計を発注できるようにし

たいということで、今、内部で調整を行っていると

ころでございます。

○新垣安弘委員 これは地元から、いろいろ場所的

なものもあって、近くにある県営屋宜原団地と同じ

ような高層にはしてくれるなと、せいぜい２階建て、

３階建てぐらいにしてくれという地元からの要望が

あると思うのですが、それに関してはどうなので

しょうか。

○嘉川陽一住宅課長 昨年に八重瀬町の区画整理課

と調整を行っております。その中で地域住民から、

県営住宅の階数については３階以下に抑えてもらい

たいという意見があることは聞いております。した

がって、階数等の規模については、敷地の有効利用

を踏まえ、八重瀬町の意見も参考にしながら、今後、

検討していきたいと考えております。

○新垣安弘委員 これは５階建てではなくて２階か

ら３階建てとなると、戸数が随分減ると思うのです

が、そこら辺は県としては大丈夫な話ですか。

○嘉川陽一住宅課長 やはり敷地がかなり広うござ

いますので、我々としても、やはり敷地の有効活用

ということを考える点からは、ある程度の戸数は配

置したいと考えておりますので、階数を抑えながら、

できるだけ駐車場、緑地等にも配慮しながら、設計

の中で考えていきたいと考えております。

○新垣安弘委員 地元はアパートがどんどん建って

きて20年前と全然さま変わりしているのですが、こ

れは地元の状況、八重瀬町だけの状況に配慮するこ

とではないのか、南部一帯の全域のことで配慮すべ

きことなのか。

もう一点は、これはつくることは確定なのか、そ

れとも町からの何らかの要請があれば、ほかの公共

施設に土地を転用することもできるのかどうか、そ

こら辺どうですか。

○嘉川陽一住宅課長 県営住宅につきましては、や

はり広域的な観点から設置をするということで、そ

の募集に当たっては、当然、今回つくる団地につき

ましては南部一帯からの応募がかなりあるというこ

とは予想されております。ただ、この敷地について

は地区計画というものが定められておりまして、地

区計画の中では集合住宅用地という形で指定されて

おりますので、建築物の用途制限とか高さ制限等が

あります。公営住宅以外に建築できる公共施設とし

ては、学校、福祉施設及び一定規模以下の郵便局や

地方公共団体の支所といったものが建築可能とは

なっておりますけれども、現在、八重瀬町からは特

にこういう施設をつくりたいという積極的な話は出

ていないということでございます。

○新垣安弘委員 わかりました。
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あともう一点、公共交通と自動車の台数について

ということで質疑を上げているのですが、県は、きょ

うも新聞に出たのですが、南北縦貫の鉄道を敷こう

としている。あとその支線もそれぞれ地域から支線

を敷いてくれと言われていると。そういう状況の中

で、これは企画部でやっていると思うのですが、沖

縄は車社会だと。土木建築部はどんどん道をつくっ

ていると。今そういう状況なのですが、ここは我々

もヨーロッパを視察したときに、自動車から公共交

通に変えようということで、そういう政策をしいて、

自動車の数がどんどん減っていったという効果があ

らわれたというものを見てきているのです。視察し

てきました。沖縄の場合、この鉄軌道、公共交通を

南北と支線も走らそうとしているのですが、ここは

道をつくっている道路を担当している土木建築部と

そこの計画がばらばらであっていいものかどうか。

今後のことを考えたら、では、沖縄にどれぐらいの

車が限度なのか、どれぐらいまで減らしたほうがい

いのかとか、そのときに道は将来どの程度必要なの

かとか、そこら辺はやはり連携して考える必要があ

ると思うのですが、それに関してはどうでしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 こういった公共交通の

あり方については、委員御指摘のとおり、企画部が

所管してやってはいるのですが、沖縄県公共交通活

性化推進協議会などには私どもも入っております。

企画部につきましては、沖縄県総合交通体系基本計

画におきましても土木建築部の役割というものは非

常に大きいと思っています。

ただ、公共交通に関して言わせてもらいますと、

本県では3.2％ということで、全国ではやはり30％

近い公共交通の割合を持っているということで、か

なり低いと考えています。

それで、沖縄は今後もしばらく人口がふえ続けま

すので、自動車交通を含めてそういう交通量はふえ

ていくということです。その中で今、企画部でいろ

いろ鉄軌道とか軌道系という公共交通を考えていく

中で、土木建築部としてもやはり、計画にももちろ

ん側面的には参加いたしますけれども、事業実施に

当たっては土木建築部がメーンとなってやっていく

ということもありますので、積極的にかかわってい

きたいと考えております。

○新垣安弘委員 あと、もう一点、先ほど来、無電

柱化の話が出ていました。これはよく皆さんどんど

んやるべきだというものはあると思うのですが、た

だ、事業が全然進んでいないと。この原因を一つお

伺いしたいのですが、これはやるときに、沖縄電力

株式会社とか、あるいは西日本電信電話株式会社、

そこら辺もいわゆる出資する部分があって、そうい

うところとの関連性があるから工事が思うように進

んでいかないという部分もあるのでしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 電線地中化につきまして

は２通りのやり方がありまして、合意路線―電線管

理者と合意した路線につきましてはお互いに費用を

負担し合ってやります。これにつきましては、大体

１キロメートル当たり５億円かかりますのを、３億

円は道路管理者が見まして、あとの２億円は電線管

理者負担となります。もう一つの要請者負担方式と

いいますのは電線管理者の負担が大きいということ

で、なかなか事業が進まないということで、道路管

理者が電線管理者の分も負担しようということでや

る事業です。これはソフト交付金を活用してやって

ございますが、それにつきまして、今後、もしこの

事業が終わった後に新しく家を建てる箇所が出てく

るとか、そういう場合に、では、その引き込みまで

全て道路管理者が未来永劫に見るかという話があり

まして、その辺で少し電線管理者と協定を交わすと

きにいろいろありまして、それで少し時間がかかり

まして、今回、繰り越しが大分ふえているという状

況でございます。

○新垣安弘委員 最後に、この間久米島町へ行った

ときに、事業のいわゆる離島における地元発注の話

が出たのですね。これは去年、おととしも県に地元

からの要請もあったと思うのですが、久米島町だけ

に限らず、地元発注に関する配慮とか現状とか、そ

こら辺をお聞かせください。

○當銘健一郎土木建築部長 従来から県では県内企

業に優先発注ということで県内企業に優先的に発注

しているところです。特に離島におきましては、宮

古島市とか石垣市といったところでは建設業者さん

がかなりたくさんいますので、例えばＢクラスの工

事で指名をしましても十分集まります。ただ、宮古

島、八重山諸島以外の離島ではなかなか業者数も少

ないということもありまして、例えばＢクラスの工

事を発注するときに、そういった該当する企業が少

なければ、直近、上位、下位といったところまで含

めて、そういった離島については地元が受注しやす

いような発注形態もとっておりますので、かなりの

部分、地元の業者が受注されているのではないかと

考えております。

○新垣良俊委員長 以上で、土木建築部長に対する

質疑を終結いたします。

説明員の皆様、大変御苦労さまでした。
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次回は、明 10月16日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時17分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。
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